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令和３年第４回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第１号 

 

令和３年１１月２６日（金曜日）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第 ９７ 号 菊池市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 

           て 

   議案第 ９８ 号 菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ９９ 号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１００号 菊池市例規の見直しに伴う企画振興課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１０１号 菊池市例規の見直しに伴う総務課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１０２号 菊池市例規の見直しに伴う防災交通課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１０３号 菊池市例規の見直しに伴う財政課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１０４号 菊池市例規の見直しに伴う人権啓発・男女共同参画推進課関係 

           条例の整理に関する条例の制定について 

   議案第１０５号 菊池市例規の見直しに伴う学校教育課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１０６号 菊池市例規の見直しに伴う生涯学習課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１０７号 菊池市例規の見直しに伴う菊池市公民館関係条例の整理に関す 

           る条例の制定について 

   議案第１０８号 菊池市例規の見直しに伴う社会体育課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１０９号 菊池市例規の見直しに伴う議会事務局関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１１０号 菊池市例規の見直しに伴う市民課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 
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   議案第１１１号 菊池市例規の見直しに伴う税務課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１１２号 菊池市例規の見直しに伴う環境課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１１３号 菊池市例規の見直しに伴う福祉課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１１４号 菊池市例規の見直しに伴う子育て支援課関係条例の整理に関す 

           る条例の制定について 

   議案第１１５号 菊池市例規の見直しに伴う高齢支援課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１１６号 菊池市例規の見直しに伴う健康推進課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１１７号 菊池市例規の見直しに伴う農政課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１１８号 菊池市例規の見直しに伴う農林整備課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１１９号 菊池市例規の見直しに伴う商工観光課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１２０号 菊池市例規の見直しに伴う土木課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１２１号 菊池市例規の見直しに伴う都市整備課関係条例の整理に関する 

           条例の制定について 

   議案第１２２号 菊池市例規の見直しに伴う下水道課関係条例の整理に関する条 

           例の制定について 

   議案第１２３号 菊池市例規の見直しに伴う農業委員会事務局関係条例の整理に 

           関する条例の制定について 

   議案第１２４号 菊池市例規の見直しに伴う水道課関係条例の整理に関する条例 

           の制定について 

   議案第１２５号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１１号） 

   議案第１２６号 令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１２７号 令和３年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第１２８号 令和３年度菊池市水道事業会計補正予算（第３号） 

   議案第１２９号 令和３年度菊池市下水道事業会計補正予算（第３号） 

   議案第１３０号 辺地総合整備計画の変更について 
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   議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について 

   議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

   議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について 

   議案第１３４号 市道路線の廃止について 

   議案第１３５号 市道路線の認定について 

 まで一括上程・説明 

第４ 請願第 ４ 号 菊池市商工会館移転に関する請願 

   請願第 ５ 号 「吃音のある園児に対する支援体制の確立」に関する請願 

 まで一括上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第 ９７ 号 菊池市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に 

             ついて 

     議案第 ９８ 号 菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて 

     議案第 ９９ 号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１００号 菊池市例規の見直しに伴う企画振興課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１０１号 菊池市例規の見直しに伴う総務課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１０２号 菊池市例規の見直しに伴う防災交通課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１０３号 菊池市例規の見直しに伴う財政課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１０４号 菊池市例規の見直しに伴う人権啓発・男女共同参画推進課 

             関係条例の整理に関する条例の制定について 

     議案第１０５号 菊池市例規の見直しに伴う学校教育課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１０６号 菊池市例規の見直しに伴う生涯学習課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１０７号 菊池市例規の見直しに伴う菊池市公民館関係条例の整理に 

             関する条例の制定について 
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     議案第１０８号 菊池市例規の見直しに伴う社会体育課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１０９号 菊池市例規の見直しに伴う議会事務局関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１１０号 菊池市例規の見直しに伴う市民課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１１１号 菊池市例規の見直しに伴う税務課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１１２号 菊池市例規の見直しに伴う環境課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１１３号 菊池市例規の見直しに伴う福祉課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１１４号 菊池市例規の見直しに伴う子育て支援課関係条例の整理に 

             関する条例の制定について 

     議案第１１５号 菊池市例規の見直しに伴う高齢支援課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１１６号 菊池市例規の見直しに伴う健康推進課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１１７号 菊池市例規の見直しに伴う農政課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１１８号 菊池市例規の見直しに伴う農林整備課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１１９号 菊池市例規の見直しに伴う商工観光課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１２０号 菊池市例規の見直しに伴う土木課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 

     議案第１２１号 菊池市例規の見直しに伴う都市整備課関係条例の整理に関 

             する条例の制定について 

     議案第１２２号 菊池市例規の見直しに伴う下水道課関係条例の整理に関す 

             る条例の制定について 

     議案第１２３号 菊池市例規の見直しに伴う農業委員会事務局関係条例の整 

             理に関する条例の制定について 

     議案第１２４号 菊池市例規の見直しに伴う水道課関係条例の整理に関する 

             条例の制定について 
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     議案第１２５号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１１号） 

     議案第１２６号 令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ３号） 

     議案第１２７号 令和３年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

     議案第１２８号 令和３年度菊池市水道事業会計補正予算（第３号） 

     議案第１２９号 令和３年度菊池市下水道事業会計補正予算（第３号） 

     議案第１３０号 辺地総合整備計画の変更について 

     議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について 

     議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

     議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について 

     議案第１３４号 市道路線の廃止について 

     議案第１３５号 市道路線の認定について 

 まで一括上程・説明 

日程第４ 請願第 ４ 号 菊池市商工会館移転に関する請願 

     請願第 ５ 号 「吃音のある園児に対する支援体制の確立」に関する請願 

 まで一括上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 

                     ２番  福 島 英 德 

                     ３番  緒 方 哲 郎 

                     ４番  後 藤 英 夫 

                     ５番  平   直 樹 

                     ６番  東   奈津子 

                     ７番  坂 本 道 博 

                     ８番  水 上 隆 光 

                     ９番  猿 渡 美智子 

                    １０番  松 岡   讓 

                    １１番  荒 木 崇 之 

                    １２番  柁 原 賢 一 

                    １３番  工 藤 圭一郎 

                    １４番  城   典 臣 

                    １５番  大 賀 慶 一 

                    １６番  水 上 彰 澄 
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                    １７番  二ノ文 伸 元 

                    １８番  泉 田 栄一朗 

                    １９番  木 下 雄 二 

                    ２０番  山 瀬 義 也 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 

             副 市 長     芳 野 勇一郎 

             政策企画部長     後 藤 啓太郎 

             総 務 部 長     上 田 敏 雄 

             市民環境部長     笹 本 義 臣 

             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 

             経 済 部 長     清 水   登 

             建 設 部 長     山 田 哲 二 

             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 

             教 育 長     音光寺 以 章 

新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 

             七 城 支 所 長     久 川 知 己 

             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 

             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 

             財 政 課 長     稲 葉 一 郎 

             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 
           管理委員会事務局長  

             市 長 公 室 長     松 永 哲 也 

           農業委員会事務局長     吉 田   武 

             水 道 局 長     安 武 邦 男 

            監査委員事務局長     宇野木 洋 一 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     前 川 幸 輝 

             事 務 局 課 長     松 原 憲 一 

             議 会 係 長     笹 本 聖 一 



－ 27 － 

             議 会 係     西 山 美 紀 

             議 会 係     吉 岡 結加里 
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午前１０時００分 開会 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○大賀慶一 議長  全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

   ただいまの出席議員は２０名です。定足数に達していますので、ただいまから令

和３年第４回菊池市議会定例会を開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○大賀慶一 議長  ここで、日程に先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

   １０月８日に、水俣市で計画されていました第２７７回熊本県市議会議長会につ

いては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となり、書面による開

催となりました。 

   また、１１月１０日には、全国市議会議長会 第２２５回理事会・第１１１回評

議員合同会議が東京都で開催されました。その概要は事務局備付けの書類により承

諾いただきたいと思います。 

   次に、監査委員から、令和３年１０月分までの一般会計・特別会計、並びに企業

会計に関する例月出納検査の報告があっておりますので、ご報告申し上げます。 

   なお、詳細につきましては、それぞれ事務局に備付けの書類により、ご承諾いた

だきたいと思います。 

   以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○大賀慶一 議長  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○大賀慶一 議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、坂本道博議員及び水上隆光

議員を指名します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○大賀慶一 議長  次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   お諮りします。 
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   本定例会の会期につきましては、議会運営委員会におきまして、本日から１２月

２１日までの２６日間とすることに結論を見ておりますが、これにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月２１日まで

の２６日間と決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第９７号から議案第１３５号まで一括上程・説明 

○大賀慶一 議長  次に、日程第３、議案第９７号から議案第１３５号までの３９案

件を一括議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  改めまして、皆さん、おはようございます。 

   本日、令和３年第４回菊池市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、本会議にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

   本定例会の会期につきましては、先ほどご決定をいただきましたように、本日か

ら１２月２１日までの２６日間の日程でご審議をお願いするものでございます。ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

   それでは、ただいま上程されました議案の提案理由の説明に先立ちまして、ご報

告をさせていただきます。 

   菊池市における新型コロナウイルス感染症の状況について、ご説明申し上げます。 

   本年１１月２３日時点における、これまでの本市の累計の感染者数は２４４人で、

うち、本年１０月の感染者は８人、１１月の感染者は０人と、発生人数も減少し、

落ち着いた状況にございます。 

   また、１１月２２日時点での本市の新型コロナワクチン接種率につきましても、

２回目接種完了率が、全国平均約８２．９％に対しまして、本市が８６．７％とな

っております。 

   ひとえに、市民の皆様の積極的な接種と、市内医療機関の皆様のご協力のおかげ

をもちまして、多くの市民の方々の接種が完了しており、それに伴って、菊池市内

での感染者も減少傾向となっているものと考えております。このことに対しまして

心より感謝を申し上げる次第です。 

   今後も、改めて接種を希望する市民の方に対しては、保有するワクチン量に応じ

て、引き続き対応してまいります。 
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   加えて、追加接種、いわゆる３回目の接種につきましても、現在、接種開始に向

けた準備を進めているところでございまして、１２月７日には、医療従事者の方々

の接種が開始される予定となっております。 

   一般の方向けの接種につきましては、２回目接種の終了後、８か月を経過した方

を対象として、随時、接種券を発送していく予定でございます。 

   スケジュールとしましては、令和４年２月頃から順次接種できるように、速やか

に実施に向けた取組を行うとともに、今後も国県からの情報が入り次第、広報紙や

ホームページ等で、市民の皆様への情報提供に努めてまいる所存でございます。 

   全国的に感染者数も減少しており、感染状況も落ち着いておりますが、２回ワク

チン接種後の感染、いわゆるブレークスルー感染も報告されております。 

   市民の皆様におかれましては、基本的な感染対策につきまして、引き続き徹底し

ていただきますようお願いを申し上げます。 

   それでは、上程されました議案につきまして、ご説明申し上げます。 

   議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第９７号は、地方税法施行令の一部改正等に伴う、菊池市国民健康保険税条

例の一部改正、議案第９８号は、健康保険法施行令の一部改正等に伴う、菊池市国

民健康保険条例の一部改正、議案第９９号は、流川団地の給水施設等に関し、共益

費を設定するための菊池市営住宅条例の一部改正でございます。 

   議案第１００号から議案第１２４号までの菊池市例規の見直しに伴う関係条例の

整理に関する条例の制定については、全庁的に取り組みました条例の総点検に伴う

一部改正及び廃止でございます。 

   議案第１２５号、令和３年度一般会計補正予算（第１１号）につきましては、予

算の総額に４億８，８８８万４，０００円を追加するものでございまして、補正の

主なものとしましては、国の追加補正による道路維持整備事業の実施、新型コロナ

ウイルス感染症対策関連事業及び前年度事業費確定による国県への返納金などとな

っております。 

   議案第１２６号から議案第１２９号までの４議案につきましては、令和３年度の

各特別会計、上下水道事業会計の補正予算でございます。 

   議案第１３０号の辺地総合整備計画の変更につきましては、辺地に係る公共的施

設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定により、議会の議決

をお願いするものでございます。 

   議案第１３１号から議案第１３３号までの３議案につきましては、公の施設の指

定管理者の指定につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

   議案第１３４号及び議案第１３５号の市道路線の廃止・認定につきましては、道
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路法の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、提案いたします議案第９７号から議案第１３５号までの３９議案につ

きまして、一括してご説明いたします。 

   議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第９７号、菊池市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

は、地方税法施行令の一部改正等に伴い、条例を改正するもので、公布の日から施

行することとしております。 

   次に、７ページをお願いいたします。 

   議案第９８号、菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、

健康保険法施行令の一部改正等に伴い、条例を改正するもので、公布の日から施行

することとしております。 

   次に、９ページをお願いいたします。 

   議案第９９号、菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、流川

団地の給水施設等に関し、共益費を設定するに当たり、条例の一部を改正するもの

で、令和４年４月１日から施行することとしております。 

   次に、１１ページをお願いいたします。 

   議案第１００号から議案第１２４号までの２５議案、菊池市例規の見直しに伴う

関係条例の整理に関する条例の制定については、平成１７年３月の市町村合併から

１６年が経過し、法改正等に伴う条項等のずれの修正及び文言の整理、事業廃止に

伴い、今後実施予定がない条例の廃止漏れなどが見受けられること、及び、本年第

２回定例会におきまして、条例を見直してはどうかとの議員から一般質問でのご意

見をいただきましたことから、全庁的に条例の総点検を実施し、そごの生じない条

例、市民の皆様が理解しやすい条例を確立することを目的として、１２５本の条例

の一部改正、及び、６本の条例の廃止を行うもので、それぞれ、課の単位で条例を

取りまとめたものでございます。 

   次に、９１ページをお願いいたします。 

   議案第１２５号、令和３年度一般会計補正予算（第１１号）でございます。 

   開けて、９３ページをお願いいたします。 
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   今回の補正は、予算の総額に４億８，８８８万４，０００円を追加し、補正後の

予算の総額を歳入歳出それぞれ３０４億３，１６１万５，０００円とするものでご

ざいます。 

   それでは、まず歳入について、事項別明細によりご説明いたします。 

   １０６ページをお願いいたします。 

   ２枠目の款１１地方交付税９億４，４０４万５，０００円の増額は、普通交付税

の交付額決定に伴う増額でございます。 

   最下段の枠の目３民生費国庫補助金、節１社会福祉費負担金２，３３１万１，０

００円の増額は、障がい児通所給付費等支援事業負担金でございまして、事業費に

対する補助率は２分の１でございます。 

   同じく、目４衛生費国庫負担金５，５００万円の増額は、３回目のワクチン接種

に向けた新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金でございまして、事業費に

対して１００％の補助でございます。 

   １０７ページをお願いいたします。 

   １枠目の目７土木費国庫補助金、節２道路橋りょう費補助金のうち、２段目の社

会資本整備総合交付金５，８６５万円の増額は、国の追加補正による、道路維持整

備に対する補助金でございます。 

   同じく、目１０災害復旧費国庫補助金３，９５７万円の増額は、本年度の大雨に

よる農地及び農業・林業施設の災害復旧に対する補助金でございます。 

   １０８ページをお願いいたします。 

   １枠目の目３民生費県負担金、節１社会福祉費負担金１，１６５万５，０００円

の増額は、先ほど国庫負担金でもございましたが、障がい児通所給付費等支援事業

負担金でございまして、事業に対する補助率は４分の１でございます。 

   ２枠目の目５農林水産業費県補助金、節３農地費補助金のうち、上段の地籍調査

費補助金２，００９万７，０００円の減額は、補助金の交付額決定による減額でご

ざいます。 

   １０９ページをお願いいたします。 

   ３枠目の目１一般寄附金７，０００万円の増額は、がんばるふるさと菊池応援寄

附金の寄附見込額増による６，５００万円の増額、及び、企業からの寄附による企

業版ふるさと納税寄附金５００万円による増額でございます。 

   同じく、目９教育費寄附金１，０００万円の増額は、きくちの泉こども文庫寄附

金による増額でございます。 

   １１０ページをお願いいたします。 

   １枠目の目１財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整でございます。 
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   １１１ページをお願いいたします。 

   款２２市債につきましては、交付税の代替措置となる臨時財政対策債の交付額決

定に伴う増額や、国の追加補正などによる土木債の増額、農業及び林業施設の災害

復旧に係る農林水産施設災害復旧事業債の増額など、全体で２億１，８７０万円の

増額となっております。 

   続きまして、歳出について、ご説明いたします。 

   １１３ページをお願いいたします。 

   目９地域振興費のうち、最上段の交通コミュニティ対策事業１，１２０万８，０

００円の増額は、地方バスへの運行補助金でございます。 

   同じく、２段目のふるさと納税促進事業６，５００万円の増額につきましては、

がんばるふるさと菊池応援寄附金の寄附見込額の増に伴う委託料４，０５５万３，

０００円及び積立金２，４４４万７，０００円の増額でございます。 

   １１５ページをお願いいたします。 

   目３障がい者福祉費４，６６２万４，０００円の増額は、歳入でもご説明しまし

たとおり、障がい児通所給付費等支援事業の増額でございます。 

   １１９ページをお願いいたします。 

   １枠目の目５児童福祉施設費のうち、最下段の新型コロナウイルス感染症対策事

業７７０万円の増額は、放課後児童クラブ等への備品購入などに対する補助でござ

いまして、財源は国県ともに３分の１ずつとなっております。 

   １２１ページをお願いいたします。 

   １枠目の目２予防費のうち、２段目の新型コロナウイルス感染症対策事業５，５

００万円の増額は、歳入でもご説明いたしましたが、３回目のワクチン接種に向け

た委託料でございまして、全て国費で賄われます。 

   １２２ページをお願いいたします。 

   １枠目の目９地籍調査費２，２０５万６，０００円の減額は、補助金の交付額決

定に伴う事業費の減額でございます。 

   １２３ページをお願いいたします。 

   ２枠目の目２商工業振興費１，５６６万７，０００円の増額は、新型コロナウイ

ルス感染症対策としてのまん延防止等重点措置期間の延長により、不足する時短要

請協力金市町村負担金の増額でございます。 

   １２４ページをお願いいたします。 

   ２枠目の目３道路橋りょう維持費１億４，６５０万円の増額は、国の追加補正に

よる道路維持整備や、通学路の区画線整備等にかかる事業費の増額でございます。 

   １２６ページをお願いいたします。 



－ 34 － 

   ２枠目の目２事務費のうち、最下段の新型コロナウイルス感染症対策事業１，５

６９万５，０００円の増額は、小中学校の修学旅行が延期した場合などの追加費用

の補助金でございます。 

   １２７ページをお願いいたします。 

   最下段の枠の目４図書館費１，０００万円の増額は、きくちの泉こども文庫寄附

金を基金へ積み立てるための積立金の増額でございます。 

   １２９ページをお願いいたします。 

   ２枠目の目１農林水産災害復旧費、節１４工事請負費６，７０８万３，０００円

の増額は、歳入でもご説明しましたとおり、今年度の大雨による農地及び農業・林

業施設の災害復旧のための増額でございます。 

   それでは、９８ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 

   第２表、継続費でございます。 

   内容としましては、新型コロナウイルスワクチン接種委託に関して、３回目の接

種に向けた事業が年度をまたがるため、継続費の設定を行うものでございます。 

   ９９ページをお願いいたします。 

   第３表、繰越明許費補正でございます。 

   内容としましては、関係機関との協議に不測の日数を要したことや、国の追加補

正に伴う事業であることから、適正工期の確保が困難な見込みとなったため、今回、

繰越明許費の追加及び変更を行うものでございます。 

   １００ページをお願いいたします。 

   第４表、債務負担行為補正でございます。 

   内容としましては、来年度当初より業務を開始しなければならないため、本年度

中に業者を選定する必要がある業務並びに施設の指定管理委託等について追加する

ものでございます。 

   １０２ページをお願いいたします。 

   第５表、地方債補正でございます。 

   内容としましては、国の追加補正等による公共事業等債の増額や、農業及び林業

施設の災害復旧にかかる災害復旧事業債の増額、交付額決定に伴う臨時財政対策債

の増額など、全体で２億１，８７０万円の増額となっております。 

   次に、１３７ページをお願いいたします。 

   議案第１２６号、令和３年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

   開けていただき、１３８ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に９００万７，０００円を追加し、補正後の予算の総
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額を歳入歳出それぞれ６６億９，６９８万７，０００円とするものでございます。 

   補正の主な内容としましては、療養費負担金及び前年度事業費確定による県への

返納金等による増額となっております。 

   １４０ページをお願いいたします。 

   第２表、債務負担行為でございます。 

   来年度当初より業務を開始しなければならないため、本年度中に業者を選定する

必要がある業務について、追加するものでございます。 

   次に、１４５ページをお願いいたします。 

   議案第１２７号、令和３年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）でござい

ます。 

   開けていただき、１４６ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に６，５３５万１，０００円を追加し、補正後の予算

の総額を歳入歳出それぞれ６０億３，４６３万５，０００円とするものでございま

す。 

   補正の主な内容としましては、介護給付費等の前年度事業費確定による国県への

返納金等による増額となっております。 

   １４８ページをお願いいたします。 

   第２表、債務負担行為でございます。 

   内容としましては、来年度当初より業務を開始しなければならないため、本年度

中に業者を選定する必要がある業務について、追加するものでございます。 

   次に、１５５ページをお願いいたします。 

   議案第１２８号、令和３年度水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

   開けて、１５６ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、第２条におきまして、水道事業費用を８万９，０００円増額し、

総額を６億２，１０８万円に、第３条におきまして、資本的収入を４，９３９万３，

０００円増額し、総額を３億２，３１８万７，０００円とするものでございます。 

   また、第４条におきまして、令和４年度での量水器購入業務のための債務負担行

為１，２１１万円を設定し、第５条におきまして、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費を５９万円増額し、総額を７，３１１万７，０００円とする

ものでございます。 

   補正の内容につきましては、まず、水道事業費用については、修繕費の増額及び

電気料金の減額によるもので、次に、資本的収入については、主に県道住吉熊本線

道路改良工事に伴う、配水管移設工事の工事費の県負担金によるものでございます。 

   次に、１６３ページをお願いいたします。 
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   議案第１２９号、令和３年度下水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

   開けて、１６４ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、第３条におきまして、下水道事業収益を１，０００円増額し、総

額を１８億４，１８２万７，０００円に、下水道事業費用を３，５９０万９，００

０円減額し、総額を１７億９，３７８万７，０００円に、第４条におきまして、資

本的収入を１億８１０万１，０００円増額し、総額を８億１，２６２万２，０００

円に、資本的支出を１億８１０万円増額し、総額を１３億４，０９０万１，０００

円とするものでございます。 

   また、第５条におきまして、３億２，８１０万円の継続費を設定するものでござ

います。 

   補正の主な内容につきましては、菊池川水管橋塗装塗替工事費の減額、国道３２

５号４車線化による汚水幹線布設替工事による工事費の増額によるものでございま

す。 

   次に、１７５ページをお願いいたします。 

   議案第１３０号、辺地総合整備計画の変更については、原本村及び重味の各辺地

総合整備計画の変更について、議会の議決をお願いするもので、１７６ページから

１８６ページまでが、各辺地総合整備計画及び変更理由書でございます。 

   次に、１８７ページをお願いいたします。 

   議案第１３１号から議案第１３３号までの３議案につきましては、公の施設の指

定管理者の指定についてでございまして、議案第１３１号の菊池北小学校区放課後

児童健全育成クラブ、議案第１３２号のふるさと創生市民広場、及び、議案第１３

３号の市営住宅等につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

   指定しようとする団体及び指定の期間は、それぞれ記載のとおりでございます。 

   公募を行った施設の選定に当たりましては、本市副市長を委員長とし、税理士な

どの有識者を含む５人で構成する指定管理候補者選定委員会による審査を行いまし

た。 

   市内と市外の応募者が競合した市営住宅等の指定管理者の選定に当たっては、本

市の指定管理選定の運用指針に基づき、市内企業及び市内企業と市外企業による共

同企業体に対しまして、得点に加点するなど、市内優遇措置を取り入れて採点を行

いました結果、市内企業と市外企業による共同企業体を今回の候補者として選定し

たものでございます。 

   次に、１９３ページをお願いいたします。 

   議案第１３４号、市道路線の廃止については、市道路線の廃止について、道路法

の規定により、議会の議決をお願いするもので、１９４ページから１９７ページま
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でが廃止する路線及び位置図でございます。 

   次に、１９９ページをお願いいたします。 

   議案第１３５号、市道路線の認定については、市道路線の認定について、道路法

の規定により、議会の議決をお願いするもので、２００ページから２０４ページま

でが認定する路線及び位置図でございます。 

   以上、議案第９７号から議案第１３５号までの説明とさせていただきます。 

   すみません、訂正をさせていただきます。 

   １０６ページの説明につきまして、最下段の「目３民生費国庫負担金」と申すべ

きところを「国庫補助金」と申しましたので、おわびして、訂正させていただきま

す。 

   また、議案第１２５号の１２６ページですけども、２枠目の「目２事務局費」と

言うべきところを「事務費」と申し上げましたので、おわびして、訂正させていた

だきます。 

○大賀慶一 議長  以上で議案の説明を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第４ 請願第４号及び請願第５号まで一括上程 

○大賀慶一 議長  次に、日程第４、請願第４号及び請願第５号の２案件を一括議題

とします。 

   請願第４号及び請願第５号が、今定例会までに提出されました請願であります。 

   その内容については、お手元に配付しているとおりです。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   お知らせします。次の会議を来る１２月２日午前１０時から開き、質疑及び委員

会付託を行います。 

   議案に対する質疑を行う方は、事務局備付けの様式により、その要旨を具体的に

記載し、１１月２９日の正午までに事務局に提出をお願いします。 

   本日は、これにて散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１０時３４分 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ２ 号 
 
 
 

１２月２日 
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令和３年第４回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第２号 

 
令和３年１２月２日（木曜日）午前１０時開議 

 

第１ 質疑 

第２ 委員会付託 

第３ 議案第１３６号 菊池市ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設置条例 

           の制定について 

   議案第１３７号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１２号） 

   議案第１３８号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１３号） 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 質疑 

日程第２ 委員会付託 

日程第３ 議案第１３６号 菊池市ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設置 

             条例の制定について 

     議案第１３７号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１２号） 

     議案第１３８号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１３号） 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 
                     ２番  福 島 英 德 
                     ３番  緒 方 哲 郎 
                     ４番  後 藤 英 夫 
                     ５番  平   直 樹 
                     ６番  東   奈津子 
                     ７番  坂 本 道 博 
                     ８番  水 上 隆 光 
                     ９番  猿 渡 美智子 
                    １０番  松 岡   讓 
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                    １１番  荒 木 崇 之 
                    １２番  柁 原 賢 一 
                    １３番  工 藤 圭一郎 
                    １４番  城   典 臣 
                    １５番  大 賀 慶 一 
                    １６番  水 上 彰 澄 
                    １７番  二ノ文 伸 元 
                    １８番  泉 田 栄一朗 
                    １９番  木 下 雄 二 
                    ２０番  山 瀬 義 也 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 
             経 済 部 長     清 水   登 
             建 設 部 長     山 田 哲 二 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 
             教 育 長     音光寺 以 章 
新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             七 城 支 所 長     久 川 知 己 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 
             財 政 課 長     稲 葉 一 郎 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 永 哲 也 
           農業委員会事務局長     吉 田   武 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 
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            監査委員事務局長     宇野木 洋 一 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     前 川 幸 輝 
             事 務 局 課 長     松 原 憲 一 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 
             議 会 係     西 山 美 紀 
             議 会 係     吉 岡 結加里 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○大賀慶一 議長  全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
午前１０時００分 開議 

○大賀慶一 議長  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第１ 質疑 
○大賀慶一 議長  日程第１、質疑を行います。 

   ここで、申合せ事項について申し上げます。 

   質疑は一括質疑として、３回までとなっています。 

   質疑は、提出議案に対して疑義をただすものであり、一般質問と違って自己の意

見を述べることはできません。 

   発言の通告があっておりますので、質疑を許します。 

   東奈津子議員。 

［登壇］ 

○６番 東奈津子 議員  おはようございます。議席番号６番、日本共産党、東奈津

子です。 

   議案第９９号、菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、お聞き

します。 

   １点目に、今回の条例改正で、新たに流川団地給水施設等の使用料が加わってい

ますが、理由はなぜでしょうか。 

   ２点目は、現在と比較して住民負担の変化はあるのでしょうか。 

   ３点目は、住民への説明等はどのように行われているのでしょうか。 

   以上、３点お聞きします。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  改めまして、おはようございます。それでは、東議員の質問

にお答えいたします。 

   今回の条例改正は、市営流川団地給水施設等の電気料相当額を共益費として徴収

することを目的としております。新たに共益費を設定する理由としましては、従来

流川団地５０世帯分の電気料を、入居者による当番制にて自ら徴収し、電力会社に
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直接支払いがされておりましたが、生活の多様化など年々徴収が困難となってきて

おり、入居者から市で徴収してほしい旨の要望がありました。これを受けて、本年

６月に現入居者４８世帯にアンケート調査を行ったところ、回答者のうち８７％の

入居者の方が共益費の設定に賛成との結果でしたので、今回の共益費の設定に至り

ました。 

   次に、住民負担の変動でございますが、現在入居者で負担されている給水施設等

の電気料につきましては、１世帯当たり月額９００円弱となっており、今回設定し

ます共益費１，０００円と比較しますと、若干の金銭的負担は増となります。その

反面、毎月分担して電気料金を徴収するために費やす労力・時間等の人的負担は軽

減されることとなります。 

   次に、住民への説明等についてでございますが、まず、入居者へのアンケート調

査を行った際に、４分の３以上の賛同が得られた場合には、令和４年度から共益費

として毎月１，０００円の徴収を進めたい旨の通知を行っております。 

   次に、調査の結果、４分の３以上の賛同が得られましたので、結果通知とともに、

進める旨の通知を行いました。 

   その後、意見等もなかったために、ご理解していただいているものと認識してい

るところでございます。 

   以上、ご回答申し上げます。 

○大賀慶一 議長  これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第２ 委員会付託 

○大賀慶一 議長  次に、日程第２、委員会付託を行います。 

   議案第９７号から議案第１３５号まで、並びに請願第４号及び請願第５号につい

ては、お手元に配付しております議案等付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委

員会に付託します。 

   各常任委員会は、付託されました案件を十分審査いただきますようお願いします。 

 

令和３年第４回菊池市議会定例会議案等付託表 

付託委員会 議案番号 件        名 

総務文教 

常任委員会 

議案第100号 
菊池市例規の見直しに伴う企画振興課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第101号 
菊池市例規の見直しに伴う総務課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
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付託委員会 議案番号 件        名 

総務文教 

常任委員会 

議案第102号 
菊池市例規の見直しに伴う防災交通課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第103号 
菊池市例規の見直しに伴う財政課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第104号 
菊池市例規の見直しに伴う人権啓発・男女共同参画推進

課関係条例の整理に関する条例の制定について 

議案第105号 
菊池市例規の見直しに伴う学校教育課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第106号 
菊池市例規の見直しに伴う生涯学習課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第107号 
菊池市例規の見直しに伴う菊池市公民館関係条例の整理

に関する条例の制定について 

議案第108号 
菊池市例規の見直しに伴う社会体育課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第109号 
菊池市例規の見直しに伴う議会事務局関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第130号 辺地総合整備計画の変更について 

福祉厚生 

常任委員会 

議案第 97号 
菊池市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第 98号 
菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第110号 
菊池市例規の見直しに伴う市民課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第111号 
菊池市例規の見直しに伴う税務課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第112号 
菊池市例規の見直しに伴う環境課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第113号 
菊池市例規の見直しに伴う福祉課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第114号 
菊池市例規の見直しに伴う子育て支援課関係条例の整理

に関する条例の制定について 

議案第115号 
菊池市例規の見直しに伴う高齢支援課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第116号 
菊池市例規の見直しに伴う健康推進課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第131号 公の施設の指定管理者の指定について 

請願第 5 号 
「吃音のある園児に対する支援体制の確立」に関する請

願 
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付託委員会 議案番号 件        名 

経済建設 

常任委員会 

議案第 99号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第117号 
菊池市例規の見直しに伴う農政課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第118号 
菊池市例規の見直しに伴う農林整備課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第119号 
菊池市例規の見直しに伴う商工観光課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第120号 
菊池市例規の見直しに伴う土木課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第121号 
菊池市例規の見直しに伴う都市整備課関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第122号 
菊池市例規の見直しに伴う下水道課関係条例の整理に関

する条例の制定について 

議案第123号 
菊池市例規の見直しに伴う農業委員会事務局関係条例の

整理に関する条例の制定について 

議案第124号 
菊池市例規の見直しに伴う水道課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について 

議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について 

議案第134号 市道路線の廃止について 

議案第135号 市道路線の認定について 

請願第 4 号 菊池市商工会館移転に関する請願 

予算決算 

常任委員会 

議案第125号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１１号) 

議案第126号 
令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号) 

議案第127号 
令和３年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算 

（第３号) 

議案第128号 令和３年度菊池市水道事業会計補正予算（第３号) 

議案第129号 令和３年度菊池市下水道事業会計補正予算（第３号) 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第３ 議案第１３６号から議案第１３８号まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

○大賀慶一 議長  次に、日程第３、議案第１３６号から議案第１３８号までの３案

件を一括議題とします。 
   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  それでは、改めまして、皆さん、おはようございます。 

   議員各位におかれましては、令和３年第４回定例会開催中の大変お忙しい中にお

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

   それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして、ご説明を申し上げま

す。 

   追加議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第１３６号は、地方自治法の規定により執行機関の附属機関を設置する、菊

池市ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設置条例の新規制定、議案第１

３７号、令和３年度一般会計補正予算（第１２号）につきましては、予算の総額に

４億１，０８４万５，０００円を追加するものでございまして、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、１８歳以下の児童１人当

たり５万円を給付する子育て世帯臨時特別給付金によるものでございます。 

   議案第１３８号、令和３年度一般会計補正予算（第１３号）につきましては、予

算の総額に１４５万円を追加するものでございまして、菊池市ハラスメントの疑い

に関する第三者調査委員会の設置に伴う委員報酬等でございます。 

   内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、よろし

くお願いをいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、追加議案の内容につきまして、ご説明させていただきます。 

   追加議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第１３６号、菊池市ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設置条例

の制定についてでございます。 

   地方自治法の規定により、執行機関の附属機関の設置についての条例を定めるも

ので、市長から市職員に対するハラスメントの疑いに関し、専門的な知見を有する

第三者による、公正中立な立場からの調査等を行うための第三者調査委員会の設置
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に関し、必要な事項を定めるもので、２ページ及び３ページが条例案でございます。 

   なお、この条例は、公布の日から施行し、第２条に規定する所掌事務が終結した

日に限り、その効力を失うこととしております。 

   次に、５ページをお願いいたします。 

   議案第１３７号、令和３年度一般会計補正予算（第１２号）でございます。 

   開けて、６ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に４億１，０８４万５，０００円を追加し、補正後の

予算の総額を歳入歳出それぞれ３０８億４，２４６万円とするものでございます。 

   補正の内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、子育

て世帯の生活を支援するため、子育て世帯臨時特別給付金として、１８歳以下の児

童１人当たり５万円を給付するものでございます。 

   支給対象のうち、中学生までにつきましては、年内に給付するよう、国からの通

知がございましたので、追加議案として、今回の補正をお願いするものでございま

す。 

   まず、歳入について、事項別明細によりご説明いたします。 

   １０ページをお願いいたします。 

   １枠目の目３民生費国庫補助金、節３児童福祉費補助金の４億１，０８４万５，

０００円は、子育て世帯臨時特別給付金の事業費補助金及び事務費補助金でござい

ます。 

   続きまして、２枠目の歳出について、ご説明いたします。 

   目１児童福祉総務費のうち、新型コロナウイルス感染症対策事業の主なものをご

説明いたします。 

   節３職員手当等７２万円は、職員の時間外勤務手当でございます。 

   ３段目の節１１役務費１５０万９，０００円は、郵便料及び口座振込手数料でご

ざいます。 

   節１２委託料７０万４，０００円は、システム改修委託料でございます。 

   節１９扶助費４億７７０万円は、子育て世帯臨時特別給付金でございます。 

   なお、事業費は、全額国庫負担となっております。 

   次に、１３ページをお願いいたします。 

   議案第１３８号、令和３年度一般会計補正予算（第１３号）でございます。 

   開けて、１４ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に１４５万円を追加し、補正後の予算の総額を歳入歳

出それぞれ３０８億４，３９１万円とするものでございます。 

   まず、歳入につきまして、事項別明細によりご説明いたします。 
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   １８ページをお願いいたします。 

   １枠目の目１財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整のための繰入金

でございます。 

   続きまして、２枠目の歳出について、ご説明いたします。 

   目２人事管理費のうち、節１報酬５６万円及び節８旅費６万２，０００円につき

ましては、第三者調査委員会設置による委員の報酬及び費用弁償でございます。 

   節１２委託料８２万８，０００円は、第三者調査委員会の会議録作成委託料２７

万８，０００円及び報告書の作成委託料５５万円でございます。 

   議案第１３６号及び議案第１３８号につきましては、早急にハラスメントの疑い

に関して、専門的な知見を有する第三者による調査を行い、事実関係を解明する必

要があること、及び、議案第１３７号につきましては、１８歳以下の支給対象のう

ち、中学生までにつきましては、年内に給付を行う必要があることから、今回、追

加議案としてご審議をお願いするものでございます。 

   以上、追加議案についての説明とさせていただきます。 

○大賀慶一 議長  以上で、議案の説明を終わります。 

   ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時１４分 
開議 午前１０時４１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

   荒木議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  それでは、議案第１３６号、菊池市ハラスメントの疑い

に関する第三者調査委員会設置条例の制定について、提案理由について質問したい

と思いますが、私たち議員は、１１月１日に市長へのパワハラ告発があったことは

知らないわけなんですよね。全協とかで言われてないから、この場で初めてこの問

題が正式に市から発表されたわけです、報道では知ってましたが。 

   １０月の２１日の月例会では、議員に対するパワハラ疑いが、議員がパワハラを

職員にしたのではないかと疑いが３件あったというときの市からの説明では、パワ

ハラ防止委員会というのがあって、副市長を委員長とする、その委員会でパワハラ

に認定しましたから、皆さん、パワハラしないように気をつけてくださいねという
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注意がありました。 

   今回、どういう経緯で、告発があって、いきなり第三者委員会というようなこと

になるわけです、この議案を読んだ人はですね。その間にパワハラ防止委員会はど

ういう結論に至ったのかというのが抜けているわけですから、その辺の説明という

のをしっかり議事録に残していただきたいということで、その経緯を説明いただき

たいというのが１点です。 

   もう１点、第３条で、委員の定数は４人以内とするというのがありますが、この

選定の方法について、どのように考えられているのか。これは市長が委嘱するとい

うふうな形になりますが、疑いのかけられている者が人を選ぶことができるならば、

それはうがった言い方をするなら、自分のいいようにできるんじゃないかというよ

うなことも考えられますので、その選定をどう考えているのか含めて、市内在住者

を予定しているのか、市外在住者を予定しているのか、その選定方法についてお示

しください。 

   最後に、第６条、会議は非公開とする。ただし、委員長が特に必要であると認め

るときはこの限りではないとありますが、仮に、告発者が、私は公の場で話したい

というようなことを申し出たときに、あくまでもそれを非公開というふうにして、

告発者の意思を尊重しないのか、それとも、告発者の意思があれば、そこは非公開

というところを解いて、公開でやるのか、その第６条第４項の規定についての定義

をお尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  荒木議員のご質疑のほうにお答えしたいと思います。 

   まず、１点目に入ります前に、月例会で申したところで、パワハラと認定したと

おっしゃいましたけども、パワハラと推定したというところで報告させていただい

たところでございます。 

   また、今回の提案理由につきましては、説明が不足しておりまして、申し訳ござ

いませんでした。 

   今回のこの条例の上程の経緯につきましては、先ほど議員がおっしゃったように、

１１月１日に職員からの相談がありまして、そちらのほうは総務課で受け付けて、

ハラスメント委員会で審議したところでございます。 

   ただ、こちらのハラスメント委員会のほうの規定も、市長の訓令で定めるところ

でございますので、この規定につきましては、内容は職員同士のものを想定してお

り、本来、市長の想定はしていないところでございます。 

   委員会で、報道記事、また、聞き取り調査等を確認して、この規定に基づくハラ



－ 52 － 

スメント防止委員会ですか、そちらの委員会では対応は困難ということで、第三者

による委員会設置を審議したところでございます。 

   また、第３条の委員会の委員の選定は誰がするのかということでありますけども、

こちらは市の附属機関になりますので、長が行うこととなりますけども、こちらの

条例制定に当たっては、ほかでの事例や、そういったところを確認した上で、今後、

組織、団体等に推薦をお願いするような形、そういったところを踏まえた上で、選

定をしていきたいと思います。 

   市内か、市外かというところでございますけども、こちらは誤解を与えないよう

な選定を、公平公正に審議ができるような委員の選定をやっていきたいと思います。 

   また、第６条につきましては、こちらも条例制定につきましては、他市の事例を

参考にしながら行ったものでございます。第６条の５項にありますように、委員長

が必要と認めるときは、委員以外の出席を求めるということで、意見もしくは説明

を聞き、また、資料の提出を求めることができるとありますが、こちらの調査委員

会は独立した合議体となりますので、そちらのほうは調査委員会で判断されれば、

判断に委ねたいと思いますので、ここでどうなるのかというのは、答弁は控えさせ

ていただきます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   議案第１３６号から議案第１３８号までは、会議規則第３７条第３項の規定によ

って、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。 

   委員会の付託を省略し、引き続き審議をします。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。議案第１３６号から議案第１３８号について、原案のとおり可決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、議案第１３６号から議案第１３８

号については、原案のとおり可決することに決定しました。 
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   ただいま議案第１３７号及び議案第１３８号が可決されましたことに伴い、字句

及び数字等の整理を要しますので、会議規則第４３条の規定により、その整理を議

長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、字句及び数字等の整理は議長に委

任することに決定しました。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   次の会議は、１２月３日の午前１０時から開き、一般質問を行います。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１０時５０分 
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欠席議員（なし） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 
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             政策企画部長     後 藤 啓太郎 
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             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 
             財 政 課 長     稲 葉 一 郎 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 
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             市 長 公 室 長     松 永 哲 也 
           農業委員会事務局長     吉 田   武 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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             事 務 局 長     前 川 幸 輝 
             事 務 局 課 長     松 原 憲 一 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 
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             議 会 係     吉 岡 結加里 
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○大賀慶一 議長  全員、ご起立をお願いします。 
   傍聴の方も可能な方、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○大賀慶一 議長  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○大賀慶一 議長  日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 

○１８番 泉田栄一朗 議員  皆様、おはようございます。公明党の泉田栄一朗でご

ざいます。今日はトップバッターと。いつも城議員がされていますけども、今日は

お譲りいただきまして、頑張っていきたいと思います。 

   それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

   まず、マイナンバーカードについてでございます。 

   本年１０月３１日に行われました衆議院選挙で、我が公明党は、１８歳以下の１

０万円相当の給付金とマイナポイントを公約として掲げました。自民・公明が政権

を取ったことから、今、公明党の提案による経済対策が決まりつつあります。未来

応援給付金として、所得制限を設けた上で、年内に５万円の給付金、来年春までに

子どもたちのために使える５万円分のクーポン券が決まりました。ただ、各自治体

では、その５万円をどう使うかは、その自治体で決めていただくということですの

で、菊池市がどのような使い方をされるかは、これからだと思っております。 

   もう一つの柱であるマイナポイントの付与があります。これは新たなポイント制

度の創設により、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及と消費喚起

を同時に進める狙いがあります。マイナポイント制度の第１弾は、５，０００円分

のポイントを上限に、利用額の２５％分が付与されました。つまり、スマホ電子マ

ネーに２万円チャージすると５，０００円分付与され、２万５，０００円分利用で

きるというものです。この制度が昨年９月から始まり、約１年でマイナンバーカー

ドの取得率が１９．４％から１１月中旬で５，０００万枚を超え、３９．５％にな

り、約倍増としたということであります。 
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   政府は、コロナ対策の各種給付金の支給が遅れたことなどを教訓に、行政手続が

オンラインで手軽にできる仕組みづくりを急いでいます。そのためには、マイナン

バーカードの一層の普及が必要だと思っております。 

   初めに、本市におけるマイナンバーカードの進捗状況を質問します。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  改めまして、皆様、おはようございます。それでは、泉田議

員のご質問にお答えいたします。 

   本市のマイナンバーカードの交付率は、１０月末現在で２９．７％と県内の自治

体と比べましてもまだまだ低い状況にあります。 

   行政手続等のデジタル化の基盤であるマイナンバーカード取得を積極的に進める

ことは、各種行政手続や行政サービスのオンライン化による市民サービスの利便性

向上につながるものと認識しております。 

   そこで、本市ではマイナンバーカードの取得促進に向け、市のホームページ、広

報紙、行政ナビなどで、マイナンバーカードの身分証としての活用や、住民票など

各種証明書のコンビニ交付、オンラインによる確定申告、健康保険証としての活用

について情報発信をしているところでございます。 

   今後は、新型コロナワクチン接種証明書の電子化等、拡大していく各種申請業務

のオンライン化などのメリットについても、引き続き情報発信をしていきたいと考

えております。 

   なお、本庁及び各支所の各窓口において、未申請者の申請勧奨や、申請手続のサ

ポートを行っております。 

   また、９月からは、各行政区の公民館等へ職員が出向いて、マイナンバーカード

の出張申請による受付を行い、取得促進を図っているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  菊池市では２９．７％ということで、これからだと私

も思っております。様々な情報発信もされているということで安心しましたけれど

も、これからだと思っております。また、サポートも考えておられるということで

すけれども、私なりにそのサポートの考え方を言わせていただきます。 

   政府は、２０２２年度末にほぼ全ての国民がカードを取得することを目標として

います。マイナンバーカードの普及に当たって、カード自体の利用価値を高めてい

くことが必要であると思っております。現在、介護や子育て関連を中心にオンライ
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ン申請の導入が進められています。また、健康保険証として使える制度も始まって

いるようであります。 

   さらに、２０２２年度中には、スマートフォンへのマイナンバーカード機能の登

載や、引っ越しの際の転出届のオンライン申請などが可能になり、いずれは運転免

許証との一体化も目指すということであります。 

   こうした利便性の向上は、マイナンバーカードの普及が欠かせませんが、ほぼ全

ての国民が取得することを目指すのであれば、さらなる取組を一段と強化する必要

があると思います。 

   ここで、石川県加賀市の取組を紹介します。 

   全国平均約４０％弱に対して、加賀市は現在７０％を超える取得者がいて、全国

第１位だということです。少し詳しく申しますと、人口約６万５，０００人、昨年

４月時点でカードの普及率は約１３．４％と低迷していました。菊池市と同じぐら

いだと思います。 

   加賀市は人口減少、高齢化で、将来的に行政機能の維持が困難になる消滅可能性

都市に２０１４年に位置づけられたということであります。どうしたら歯止めをか

けられるか考えて、デジタル社会のインフラとして、まず市民にマイナンバーカー

ドを取得してもらう必要がある、今の一番に取り組むべきだと、そういう考えで、

職員や市長も一緒になって当たったそうです。 

   そして、具体的に何をしたかというと、国が昨年実施したマイナポイント事業、

最大５，０００円分とは別に、昨年６月から今年８月までの期間に、マイナンバー

カード保有者または新規申請する市民に１人５，０００円分を配布した。そして、

その市民の方がお互いに、もうそれを取ったねという声をかけ合いながら、どんど

ん広がっていったそうであります。これはコロナ対策に充てられる国の地方創生臨

時交付金を活用したものだということです。地域商品券を配布することを目玉にし

て、市民がマイナンバーカードを申請する際のハードルを極力下げて、全庁を挙げ

て取り組んだそうであります。そして、急増した窓口申請に対応するために、市は

受付体制を増強し、市民会館やショッピングセンターなど７か所に特設窓口を設置

し、土日祝日も市職員が当番制で受付業務に当たったそうであります。そのカード

の受け取りも、市役所まで行く手間を省き、宅配便による交付を可能にしたそうで

あります。 

   さらに、これからがマイナンバーカード活用の正念場として、加賀市はマイナン

バーカードをデジタル上の身分証にして、スマートフォンで完結できる行政手続を

次々に増やし、現在、その数は１７２種類に上っているということです。市民が持

っていて便利と実感できるように、努力と工夫をしておられます。とても学ぶこと
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が多いと思います。「学ぶ」ことは「まねぶ」ことというように、よい点は大いに

取り入れたいと考えております。 

   今回、マイナポイントの第２弾として国で決まった事業は、カードの保有者や新

規取得者に１人当たり最大２万円分のポイントを付与するというものであります。

具体的には、カードの新規取得者を対象に、１回目と同様、２５％の最大５，００

０ポイント、二つ目に、カードを健康保険証として利用する手続をした人に７，５

００ポイント、三つ目に、マイナンバーカードと金融機関、公金を受け取る口座を

登録するといった人に７，５００ポイントがそれぞれ付与されます。 

   最初に言いましたが、加えて強調しておきたいのは、消費喚起であります。コロ

ナ禍で傷んだ日本経済を立て直すためには個人消費を活発化させる必要があります。

そのためのポイント付与は大きい役割があると思っております。 

   私ごとでありますけれども、私もマイナンバーカードは取得していましたが、マ

イナポイントをまだ付与していませんでした。この議場の中の方でもまだされてい

ない方はたくさんおられると思います。それが今年中であることを知り、慌てて先

日手続をしました。デジタル難民の私にとっては結構大変なものでありました。ど

うやるかというと、初めに電子マネーのアプリを取り、２番目に、銀行口座とひも

づけるために身分証明の写メを正面から撮り、また、４５度に向けてカードの厚み

を撮影、そして、自分の顔写真を撮影するという流れです。そして、その後、本人

確認に三日ぐらいかかり、初めて電子マネーが使えるというものでありました。私

も汗をかきながらやりましたけれども、これは高齢者の方は大変だということを自

分でやってみて初めて分かりました。同時に、今後、さらにデジタル化が進み、日

本の、そしてまた、菊池市の未来の発展、世界に通用するためには通り抜けなけれ

ばならない、今がその過渡期であると思い直しました。 

   第２弾のマイナポイント事業の実施の詳細は、まだこれから決まっていくと思い

ますが、今のうちに市にお願いしたいことは、いずれカード希望者が窓口に殺到し

たとき、混乱することがないように準備しておいてほしいということであります。

コロナワクチン接種の予約のときも、電話予約がなかなか取れなかったと市民の方

から言われました。それで市が予約のサポートをされたように、マイナポイント取

得に際しても加賀市のような特設窓口を設置し、サポート体制をする考えがあるか、

質問します。先ほど幾つかは言われたと思いますけど、お考えを再度お聞きします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  体制整備も含めて、マイナポイントの第２弾が決定された場

合の対応はということですけども、現段階では、先ほど議員おっしゃったように、
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第２弾のマイナポイントの手続などの詳細は明らかにされておりませんので、今後、

国の方針及び実施の内容によりまして、必要な対応を取っていくこととなると思い

ますので、そういった対応で、住民が混乱することのないよう体制を整えていきた

いと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  まだこれからということで、市の体制も具体的には言

えないということは重々分かりますけれども、ぜひその構えだけはお願いしておき

たいと思っております。 

   また、これは要望ですけれども、国のポイント事業のほかに、菊池市独自のポイ

ントを加算したら普及率はさらに上がると確信します。ぜひこういうこともご検討

をお願いして、次の質問に移ります。 

   次に、新型コロナワクチン接種証明書についてでございますけれども、昨年から

今年にかけて、日本はもとより、世界中が行動を制限され、経済活動ができない状

態が長く続きました。これほど長く続くとは、最初は誰も思わなかったことです。

最近、やっと発症者が減ってきて、下火になってきたと思いきや、先月、１１月２

４日に南アフリカでオミクロン変異株が発表されてから、世界の国と地域２０か所

が発症という記事が出ました。日本での発症も２人が認められ、水際対策が大変な

状態になっております。 

   実際、国内で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除され、疲弊する経済活

動の再開や、日常生活の回復のために、政府は分科会を開きました。感染拡大の防

止として、ワクチン・検査パッケージ制度を活用して、緊急事態宣言下でも条件付

で旅行や出張、イベント、飲食の参加人数の上限を撤廃するというものでありまし

た。 

   ワクチン・検査パッケージというものは、新型コロナワクチンの接種とＰＣＲ検

査などを組み合わせて、経済活動の本格再開を進める仕組みであります。２回接種

済みか、陰性証明書を持っている人を行動制限緩和の対象とするものです。分科会

は、他者に感染させるリスクが低くなるとする一方で、完全な保証にはならないと

いう指摘もされております。 

   私も市民の方からこういう接種券等の相談がありましたので、今回は質問をさせ

ていただいております。 

   そこで、菊池市で発行している証明書にはどのようなものがあるか、質問します。

また、発行状況が分かれば、状況もお答えください。お願いします。 
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○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 
○渡邉弘子 健康福祉部長  改めまして、おはようございます。泉田議員のご質問に

お答えいたします。 

   コロナワクチン接種を証明するものといたしましては、接種証明書と接種済証が

ございます。 

   接種証明書は、諸外国への入国時の防疫措置、いわゆる入国後の隔離期間の緩和

などのために、ワクチン接種証明書の提示を求められる場合に提示するものです。

これは海外渡航される方が対象となり、本年７月２６日より申請に基づき市民課、

健康推進課にて交付しております。発行件数は、令和３年１１月２２日現在、５５

件となっております。 

   また、接種済証につきましては、接種券と一体となっており、コロナワクチン接

種会場にて接種を受けた全ての方に発行されています。件数といたしましては、２

回接種完了された方で、令和３年１１月２５日現在、３万７，１１４件となってお

ります。 

   接種済証は、コロナワクチン以外の予防接種を受ける場合に、決められた接種間

隔の確認などに提示していただいております。 

   この接種済証を紛失された場合におきましても、健康推進課にて再発行をしてお

ります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  やはりこれを必要とされている方というのも、現在に

外国に行かれる方が５５件あられたということ、また、接種済証も３万７，０００

人近くの方が行かれているということで、安心しました。やはりこういうものがあ

るということで、市民の方が安心されるということでありますので、ある意味、こ

ういう場で、こういうのが取れるということを初めて知ったという方もおられると

思います。それで、確認の意味で答弁していただいてよかったと思います。 

   また、社会経済活動の回復に向けてデジタル化が進んでいる中、今後はワクチン

接種済みであることをスマートフォンで証明できるようにする必要があると思いま

すけど、その点、菊池市はどのようにしておられますか、質問します。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 
○渡邉弘子 健康福祉部長  再質問にお答えいたします。 
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   国のワクチン接種証明書発行手続自治体向け説明会において、現在、接種証明書

のデジタル化を図るために、接種証明書を取得できるアプリを１２月中旬をめどに

利用開始できるように開発を進めているとの説明がございました。 

   今回の接種証明書のデジタル化に伴い、接種証明書は海外用に加え、日本国内用

も発行可能となり、接種済証の代わりとして利用することもできるようになります。 

   ワクチン接種証明書を取得できるアプリが利用開始となれば、スマートフォンな

どで接種証明書を表示することができるようになり、利便性の向上が期待できます。 

   なお、この専用アプリにて接種証明書の申請及び発行を行う場合は、マイナンバ

ーカードの取得が必要となります。 

   今後、国よりの詳細な通知が参りましたら、市民の皆様への周知及び速やかな対

応ができますよう体制の整備を図ってまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  こういうスマートフォンで証明できるアプリができる

ということで、非常によかったと思います。ただ、私もデジタル難民の一人であり

ます。議員の方の中にも何人か、そういう方が見受けられるような人もおられるか

もしれませんけども、ぜひ議員が率先して積極的にこういうことを勉強して、市民

の方にお知らせできるようにしていきたいと、そういうふうに思っております。 

   それでは、三つ目の質問に入りたいと思います。 

   それでは、市の街路樹についてでございます。 

   熊本市が昨年策定した街路樹再生計画で、中心部の電車通りと第二空港線での大

規模な伐採計画があり、話題になっておりました。森の都作戦が５０年も続けられ

た現在、道路管理を理由に、伐採計画が上がっているということであります。 

   緑化運動の中で、街路樹は都市景観の重要な要素であり、市街地に潤いをもたら

します。道路への親近感が増すと同時に、街路樹は、その都市らしさを演出するも

のであります。一方で、街路樹が大きくなるといろいろな問題が出てきます。道路

標識が見えにくい、信号が見えにくい、根が道路を持ち上げたり、根が歩道を押し

上げたり、台風や病気などで大木が倒れるおそれ、そして、老木が倒れるおそれも

あります。さらに、落ち葉が散る、虫が発生する、野鳥のふん害や騒音の苦情も出

てきております。またさらに、下水道管や上水道管に根っこが当たり破損させる事

例もあります。そのために、年々、維持管理費用が上がってきている現実でありま

す。 

   緑化の長所、短所を踏まえながら、菊池市も同じ問題を抱えていると考えており
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ます。私は平成２５年と平成２８年にこの問題を質問させていただいております。

街路樹は大切なものという考え方、そして、またさらに、それに対して、街路樹よ

り道路の安全性が優先という両側面を対立するのではなく、バランスのとれた街路

樹計画が必要であると私は思っております。 

   そこで、今回、新たに質問をさせていただきます。 

   まず、本市の市道で植えてある街路樹の種類と本数、大きくなっている木の根回

りは最大何メートルぐらいになっているのか。また、年間管理費の３年間の推移を

質問します。 

   かつて２回の質問をした趣旨の中で、街路樹の大木化によって、信号や標識が隠

れているところがないかとか、台風による倒木や、根上がりによる車道、歩道の通

行が妨げられていないかと、このようなことを踏まえて、市は街路樹の状況を調べ、

安心・安全な観点を含む、将来の街路樹計画をつくってあるか、質問をさせていた

だきます。 

   この２点をお願いします。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  改めまして、おはようございます。それでは、泉田議員のご

質問にお答えいたします。 

   街路樹は、市道沿線の美しい景観や大気環境の改善、歩行者の通行の安全性が高

まるなどの役割があり、まちづくりの一環を担っております。 

   管理につきましては、３年サイクルで高木の剪定を行っており、低木の剪定と除

草につきましては、毎年実施しているところでございます。 

   直近３年間の街路樹の管理費につきましては、令和元年度が６８７万６５６円、

令和２年度が６８１万９，５５７円、令和３年度が６１６万円となっております。 

   高木の本数等につきましては、ケヤキが１６４本、ヤナギが３本、サルスベリが

２本となっており、大きいもので幹周りが１５０センチメートルを超えるものがあ

ります。 

   続いて、街路樹の整備計画についてでございます。 

   街路樹につきましては、ケヤキを中心に植栽されておりますが、年数もかなり経

過しており、大木となっているところもございますので、歩道及び車道への根の張

り出しや電線等に影響を与えている状況もございます。 

   樹木の成長に伴う歩道、車道及び上下水道等への影響や枯れ木については、早急

な対応が必要ですので、専門業者の意見を聞きながら応急的な対応を行っていると

ころでございます。 
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   将来の整備計画につきましては、現在のところ、計画の立案までは至っておりま

せんが、造園業者、造園業組合及び樹木生産業の皆さんと街路樹についての意見交

換や先進地研修を実施しているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  今、お答えいただきまして、まず種類が３種類あると。

ケヤキとヤナギとサルスベリと。ケヤキは、私たちもいつも通っているところです

ので、そしてまた、庁舎前ですので、よく分かります。ヤナギも多分キクロスの前

のところだというふうに思っております。サルスベリはちょっとまだ私も見ており

ませんけれども、そういうことで、やはり私もケヤキを見ていますと、大分悪いと

ころは切っておられるということを認識しておりますけれども、やはり歩道や車道、

そういうところまで根っこが出ているというところがあります。 

   それと、ヤナギについては、あそこは、以前質問させていただいた関係で、歩道、

車道がとても歩きやすくなっていると。整備されたというふうに認識しております。 

   それと、金額的には、何か３年に一度、強剪定をされるということで、あまり金

額的には毎年変わってないということが認識されました。 

   そういうことで、私も長年、専門として造園をしていますので、景観を守るとい

うことと道路の安全性、どちらもよく理解をできます。時々、お客さんから、木を

植える際に葉っぱが落ちないで、害虫が来ないで、成長が遅い木で、そういう木は

ないかいということをよく言われます。でも、そんな虫のいいことはないと、そう

いう木はありませんと答えます。 

   例えば、動物をペットとして飼っている方もおられると思いますけれども、飼え

ば餌をやり、運動もし、そして、病気をすれば治療費もかかります。一度飼ったら

一生涯面倒を見る覚悟が必要であります。庭木も剪定したり、防虫剤散布等、管理

費が必要になるということは当然であります。ペットも緑も癒しを与えてくれるも

のであります。 

   先ほど高木の剪定の中で、３年に一度、強剪定というのは言われなかったんだけ

ど、お聞きしていまして、その強剪定をされているのを見ると、本来のケヤキの美

しさが損なわれています。本来、ケヤキというのは、ほうきを反対にしたような形

にして、たかぼうきをですね。自然に上に広がっているような形ですけれども、も

うその形は、場所によってはもうほとんどありません。そういうことを見ると、美

しさが消えていくと。昔は剪定をする際に、業者の方に仕様書ということで、こう

いうふうな管理の仕方をしてくださいというようなことをやっておりましたけれど
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も、やはりこの３年に１回になると、もうそれは不可能ではないかというふうに思

います。 

   そもそもケヤキや、また、熊本の県木のクスノキ、そしてまた、熊本市の木でイ

チョウ、こういうものは菊池の神社仏閣または公園に残って、天然記念物の木とい

う形で残っている木が多いようであります。そういうものを街路樹として植えると

いうことは、非常に無理な植樹ではないかなというふうに私自身は思っているとこ

ろです。 

   今後、街路樹を維持管理し、巡回点検や樹木診断、保全を行い、撤去や植え替え

の予算を確保し、市民にも見える化をする管理計画の作成が必要だと思っておりま

す。その意味で、街路樹の整備優先度を評価する現状把握調査を行い、街路樹管理

計画の作成をしていく考えがあるか、質問します。再度お願いします。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  それでは、再質問にお答えいたします。 

   街路樹の植え替えや管理計画につきましては、景観や環境への配慮あるいは歩行

者の安全などを考慮するとともに、植え替えとなりますとまた多額の費用がかかっ

てまいりますので、専門家の意見等を伺いながら、将来の街路樹の管理について、

長期的なテーマとして検討をしてまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  ぜひこの街路樹管理計画というのを作成をお願いした

いと思います。そのときにはぜひ私も呼んでいただきたいと。仕事はしません。ア

ドバイスをさせていただければと思っております。 

   市長も樹木については非常に関心が高くあられますので、ぜひ市長の見解もお尋

ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
○江頭実 市長  それでは、改めまして、皆さん、おはようございます。 

   ただいま泉田議員からの街路樹管理に関する今後の考えという趣旨のご質問でご

ざいました。 

   街路樹につきましては、ご指摘のとおり、ケヤキを中心に植栽されておりまして、

年数もかなりたちまして、巨木化してきたことに伴いまして、ご指摘のような幾つ

かの課題が生じてきているということは把握しているところでございます。一方で、
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環境保全であるとか、あるいはふるさとの景観をつくってきたという大事な役割の

面もございますので、今後につきましては、専門家の意見等も参考にしながら、長

期のテーマとして考えていきたいというふうに考えているところです。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  泉田栄一朗議員。 

［登壇］ 
○１８番 泉田栄一朗 議員  今後の課題ということであります。 

   私の思いとしましては、今、ケヤキの通りがありますけども、先ほどサルスベリ

ということも出ましたけども、例えば成長が遅くて、花が長く、サルスベリという

のは、名前はサルスベリですけども、百日紅という名前もあります。百日間、長く

花が咲いているという意味の名前もあります。そういう意味で、サルスベリ通りと

か、または、アジサイ通りとか、巨木にならないような形で、１５年から２０年ぐ

らいのスパンで道路を見ていくと。そしてまた、それを移植して、また新しい植栽

をしていくという考えもあると思います。 

   また、３年に１回ぐらいは大木を見ながら、その大木も密集しているところは、

１本、２本と、一遍に切るんじゃなくて、悪い木を切って、その横にまた新しい木

を植えながら、少しずつ景観を変えていくということも必要ではないかと思います。

一度にやるということは非常に難しいことなので、１５年、２０年、３０年という、

そういう長いスパンを見ながら計画をしていくということも必要ではないかと思い

ます。 

   以上で、終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、泉田栄一朗議員の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時４１分 
開議 午前１０時４８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、平直樹議員。 

［登壇］ 

○５番 平直樹 議員  おはようございます。菊池市の最高決定機関である菊池市議

会定例会は、国旗を掲げ、国歌斉唱して始めるべきだと考えている、議席番号５番

の平直樹です。私は日々の政治活動において、目標を政治をもっと近くに、判断基

準を子どもたちが大きくなったときにどうかという二本柱として行っております。 
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   では、通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

   １点目、隈府中心地の住宅整備についてをお尋ねいたします。 

   この質問の目的は、隈府中心地の人口増とにぎわいを創出したいという思いから

です。 

   私が小さい頃、隈府の商店街はとてもにぎわっていました。人が動いて、経済が

動いて、一たびお祭りとなれば、押し合いへし合いの人だかり、まちには子どもた

ちの顔や声がたくさんありました。夜になれば、温泉街でも歩いていれば、肩と肩

が触れ合うくらいのにぎわいがそこにはありました。 

   あれから数十年たった今、特に現在はコロナ禍ということもあり、その面影はな

く、静かなまちになっております。時代とともに流通が変わり、価値観が変わり、

生活スタイルも変わっています。それは何も悪いことばかりではなく、当然のこと

かと思います。極端に言えば、現代社会に江戸時代の暮らしが残っていないのと一

緒で、この流に我々は身を委ね、常に変化することが求められているのではないか

とも考えております。 

   旧商店街に生まれ育った私は、少子高齢化、人口減少、まちの変わり行く様相を

身をもって体験してきました。翻って、合志市、菊陽町、大津町は開発が進み、そ

れに伴って住宅開発も進み、人口が増えております。合志市や菊陽町は、聞いたと

ころによりますと、坪単価２０万円ぐらいというのがざらになってきているという

ことです。光の森に至っては、もう坪４０万円というところもあるというふうに聞

き及んでおります。 

   私は、このことは本市にとってとても大きなチャンスだと考えています。本市で

は都市計画マスタープランがあり、その下に立地適正化計画があります。 

   そこで、お尋ねをいたします。 

   立地適正化計画の目的と現状を改めてお知らせください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  それでは、平議員のご質問にお答えいたします。 

   立地適正化計画のまず目的についてでございますが、全国的に急激な人口減や高

齢化の中において、安心で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面において、

持続可能な都市の運営が大きな課題とされ、平成２６年度に立地適正化計画が制度

化されました。本市におきましても、将来的に人口減少が予想される状況の中、長

期的な視点に立ち、居住機能や都市機能の誘導によるコンパクトシティに向けた取

組を推進するため、平成２８年度に本計画を策定しているところでございます。 

   次に、現状でございますが、近年は、どちらかというと、誘導地域以外に宅地化
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が広がっており、十分な誘導につながっていない状況であると感じているところで

ございます。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  今の部長の答弁は、課題までいただいたというということで

いいですか。ありがとうございました。 

   それでは、今、抱えていらっしゃる、その課題は何と認識されていますか。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  それでは、課題について申し上げさせていただきます。 

   本計画の中には、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為、及び建築等の行為

を行う場合には、届出が必要となっております。一つの誘導策ではありますけども、

許可制ではないため、必ずしも計画における誘導区域への集約は進んでいない状況

であります。また、現在、メリットもないということが課題と感じているところで

ございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  ありがとうございました。 

   ちょっと確認です。コンパクトシティを目指すために、立地適正化計画があると

いうことだと思います。私もそこは、その計画は大切なものだと思っていますが、

計画区域ですよね。誘導地域でしたっけ、人がそこに、こちらにちょっと資料等が

ありますが、こういった感じで、この辺に住んでほしいよというような計画を立て

てされていますが、ここに特に人に住んでほしいという思いがあるということでよ

ろしいですか。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  ただいまのご質問にお答えいたします。 

   立地適正化計画には、二つの居住誘導区域が設定をされております。一つは、隈

府を含むその周辺地域の菊池中心市街地居住誘導区域、もう一つが、泗水の国道３

８７号沿道の居住誘導区域がございます。いずれも優先的に居住機能を誘導してい

く地域として設定をしているところでございます。 

   以上でございます。 
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○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  先ほどの答弁の中で、メリットがないというようなお言葉も

ありましたけど、ちょっとそこも確認させてください。市はここに、今言われた２

か所、２地域に対して、優先的に人に住んでもらいたいという計画を持って進めて

いるというところですが、そこに重点的に住んでほしいということがあるというの

であれば、例えば税制をちょっと優遇するとか、例えば何か、その土地を買って家

を建てようという人たちに対するメリットというのがないということでいいんです

か。いいんですかね。分かりました。 

   九州の新築住宅着工件数というものがありまして、熊本は２０２１年度４月から

１０月までが７，９１８件、これは福岡県の２万４，８７５件に次いで、九州で第

２位です。ちなみに、同時点で３位が鹿児島県で６，２８５件、以下、沖縄県５，

５７５件、長崎県４，２４４件、宮崎県４，２０９件、大分県３，６９７件、佐賀

県３，０１９件となっております。 

   皆様も肌感覚で感じていらっしゃることではないかと思いますが、住宅開発をす

る、住宅地ができる、すると結構早めに家が建つというのは感じていただいている

のではないかと。私はそう感じています。 

   今、その答弁をいただきましたが、ここに住んでほしいという計画はしているけ

ど、そのために何か特別な施策があるでもない。家を建てようとする人は、人生の

一番大きな買物と言われるおうちですから、夢と希望を持ちながら、また改めてご

自身とご家族の人生設計を精査されております。そこに何の特典もないでは、なか

なか選ばれるのは難しいのではないかと思います。 

   調べてみますと、お隣の菊陽町には、菊陽町定住促進補助金交付要綱というもの

があります。そういうのがありまして、この要綱の目的は、「この要綱は、町長が

別表に定める区域に定住する子育て世帯に対し、住宅の新築工事若しくはリフォー

ム等又は転入、転居若しくは出生時の養育に要する費用の一部を予算の範囲内にお

いて補助することにより、指定区域内の小学生以下の児童等の数を確保し、もって

少子化防止、ひいては指定区域の活性化を図ることを目的とする」要綱があります。

この要綱に基づいて、菊陽町さんが住んでほしい地区に新築をされたら１００万円、

中古住宅リフォームで５０万円の補助金、さらに、小学生以下のお子様に１人２０

万円の加算をされております。 

   ご担当者の方に取材をさせていただきました。本要綱は平成２５年度から施行を

されておられます。もちろんその年によって件数の多い少ないはあったとのことで

すが、そこで、例えば予算化されて、足りなかった場合は、その年は打切りですか
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というふうにお尋ねしたら、いえ、そのときには補正を組みますと。もう全員出し

ますということでありました。 

   ちなみに、本年度の予算額は１，５００万円とのことでした。単純に計算します

と、１５件の新築ということになるかと思います。毎年１５世帯が、町の住んでほ

しいと思っている地域に転居もしくは転入されることになり、これを１０年続けた

らば、１５０世帯増えることになります。今後の動向も伺いましたが、迷いなく継

続事業ですとのことでした。対象地域は、もちろん街部ではなく、農村部とのこと

でした。町の姿勢と本気度が分かった、いいお話でした。 

   そこで、お尋ねをいたします。 

   菊陽町のような補助金交付要綱をつくり、本市の立地適正化計画を力強く推進す

る考えはありませんか。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  それでは、お答えいたします。 

   先ほど申し上げましたとおり、近年の誘導区域外での宅地化は、市内全体で見る

と人口増につながる部分もあるかとは思いますけども、計画における誘導区域への

誘導には至っていない現状もございますので、議員がご紹介いただきました菊陽町

の取組については参考にしながら、費用対効果等も含め、調査、研究をしてまいり

たいと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  ぜひしっかり調べていただいて、参考にしていただければと

いうふうに思います。もう実績があるから、それで実際にそこに住んでいらっしゃ

るということがあるということです。 

   現在、菊池市は少子高齢化で人口減少が進んでおります。これは何も我が市のみ

ならず、日本全国で進む問題でありますので、ある程度、仕方のないことかなとも

思います。ですが、だからこそ、どこの自治体も人口流出しないように、さらに一

人でも多く定住してもらえるように知恵を出している状態かと思います。買手市場

となっているのに、何の施策もなければ後れを取ってしまいます。 

   別の視点で見たときに、江頭市長をはじめ執行部のご努力のおかげで、本市の工

業団地は売却が進みました。本当に感謝しております。ですが、そこで働く人々は、

さて、どうでしょうか。その人たちが本市に家を建てて住もうと考えてくれる状態

でしょうか。 



－ 74 － 

   菊池市は、特に私の住む隈府地区は、子育て世代として最高の住環境だと考えて

おります。現在、立町、中央通り、御所通り、私の住む正観寺等々、その昔、商店

街として繁栄していた地域は、現在、シャッター通りと呼ばれるようになって、も

う大分時間が経過しております。中心市街地からどんどんお店のみならず、人が減

り続けています。ご存じのとおり、店舗兼住宅が多い地域でもあります。見にくい

ですが、見ていただければ、皆さんご存じだと思うんですが、いわゆるその大半が

ウナギの寝床と言われるような形の商店街の形でございます。細長くなっているわ

けですね。道路沿いに面している半分が店舗、その奥に住居を構えているというと

ころが点在しております。例えば、そこの方が、それじゃもう売りますと、この土

地を売りますよというふうになったとしても、そこに家を建てるという次の選択は

なかなか難しいのではないかと思うんですね。 

   そこで、どうするかと考えたら、やはり政治の出番ではないかと思います。政治

とは大きく方向性を示すことでもあります。隈府地区、主に菊池高校周辺の商店街

を住宅整備していくような大きな計画を立ててほしいと考えています。今、計画を

立て始めるぎりぎりのタイミングではないでしょうか。 

   最近、新聞もしくはテレビ報道でもご存じのように、ＴＳＭＣという大きな台湾

の会社が菊陽町に企業誘致としてやって来ます。その方がどこに住むのかというよ

うなことも考えたときに、こういうタイミングで始めてもいいのではないかという

ふうに思いました。 

   ある不動産屋さんに聞きました。現在、隈府の住宅地で坪５万円から１０万円弱

だそうです。大津、菊陽、合志は坪２０万円、先ほど言いました光の森では、人気

のところでは坪４０万円程度するということです。さらに、別の不動産屋さんから

見ても、隈府地区に住宅開発を進めれば、確実に家が建つし、若い世代、子どもた

ちの声が増えるというふうにも教えていただきました。また別の方に聞けば、この

まちは自然はもちろんのこと、高校が三つもあること、これ教育の視点から見ても、

近隣市町村にはない、大きな魅力であるということでした。 

   もう一つ、企業誘致成功事例というのがネットでありまして、その中で、熊本県

の取組を紹介されている事例で、大津町の事例が紹介されているものがありました

ので、ちょっとこれもお知らせしたいんですが、熊本市と阿蘇山の中間に位置する

大津町は、企業誘致によって大きく人口を増加させました。九州自動車道熊本イン

ターまで約２０分、ＪＲ豊肥本線が走るなど交通アクセスのいい大津町は、近隣の

６町村合併したことで、１９５６年には人口２万３，０００人という規模の町にな

りました。しかし、その後、高度成長期には人口が流出し続け、１９７５年には１

万８，０００人まで人口が減少、これに歯止めをかけたのが１９７６年に行った企
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業誘致です。自治体が本田技研工業の誘致に成功したことをきっかけに、交通アク

セスのよさを生かした誘致が進み、人口が増加し続け、２００７年には３万人を突

破するまでになりました。 

   大津町の取組が成功に至った大きな要因と考えられるのが、複数の工業団地など

で製造業の企業誘致を続けてきたことです。１９９７年には大きな宅地開発が行わ

れ、美咲野地区で行われ、快適な暮らしの環境も整備。それでいて町の３分の２は

山林であるため、豊かな自然が残っているなど、利便性と暮らしの豊かさが両立し

た都市となっておりますということです。これは菊池市にも当てはまるのではない

かというふうに私は考えております。 

   そこで、市長にお尋ねをいたします。 

   今、お話しましたように、人口流出を防いで、また、他地域からの転入で人口減

少を防ぐとともに、中心市街地の活気を取り戻せると私は確信しております。何よ

り子どもたちの声が聞こえる隈府中心地になるのではないかというふうに考えてお

りますが、今こそ政治の出番ではないでしょうか。隈府中心地区の住宅整備を進め

る考えはありませんか。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
○江頭実 市長  それでは、ご質問の趣旨は、隈府中心地区の住宅整備に関する考え

方はというご質問でございました。 

   隈府中心地区というものをどういう範囲で捉えるかということにもよろうかと思

いますけども、いわゆる旧市街と呼ばれる隈府の中心地区に関しましては、今まで

も歩道の整備であるとか、森まち事業といった、大きな意味で住環境の整備を行っ

てきたところであります。また、今後も、市民広場を拠点にして、街なかを周遊す

るウォーカブルシティーを推進していこうということや、かわまちづくり事業など、

賑わいの街の創造を目指しているところでございます。 

   特に、この中心となります旧市街の狭い範囲においては、確かに空き家も目立っ

てきているところがございますけども、先人から受け継がれた町並みのよさという

のも残っておりますので、そのよさも生かしながら、例えば飲食店等による活性化、

そうしたまちづくりを進めていきたいというふうに考えております。 

   もう少し広めに見た隈府地区全体の住宅整備ということについては、かなりの財

政負担も伴うとは思いますので、都市計画マスタープランをはじめ各種計画との整

合性であるとか、市内全体でのバランスも考慮しながら、民間の資金を活用する方

法も含めて、本地域に合った財政的にも効率的で効果的な手法を考えていきたいと

いうふうに思っております。 
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   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  なかなかお金がかかるお話ですから、今日言うて明日という

わけにはいかないというのはよく分かりますが、私が今、聞いております宅地住宅

整備の話が、寿温泉のすぐ裏ぐらいに解体があって、５区画ぐらいの整備が民間で

進んでいるというお話を伺っております。そこを見ていただければ、多分すぐ家が

建つし、こういうことかということが分かってもらえると思うんですよ。 

   先ほどから言っていますように、１件１件が細長い土地ですから、そこが１件１

件が手放す、手放さないというお話をしていては、なかなかそこが再開発というわ

けにはいかないし、人がどんどんどんどん出ていって、もう真ん中に人がいないよ

って、ドーナツ化現象がどんどん進むことになると思いますので、そういった事例

等々を見ながら、先ほど言いました菊陽町の要綱などもちょっとしっかり見ていた

だいて、どういうまちにしていくのか、人口をどういうふうにしていくのかという、

立地適正化計画に照らし合わせてどうするのかというのをしっかり検討していただ

ければというふうに思います。 

   次の質問に行きます。 

   菊池市内の小規模事業所応援チケットについてをお尋ねいたします。 

   この質問の目的は、飲食店のみならず、市内の商店を応援すべきではないかとい

う思いから質問をさせていただきます。 

   先日、臨時議会があって、３回目の飲食店応援チケットというものを、今、予約

のはがきが来ている状態ですかね。うちにも来て、購入しようというふうに思って

います。これ３回目でして、国のコロナ対策事業ということで、すごく好評を博し

ているというふうに伺っていますし、とてもいい事業だと私も思います。 

   その３回目に進む前、２回目のときに、３日か４日、１週間足らずでもう売り切

れたというようなお話も聞いておりまして、それだけ利用者の方や、それを受け入

れる飲食店の方々の期待も高かったことだと思います。それはとてもすごくいいん

ですが、その事業を進めていっていらっしゃるときに、やはりまちの人とか事業者

の方といろんなお話を聞かせてもらって、もう飲食店だけじゃなくて、うちにも使

ってほしい、使わせてほしいというような声をたくさんいただきました。商工会の

ほうにも伺って聞きましたけど、やっぱり商工会のほうにも、その飲食店を含む事

業者で使えるチケットだったらいいなという声が届いているということでした。そ

れは、何というか、納税をしている点から見ても、公平性という視点から見ても、

もう含んだ応援チケットを作る時期にもう来たのかなというふうに私は考えており
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ます。 

   ちょっと個人的な話になりますが、先日、娘が私いまして、ちょっと他県に受験

に行ってきました。連れて行ってきたんですけど、そこで、その他県に行ったら、

たまたま通った街だったんですけど、ある街の歯医者さんの入り口のところにのぼ

りで、プレミアム付商品券使えますというのぼりが歯医者さんに立ってたんですね。

歯医者さんでも使えるのかというように感じた次第であります。 

   そのように、プレミアム付商品券、菊池でいえばめぐるん券ですかね。赤券、青

券、いろいろあると思うんですが、国は、ニュースによりますと、３１．９兆円で

すか、経済対策の裏づけとなる補正予算を組むというふうにして動いておられるそ

うですけど、令和３年１１月２６日、政府は、コロナ克服・新時代開拓のための経

済対策の各施策を盛り込んだ補正予算を臨時閣議で決定しました。経済産業省の予

算額は５兆４，２９０億円で、うち３兆８，５９４億円が中小企業関係の予算とな

っているとのことです。こういった国がコロナ対策として、メニューやお金を用意

して準備を進めております。 

   そこで、お尋ねします。 

   今から菊池市全域の各全事業所で使える、そういう応援チケットを作るべきだと

考えておりますが、いかがお考えでしょうか。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 
○清水登 経済部長  改めまして、おはようございます。ただいまの平議員のご質問

にお答えいたします。 

   昨年、令和２年９月には、新型コロナウイルスの影響を受け、鈍化した市内の消

費活性化の起爆剤として、額面１万円のプレミアム付商品券を５，０００円で１世

帯に１冊は購入できるよう販売し、合計１万９，９５４冊を販売しました。飲食店

のほか、小売・サービス業などでも使えるこのチケットを利用されたことで、消費

の活性化が図られたところでございます。 

   また、感染リスクの高い業種として、まん延防止等重点措置の際に時短営業要請

が出されるなど、大きな影響を受けた飲食店への支援として、額面５，０００円の

飲食チケットを３，０００円で販売する飲食応援チケットを、令和２年１１月に３

万冊、本年、令和３年７月に２万５，０００冊、１０月に２万５，０００冊を発行

し、飲食店の利用を促進し、活性化を図っているところでございます。 

   今後、国の経済対策を踏まえまして、市内の消費活性化につながる適切な経済支

援ができるよう検討してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 
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○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  今のご答弁は、すごく前向きに私は受け取りたいと思います

ので、国がとにかくお金やメニューを用意しているので、それに間に合うように制

度設計を今から進めていってもらって、しかるべくタイミングでぽっと出してもら

えるようにと思いますが、最後に市長に改めてちょっとお尋ねしたいと思います。

その事業所応援チケットという名前はちょっと置いといて、コロナのそれを含む経

済対策をどのように考えているか、ちょっとお知らせいただけますか。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
○江頭実 市長  経済対策に対する考え方というご質問でございます。 

   このコロナによる影響というのは、もうある意味では、どの業種もお受けになっ

て、大変苦しい思いをされてきたわけでありますが、業種ごとにその復旧度合いも

ばらつきがあるということも事実であろうかというふうに思います。そういう中で、

今年度は特に大きな影響を受けた飲食店への支援という形で応援チケットを販売し

てきたところであります。このように、体力を消耗している業界への支援あるいは

応援という側面もありますし、それから、ご指摘のような経済全体を活性化してい

くという、この両面が非常に大事だというふうに思っております。 

   今後につきましては、今、部長が答弁したように、まずは国の経済対策をよく踏

まえて、よく考えた上で、市内の消費活性化につながる適切な経済支援ができるよ

うに検討していきたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  平直樹議員。 

［登壇］ 
○５番 平直樹 議員  やっぱり政治はタイミングがとても大切ですから、これまで

の飲食店応援チケットというのはとてもよかったと思います。これからは、それも

含む全体的な経済対策をしっかり講じていただきたいと思います。 

   終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、平直樹議員の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため暫時休憩します。 
   なお、午後の会議は午後１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時２０分 
開議 午後 １時００分 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、後藤英夫議員。 

［登壇］ 
○４番 後藤英夫 議員  改めまして、こんにちは。議席番号４番、後藤英夫でござ

います。議長の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問をさせていただ

きます。 

   本日の質問事項は４点でございます。１点目は、本市の交通安全対策について、

次に２点目は、本市の修繕工事などの事務処理について、３点目は、あか牛の消費

拡大について、最後、４点目は、菊之城跡について、以上の４点についてお尋ねい

たします。 

   １点目、まずは、本市の交通安全対策についてお尋ねいたします。 

   今年の６月２８日に、千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転と見られる

トラックが突っ込み、５人が死傷する痛ましい事故が発生しました。亡くなられた

お子様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、負傷されたお子様、そしてご家族

の皆様方に心よりお見舞い申し上げます。 

   この事故を受けて、当時は菅内閣ですが、菅内閣総理大臣は、このような悲しく

痛ましい事故が二度と起きないよう、通学路の総点検を改めて行い、交通安全のた

めの緊急対策を拡充・強化し、速やかに実行に移してまいりますとお話しされ、子

どもの安全を守るための万全の対策を講じるため、当時の萩生田文部科学大臣をは

じめとした関係閣僚に対し、必要な対策を速やかに出すように指示されました。 

   また、本市でも、第２次菊池市総合計画で安心・安全なまちづくりの推進を掲げ

ております。 

   こうしたことを踏まえ、質問いたします。 

   まずは、通学路の定期点検の実施や、危険マップについて、それから、市民から

の危険箇所の指摘や改善要望について、交通安全教室や子供自転車教室について、

運転免許の自主返納について、交通指導員や交通関係団体との連携について、今後

のさらなる安全対策について、それぞれ現状や取組、それから、課題を教えてくだ

さい。 

   この質問については、９月定例会で猿渡議員が質問されていて、重複する部分も

あると思いますが、答弁のほどをよろしくお願いします。 

   以上について、１点目の１回目の質問といたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
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○上田敏雄 総務部長  それでは、後藤議員のご質問にお答えしたいと思います。 

   交通安全対策の現状や取組につきまして、まず、通学路の定期点検につきまして

は、本市で取り組んでいる菊池市通学路防犯・交通安全プログラムに基づき、学校

が地域代表やＰＴＡから取りまとめた要望を基に、県や警察等の関係機関とともに

点検を行っております。 

   また、これに加えて、先ほど議員からもありました、本年６月に千葉県八街市の

通学路で起きた事故を受け、事故翌日には追加調査を各学校へ行うなど、緊急点検

を行いました。 

   危険マップにつきましては、本市独自のものはございませんけども、熊本県警の

ホームページに掲載されてある交通事故発生状況マップや防犯マップで交通事故や

犯罪の発生状況が確認でき、また、早朝パトロール、これは毎月１日、１０日、２

０日に行っておりますけども、これに加えて、春秋の交通安全運動期間中のパトロ

ール、月６回行っている防犯パトロールを実施し、交通事故や犯罪の抑止に努めて

いるところでございます。 

   また、市民からの危険箇所の指摘や改善要望につきましては、要望があった地区

の区長にも確認をいただいております。 

   交通安全施設の整備につきましては、区長からの要望や通学路交通安全プログラ

ム、パトロールなどにより、現地確認をして整備を進めているところでございます。 

   それから、交通安全教室につきましては、市が交通安全協会に交通安全指導を委

託し、各団体からの依頼によりとり行っているところでございます。 

   また、子供自転車教室も、これは交通安全協会主催になりますけども、行ってい

たところでございますけども、昨年度から新型コロナウイルス感染症拡大予防のた

め、開催はされていないところです。 

   それから、高齢者の運転免許自主返納に対しましては、菊池市内在住の免許証返

納時点で、満６５歳以上の方で運転免許証を返納して１年以内に申請された方に対

しては、市内共通商品券（めぐるん券 青券）１，０００円分か、べんりカー・あ

いのりタクシー共通乗車チケット１，０００円相当を選択して、どちらかを交付し

ているところでございます。 

   それから、交通指導員や交通関係団体等の連携につきましては、交通指導につい

て連携をしているところでございます。 

   具体的には、区長からの要望等により、それぞれの地区において、交通指導が必

要な場所に交通指導員を配置するとともに、交通安全協会に伝え、より効果的な交

通安全指導の体制が取れるよう協力しながら交通指導を行っているところでござい

ます。 
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   今後につきましても、交通安全の確保、円滑な交通体制の推進、交通事故防止の

ため、交通指導員による早朝やイベント時の交通指導、交通安全協会への活動の補

助、交通安全教室開催に関する事務委託、交通安全施設の整備等を行ってまいりた

いと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  文部科学省が示している通学路における合同点検等実施要

領を見ますと、危険箇所や対策が必要な箇所については、児童、保護者、地域住民、

関係機関の意識を高め、広く協力を得られるよう、可能な限り幅広く市町村のホー

ムページに公表することが望ましいと示されています。 

   危険な箇所をナーバスに捉えるよりも、むしろ平時からこういうところが危険だ

から気をつけてほしいと周知することが本当の安全対策と私は考えます。 

   最近は、猿渡議員の一般質問の効果もあったと思いますが、通学路にグリーンベ

ルトが引かれているところも増えております。以前に比べ、子どもたちも安心して

通学できるようになったと思います。しかし、住宅地の中を通る比較的狭い道路に

ついては、歩行者の区別がない箇所も見られます。都市計画道路や国道等の幹線道

路への抜け道となっている箇所もあるようです。実際に点検することで、改めて気

づいた危険な箇所もあったと思いますが、本市の認識をお示しください。 

   また、そういった情報の収集には、交通指導員や交通関係団体の協力や連携があ

れば、より効果的だと私は考えますが、本市の見解をよろしくお願いします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  後藤議員からの再質問の前に、先ほど私の答弁の中で、一部

誤りがございましたので、訂正させていただきます。 

   熊本県警察のホームページに掲載されてある交通事故発生状況マップや犯罪マッ

プと言うべきところを、防犯マップと言ってしまいましたので、犯罪マップに改め

て訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

   それから、先ほどのご質問の中で、通学路等点検の中で、改めて気づいた危険な

箇所等につきましては、道路管理者や防災交通課による施設整備や、学校、教育委

員会による交通安全指導、警察による規制線、規制標識の整備や取締りにより、安

全に登下校できるように対応しているところでございます。 

   また、議員のおっしゃるとおり、交通指導員や交通安全関係団体との協力もあれ

ば、危険箇所の情報収集も効果的だと思いますので、連携方法については、今後も
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引き続き連携しながら、また協議も進めてまいりたいと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  私は交通関係団体の一員として、月に３回ほど該当指導に

立っています。また、ふだんから市内を車や徒歩で目を配りながら見ています。そ

んな中、ヒヤリハットは少なからずあると思います。危険箇所を点検する際は、過

去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所を洗い出し、点検する必

要があると思います。 

   ヒヤリハットとは、アメリカ人安全技師ハインリッヒが発表した、１対２９対３

００という法則のことですが、１つの重大災害の下には２９件の軽傷事例があり、

その下には３００件の無傷事故があるという意味で、労働災害の事例の統計を分析

した結果、導き出されたものです。これを基に、１件の重大災害が発生する背景に

２９件の軽傷事故と３００件のヒヤリハットがあるという警告として、安全活動の

中で多く取り上げられている言葉です。 

   日常、ヒヤリハットの状態まで行かない、もしくは自覚がないが、実は非常に不

安全な状態や行為となると、相当な件数になるはずです。今までも平気だったので

はなく、ヒヤリハットの段階で地道に対策を考え、実行することにより、よい習慣

として身につけていくことが重要だと思います。 

   子どもやお年寄り、それから障がいのある方の視点にも配慮しながら、これまで

の点検などの蓄積を十分に活用し、地域の実情を踏まえた効率的・効果的な対応を

お願いしたいと思います。 

   それから、実効性のある新たな取組について、私は、道路上にハンプを設置する

のも有効な手段だと考えます。 

   ハンプというものは、私は本市以外の地域で道路や駐車場に設置されているのを

見たことはありますが、ハンプという名前については知らなかったので、簡単に紹

介しておきます。 

   ハンプとは、自動車の走行速度を低減するために、道路上に設けられた凸状の構

造物で、生活道路等においては、車の速度を時速３０キロメートル以下にすること

が交通安全対策として有効とされています。これは車と人との交通事故の場合、時

速３０キロメートルを超えると、歩行者の致死率が急上昇するためだと言われてい

ます。 

   ハンプの上を車が速度３０キロメートル以上を出して通過すると、衝撃による不

快感があるため、ドライバーがハンプを事前に認識することで、車の速度を抑えて
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走行するようになる効果が期待できます。近年、このハンプを設置する自治体も増

えてきているようですが、本市も設置する考えはありませんか。例えば学校の校門

の近くの道路上に設置するとか、それから、子どもに限らず、お年寄りや観光客、

それから障がいのある方の視点に立って考えてみてはどうでしょうか。通学児童や

商店街、温泉街の利用者など、特に歩行者の安全確保のために対策が必要だと思い

ます。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  後藤議員がおっしゃいます、ハンプを設置する考えはありま

せんかということでございますけども、ハンプは、先ほど後藤議員がおっしゃいま

したように、道路の一部を隆起させ、減速を促す減速帯のことだと認識しておりま

すけども、交通安全対策として有効な箇所があれば、設置について検討してまいり

たいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  千葉県八街市での痛ましい事故を受け、市内においても、

さらなる通学路の安全対策の推進が求められており、今回、私も市の対応を質問さ

せていただきました。 

   事故から半年近くたちますが、もう半年ではなく、まだ半年、風化させることな

く、教訓にしていただきたいと願います。 

   また、本市では、これから来年度予算の編成をされることと思いますが、道路の

補修や交通安全看板などの設置、それから、白線やグリーンベルトなど、特に通学

路においては優先的に対応していただきたいと思います。 

   次の質問に移ります。 

   ２点目は、本市の修繕工事などの事務処理についてお尋ねいたします。 

   現在、各区の修繕工事に関する要望などは、その区の区長さんにとって、とって

も重要な役目の一つです。区民からの相談や要望に応じて、要望書を作成し、市役

所窓口に提出されています。そんな折、時々ではありますが、区長さんが市役所窓

口に要望書を提出したが、今現在はどう取り扱われているか分からないといったケ

ースが、私が確認しただけでも過去に数件ありました。各区の区長さんは一生懸命

に頑張っておられます。しかし、２年間という任期の方が多いと思いますので、要

望が解決することなく、任期を終えられるケースもあるのでしょう。 

   本市から各区区長さんへの要望書に対する回答が口頭のみで行われていること、
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それから、連絡の遅れや失念といった事務処理の問題もあるかもしれません。無論

迅速丁寧な対応をしていただき、感謝されていることも多いとは思います。 

   そこで、お尋ねしますが、過去３年間の修繕工事などについての相談や要望件数、

それから、解決済みと未解決の件数を、地区については大まかで結構ですから、教

えていただきたいと思います。 

   それから、各区からの危険箇所の指摘や改善要望については、舗装であったり、

白線など、路面表示など、いろいろあると思いますが、種類ごとの件数もお願いい

たします。また、その事務に対する考え方、現状と取組、課題をお願いします。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  それでは、後藤議員のご質問にお答えいたします。 

   市道の修繕要望につきましては、毎年区長の皆様より本庁や支所へ舗装補修、側

溝整備など多くの要望をいただいているところでございます。 

   また、区からの要望以外にも、市民からの情報、道路パトロールにより発見した

穴ぼこ、道路陥没、側溝蓋の破損、転落防護柵の設置など緊急を要する場合も多い

状況でありますので、早急な修繕を行っております。 

   現在、本市が管理いたします市道は、１，６７５路線の実延長約９９０キロメー

トルであり、市道の維持管理を効果的・効率的に行うため、修繕工事等については、

現地確認後に優先順位を決定しており、当該年度及び過年度分の要望並びに緊急を

要する箇所に対しましては、令和元年度が９６件、令和２年度が１００件施工して

おります。 

   議員お尋ねの要望件数につきましては、当該年度に提出された件数、完了・未着

手件数については、令和３年１１月末時点での件数を申し上げます。 

   令和元年度要望件数６７件、内訳といたしましては、修繕要望１３件、舗装要望

８件、側溝要望１７件、区画線等２件、拡幅要望３件、その他２４件で、完了件数

が２９件、未着手件数が３８件となっております。 

   地域ごとの件数につきましては、菊池地区が要望件数３８件、完了件数１６件、

未着手件数２２件、七城地区が要望件数１４件、完了件数９件、未着手件数５件、

旭志地区が要望件数９件、完了件数１件、未着手件数８件、泗水地区が要望件数６

件、完了件数３件、未着手件数３件となっております。 

   令和２年度要望件数につきましては１２８件、内訳としましては、修繕要望が３

９件、舗装要望が２６件、側溝要望が１０件、区画線等が２件、拡幅要望が４件、

その他４７件で、完了件数は１０２件、未着手件数が２６件となっております。 

   地域ごとの件数につきましては、菊池地区が要望件数６８件、完了件数５４件、
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未着手件数１４件、七城地区が要望件数１７件、完了件数１４件、未着手件数３件、

旭志地区が要望件数２２件、完了件数２１件、未着手件数１件、泗水地区が要望件

数２１件、完了件数１３件、未着手件数が８件となっております。 

   令和３年度要望件数１０５件、内訳としましては、修繕要望が２５件、舗装要望

が１１件、側溝要望が１３件、区画線等が３件、拡幅要望が１１件、その他４２件

で、完了件数が２５件、未着手件数が８０件となっております。 

   地域ごとの件数につきましては、菊池地区が要望件数７６件、完了件数２０件、

未着手件数５６件、七城地区が要望件数７件、完了件数３件、未着手件数４件、旭

志地区が要望件数３件、完了件数０件、未着手件数３件、泗水地区が要望件数１９

件、完了件数２件、未着手件数１７件となっております。 

   要望件数に対しまして、未着手となっているものにつきましては、経年劣化によ

る老朽化により要望箇所が多くなり、修繕にかかる費用が増加していること、拡幅

改良及び側溝整備については、用地取得や多額の費用がかかることなどが主な理由

でございます。 

   路面表示等につきましては、交通安全プログラム事業によりまして、市内小学校

１０校と中学校５校から要望をいただいております。中学校からの要望につきまし

ては、隔年となっておりますが、令和元年度６０件、令和２年度３６件、令和３年

度６５件となっております。 

   修繕工事に対します現状と取組、課題について申し上げます。 

   修繕工事につきましては、区長の皆様からの要望後、現地を確認いたしまして、

緊急性・危険性のある道路補修等、児童生徒等の歩行者の安全・安心を守るための

通学路等を優先的に、安全面、道路状況、交通量等を確認しながら予算の範囲内で

修繕を行っているところでございます。 

   現状につきましては、先ほど答弁いたしました未着手の理由により早急な対応が

困難となっており、対応が遅れていることが課題となっております。 

   また、突発的な道路陥没等が発生した場合は、安全面を優先するため、予定した

箇所を翌年度以降へ先送りしなければならない状況もあります。 

   今後の取組といたしましては、引き続き、緊急性・危険性のある道路補修等や、

通学路等を優先的に行い、突発的な道路陥没等については、業者及び会計年度職員

による補修等を早急に行い、安全の確保を図ってまいります。 

   また、通学路につきましては、交通安全プログラム事業により、教育委員会・小

中学校・熊本県・警察等と合同点検を実施し、児童生徒が安全に安心して通学でき

るよう、ラインの引き直しや路面表示等により安全・安心のための整備を図ってま

いりたいと考えております。 
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   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  先ほども申し上げましたが、各区の区長さんは一生懸命頑

張っておられます。要望書を作成し、市役所の窓口に提出されています。が、しか

し、提出した要望書などがどのように取り扱われているのか分からないといった声

が多いです。そういったときに我々議員に相談されることがあるのですが、そのと

き、私は区長さんと一緒に窓口に行くことにしています。しかし、当該要望書がい

つ出されたとか、また、内容がすぐに確認できない、そういうことも過去に何回か

ありました。全ての要望に対してすぐに解決できないことは、もちろん理解できま

す。 

   先ほど答弁いただきました要望件数に対する解決件数といいますか、そういうと

ころは確かに気になるところではございますが、今回、そのことを申し上げるつも

りではありません。各区の区長さんに対して、しっかりと今現在の要望書に対する

取扱いなどについて、丁寧に、それから正確に、可能であれば文書などで説明して

ほしいと思います。 

   そこで、再質問ですが、要望書についての事務の見える化に取り組む考えはあり

ませんか。 

   先ほど建設部長からやや長めのご答弁いただきましたが、見える化により、どこ

でも、誰でも、そういった現状を把握することができます。区長さんも仕事がやり

やすくなるでしょうし、同じような要望書の重複もなくなると思います。要望に対

する取扱状況や優先順位など丁寧に説明することにより、何よりも市民の不安や不

満の解消につながると思いますが、よろしくお願いします。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
○山田哲二 建設部長  それでは、お答えします。 

   要望についての事務につきましては、要望書提出後、要望一覧を作成しまして、

本庁、支所で情報の共有を図っており、維持工事の予算要求時の資料及び修繕箇所

の選定として活用をしております。また、本年度において、地理情報システム（Ｇ

ＩＳ）により要望、状況写真等を明示するシステムの構築を行っております。一層

の情報共有が図れるよう取り組んでおります。 

   要望に対する「見える化」につきましては、現状では区長の皆様に口頭によりお

伝えしているところではございますが、今後につきましては、課題として挙げてお

りますとおり、突発的な道路陥没等の安全確保が優先されるため、施工の予定年度
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が先送りになることも考えられるところではありますけども、まずは、今後の対応

予定について文書にて回答を行い、区民の皆様へ周知していただくようお願いをし

てまいりたいと思います。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  私はこの見える化が煩雑な事務処理の解決策の一つだと考

えます。各区の区長さんは、何回も言いますが、お忙しい中、本当に頑張っておら

れます。要望書が提出された場合はしっかりと、できれば文書などでお答えいただ

きましたけども、回答をお願いするとともに、より横断的な対応をお願いしたいと

思います。さらに、この見える化などの考え方が他の部署にも水平展開されること

を期待いたします。 

   次の質問に移ります。 

   ３点目は、あか牛の消費拡大についてお尋ねいたします。 

   本市は、全国屈指の農業地域であり、農業が最も重要な産業の一つであります。

農業は、国民への食料安定供給や、国土、環境保全はもとより、地方活性化を担う

基幹産業として大きな役割を果たしており、我が国の経済成長や地方活性化を牽引

するポテンシャルの高い分野であります。 

   しかしながら、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の拡大など、様々

な課題に直面しており、今後、社会構造が急速に変化すると見込まれる中、抜本的

な構造改革により競争力強化と成長産業化を図ることが急務となっています。 

   さて、本市のホームページによりますと、本市の農業は、農業産出額ベースで熊

本県内順位２位、全国順位１７位となっています。また、本市の農業において、耕

種農業の割合は２４．１％、畜産農業の割合は７５．８％となっております。農業

産出額で見た菊池市の農業の中心は畜産農業となっており、畜産農業の農業産出額

に焦点を当てると、熊本県内順位は１位、全国順位は４位となっています。本市の

畜産農業において、農業産出額の割合が高く、強みとなっているのは肉用牛となっ

ており、畜産農業の農業産出額全体の３８％を占めています。 

   肉用牛の中で、昭和１９年に熊本で登録された和牛の一種である褐毛和種を地元

では「あか牛」と呼んでいます。あか牛は、地域伝統と特性を有する農林水産物食

品のうち、品質等の特性と産地との結びつきを特定できる名称がつけられるものに

ついて、知的財産として国に登録することができる地理的表示保護制度、いわゆる

ＧＩに平成３０年９月２７日に登録されました。 

   そこで、質問ですが、このＧＩ認定を受けたあか牛についての本市の認識、農家
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件数などの現状や取組、それから課題を教えてください。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 
○清水登 経済部長  それでは、後藤議員のご質問にお答えいたします。 

   まず最初に、肉用牛についてご説明させていただきます。 

   肉用牛には３種の区分がございまして、肉専用種、乳用種、交雑種、いわゆるＦ

１がございます。そのうち、肉専用種が和牛と呼ばれており、代表的な黒毛和種を

含め４品種となっております。議員もおっしゃられましたように、「あか牛」につ

いては、和牛の中では褐毛和種と呼ばれており、本県が主産地となっているところ

でございます。 

   また、本県の「あか牛」は、議員もおっしゃったとおり、地理的表示保護制度の

ＧＩに登録されておりまして、最近では、黒毛和種に近い価格で市場取引されてい

るところでございます。 

   あか牛の生産は、主に阿蘇地域で多く行われており、熊本県の畜産統計によりま

すと、県全体の約６割が阿蘇地域に集中しており、菊池地域は、阿蘇に次ぐあか牛

の生産地となっております。 

   本市におけるあか牛を飼養している農家数につきましては、熊本県畜産統計によ

る過去３年間の推移を見ますと、令和元年度は５５件、令和２年度は５７件、令和

３年度は６０件でございます。 

   あか牛飼養農家の特徴といたしましては、１０頭以下の小規模で飼養されている

農家が半数以上でございます。 

   また、頭数の推移につきましては、令和元年度は、繁殖牛として４９９頭、肥育

牛として１，３５６頭、令和２年度は、繁殖牛として４２５頭、肥育牛として１，

３７３頭、令和３年度は、繁殖牛として４２６頭、肥育牛として１，４５３頭とな

っております。 

   あか牛につきましては、徐々に減少傾向にあったのですが、近年は、ほぼ横ばい

状態になっていると認識しております。 

   次に、本市の「あか牛」に関する取組につきましては、本市独自で実施しており

ます家畜導入事業では、「あか牛」の繁殖雌牛の導入にも補助を行っているところ

でございます。 

   また、「あか牛」に関する課題につきましては、１０頭以下の小規模の農家が多

いために、今後、高齢化などにより飼養する農家数や飼養頭数が減少していくこと

が考えられます。 

   以上、お答えいたします。 
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○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   あか牛の特徴を幾つか申し上げますと、あか牛は、寒さや暑さに強く、放牧に向

いていて飼育しやすい上、自然の草をたくさん食べるため草の再生を促し、草原維

持の大きな役割を担っています。 

   また、その肉は、赤みの特徴的な味わいとヘルシーさを兼ね備え、牛肉らしいう

まみや香りに富むといった特性を有しています。 

   また、この肥後の「あか牛」は熊本の文化だと言われています。本市でも昔は多

くの農家で飼育されていました。私が育った大琳寺でも、子どもの頃は多くの農家

で見ることができましたので、まさにふるさとの牛、菊池の文化だと思っておりま

す。もちろん今現在も６０件の農家がいらっしゃるとの答弁でしたが、本市におい

ても重要な産業であります。 

   先月、褐毛子牛の競りを見学してまいりましたが、他県から多くの方々が来場さ

れ、地域を挙げて多くのあか牛を競り落としている様子が見受けられました。遠く

離れた地域でもあか牛に注目し、地域ブランド化を目指しているように感じました。 

   そこで、再質問ですが、消費者や小売店、それから流通業者などに対して、さら

なる各種ＰＲ活動をすべきと思いますが、本市の取組、それから現状や課題をお示

しください。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 
○清水登 経済部長  それでは、後藤議員のご質問にお答えいたします。 

   令和３年の本市の「あか牛」の飼養頭数は、先ほども申しましたが、繁殖牛、肥

育牛、合わせて１，８７９頭となっております。本市肉用牛全体の飼養頭数が２万

４，７８４頭に対しまして、約７．６％となっております。 

   議員おっしゃるとおり、近年、あか牛は、県や県畜産協会などがブランド力強化

のために「くまもとあか牛」として、特に力を入れた消費拡大のＰＲを行っており、

赤身に凝縮されたうまみと、ほどよい脂身と甘さのおかげで、バランスがよい牛肉

として人気が出てきていると聞いております。 

   しかしながら、「あか牛」は、他の肉用牛と比較して生産量が限定されているた

め、流通における小売店等での取扱いが少なく、販売促進が課題となっているとこ

ろでございます。 

   本市では、畜産振興のための牛肉の消費拡大事業として、市内外消費者に対して

ＰＲを行ってまいりましたが、「あか牛」についても、今後も熊本のブランド牛と
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して、県や畜産協会、市商工会などの関係機関と連携した消費者へのＰＲを検討し

てまいりたいと考えます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   頑張っておられます畜産農家のためにも、ぜひよろしくお願いいたします。 

   先ほど私は、「あか牛」は菊池の文化だと発言しました。今の子どもたちは「あ

か牛」のことをどれくらい知っているのか疑問に感じます。子どもたちにも地元の

この肥後のあか牛をもっとよく知ってほしいと思います。 

   そこで、食育教育の一環として、本市の小学校や中学校の学校給食として、年１

回か２回、あか牛を提供してはどうでしょうか。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 
○音光寺以章 教育長  皆さん、こんにちは。議員ご質問の、あか牛の牛肉消費拡大

のため、学校給食であか牛を提供することはできないかとのお尋ねにつきまして、

回答させていただきます。 

   学校給食に要する経費につきましては、学校給食法第１１条に保護者の負担とす

ると規定されております。このことから、本市におきましても、保護者からの給食

費で運営を行っているところでございます。 

   学校給食で利用する肉は、豚肉や鶏肉が中心であり、牛肉は高価であるため、年

に５回程度しか利用できていない状況でございます。あか牛はさらに高価ですので、

学校給食では使っておりません。 

   本年度は、長雨の影響により野菜が高騰しておりますし、さらに物価の優等生で

ある卵につきましても、来年から値上げをされるということを聞いております。そ

のため、学校給食を取り巻く状況はますます厳しい状況であります。 

   このように、限られた給食費の中で運営しておりますので、現状では、あか牛を

学校給食で提供することは難しい状況でございます。しかしながら、教育委員会と

しましては、できる限り地元菊池産の食材を利用したいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   あか牛の学校給食への提供が、阿蘇地域の自治体で実施されたことがあると聞い
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たことがあります。本市も思い切って、年１回でもいい、あか牛ステーキの日をつ

くったらどうかと私は思います。子どもたちに故郷の味として、いつまでも覚えて

いてほしい、そういう思いから質問させていただきました。 

   本市を活性化する１次産業は、農業、林業などの産業です。農業は、治水面、自

然共生、国土保全という環境にとって大切な役割も同時に担っています。そして、

本市における雇用も同時に併せ持つ基幹産業であることは言うまでもありません。

私たち議員は、本市市民、それから、生産者、営農者が抱える諸問題を共に考え、

産業構造を見据え、農業を核に地域を発展させていく道を提案していく使命がある

と思います。 

   また、本市の農業振興は、本市各地の農業団体などにとっても重要な課題だと思

いますが、その取組には本市の行政の力と連携が欠かせないと考えます。本市にと

って農業振興は、地域産業、地域社会の活性化策としても重視される必要があると

思います。 

   そこで、このあか牛の消費拡大に向けて、江頭市長にも力強い言葉をお願いいた

したいと思います。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
○江頭実 市長  ただいま、あか牛の消費拡大に向けての市長の意見をというご質問

でございました。 

   「あか牛」は、県や県畜産協会さんなどが、ブランド牛「くまもとあか牛」とし

て広く消費拡大のＰＲを行っているところでございます。 

   本市における「あか牛」の消費拡大につきましても、今後も本市が進めておりま

す畜産振興のための牛肉の消費拡大事業の中で、県や畜産協会さんと連携をして、

消費者に対してＰＲを行っていきたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   肥後のあか牛の生産者や農業団体などにとって、大変励みになると思います。あ

か牛の消費拡大で本市のさらなる活性化を期待するところでございます。 

   次の質問に移ります。 

   ４点目は、菊之城跡についてお尋ねします。 

   本市深川地区、それから、北宮地区では、菊池一族の関連遺跡群の確認調査が行

われています。この調査では、初期の菊池一族が活躍した１３世紀から１４世紀の
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生活の様子を具体的に明らかにすることができ、これまでの文献資料研究成果を補

強するものであります。中世の武士の発生から発展する過程を実証できる貴重な資

料であり、鎌倉時代、南北朝時代、室町時代の限定された期間での武士の活動状況

を明確にできることは、全国的にも希少だと言われています。このことは本市の誇

りであり、市民の関心も高いと思われます。この貴重な史跡を今後どのように生か

していく予定でしょうか。より多くの市民にこの史跡のことを知っていただきたい

と思いますが、周知などはどのようにしていますか。お願いします。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 
○音光寺以章 教育長  議員のご質問にお答えします。 

   菊池一族の歴史は、中世の前期において、菊之城跡に居を置く肥後北部の中世豪

族形成期（１２世紀～１４世紀初頭）と、中世の中期から後期にかけて隈府に拠点

を移し、肥後国守護として領国制を整えていた確立期（１４世紀中頃～１６世紀初

頭）に分かれます。 

   菊之城跡は菊池一族が最初に居を構えた館だと考えられております。１６代菊池

武政が守山城に本城を移すまで、菊池の本城であったと言われております。また、

最近の調査では、菊之城には掘立柱の建物、周辺には川港があり、菊池川水運を利

用した外国との貿易など経済的活動があったと推定することができました。 

   このような成果を基に本年１１月に、学識経験者を中心とした菊池市史跡調査検

討委員会から菊池一族の活動状況を明確にできる遺跡である「中世菊池一族関連遺

跡群」として国指定史跡に値するとの答申をいただいております。併せまして、検

討委員会から国指定に向けては、菊池一族の活動期間が４００年余りと長期に及ぶ

ため、前期の菊之城周辺と後期の隈府周辺とを分け、菊池一族の活動拠点の変遷を

立証するようご意見をいただいたところでございます。 

   菊池市としましても、この答申を踏まえ、郷土の歴史を解明する上で、非常に重

要な遺跡であることから、まずは、前期分、菊之城跡周辺になりますが、国指定史

跡を目指していきたいと考えております。 

   次に、周知方法についてでございますが、これまでの調査結果につきましては、

新聞報道でも大きく取り上げられ、ご存じの方も多いと思いますが、市のほうでも

確認調査の現地説明会の開催や、市の広報紙に「菊池一族関連遺跡群」としてリポ

ート記事の掲載、さらに公民館講座などによって情報発信に努めているところでご

ざいます。 

   また、令和３年度におきましては、４月から７月まで、隈府一番館において菊之

城跡の調査成果物を展示するなど「菊池一族の黎明展」と題して企画展を実施いた
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しました。さらに年度内に、市民の皆様を対象とした成果物報告会を予定しており、

これまでの調査で分かったことなどの周知を図ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   答弁いただきました今回の国指定史跡とはどのようなものでしょうか。また、県

内にはどれくらいあるんでしょうか。それから、国指定史跡についてのスケジュー

ルをお願いしたいと思います。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 
○音光寺以章 教育長  では、国指定史跡についてお答えいたします。 

   国指定史跡といいますのは、文化財保護法では「貝塚、古墳、都城跡、旧宅その

他の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの」と定められており

ます。 

   現在、県内では４３の国指定史跡があります。近くでは、山鹿市から菊池市にか

けてございます鞠智城跡がこの国指定史跡に当たります。今回は、菊池市のみに所

在する国指定史跡を目指したいというふうに考えております。 

   次に、国指定史跡に向けてのスケジュールについてでございますが、これまで、

学識経験者などに参加していただいている史跡調査検討委員会の検討を経て、菊之

城跡とその周辺が中世菊池一族関連の遺跡として、歴史的な価値があることが分か

ってきました。 

   現在は、国、県と協議を行いながら、遺跡の総括報告書の作成を進めており、令

和４年度に国に意見具申をしていく予定でございます。 

   併せまして、地元や市民の皆様にも調査成果の報告を行いまして、ご理解、ご協

力をお願いしたいと考えております。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   ご答弁いただきました国指定史跡、近くで言いますと、本市との境、山鹿市、菊

鹿町に鞠智城が確かにございます。平成１６年２月２７日に国史跡に指定されまし

た鞠智城は、東アジアの情勢が緊迫した約１３００年前に大和朝廷が築いた山城で

す。６６３年、白村江の戦いで、唐・新羅の連合軍に大敗した大和朝廷が日本列島

への侵攻に備えた西日本各地に築いた城の一つで、九州を統治していた太宰府やそ
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れを守るための大野城・基肄城に武器・食糧を補給するための支援基地でした。

「続日本紀」など、国の歴史書にも記載のある全国有数の重要遺跡です。 

   現在、歴史公園鞠智城として古代歴史公園がありますが、本市は中世歴史公園と

して、菊之城跡及びその周辺を整備する考えはありませんか。お尋ねします。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 
○音光寺以章 教育長  議員お尋ねの、菊之城跡及びその周辺の整備をする考えはな

いかということについて、お答えいたします。 

   国指定後の活用や整備につきましては、史跡の価値を損ねず、市民一体となった

歴史を生かしたまちづくりを目指し、保存整備管理計画を策定し、国、県等と協議

しながら、進めてまいりたいと考えております。 

   また、郷土の歴史を知り、愛着を持ってもらえるようソフト面における取組も行

ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  ありがとうございました。 

   菊之城跡及びその周辺を整備することで、市民の憩いの場や観光スポット、それ

からフットパスコースなど、いろいろと地域を活性化できる可能性があると私は考

えます。 

   また、国土交通省のかわまちづくり支援制度を活用し、良好なまちと歴史、それ

から菊池川清流の水辺が融合した癒しの空間ができれば、より魅力的なまちづくり

ができると思いますので、ぜひ菊之城跡及びその周辺の整備を考えていただきたい

と思います。 

   これで、質問を終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、後藤英夫議員の質問を終わります。 
   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後１時５４分 
開議 午後２時０１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、田中教之議員。 

［登壇］ 
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○１番 田中教之 議員  皆さん、こんにちは。田中教之です。早速質問に入りたい

と思います。 

   まず１点目、市道亘甲森１号線について質問します。 

   現在、今区と片角区をつなぐ、この亘甲森１号線ですが、隈府中央線との接続が

計画されておりますが、なかなか進んでおりません。この点につきましては、もう

私個人の意見として、やはりなかなか前に進まないときは、やはり市長がリーダー

シップをとって、現状を打破していただくしかないと考えております。 

   片角の住民の方から、また、その付近の住民の方から、いつできるのかと、これ

は本当に大げさじゃなくて、本当に何度も聞かれます。時には、市はやる気がある

のかと厳しい意見もいただいております。ですので、デリケートな内容であること

は十分承知しておりますが、質問させていただきます。 

   この隈府中央線と今橋を通る亘甲森１号線の接続について、これまでどのような

経緯で進めてきたのか、お示しください。また、現在の進捗状況もお示しください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、田中議員のご質問にお答えいたします。 

   これまでの経緯ということですけども、市道隈府中央線と今村橋をつなぎます市

道亘甲森１号線道路改良事業の件につきましては、今村橋から北側の市道亘深川線

までの延長約１５１メートルを平成３１年３月に供用開始をしております。 

   また、進捗状況につきましては、残りの市道亘深川線から市道隈府中央線までの

約２８０メートルの区間につきまして、道路改良計画に基づき用地交渉を進めてい

る状況でございます。今後も鋭意この交渉を進めていきたいと考えております。 

   なお、交渉中の案件でございますので、詳細なところは回答を控えさせていただ

きたいと思います。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  田中教之議員。 

［登壇］ 
○１番 田中教之 議員  交渉中ということで、なかなか詳細は答えられないという

ことで、その点はごもっともでございます。 

   この点は、以前、片角の、隈府側から言いますと、わくわく温泉から宮村園芸さ

んの前を通る道が、要は、そこがなかなか通らないと、道が混んでいると。通学路

が危険だというところで一般質問させていただきました。 

   その後、グリーンベルトを引いていただいていますが、現在、その道路周辺も家

が９軒ほど建ったりしております。とにかくこの効果ですよね。もし道が通った場
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合、どのような効果があるかというところを考えてみますと、現在、光善寺、１９

代持朝公のお墓がある片角の北宮側になるんですが、そこの道も、田んぼや畑のと

ころは、今、宅地に変わっております。となると、ますます交通量が増えて、これ

は非常に危険な通学路になっております。特に朝晩、今ちょっと特に夕方は早く暗

くなりますので、本当に中学生、自転車とか危険な状況になっております。今、交

渉中で、なかなか答え切れないということですが、やっぱり事故の可能性が出てき

たというところが非常に懸念するところなんですね。 

   この本線が、亘甲森線がそこへ接続することによって、確実に交通量が分散され

ると考えられます。住民の方からも事故が起きては遅いんだと。とにかく早く道を

通してほしいというところを訴えられております。やっぱり市民の方々がそういう

厳しいことをおっしゃられるのは、それだけ期待もあるのかなと思うんですよ。や

はり今区の方とかは、今、通じたところの栄町の区民の方々は、やはり市役所に対

するアクセスの利便性だったり、市役所からあの道を通って、旭志、泗水方面に行

きやすくなるというのは考えられますよね。今、これちょうど国道３２５号が４線

化してまして、また、あそこの大琳寺交差点が、要するに混雑してますので、やは

りそれも影響があって、その宮村園芸さんの道が抜け道として交通量が増えている

という現象がありますので、そういった期待があるんだと思います。そういうこと

で、開通後の効果の見込みは、部長はどのような考えをお持ちなのか、ちょっと見

解をお示しください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、接続の効果についてお答えさせていただきたいと

思います。 

   市道亘深川線から市道隈府中央線までの区間の接続による効果につきましては、

菊池市シルバー人材センター横の市道亘甲森２号線とキャニオン西側の市道横町片

角線を通る車両が減ることが予想されます。両市道の朝夕の渋滞緩和が考えられる

ところでございます。 

   また、両市道は通学路でございますが、歩道設置が困難な路線となっております。

亘甲森１号線道路改良事業が進みますと、こちらに車両が流れると予想されますの

で、通行車両が減少することによる通学路の安全対策が図られると考えております。 

   次に、国道３２５号から市内へのアクセスがよくなることにより、住民の利便性

向上並びに人口の流入、それから交通の流入が増え、市内の活性化につながる効果

があると考えているところでございます。 

   以上、お答えします。 
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○大賀慶一 議長  田中教之議員。 

［登壇］ 
○１番 田中教之 議員  ありがとうございました。 

   やはりそういうふうに効果が本当に感じられる道路だと思います、もしつながれ

ばですね。そのように、両方、確かにキャニオンの側とシルバー人材側に市道ござ

いますので、しかも通学路、そこに分散されることによって、かなりやっぱり通学

路の安全を確保できると思います。 

   先ほど部長、後半おっしゃったように、やっぱり大津方面からアクセスが隈府の

ほうにすぐ入りやすく、市役所を通って隈府に行きやすくなるということは、今後

のその流入にとって非常にいい効果ですので、であれば、やっぱり早く何とか、難

しい問題があるかと思いますが、通してほしいと思います。 

   やっぱり住民の方のこの事故が起きては遅いという言葉が重いと思いますので、

この問題は冒頭に申しましたが、やはり解決では市長だと思いますので、市長に打

開していただくことを期待しまして、次の質問に移ります。 

   子どもの自殺対策について質問します。 

   厚生労働省によりますと、コロナ禍で女性、若年層の自殺が増えているというこ

とです。菊池市はこういった自殺がまだここ数年は確認されてないということです

が、しっかりとした対策は必要だと考えております。 

   ここで、日本全体の自殺者の数は減少傾向にあります。１０年前は約３万人ぐら

いだったのですが、令和元年は２万１６９人と、２万人ぐらいだということです。

令和２年に関しては、ちょっと私のほうではまだ正確な数字を把握していませんが、

コロナ禍で微増というところが予想されているということです。日本全体と見ます

と、菊池市もそうかもしれませんが、自殺者数は、やっぱり中年男性が一番多いと

いうことです。ただし、今回、コロナ禍の自殺の動向は、例年とは明らかに異なっ

ているという報告があります。 

   そこで、質問します。 

   まず、健康福祉部長へ、市全体として、コロナ禍における高校生を含めた子ども

の自殺の現状をどのように把握しておりますか。変化や特徴があったら、それ含め

てお示しください。 

   また、健康福祉部長と教育長のお二方に質問ですが、コロナ禍における自殺対策

をどのように行っていくのか。それぞれ所管する立場からお示しください。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  まず、私のほうから、子どもの自殺の現状についてお答
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えいたします。 

   令和３年２月に文部科学省がまとめた「コロナ禍における児童生徒の自殺対策」

によると、全国での小中高生の自殺者数の合計は、令和元年で３９９人、令和２年

で４９９人と１００人増加しており、その中でも、高校生の女子における自殺者が、

令和元年で８０人、令和２年で１４０人と６０人増加しています。 

   なお、令和２年における自殺の原因や動機では、１位が「その他進路に関する悩

み」、２位が「学業不振」と学校に関する問題が上位となっています。 

   また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う長期にわたる学校の休業は、通常の長

期休業とは異なり、学校の再開時期が不確定であったことから、子どもたちの心が

不安定になりやすいと報告されております。 

   本市における自殺対策につきましては、平成２８年に自殺対策基本法の一部が改

正され、全ての自治体で自殺対策計画の策定が義務づけられたことを踏まえ、「菊

池市自殺対策計画」を策定し、計画に基づき、各種機関との連携や研修会等を開催

しております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 

○音光寺以章 教育長  続きまして、市内の小中学校の取組についてお答えいたしま

す。 

   市内の小中学校における児童生徒の自殺予防の取組としましては、主に、学校に

おける早期発見に向けた取組と、保護者に対して家庭での見守りの促進を行ってお

ります。 

   早期発見に向けた取組としましては、学級担任や養護教諭などを中心としたきめ

細やかな健康観察や健康相談、「心の教室相談員」による心配事相談などを通して、

児童生徒の状況を的確に把握し、心配される児童生徒につきましては、担任やスク

ールカウンセラーによる個人面談等の教育相談を実施し、悩みを抱える児童生徒の

早期発見・早期対応に努めております。 

   また、「こころの問診票」という本市独自の心理アンケート調査を年に２回実施

し、子どもたちの心の状態や、どのような悩みを抱えているかなど心理面から児童

生徒一人一人の実態の把握に努めているところでございます。 

   教育相談やアンケート調査などで把握した悩みや困難を抱いている児童生徒、不

登校となっている児童生徒につきましては、長期休業中におきましても、保護者へ

の連絡や家庭訪問を実施し、継続的に様子を確認しているところでございます。 

   特に、統計によりますと、夏休みなどの長期休業明けに最も自殺者が多くなって
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いる傾向がございます。そこで、長期休業の終了前においては、心配される児童生

徒の心身の状況の変化に注意し、児童生徒の見守りの強化に努めております。また、

気がかりな児童生徒に対しては、保護者と医療関係と連携しながら組織的に対応す

るよう学校へ指導を行っております。 

   さらに、児童生徒には「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」をはじめとする電話相談

窓口の周知を長期休業の開始前に周知し、児童生徒が安心してＳＯＳを出すことが

できる環境づくりの整備に努めております。 

   保護者に対しまして家庭での見守りの促進につきましては、家庭において保護者

が把握した児童生徒の悩みや変化、違和感について、学校へ積極的に相談ができる

よう学校の便りや保護者会などで周知し、併せて「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」

またはＳＮＳ相談窓口など保護者に対しても各種相談窓口をお知らせし、相談体制

の整備を図っているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  田中教之議員。 

［登壇］ 
○１番 田中教之 議員  ありがとうございました。 

   高校生の女子が多いというところが、今回のこのコロナの特徴かなというところ

がありました。 

   いのち支える自殺対策推進センターという厚生労働省の外郭団体の報告で、令和

２年の１０月のレポートなのですが、本年４月から６月の自殺者は、例年よりも減

少していると。大体新しい職場とか学校が変わると、これは子どもだけじゃなくて、

全体の話なんですけど、そこ大きかったんですが、そこが減ってまして、令和２年

に関してはですね。様々な年代において女性の自殺は増加傾向にあると。数として

は圧倒的に男性が、特に中年男性が一番多いんですが、その全世代の女性の数が増

えていると。自殺報道の影響と考えられる自殺の増加が見られると。テレビやＳＮ

Ｓで有名若手の俳優さんが亡くなった事件を見て、それを起因とする自殺の増加が

あったというふうに言われております。 

   本年８月に女子高校生の自殺数が増加しているという報告がありました。統計学

的には優位ではないが、中学生も増加しているというふうに、令和２年度の全体的

な状況について、このいのち支える自殺対策推進センターが報告されております。 

   先ほど健康福祉部長がおっしゃったとおり、やはりその女性が増えているという

のはありまして、これはある意味、ちょっとなかなか今までの自殺対策とは違う対

策をしないといけないのかなと個人的に考えております。 

   教育長、いろんな対策おっしゃっていただいて、まず早期発見と。家庭での見守
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りというのは大事だというところで、いろいろ担当されております。ただ、保護者

の対応というのは非常に大事なのかなというところは、今、教育長が対策をおっし

ゃって、感じたところです。 

   様々なその資料を見ますと、子どもの自殺という要因の一つとして、やっぱりい

じめによる自殺というのが、これはやっぱりマスコミでも多く報道されますので、

いろいろな資料に取り上げておるんですが、その要因とか傾向は、今まで学校問題

だけでなくて、家庭の問題によって、自ら命を絶つ子どもが増えているというふう

にあります。今までは友達関係とか、学校の先生の関係とかというところで自殺が

多かったようですが、最近は親との関係で悩んだり、先ほど対策の一つに保護者の

見守りとありましたけど、家庭内での問題が原因で亡くなっているという問題があ

ります。特にコロナ禍で、緊急事態宣言やまん延防止策で、熊本のみならず、全国

の学校が休業したことによって、学校にしか居場所がなかった児童生徒が、やっぱ

り学校に行けないとなると、あんまり好きじゃない家にずっといることになって、

やっぱりそこで絶望感を感じるというケースも見られます。 

   いじめにより自殺が起きた場合、警察が自殺と認定されたら、それ以上、なかな

か原因を調べる手段がありません。保護者が調査を学校に依頼する場合もあります

が、限界があります。必ずしも行えることはありません。場合によっては、第三者

委員会が設置される場合もありますが、手続が保護者にとっては分かりにくい場合

もあります。これらのいじめの原因究明体制も、これから対策としては重要だと思

っております。 

   また、自殺の原因が家庭の問題の場合は、やはり家庭に何かしら、両親だったり、

大人の問題がある場合があります。その場合は、福祉的な対応を求められる場合以

外、この場合は、やはりスクールソーシャルワーカーの方の対応が非常に重要だと

考えております。 

   そこで、２回目の質問をさせてもらいます。 

   まず、先ほど健康福祉部長に、対策の中で菊池市の自殺対策計画というものをお

っしゃいましたが、具体的にどのような対策が計画されているんでしょうか。また、

この計画では、関係機関や庁内の複数の部署にまたがって計画されていますが、し

っかりとした連携は取れているんでしょうか。この２点は健康福祉部長にお聞きし

ます。 

   また、教育長にもお尋ねします。 

   学校でいじめが原因で自殺が起きた場合、原因の究明はどのように行われるので

しょうか。その際、第三者機関の設置が必要となった場合は、スムーズにできるの

でしょうか。その手続の流れがあるのであれば、お示しください。 
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   また、学校での自殺対策には、先ほど申したとおり、福祉と学校をつなぐスクー

ルソーシャルワーカーの増員が必要だと考えますが、教育長の見解をお示しくださ

い。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  本市における「自殺対策計画」について、まず説明させ

ていただきます。 

   なお、本計画は子どもだけではなく、大人も含めた市全体の計画でございます。 

   本計画では、自殺対策基本法及び国の自殺総合対策大綱を踏まえ、「誰も自殺に

追い込まれることのない社会」の実現を目指し、五つの基本施策を上げております。 

   施策の主な内容を説明いたします。 

   一つ目は、「地域におけるネットワークの強化」です。 

   自殺対策に特化したものではありませんが、菊池市高齢者地域見守りネットワー

クや菊池市消費者被害防止ネットワークなどを活用し、様々な悩みを抱えている人

の問題を解決するために、関係部署との情報共有や連携を行っております。 

   二つ目は、「自殺対策を支える人材の育成」です。 

   様々な職種を対象とした研修会を実施し、地域における見守りのネットワークの

支えとなる人材の育成に取り組んでいます。 

   本年度は、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる

「ゲートキーパー養成講座」を、民生委員・児童委員や市職員を対象として実施し

ております。 

   三つ目は、「住民への啓発と周知」です。 

   ３月の自殺対策強化月間や９月の自殺予防週間に併せて広報誌や、きくち防災・

行政ナビによる相談先の周知を実施しています。 

   四つ目は、「生きることの促進要因への支援」でございます。 

   自殺リスクを抱える可能性のある人への支援としまして、臨床心理士による心の

相談や弁護士による法律相談など、様々な相談窓口を開設し、相談者の心の負担を

軽くして自殺のリスクの低減を図っております。 

   最後は、「児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育」です。 

   市内の全中学生に対し、命を大切にする教育を行い、子どもたちが将来直面する

可能性がある様々な問題に対し、早い時期からその対処方法を身につけることで、

自殺リスクを減らす取組を行っております。 

   自殺者の多くは、多様で複雑な原因を抱えており、自殺は様々な要因が連鎖する

中で起きていると言われております。 
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   本市では、既に行われている各種事業を「生きることの包括的な支援」としまし

て、自殺対策の取組と連動させていくとともに、関係部署と連携し、「誰も自殺に

追い込まれることのない菊池市」を目指した取組を進めてまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 

○音光寺以章 教育長  議員のご質問のいじめなどが原因で自殺した場合の原因究明

はどのように行うかということについて、お答えいたします。 

   あってはならないことですが、いじめなどが原因で自殺した場合の調査について

は、「菊池市いじめ防止基本方針」に沿った対応を行うこととなっており、「重大

事態」として扱われることになります。 

   事案についてですが、まず、市長に対し、「重大事態」発生の報告を行います。

また、臨時の教育委員会議を開催し、学校が調査するか、教育委員会が調査するか

を判断いたします。 

   学校の調査では、必ずしも十分な結果を得られないと判断されたときや、学校の

教育活動に支障が生じるような場合は、教育委員会が調査いたします。 

   教育委員会が調査する場合は、教育委員会のもとに「重大事態」の調査組織であ

る「菊池市スクールサポートチームいじめ問題対策調査班」を設置いたします。 

   「スクールサポートチーム」は弁護士、スクールカウンセラー、警察関係者など

専門的知識を有する７名で構成されており、いじめ事案の関係者と利害関係がない

第三者で構成され、調査の公平性と中立性が確保されております。 

   調査組織が設置された後は、事実関係を明確にするために調査が実施されます。

いじめを受けた児童生徒の保護者に対しましては、適切な方法で情報が提供され、

調査結果について市長に報告される流れとなっております。 

   報告について、再調査が必要と判断した場合は、市長は別に第三者委員会を設置

し、再調査を指示することができます。 

   また、調査結果を踏まえた措置としまして、子どもたちへの心のケアとして、ス

クールカウンセラーの配置や同種の事態発生の防止のための教育・警察関係者など

による重点的な支援を行うこととしております。 

   繰り返しになりますが、「重大事態」が発生しました場合は、丁寧な対応をして

まいりたいと考えております。 

   次に、スクールソーシャルワーカーの増員の必要があるかという質問ですけども、

まず、スクールソーシャルワーカーについて説明いたします。 

   スクールソーシャルワーカーとは、いじめや不登校問題をはじめ、生徒指導上の
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諸問題を抱える児童生徒を取り巻く環境へ働きかけたり、関係機関等との連携・調

整を行う専門職でございます。 

   教育委員会では、現在学校教育課内に１名配置し、教育相談体制を整備しており

ます。 

   また、熊本県教育委員会から菊池市にスクールソーシャルワーカー３名と、スク

ールカウンセラーを７名派遣していただいております。 

   そのようなことから、今のところ必要に応じた対応はできておりますので、スク

ールソーシャルワーカーの増員は考えておりません。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  田中教之議員。 

［登壇］ 
○１番 田中教之 議員  ありがとうございました。 

   まず、自殺対策の計画については、先ほど部長も答弁あったように、いろんな関

係機関がまたがっておりますので、計画に沿って、常に連携を図っていただきたい

と。他市に事例を見ますと、やっぱりそこが一番ポイントだと思いますので、引き

続き取組をお願いします。 

   教育長、その第三者機関の設置までの流れ、非常によく分かりました。そのよう

に、事前にそういった対策があるのであれば、分かりやすいなと思っております。

やっぱりちょっと新聞やテレビで見ますと、どうしてもなかなかそこら辺の経緯が

よく分からない部分がありましたので、菊池市の場合はそういうことになるという

ことであれば、理解できました。 

   スクールソーシャルワーカーの方は、もともとそういう資格を持っている方が少

ないと聞いております。ただ、やはり自殺までいかなくても、やはりいろいろな悩

み、家庭の悩み、家庭の経済状況とか、家庭のいろんな状況で悩んでいる児童生徒

に、引き続き多くの選択肢がいけるような取組を行っていただきたいと思います。 

   次の質問に移ります。 

   ３番目、マイナンバーカードの健康保険証の利用について質問します。 

   マイナンバーカードで保険証が利用できるようになりましたが、まだ認知度は低

く、利用率も低い状況です。対応する病院がまだ少ないということも課題ですが、

やはりマイナンバーカード自体の発行を、午前中、泉田議員がおっしゃったように、

増やしていくことも重要だと考えます。 

   そこで、質問いたします。 

   この保険証利用の本制度の内容と、これによってどういう市民はメリットがある

のか、お示しください。それについて課題があれば、お願いします。 
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   また、関連して、総務部長に質問ですが、先ほど泉田議員が質問しましたが、同

じ内容になるかと思いますが、本制度が利用されるには、マイナンバーカードをよ

り多く市民の人に持っていただくことになりますが、現時点での取得の取組や発行

状況をお示しください。 

   以上、お願いします。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  ただいまのマイナンバーカードの保険証利用についてお

答えいたします。 

   マイナンバーカードの保険証利用につきましては、マイナポータルという政府が

運営するオンラインで行政手続ができるサイトで申込みを行う必要があり、その後、

マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関や薬局で使うことができるように

なります。 

   令和３年１１月末現在、菊池市内で利用できる医療機関等は８か所となっており

ます。 

   市民の皆様のメリットとしましては、限度額適用認定証の申請手続が不要になる

とともに、本人が同意すれば、初めての医療機関でも特定健診情報や今までに使っ

た薬剤情報が医師等と共有できるため、より適切な医療が受けられます。 

   また、所得税の確定申告の医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて２０２

１年９月分からの医療費通知情報の自動入力が可能となります。 

   医療機関や薬局においても、最新の保険資格情報を自動的に取得できるため、保

険証情報の入力が不要になり、資格の誤りによる診療報酬明細書の差戻しが減るこ

となどのメリットがあります。 

   課題としましては、先ほど議員のほうもおっしゃいましたが、マイナンバーカー

ドの取得はもとより、市内では利用できる医療機関や薬局が少ないことから、マイ

ナンバーカードの保険証利用の普及及び利用可能な医療機関等が増えることが必要

であると考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  午前中の泉田議員の一般質問でお答えした内容と同様にはな

りますが、お答えさせていただきます。 

   １０月末日現在の本市のマイナンバーカードの交付率は、２９．７％と県内の自

治体と比較しましてもまだまだ低い状況にございます。 
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   そこで、本市ではマイナンバーカードの取得促進に向け、市のホームページ、広

報紙、行政ナビ等で、マイナンバーカードの身分証としての活用や、住民票など各

種証明書のコンビニ交付、オンラインによる確定申告、健康保険証としての活用に

ついて情報発信を行っているところでございます。 

   今後は、新型コロナワクチン接種証明書の電子化等、拡大していく各種申請業務

のオンライン化などのメリットについても引き続き、情報発信していくところでご

ざいます。 

   なお、本庁及び各支所、各窓口において、未申請者への申請勧奨や、申請手続の

サポートを現在行っているところでございます。 

   また、９月から各行政区の公民館等へ職員が出向いてマイナンバーカードの出張

申請による受付を、夜間や土日休日など行政区のニーズに合わせた時間帯に対応を

行っております。 

   これにより、９月から１１月末までの期間で出張申請へ出向いていた回数につき

ましては、４５回で申請者数は８０５人となっており、マイナンバーカードの取得

促進を図っているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  田中教之議員。 

［登壇］ 
○１番 田中教之 議員  ありがとうございました。 

   まず、マイナンバーカードの交付に関しても、私のほうで調べてみました。菊池

市は２９．７％、全国平均が３９．１％、熊本県平均が３８．２％、近隣だと合志

市が４１％、大津が３４．３％、菊陽町３９．２％、熊本市４４．８％、山鹿市３

１．６％ということで、やっぱり大都市というか、都心に近いとその交付率は高い

のかなと考えております。 

   午前中は泉田議員が加賀市のことをおっしゃいましたが、九州では宮崎県の都城

市が６７％ということで、全国で３番目ということで、やはり全国平均ぐらいは超

えたいというのが私の率直な感想でございます。引き続きよろしくお願いします。 

   この制度のメリットですけど、様々な手続が、限度額だったり、高額医療のとこ

ろの申告だったり、申請が原則不要になるというのは、これは非常に大きいと思い

ます。 

   こういう大きさは大体これぐらいの４５センチ、高さが３０センチぐらいの大き

さなんですけど、そこに病院に行って、薬局に行って、保険証を提出すると読み取

ってもらって、顔認証で本人確認をするということで、先ほど部長がおっしゃって

いるように、病院側も大分事務作業が減るという、こういうメリットがあります。 
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   マイナンバーカードの健康保険証利用について、厚生労働省の担当者にお話をお

聞きしました。保健局医療介護連携政策課の保険データ企画室長の大竹雄二さんと

いう方で、たまたま私の知り合いだったんですが、その大竹室長がおっしゃるには、

渡邊部長おっしゃったように、利用者を増やすためには、やっぱり病院や薬局の導

入をしなきゃならないと。病院や薬局は、やっぱりマイナンバーカードの保険証利

用をしている人がいれば、こっちも入れるんだけどということで、なかなか堂々巡

りというところが現状というところです。 

   ただ、このメーカーが、なかなか全国に広がって病院や薬局に訪問して導入の説

明にあがるということが今までできなかったもので、現在はそれが進めているとい

うところで、病院や医療機関に関しては、これがプッシュしているというところで、

そこら辺は先にそちらのほうが解決していくのかなと考えております。 

   先ほど渡邊部長おっしゃったように、菊池市でも８か所、病院や歯医者さん、薬

局などがあるそうです。 

   私自身、マイナンバーカードに健康保険証を登録をしまして、まだ使ってないん

ですけど、銀行口座も先日ひもづけしました。 

   このように、ある程度、情報が集約されていきますと、例えばこの前、健康推進

課というか、ワクチン対策室の皆さんと話をしたんですけど、今回、こういうデー

タベースが整えば、ワクチン接種も国が主導で、例えば６５歳の人には何月何日の

この病院に何時に行ってくださいと、そういう通知を出せば、市が予約対応する必

要はなかったのかなと思っております。 

   基本的に、国保は医療費のこういうふうに使いましたよと、何々病院でこういう

金額使いましたよって通知が送られてくると思いますが、そのようにデータベース

持っていますので、そういったところを扱えば、市町村にそういう非常に煩雑で難

しい業務を振らなくてもよかったんじゃないかと考えております。 

   こういう件も、保険データ室長の大竹さんにできなかったのですかとお聞きした

んですけど、今、まさにデジタル庁ができて、そういうことをやっているんだと。

決め打ちプッシュ型といいますか、そういったふうに、国が何か政策を打つたびに、

そういうふうに基礎自治体に迷惑かけないような仕組みをつくっているということ

でした。結局、国といいますか、厚生労働省にやっぱり最終的には基礎自治体が何

でもやってもらおうという発想が抜け切れなかったのかと思います。 

   デジタル庁がこれからマイナンバーを中心に、国主導というか、市町村が煩雑な

業務を行わなくてもいいように進んでいくと思います。これによって様々な恩恵が

市民に、国民に享受できると考えております。 

   この前、デジタル副大臣の小林先生にちょっとお話ししたんですけど、子育て支
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援にもこのデジタル庁というか、このマイナンバーカードがこれから非常に役に立

つと。結婚、出産、病院、薬局、銀行など、子育て世帯の方が忙しい中、いろんな

手続をほとんどしなくていいというふうになっていくだろうというふうに言われて

おります。 

   マイナンバーカードが、今後、銀行口座や運転免許証にひもづけられると、コロ

ナの給付金や災害の一時見舞金などはもう速やかに振り込まれますでしょうし、運

転免許証ひもづけによって、引っ越しの手続も不要になりますし、住所変更と一緒

で一元化できますし、あと免許更新とかは、優良免許証の方はもう家でオンライン

で講習を受けられるというふうにもなっておりますので、非常にこれは便利になり

ます。 

   そこで、２回目の質問ですが、今後の行政のデジタル化について、菊池市はデジ

タル化宣言を行っておりますが、このマイナンバーカード中心に、今後の市のデジ

タル化の方針をお示しください。 

○大賀慶一 議長  後藤政策企画部長。 

［登壇］ 

○後藤啓太郎 政策企画部長  改めまして、こんにちは。ただいまの市のデジタル化

宣言の今後の方針ということで、お答えいたします。 

   本市では、１０月１日に「市民サービス」・「自治体経営」・「地域社会」のデ

ジタル化を推進し、全ての市民が、いつでもどこでもデジタル技術の恩恵を受ける

ことで、効率的で利便性が高い、安心・安全の「癒しの里」きくちを目指すために、

「菊池市デジタル化推進宣言」を行いました。 

   今後は、「市民サービス」のデジタル化推進のために、マイナンバーカードの普

及に取り組むとともに、この宣言を推進するための組織体制の充実を図ります。 

   併せて、現在改訂作業を行っております情報化推進基本方針及びアクションプラ

ンに基づき、電子申請による市民の利便性の向上や、人がコンピュータ上で行って

いる定型作業、ロボットで自動化して行うＲＰＡ、こういったものによる自動化・

省力化など行政手続などのデジタル化を推進してまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  田中教之議員。 

［登壇］ 
○１番 田中教之 議員  ちょうど国のほうも動いておりますので、市のほうもしっ

かり共有をしながら進めていってほしいと思います。 

   質問を終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、田中教之議員の質問を終わります。 



－ 108 － 

   以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。 

   次の会議は、１２月６日に行います。引き続き一般質問となっております。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時４８分 
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○大賀慶一 議長  全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○大賀慶一 議長  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○大賀慶一 議長  日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  皆さん、おはようございます。議席番号８番、水上隆光で

す。我がふるさとの里山の裾野に広がりますこの菊池市が活気づくまちになります

よう、いろんな質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

   今日は、旭志地区と国道３２５号沿線の開発について、２番目に本市の人口と宅

地について、３番目に工業団地の外灯についてを質問していきます。 

   まず、旭志地区と国道３２５号沿線の開発についてを質問いたします。 

   隣町の菊陽町に、ＴＳＭＣ、台湾積体電路製造会社という会社だそうですけども、

今日はＴＳＭＣという表現でいかせていただきます。私はＴＳＭＣを中心とした中

九州横断道路、この辺を考えた場合に、この国道３２５号沿線はコンパクトエリア

だと考えております。そういう意味でも重要な地域というふうな認識を私自身は持

っております。 

   １１月２３日の熊日新聞、蒲島知事、全庁挙げて人材確保、ＴＳＭＣ推進本部を

立ち上げとあります。それから、１１月２５日熊日新聞、岸田総理、ＴＳＭＣに４，

０００億円、国から拠出という記事もありました。菊陽町においては、後藤町長、

推進本部、プロジェクトチームを発足と。ＴＳＭＣはソニーグループと新会社を設

立し、菊陽町の第二原水工業団地約２１．３ヘクタールに工場を建設する計画だと。

受入態勢や渋滞緩和のための道路整備、従業員の定住促進などの課題を総合的に議

論し、迅速に施策を実現したいと後藤町長言っておられます。会社としては２０２

２年に工場建設に着手し、２０２４年末までに生産を始める計画だと。初期投資額

は約８，０００億円、約１，５００人の雇用を見込むというふうに載っております。

私もこの千載一遇のこの局面で、菊池市としてはどのように動き、どのような展望
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を持ってやっていくのかというところが気になりますので、その辺を質問していき

たいと思います。ＴＳＭＣ、中九州横断道路と近い旭志地区国道３２５号沿線につ

いて、まず一つ目の質問といたしまして、この沿線の農振除外の経過をお示しくだ

さい。 

   ２番目に、国道３２５号沿いの泗水側と旭志側、この辺はどのような開発ができ

るのか、国道３２５号の旭志側と泗水側ではどのような開発が可能かということを

まず最初に質問いたします。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  改めまして、おはようございます。それでは、ただいまの水上

議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、農振の除外について経過をご説明いたします。本市におきましては、おお

むね５年に一度、菊池市農業振興地域整備計画、いわゆる農振の全体見直しを実施

しており、直近では平成２９年から令和元年度にかけて実施しました。全体見直し

につきましては、土地の農業上の有効活用と農業の近代化の施策など、本市として

の方針を整備計画に反映することとなります。それに基づきまして、本市では地域

からの意見を踏まえた上で、全体見直しを実施してまいりました。 

   今回の国道３２５号の旭志側、東側の農地の一部が農用地区域から除外となった

経緯につきましては、まず、地域住民の方々に対しての説明会を実施しております。

説明会の中では、農用地区域である場合、圃場整備や排水対策、農道等の基盤整備

事業を国・県の補助を受けて実施できることや、中山間地域等直接支払制度、多面

的機能支払交付金制度の支援対象となることなどを説明し、農用地区域から除外す

る場合は、こうした支援が受けられなくなるといった説明も行っております。 

   このような地域説明会を踏まえた上で、地元から国道３２５号沿線の除外の要望

があり、除外する場合の要件に適合し、除外が可能である農地については、熊本県

と協議し、同意を得た上で、令和２年３月に除外が確定したところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  吉田農業委員会事務局長。 

［登壇］ 

○吉田武 農業委員会事務局長  改めまして、おはようございます。平成２８年第４

回定例会の一般質問の答弁内容と重複いたしますが、農業委員会のほうから、農地

法上のところからお答えを申し上げます。 

   農振農用地区域外の場合の農地転用につきましては、おおむね１０ヘクタール以

上の広がりのある農地や、農業公共投資の対象となった農地である第１種農地につ
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きましては、原則許可できません。ただし、第１種農地の不許可の例外規定があり、

農業用施設を設置する場合や、法人や、また個人が集落に接続する農地を例えば住

宅地等に転用する場合には、転用は可能になります。また、農業公共投資の対象と

なっていない、おおむね１０ヘクタール未満の小集団の生産性の低い第２種農地に

つきましては、転用が可能でございます。 

   なお、平成３１年４月から、熊本県より本市に農地法許可権限が移譲されており

ますが、４ヘクタールを超える農地の転用の場合は県知事許可となります。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  ありがとうございました。局長言われたとおり、平成２９

年、私、質問しておりますけれども、そのときの農業委員会の見解として、農地有

効利用を行う目的以外は無理ですよというような感じだったかと思います。市長に

おいては、国道３２５号沿線の開発が本市のさらなる振興・発展を図る上で必要な

ら、今後は農振計画の全体見直しも控えているので、県と十分協議したいと。可能

な限り調整を努めていきたいという答弁をそのときは頂いております。部長おっし

ゃられたとおり、私の感覚からすれば、大分農振の網が外れてきたかなという感触

は持っているところです。 

   ＴＳＭＣ、中九州横断道路開通を目前にして、菊池市として将来像をどのような

展望、戦略で持っていくのかということでございますけれども、まず、国道３２５

号の泗水側、これは１種農地がほとんどですけれども、その１種農地の中に山があ

るわけですね。結構平らっぽい山があるもんで、こういう泗水側の農振地内の山の

開発については何も問題ないのかというのをまず質問していきます。 

   それから、以前と比べれば大分農振の網は外していただいたかなという感覚はあ

るんですけれども、よく事業者さんからあそこは開発できるはずだとよく私のほう

にも言われます。そこで、ポイントをちょっと具体的に３ポイントほど絞って、そ

この開発の在り方、可能なのかあたりを聞かせていただくかなと思います。 

   まず、道の駅の裏、道の駅の裏が芝生公園になっておりまして、その先にＪＡへ

の進入路があるわけですけども、その先に２．５ヘクタールほどあります。これは

農振１種農地ではないと私は思っております。それから、ジョイフルの南側０．８

１ヘクタール、８反１畝ですね。これもよく開発できるんじゃないかなという話を

聞きます。それから、３番目があさひが丘団地の南側１．９ヘクタール、約２町ほ

どあるんですけども、ここは実際、宅地分譲が行われて、４件ほど分譲されて家が

建っているところです。そういうふうな三つでそれぞれあるんですけども、この３
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か所の開発、可能なのかどうかを、また、開発の内容あたりをお示しいただくなら

と思います。よろしくお願いします。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 
［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、水上議員のご質問にお答えします。 

   まず私のほうから、泗水側の山林についての開発についてお答えいたします。 

   まず、山林に対しどのような開発が可能かというご質問でございますが、まず開

発につきましては、開発面積によって届出が異なりますが、山林・原野の木竹伐採

等により自然環境を著しく変化させ、またはそのおそれがある各事業については、

環境課に事前協議書を提出していただきます。同時に農林整備課へ伐採届の提出が

必要となり、農用地区域であれば、農用地区域からの除外が必要となります。 

   また、土地取引に伴う１万平米以上、都市計画区域内の５，０００平米以上につ

いては、企画振興課へ土地売買等届出書が必要となり、１万平米を超える山林の場

合は、林地開発に該当しますので、県北広域本部林務課への届出が必要となります。

しかし、届出を行っても、各法律の下での許可となりますので、まずは計画等を作

成し、関係機関へ打合せを行っていただき、地元の理解を得るなど、適正な利用を

確保する必要があります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  吉田農業委員会事務局長。 

［登壇］ 

○吉田武 農業委員会事務局長  農業委員会のほうから、ご質問の３か所の農地につ

いてお答えします。 

   農地転用の許可要件には、農業公共投資や集団農地であるか等の農地区分から判

断する立地基準と、転用者の資金力と信用性や周辺の営農への影響等から判断する

一般基準があります。本日は、立地基準のみから判断した転用の可能性についてお

答えいたします。 

   まず、道の駅旭志の裏とジョイフルの南側の農地につきましては、いずれも農地

区分が第１種農地となり、原則転用は不許可となりますが、農業用施設や農畜産物

販売施設などの地域の農業の振興に資する施設や、一定の要件を満たす農業従事者

を雇用することが確実である工場や店舗などは、不許可の例外に該当しますので、

転用が可能になります。 

   さらに、ジョイフルの南側の農地につきましては、国道沿いに位置することから、

流通業務施設、自動車修理工場、食堂などの車両の通行上の必要な施設の設置の転

用は可能になります。なお、この２か所の農地につきましては、住宅地には転用で
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きません。 

   次に、あさひが丘団地の南側の農地につきましては、農地区分が第２種農地にな

りますので、非農地や第３種農地に立地が困難な場合であれば、転用が可能になり

ます。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  全然開発がゼロじゃないというふうな局長の力強い答弁だ

ったかと思いますけども、そういう意味からして、私が当選した８年ぐらい前に比

べれば、大分前に進んでるのかなという感触を持っております。農振の旭志側でも

ほかにも可能、今、局長が言ったような可能なところがまだ２ヘクタールほどはあ

るんじゃないかなと私自身は思っています。 

   そこで、またＴＳＭＣ関連の話になりますけれども、１２月２日熊日新聞により

ますと、熊本市の大西市長、ＴＳＭＣ支援へと。庁内プロジェクトを検討と。大西

市長はＴＳＭＣの県内進出について、熊本都市圏のみならず、九州経済のさらなる

発展に向けた千載一遇の好機であると主張して、地域経済の再生と地場企業の活性

化につなげたいと表明されております。それから、１２月４日熊日新聞、ＴＳＭＣ

関連企業誘致へ、土地を整備、山鹿市。山鹿市の早田順一市長は、全庁横断的なチ

ームを立ち上げ、関連企業を誘致する土地の確保や整備を早急に進めたいと議会で

述べておられます。それから、ヤフーニュースで、これは１１月２７日だったと思

いますけども、帝国データバンクの記事によりますと、ＴＳＭＣ社の日本初となる

工場を熊本県に建設することの意義は全国的にも大きいと。今後、素材や部材の供

給などで熊本を中心としたサプライチェーンの構築が進むと見られ、半導体産業が

県内の基幹産業として大きく成長することが期待される。ちなみに、全国で４２０

の関係取引企業があると帝国データバンクは言っておられます。ＴＳＭＣ、中九州

横断道路開通を目前として、本市としては将来像をどのような展望、戦略を持って

いくのかと。この展望、戦略あたりを聞かせていただきたいと思います。 

   それから、私は先ほど局長が言われた、可能な土地を市が先に市有地として確保

し、準備しておくべきだと思いますが、この辺のお考えもお示しいただきたいと思

います。今までも菊池市、工業団地を造り、多くの企業に来てくださいと誘致をお

願いし、今は工業団地が満杯になっているところですけれども、当時の工業団地設

立よりもかなり現在のほうが高い可能性で将来が開けていくというような状況にあ

ると私は思っております。先ほども申しましたように、ＴＳＭＣ、中九州横断道路

を中心としたコンパクトエリアというふうな感じで私は見ておりますので、ぜひと
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もその辺のお考えをお示しいただくならと思います。よろしくお願いします。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、水上議員のご質問にお答えします。 
   ＴＳＭＣの菊陽町への進出と中九州横断道路の整備は、本市で操業中の事業所に

とっても好機になると考えております。大規模事業者の進出は、市内のあらゆる産

業分野において人材の確保や人件費の増加といった課題もございます。しかしなが

ら、関連事業者の進出や市外からの人口流入による経済の活性化といった恩恵がも

たらされるほか、中九州横断道路の開通により、移動や輸送の利便性が向上するこ

とが期待されます。 
   また、国道３２５号沿いの農地につきましては、先ほども申しましたが、農振農

用地及び圃場整備済みの農地や広がりのある第１種農地であるため、開発を行うに

は厳しい制限がございます。議員ご指摘の工業団地といたしましては、まず、現在

分譲中であります県営菊池テクノパーク１２．９ヘクタールがございますので、県

における活用の動向を注視しつつ、県との連携、情報共有を図ってまいりたいと思

います。その上で、国道３２５号周辺につきましては、地元の方々の声を聞きなが

ら、基本的には民間主導による開発を促進してまいりたいと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  確かに民間の活発な動きはもう表れてきてるかなと思いま

すけれども、やはりそこは、それはそれとして、市での考え方を、将来像をプラス

に考えた考え方というものを持っていただきたいと思います。 
   最後に市長に、ＴＳＭＣ、中九州横断道路開通を見据えて、旭志地区、何とか復

活の兆しが見えてくるかなと思います。局長からあったように、あさひが丘団地南

側、宅地分譲がオーケーということで、現在も宅地分譲がされ、４軒ほどの新築が

されています。この分譲地は国道３２５号まで１分というところにあり、空港、光

の森まで１０分から１５分、大津、菊池の中間にあり、東バイパス、また国体道路

へのアクセスも有利だということもありますので、市長には国道３２５号沿線の魅

力を発信していただきたいと率直に思いますけれども、市長の今日の質問でのＴＳ

ＭＣあたりからの今日の質問の総括と、国道３２５号の魅力発信についてをご答弁

願うならと思います。 
○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
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○江頭実 市長  それでは改めまして、皆さん、おはようございます。今お話がござ

いましたＴＳＭＣ、あるいは中九州横断道路というふうに、大変明るい話題がある

わけでございますが、こうした動きを踏まえて、今後の旭志地区の、特に国道３２

５号沿いをどういうふうにイメージしていくかというお話でございました。 

   旭志地区の国道３２５号沿いというのは、空港にも大変近うございまして、また、

予定されております中九州横断道路の大津インターチェンジの予定地まで約４キロ

弱ということで、大変好立地でございます。また、国道５７号や国体道路などを経

まして熊本市中心街へのアクセスにも優れておりますので、今後については大きく

よい方向に発展していく可能性が非常に大きいというふうに考えておりまして、本

市の振興・発展の一つの鍵となる地域であろうというふうに考えておる次第でござ

います。 

   議員のほうからは、この際、工業用地として市が取りまとめてはどうだというふ

うな話もございましたけども、これにつきましては、国道３２５号沿いの開発には

様々な制限がございますので、大変見通しにくい様々な開発事業リスクであるとか、

一方で財政負担等ございますので、そうしたことを総合的に考慮すると、基本的に

は開発に関しては民間主導によるものがふさわしいであろうと。それを大いに促進

してまいりたいというふうに考えています。 

   市としましては、この大きなチャンスを市の発展に着実につなげたいという強い

思いがございますので、こうした民間開発に連動する形で、住宅であるとか、ある

いは教育であるとかいったことの環境整備を力を入れていきたいと。このために、

関係部署の連携を強化して、庁内横断的に、総合的に取り組んでいきたいというふ

うに考えておるところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  千載一遇と申しますか、降って湧いたというか、まさかの

展開と申しますか、非常にラッキーな、幸運な案件でございますので、ぜひとも市

としてもプラスの方向に動いていただきたいと思います。 
   それでは、次の質問に移りたいと思います。菊池市の人口と宅地について質問し

ていきます。 
   直近の情報として、県内住み続けたいランキングというものが発表され、１位合

志市、２位熊本市西区、３位菊池市というものでありました。私自身にとっては非

常にうれしいニュースでありました。我がふるさとの菊池市が３位ということで、

非常に驚きとうれしさがあったわけですけれども、そういうことで、何といっても



－ 120 － 

やはりその中身としては、若者世代、子育て世代に住みついてほしいと、そういう

根源の思いはあります。 
   そこで、令和２年度末の人口と令和２年中の新築住宅の数、それから、平成１８

年、平成２３年、平成２８年、令和２年の新築マンション、アパート、住宅の数を

お示しください。 
○大賀慶一 議長  笹本市民環境部長。 

［登壇］ 
○笹本義臣 市民環境部長  改めまして、おはようございます。私のほうから、人口

と新築の件数についてお答えしたいと思います。 

   令和２年度末の菊池市の人口につきましては、令和３年３月３１日現在、４万７，

７１５人となっております。また、令和２年中に新築された戸建て住宅の棟数につ

きましては、令和３年度固定資産課税台帳を基にしまして集計しております。１９

６棟となっております。 

   次に、平成１８年、平成２３年、平成２８年、令和２年中の新築棟数につきまし

てですが、先ほどと同様に、令和３年度固定資産課税台帳を基に集計しております。

また、マンションとアパートの棟数につきましては、共同住宅として集計しており

ますので、ご了承いただきたいと思います。まず、平成１８年の新築棟数ですが、

戸建て住宅が１３３棟、共同住宅が３６棟、平成２３年は、戸建て住宅が１０６棟、

共同住宅が１５棟、平成２８年は、戸建て住宅が１４３棟、共同住宅が６棟、令和

２年は、戸建て住宅が、先ほど申し上げましたとおり１９６棟、共同住宅が１３棟

となっております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  ありがとうございました。合併時が５万１，８６２人です

かね。合併時、平成１７年。部長言ってくれましたけども、広報の１２月号の直近

の、令和３年の１０月末の菊池市の人口ですね。平成１７年５万１，８６２人、直

近の１０月末、４万７，５６８人、旧菊池市合併時２万６，７１６人、この１０月

末２万３，５３０人、泗水合併時１万４，２８２人、現在１万４，５４１人、七城

合併時５，６５４人、現在５，１９７人、旭志合併時５，２１０人、現在が４，３

００人と。旭志と旧菊池市がかなり減ってきているところでございますけれども、

それから、世帯数と、世帯の数ですね、世帯人員をちょっと調べましたところ、平

成１７年、世帯数１万６，４８８世帯、世帯人数３．１５人、平成２７年、世帯数

１万６，９４９世帯、世帯人数２．８４人、令和３年１０月末、１万９，６６８世
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帯、世帯人数が２．４１人ということになっております。人口は減っていますけれ

ども、世帯数が増えているというのは、決して悪いことではないんじゃないかなと

思っております。 
   令和２年の新築が１９６棟という部長の説明がありましたけれども、調べたとこ

ろ、山鹿が１６１棟ですから、規模的に山鹿のほうがちょっと大きいんですけども、

新築は菊池のほうがかなり多いというふうに思われます。 
   そこで、若者世代、子育て世代に対して期待がかかる、泗水の苗畑跡地の分譲地

の分譲の進捗状況を教えていただきたいと思いますけども、この分譲地の呼び方で

すよね。ずっと苗畑跡地って言わなきゃいけないのか、もう今は実際名前があるの

か、その辺も教えていただくならと思います。 
○大賀慶一 議長  後藤政策企画部長。 

［登壇］ 
○後藤啓太郎 政策企画部長  改めまして、おはようございます。 

   苗畑事業所跡地の現状ということですけれども、苗畑事業所跡地の現状につきま

して事業者へ確認しましたところ、憩いの森公園北側の土地が８区画、公園西側の

土地が５１区画の、合わせて５９区画が宅地造成されています。現在、造成工事が

進められており、住宅建築については、一番早いところで年内の着工と伺っていま

す。 

   あと、名称につきましては、すみません、民間事業者のほうで開発されてまして、

私ども手元に資料がございませんので、ちょっとまた後ほどもし分かればお答えし

たいと思います。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  家を探している人にとか、若者世代、子育て世代に、泗水

のあそこにありますよと、苗畑跡地ですよとなかなか言っても分かりにくいと思い

ますので、何か名称があれば、何とか分譲地というのがあそこの、公園も横にあり

ますよといって宣伝もできますので、そういうところはお示しいただくならと思い

ます。 
   そこで、さあ菊池に家を建てませんかとかいうお誘いをするときに、市全体、ま

た議会でも呼びかけていきたいという思いはあります。そこで、調査要請というこ

とで執行部に、形で調査要請という形ですけれども、旧菊池市、泗水、七城、旭志

の分譲地または分譲予定地の調査要請をさせていただきます。また３月に聞きたい

と思いますので、その辺をよろしくお願いしておきます。 
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   先ほど１９６棟、２００棟ぐらいの新築というのは、私の調査では、熊本県では

６位ぐらいに入るかと思います。熊本市、八代市、合志市、宇城市、玉名市、菊池

市。全国的には１，７１８の市町村で４８０位ぐらいですかね。そういうふうな情

報も取っておるところでございますけれども、市長にそれではお尋ねしたいと思い

ますけれども、どうしてもベッドタウン化ということで、熊本市内周辺が人口増と

いう形は表れていますけれども、光の森の私の知人の不動産屋に聞いたところ、光

の森が坪４０万円から５０万円、４０万円から５０万円出しても土地がないという

ことで、もう原水、鉄砲小路、あちらのほうに宅地のほうが動いてるんじゃないか

なという話を知人はしておりました。原水、鉄砲小路あたりで２０万円、坪ですね、

宅地の。売買がされているということでした。私の調べですけれども、一番高いと

ころで、隈府で１７万円ぐらいですかね。豊水で１０万円から１２万円、旭志で、

先ほど申しましたところが５万円から６万円というふうな値段になると思いますの

で、通勤としては若干遠いですけども、こういう値段をやはり味方、魅力として、

菊池市に住みませんかというところを言っていくしかないのかなと思っております。

市長には、若者世代、子育て世代へどのように菊池市の宅地というものをアピール

していくのか、お尋ねします。 
○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
○江頭実 市長  最後のご質問、子育て世代を市に呼び込むための考え方はという趣

旨のご質問でございました。 

   全国的に人口減少が進む中で、本市では総合計画であるとか癒しの里きくち創生

総合戦略におきまして、人口減少への対応や地域活性化というものを重要な施策と

して位置づけまして、移住定住に向けた取組を進めてきているところであります。

議員のほうからご指摘があったように、将来的に子育て世代に住んでいただくとい

うことは、定住人口の増加や地域活性化にもつながることであります。 
   今おっしゃったような、値段が比較的優位性があるということはアピールしてい

くことは当然でありますが、これはマーケットが決めることでもありますので、本

市としましては、子育て世代に魅力的な環境をつくっていきたいということで力を

入れてきたところであります。例えば子育て期における支援体制の充実、特に病

児・病後児保育の充実であるとか、待機児童ゼロの政策を今も維持をしております

し、また、図書館をはじめとするよい教育環境の整備など、子育て世代の移住定住

につながる様々な取組を積極的に進めてきております。また、このことを知ってい

ただく必要がありますので、効果的なＰＲをするために、子育て世代を対象とした

移住モニターツアーなども活発に実施しているところでございます。 
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   引き続きこうした形で全力を挙げて子育て世代への支援を充実していくことで、

子育て世代が住みたくなるような魅力的で活力にあふれるまちづくりを進めていき

たいというふうに考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  私、初陣の最初の選挙のときに言い続けてきた言葉が、今

も言ってますけども、夢を今菊池へという言葉を選挙のたびにマイクで言っており

ます。そういう思いを今も持っておりますので、何とか執行部においては、若者世

代、子育て世代が魅力を感じる菊池市ということで考えていただきたいと思います。 
   最後の質問で、工業団地の外灯についてを質問していきます。 
   工業団地の数と従業員数をお示しください。 
   それから、工業団地の外灯の整備についてですけども、半導体不足から、残業、

また夜勤、２交代制を取っている事業者が増えています。特に夜勤のときに、駐車

場が工場よりも遠い場所にあったり、新しく工場近くに駐車場を山を切り開いて造

ったりなんかして、工場までやっぱり夜歩かなければならないという状況が続いて

いるところです。夜、市道を歩いて工場へ行く、暗くて非常に危険だという話も聞

いております。また、蓋のないＵ字溝に、そういう夜勤の交代のとき、暗いもので

すから、Ｕ字溝に落ちたという従業員さんも３人ほどいるよという話も私の耳のほ

うに入ってきております。工業団地沿いの市道沿いの外灯だけでいいですから、こ

こをやはり市として整備できないかということをお尋ねしたいと思います。よろし

くお願いします。 
○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、まず私のほうから、本市における工業団地の数と従

業員のほうをお示ししたいと思います。 
   本市における工業団地数は１１か所ございます。また、工業団地における従業員

数は、おおよそ８，０００人の方が就業されているところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  改めまして、おはようございます。外灯の整備ということで、

私のほうから、防犯灯の設置関係についてお答えしたいと思います。 
   現在、本市では、菊池市防犯灯設置要綱に基づき防犯灯を設置することとしてお
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ります。この要綱は、地域住民の生活環境を改善することにより、地域内の犯罪防

止と安全なまちづくりを推進するため、市が設置する防犯灯の設置要件について必

要な事項を定めているところでございます。 
   設置要件につきましては、行政区の区長の皆様からの申請に基づき、設置基準に

適合するものについて設置し、設置後の修繕や照明器具の交換、電気使用料の負担

については、申請をした当該区が行うことになっております。区長の皆様から申請

があり、設置基準に適合すれば設置することができることとしております。現在、

企業のほうから具体的な要望というのはあっていないところですけども、要望等が

あれば、その時点でご意見を伺ってまいりたいと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  私もこの間、防災交通課と意見交換をしまして、今、部長

が読まれた菊池市防犯灯設置要綱第２条、この要綱において防犯灯とは、道路を照

明するもので、夜間における道路歩行中に発生する犯罪及び事故等を未然に防止す

るため市が設置する夜間照明灯であって、ＬＥＤ照明器具をいうと。第４条、防犯

灯の設置を申請しようとする当該区の区長は、防犯灯設置申請書に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。第５条第２項、防犯灯に係る電気料金は、当

該防犯灯の設置を申請した当該区の負担とすると。いうことは、今のこのあれでい

くと、近くの区長さんに頼んで、区長さんが工業団地の分を申請してやらなきゃな

らないという仕組みになっております。現在はですね。 
   なかなか、さっき言った８，０００人、１か所７００人から８００人おる工業団

地を、その近くの区長がそういう世話をするというのはなかなか現実的ではないと

思います。やはりその１１の工業団地、要望があれば、工業団地も行政区の扱いを

してやって、安全・安心な従業員体制を取ってやるということが私は必要だと思っ

ております。どうかそのような前向きな考えを持っていただいて、防犯灯のほうを

よろしくお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。 
○大賀慶一 議長  これで、水上隆光議員の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４７分 
開議 午前１０時５５分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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   次に、猿渡美智子議員。 
［登壇］ 

○９番 猿渡美智子 議員  皆様、おはようございます。猿渡です。通告に従って早

速質問させていただきます。 

   まず初めに、国政選挙の投票率向上に向けた取組について質問いたします。 
   選挙管理委員会の古閑委員長には、ご多用のところご出席いただきありがとうご

ざいます。選挙といいますと、来年５月には私たち市議会も改選を迎えます。近年

は選挙のたびに投票率が低く低下する傾向がありますが、菊池市議選も例外ではな

く、合併翌年の２００６年に行われた市議選の投票率は８０．０９％でしたが、回

を追うごとに低下し、前回、２０１８年の市議選では６０．０１％で、１２年の間

に２０ポイントも低下したという厳しさであります。投票率の低下は、我々議員自

身の議員活動が問われているということは自覚しておりますし、何より私の地元投

票所は菊池市の中でもとりわけ投票率が低いという事実を突きつけられております。

しかしながら、今回は投票しやすい環境を整えるという観点から質問させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 
   先ほど市議選の投票率に触れましたが、国政選挙ではさらに投票率が低くなる傾

向があり、全国的な課題になっています。直近の国政選挙は１０月の衆議院選挙で

したが、このときの菊池市の投票率は、全国平均とほぼ同じ、わずかに下回るぐら

いでしたが、５４．７０％でした。参議院選挙を見ますと、前回、２０１９年参議

院選挙の投票率は４７．１５％です。選挙は議会制民主主義の根幹ですから、投票

率が５０％を切るというのは深刻な事態であると受け止めております。これまで選

挙管理委員会におかれましても対策を講じてこられたことは承知しておりますが、

ここで改めて、これまで投票率向上のためにどのような取組をしてこられたのか、

お尋ねいたします。 
○大賀慶一 議長  古閑選挙管理委員会委員長。 

［登壇］ 
○古閑昭二郎 選挙管理委員会委員長  皆さん、おはようございます。 
   選挙管理員会としましては、政治への参加の第一歩であります選挙はとても大事

であり、選挙権は一人一人に与えられた大切な権利であります。地域づくり、まち

づくりの原点です。地方自治は民主主義の学校とされ、とても重要です。 
   有権者の方々が選挙に行きやすい環境づくりを進めております。投票所の段差の

解消、土足での入場、車椅子の設置、駐車場の確保、消毒液の設置、定期的な機材

の消毒、場内の案内、マスクの着用と定期的な換気など、安全を第一に行っており

ます。 
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   また、菊池市内の小学校、中学校、高校への出前授業等、模擬投票を行っており

ます。あわせまして、小中学校の児童会、生徒会の選挙に関しましては、記載台な

どの備品の貸出しを行いまして、投票を体験してもらっております。 
   また、選挙公報紙を戸別に配布するとともに、各地区への選挙ポスター場設置、

庁舎へ懸垂幕、横断幕の掲示、広報車による啓発、ホームページ、広報きくち、防

災行政無線や防災行政ナビ、安心安全メールによる投票参加の呼びかけには特に力

点を入れております。 
   ２年前から新しく取り入れましたのが、べんりカーの臨時運行、夜間表示灯エア

バルーンの導入、新たに有権者となられた１８歳の方に選挙人名簿に登録されたこ

とを知らせるはがきを郵送しております。そのようなことを行いますとともに、明

るい選挙推進協議会の啓発につきましては、啓発作品コンクールへの応募、２２名

による街頭啓発、投開票の立会いなどの取組を行っております。 
   以上、１回目の答弁といたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  ありがとうございました。べんりカーの臨時運行なども

加わり、選挙管理委員会におかれまして様々に取り組んできておられることを再確

認させていただきました。 
   そのような取組にもかかわらず、投票率の低下になかなか歯止めがかからないこ

とが全国的にも課題になる中、近年はマイクロバスやワゴン車を投票所にしつらえ

て、地域を回りながら期日前投票を行う移動投票所の取組が報道されるようになり

ました。高齢化が進む中山間地などだけではなく、１８歳になった生徒を対象に、

高校に出向く自治体も出てきています。そのようなニュースを見ますと、以前、市

民の方から、昔は投票所が近くて歩いて行かれたけれど、今は投票所が遠くなって

車じゃないと行かれないから、年寄りは足が遠のくという話を聞いたことを思い出

します。加えて、つい最近も、菊池も移動式の投票所をやったほうがいいのではな

いかという市民の声を聞いたところです。本市でも、投票所までの距離が遠い地域

などに活用できないかと考えます。 
   調べてみますと、２０１６年、鳥取県浜田市が全国で初めて公用車のハイエース

を使った巡回式期日前投票所を始めています。浜田市は人口５万５，０００人、面

積がかなり広くて６９０平方キロメートル、五つの市町村が合併してできた市です。

その浜田市では、２０１６年の参院選において、３日間をかけて１１か所を回った

のが初めての取組でした。その後は全国各地に広がりを見せ、現在は熊本県におい

ても八代市や球磨村などで導入されております。浜田市の報告を見ますと、導入の
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背景に上げられていたのは、合併時は１０５か所あった投票所が７０か所に統廃合

されたこと、代替策の要望があったこと、投票率低下の懸念があったことなどが上

げられていました。 
   そこで、２点質問します。菊池市の場合、投票所の統廃合の経過はどのようであ

ったのでしょうか。また、国政選挙において浜田市のような巡回式の期日前投票所

を導入した場合、その経費は国費で措置されるのでしょうか。以上２点、お尋ねい

たします。 
○大賀慶一 議長  古閑選挙管理委員会委員長。 

［登壇］ 
○古閑昭二郎 選挙管理委員会委員長  お答えいたします。 
   まず１点目の投票所の統廃合でございます。投票所の統廃合につきましては、４

市町村合併協議会において、現行のまま新市に引き継ぎ、新市の選挙管理委員会に

おいて調整するとなっておりました。これにより、選挙管理委員会では、合併直後

から投票所の在り方について検討を進めてきました。協議の中では、投票所ごとの

有権者数の均等化、選挙事務の改革、経費の有効活用、事務従事者の均等化などを

図って、検討してまいったところでございます。 
   合併後の平成１７年４月の市長選挙では、３７投票所のまま実施をしました。そ

の後、３７投票所から２５投票所に再編し、平成１９年７月の参議院議員選挙から

導入をして、現在に至っております。投票率につきましては、その後の選挙では、

選挙ごとに比較をしましても、同じ程度の投票率です。 
   次の２点目でございますが、自動車による移動期日前投票所は、選挙執行経費の

対象になりますが、現在のところ、選挙管理委員会としては、その導入を考えては

おりません。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  菊池市では、合併時は３７か所あった投票所が２５か所

に統廃合されたということで、３０％の減少、減少率で言えば、先ほど上げた浜田

市とほぼ同じです。菊池市にはワゴン車もマイクロバスもあります。そして、移動

投票所の経費は、先ほどの答弁によりますと、国費で措置をされるということです。

菊池市の国政選挙における投票率は、先ほど触れましたように、５０％を切るケー

スも出ていて、来年夏の参議院選挙に向けて、何か手を打つ必要はないのかと考え

ます。 
   そこで、本市においても、来年夏の参議院選挙において巡回式期日前投票所を試
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験的に導入することを提案させていただきます。その理由は、１、高齢者をはじめ

交通弱者の投票の機会を保障することにつながること、また、今後さらに高齢化が

進行することを見据えると、いずれ何らかの対策が必要になると考えられること、

２、市内三つの高校も巡回することで１８歳の投票を促すとともに、またとない政

治教育の場になること、３、投票率は低下していても期日前投票は増加傾向にある

こと、さらに、浜田市の検証において、移動投票所が巡回した地域ではいずれも投

票日当日や通常の期日前投票所より巡回車での投票数が最も多いという結果が出て

いること、４、移動投票所を、投票車を動かすこと自体が投票を促す啓発につなが

ると考えること、５、参議院選挙は時期がはっきりしているので計画や準備がやり

やすいこと、この５点です。先ほど委員長のほうから、今のところ考えていないと

いう答弁もさきに頂いてはおりますが、選挙管理委員会として、来年、参議院選挙

で巡回式期日前投票所を試験的に導入するお考えはないか、お尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  古閑選挙管理委員会委員長。 

［登壇］ 
○古閑昭二郎 選挙管理委員会委員長  特に投票弱者の施策は大事であります。高齢

者の皆さん、障がい者の皆さん、子育ての皆さん、学生の皆さん、そして、働き方

など多様化している皆さんの、べんりカー、あいのりタクシーの有効活用をお願い

したいと思っております。何よりも大事なのは、地区でのコミュニケーションです。

近隣の助け合いです。自助、共助、近隣の助け合いが残っておるのが菊池市だと思

っております。選挙はもとより、通院、行政手続、買物にあいのりタクシーの有効

活用をお願いしたいと思っております。そういうことで、選挙管理委員会としまし

ては、現在のところ、期日前投票車の導入は考えてはおりません。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  答弁ありがとうございます。今のところは考えていらっ

しゃらないということでありますけれども、浜田市が初めて取り組んで以来、本当

に全国各地に広がりを見せているということを考えますと、やっぱりそれなりによ

かったこと、効果があるからこその広がりだと考えます。今後の動向を見据えなが

ら、頭の中にそういう手段もあるのだということをぜひお留め置きいただければと

思います。 
   次の質問に進みます。次に、児童虐待防止の取組について質問いたします。 
   コロナ禍で児童虐待が増加していることはご存じのとおりです。全国の児童相談

所が対応する虐待相談件数が２０２０年度は２０万件を超えたと言われていますが、

本市の現状はどうでしょうか。菊池市における児童虐待の相談件数をお尋ねします。
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あわせて、現在、本市では児童虐待の防止にどのような取組を行っておられるのか、

併せてお尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  改めまして、おはようございます。 
   まず、本市の児童虐待の現状についてお答えいたします。本市における児童虐待

の相談件数は、平成３０年度が９０件、令和元年度が１４７件、令和２年度が１７

４件となっており、増加傾向にあります。相談内容としましては、令和２年度の１

７４件のうち、心理的虐待が９６件、ネグレクトが３６件、身体的虐待が４１件、

性的虐待が１件となっており、関係機関と連携して対応しているところでございま

す。 
   虐待防止につながる取組としましては、要保護児童対策及びＤＶ防止対策地域協

議会をはじめとして、児童相談所、警察、教育委員会、小中学校、保育所等の関係

機関と連携した支援の実施や、子育て世代包括支援センター「きくぴあ」による相

談体制の充実を図っております。また、親子の絆づくりをテーマに開催する新米マ

マの子育ておしゃべり広場、子育てに不安がある保護者に対して自宅での支援を行

う養育支援訪問事業、親子が気軽に集い、子育ての相談や情報提供を受けることが

できるつどいの広場などの地域子育て支援拠点事業を実施し、子育て中の保護者の

育児不安や育児負担の軽減を図ることで、虐待防止につながっているものと考えて

おります。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  菊池市においても年々相談件数が増えているという実態

がよく分かりました。その相談に対して、相談を受けた後、どんな対応をしていく

かということが大事になってくるかと思いますが、その観点から質問を重ねていき

たいと思います。 
   児童養護施設で働いておられる方から、虐待防止のためにはレスパイトが必要だ

という話を聞きました。レスパイトというのは、介護や保育を担っている人が息抜

き、休憩をすることだそうで、冷却期間を置くといいますか、追い込まれそうにな

ったときに息抜きをすることが事態を深刻になることを防ぐというふうにお話をさ

れました。レスパイトのできる仕組みがあって、それが機能することが児童虐待の

予防になるということです。 
   介護に重ねるとよく分かりますが、介護でいうデイサービスに当たるのがファミ
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リーサポート、泊まりのショートステイに当たるのが短期支援事業で、子どもショ

ートステイと呼ばれたりもしています。昨年の記事ですが、西日本新聞では、保護

者の育児疲れや病気などで一時的に預かる短期支援事業（子どもショートステイ）

は虐待防止の切り札として注目され、利用者が増える一方、受皿の不足が課題にな

っていると報じられていました。ファミリーサポートも短期支援事業も市の事業で

すが、菊池市での利用状況がどうなっているか、過去３年間の利用実績をお示しく

ださい。 
○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  再質問にお答えいたします。 
   核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てに不安や負担を感じている保

護者もおられ、子育て中の保護者の休息や息抜きは虐待防止につながるものである

と考えます。ファミリーサポートセンター事業と子育て短期支援事業は、育児疲れ

の保護者の負担軽減としても、児童を一時的に預かることができる事業であります。

これらの事業を子育て中の保護者が必要に応じて活用することにより、虐待防止に

つながるものであると考えます。 
   お尋ねのファミリーサポートセンター事業は、会員登録をすれば、急な用事など

で児童を一時的に預かってほしい場合に利用することができる事業で、利用実績は、

平成３０年度が２５１件、令和元年度が１９２件、令和２年度が７９件でございま

した。 
   子育て短期支援事業は、保護者の疾病などによって家庭での養育が一時的に困難

になった場合、児童養護施設等へ児童を一時的に預けることができる事業で、利用

実績の延べ日数は、平成３０年度が２４日、令和元年度が２日、令和２年度がゼロ

日でございました。それぞれの事業において、新型コロナウイルス感染症の影響に

より受入れが厳しい状況にあり、利用実績が減少しております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  コロナの影響があって、ファミリーサポートも短期支援

事業も利用が激減しているということでありました。無理からぬことであります。

しかし、両者とも児童虐待を防止する手だてとしては重要だという認識をお示しに

なりましたし、今後は活用されていく事業だというふうに思っております。 
   重ねて２点質問します。まず１点目は、ファミリーサポートについてですが、こ

れまでの市民への周知の仕方では、仕事と育児の両立支援が目的で、急な用事がで
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きたとか、仕事の都合とか、保育園の迎えに間に合わないとかの利用が案内されて

います。今後は、育児疲れのときの休息といったような表現で、レスパイトでの利

用ができることをお知らせすることはできないでしょうか。お尋ねをいたします。 
   ２点目に、菊池市の短期支援事業、ショートステイと呼ばせていただきますが、

預け先は養護施設や乳児院になっています。国は里親による受入れを提唱していま

すが、まだ広がっておらず、里親をショートステイの預け先に加えている自治体は

今のところ少数です。しかし、児童養護施設の現状は、入所している子どもが手い

っぱいで、ショートステイを受け入れられる状況にはないということです。施設の

方が次のように話されました。施設ではショートステイの受入れが困難で、お断り

している状況にある。このことが虐待につながりかねない危険性がある。保護者の

中には、育児疲れで、二、三日の休息を取り心身の安定を図る必要があるケースや、

兄弟またはご本人の入院により宿泊できる預け先を必要としているケースなどがあ

る。地域で子育てをサポートできる体制の一つの選択肢として里親をショートステ

イで活用できるメリットは大きいと、このようなお話でした。ショートステイで救

われる親子がいることを考え、施設で受入れが難しい状況にあるということも併せ

て考えれば、里親によるショートステイも事業として加えるべき時期が来ているの

ではないかと考えますが、市の見解をお尋ねします。 
○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  ファミリーサポートセンター事業の周知についてと、子

育て短期支援事業の里親への委託についてのご質問でございますが、まず、ファミ

リーサポートセンター事業は、育児と仕事の両立を支援するだけではなく、育児疲

れ等の保護者が利用することで、育児等に関する負担が軽減され、その結果、虐待

防止につながると考えられます。今後は、育児疲れ等で子育てに不安を抱える保護

者が利用できることを事業の案内チラシ等に記載するなどして、周知を図ってまい

りたいと考えます。 
   子育て短期支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、委託

先の受入れが厳しい状況でありますが、今年度より委託先の児童養護施設を１か所

増やし、利用の申請があった場合、できる限りの対応ができるよう努めております。 
   また、子育て短期支援事業での一時的な児童の預かりを里親へ委託することにつ

きましては、登録されている里親数が少ないことや、委託中の事故、児童の送迎、

夜間や休日の対応等の様々な課題がありますので、先進的な取組を実施している自

治体の状況を注視したいと考えます。 
   以上、お答えします。 
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○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 
［登壇］ 

○９番 猿渡美智子 議員  ファミリーサポートの市民への周知の仕方については、

検討していただくということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。 
   また、ショートステイの受入先に里親を加えるということでは、先ほど部長が申

されたように、様々な問題も予想されますが、今、県がそこを支援する機関をちゃ

んと設置しておりますので、市が対応するということじゃなくて、支援機関がいろ

いろと動いてくださるシステムになっていますので、ぜひ検討を加えていただきた

い。そして、里親も受入れができるような形に持っていっていただきたいと思いま

すが、言われたように、その前提として、里親が熊本県ではなかなか不足をしてい

るという現状もあります。 
   ２０１６年に児童福祉法が改正され、親が子どもを養育できない場合、養護施設

よりも里親などによる家庭養育を優先するということが明記されました。国はショ

ートステイの場合も同様に、里親による受入れを進めようとしています。しかし、

そのためには、先ほど言いましたように、受け入れていただく里親の登録者を増や

すことが必須条件になってきます。 
   熊本県は里親の委託率が全国でも最低のレベルにあり、県は里親の登録者を増や

す取組を始めています。里親といっても、長期間の養育里親ばかりでなく、ショー

トステイだけを受け入れる里親もあれば、夏休みに数日間、養護施設の子どもさん

を受け入れる里親もあります。キクロスなどでも里親に関するポスターを見かける

ようにはなってきましたが、市としては、里親の募集にはどう取り組まれるのか、

最後にお尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  里親の数を増やすためには、里親制度を多くの方に理解

していただく必要があると考えます。里親には、児童を一定の期間養育する養育里

親、養子縁組を前提として児童を養育する養子縁組里親、週末や長期休暇など一時

的に児童を養育する季節・週末里親があり、様々な児童の迎え入れ方があります。

まずは、里親制度の周知を図るために、県から里親支援の委託を受けている里親支

援専門相談員や里親制度の周知啓発や相談・支援等を包括的に行うフォスタリング

機関として県から委託を受けている養育家庭支援センターきらきら等の関係機関と

連携しまして、里親に関する研修会やポスターの掲示、広報等を活用した周知活動

を継続して行い、本市における子育て支援の充実につながるよう進めてまいりたい

と考えております。 
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   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  養護施設の職員さんとお話をしたときに、話の中でとて

も心に残ったことがあります。こんなふうに話されました。今日のご飯は何にしよ

うかねと考えて、スーパーに買物に行く、そんなごく当たり前の経験が施設の子ど

もはできません。そんなふうに話してくださいました。里親さんが増えることは、

そういった子どもたちに豊かな経験をもたらすということにつながると思いますの

で、今後の取組をよろしくお願いします。明石市のように、全ての子どもに家庭の

温もりをということで、里親への委託を１００％にするということを目指す自治体

も出てきております。菊池でもぜひ取り組んでください。 
   次の質問に移ります。 
   今年度は２０１５年から取り組まれてきた第４次男女共同参画計画の最終年度に

なります。「男女がともに輝き、支えあう社会の実現」という基本理念の下、五つ

の重点目標と６５の具体的施策、１４の数値目標を掲げて取り組んでこられました。

７年間の取組の全体を総括的に見たときに、成果と課題をどのように捉えておられ

るのか、お尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  それでは、第３次菊池市男女共同参画計画の最終年度に当た

り、７年間の取組の成果と課題ということでお答えしたいと思います。 
   本年度実施した市民意識調査の結果において、男は仕事、女は家庭といった性別

によって役割を固定する考え方について、「同感しない」と答えた市民の割合が７

９．９％と、過去の調査と比べ一番高い割合となっており、性別で役割を固定する

考え方に同感しない人の割合が増えております。このことは、これまでの取組の成

果であり、男女共同参画に対する意識が浸透してきたものと考えております。 
   しかし、その一方で、社会における男女の地位の平等感では、特に「社会通念・

慣習・しきたり」や「政治・政策決定の場」では、７０％以上の方が男性のほうが

優遇されていると答えており、社会の慣習や実態を是正していくためには、引き続

きさらなる取組を行う必要があると考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  ありがとうございました。若い方たちとお話をしたりす
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ると、先ほど部長が言われたように、性別で役割を分けないという意識は本当に随

分と変わってきているなというのは感じるところです。取組の成果を数値目標だけ

で捉えるわけにはいかないと考えてはいますが、重要なバロメーターではあります。

具体的施策に上げられ、数値目標が設定された１４項目の中で、私が特に市の姿勢

が問われる問題ではないかと捉えている２点に絞って再質問をいたします。 
   一つは、各種審議会委員等への女性委員登用の推進についてです。この件につい

ては、中間目標の時点でも質問させていただきましたが、女性委員の割合の数値目

標は３５％に対して、今年度実績は３０％であり、達成できておりません。審議会

の女性委員を増やすことは、政策方針決定過程への女性参画を拡大するということ

でとても重要であり、外部評価でもこの点では指摘をされている項目です。 
   二つ目は、市の男性職員の育休取得率です。目標１０％に対して、昨年実績は

０％でした。７年かけて０というのは、積極的な取組はなかったと判断せざるを得

ません。昨年、男性の育児休業取得を促進するために、育児・介護休業法の改正も

行われました。今後の取組が問われてきます。この二つの目標について、達成でき

なかった要因をどのように捉えておられるか、また、今後はどのように取り組まれ

るのか、お尋ねいたします。 
○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  第３次菊池市男女共同参画計画において管理指標を設け、数

値目標の達成に向けて施策を行ってきました。 
   議員お尋ねの、まず、市の審議会などの女性の割合については、菊池市審議会等

委員への女性の登用推進要綱により、推薦依頼文に女性登用について文言を加える

など担当課と事前協議を重ね、現計画策定時の平成２６年度末は２２．７％であっ

たものが、令和２年度末では、先ほど議員がおっしゃったように、３０％まで向上

してまいりました。目標の３５％以上という目標達成には至っておりませんが、全

体的に見れば改善が進んできたものと認識しております。達成に至らなかった要因

としては、一つ目には、審議会によっては団体の長を充て職としており、充て職に

女性が少ないこと、二つ目には、土地の地権者や区長に選出を依頼する場合も、そ

の中に女性が極端に少ないことなどが上げられます。 
   次に、市の男性職員の育児休業取得率については、職員アンケートを実施したと

ころ、５８．６％の職員が「男性が子育て関連休暇を取得できる環境が整っていな

い」と回答しており、このことも目標が達成できなかった要因の一つと考えており

ます。 
   今後の取組についてですが、まず、市の審議会などの女性委員の割合については、
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団体の長に限定せず構成員から女性の選出を依頼したり、女性の選出が可能な団体

を加えるなど、担当課と協議を行い、工夫を重ねながら、女性委員の登用率向上を

行ってまいります。 
   次に、市の男性職員の育児休業取得率については、男性職員の育児参画を進める

上で、子どもの出生時における父親となる職員の特別休暇の周知をさらに図ってま

いります。また、全ての職員が仕事と家庭生活のバランスを取れるよう、所属長は

職員の状況に配慮した上で、各種休暇の取得促進に努めてまいりたいと考えており

ます。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  審議会の委員に男性が多い理由の一つが、部長が言われ

たように、充て職で選任されてきたということがあります。そうではなく、広く選

任をするために、女性バンク等も設けられていると承知しておりますが、今後は審

議会の委員を養成しようという視点があってもいいのではないでしょうか。審議会

の委員になってみようという女性を増やすための講座を設けることを提案します。

例えば、女性の声でまちづくりとか、あなたの困り事が出発点とかいった呼びかけ

で、審議会等の役割について学び、参画を促す機会がつくれないでしょうか。 
   もう１点、男性の育児休暇については、昨年、法が改正されて、新年度からは男

性が育児休暇を取りやすくする環境づくりが企業においても義務化となります。該

当する職員に育休制度の周知をすることや意向確認をすることが必須となってきま

す。育休といっても、女性に多いような、子どもが１歳になるまで継続して取ると

いうような形ではなく、日数も取る時期も様々なパターンができるようになってい

ます。ですから、意向確認も、育休取りますかという聞き方ではなく、育休いつ取

りますかというように、男性の育休がスタンダードになるように取り組んでいって

はもらえないでしょうか。さっき出産時特別休暇という話がありましたが、出産時

の特別休暇ではなく、育児休暇の取得促進をぜひ進めていただきたいと思いますの

で、再質問します。 
○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  まず、審議会委員に女性を増やしていくためにというところ

でお答えしたいと思います。これまで市民向けの講座として、コミュニケーション

スキルアップ講座や自分磨き講座などを実施し、女性が力をつけ、一層の社会参画

につながるよう講座を実施してまいりました。今後も市民ニーズを考慮しながら、
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リーダー育成や能力向上に向けた講座を実施してまいりたいと考えております。 
   また、育児・介護休業法の改正ということですけども、これにつきましては、今

後、市民や企業に向けて育児・介護休業法などの関係制度について広く広報・啓発

を行ってまいりたいと考えております。 
   また、市役所職員におきましては、菊池市特定事業主行動計画第２期において、

男性職員の育児参画の推進を目標に掲げ、本市の職員が仕事と子育てを安心して両

立できるよう、休業取得への理解、業務分担の配慮など、より一層の職場環境の改

善に取り組んでまいりたいと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  今回は２点に絞って再質問しましたけれども、男女共同

参画の推進については、市長のリーダーシップが重要だと考えますが、今後の推進

について市長の見解をお尋ねいたします。 
○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 
○江頭実 市長  それでは、ただいまのご質問、今後の男女共同参画の推進に向けた

考え方を述べよという趣旨のご質問でございました。 
   男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、その個性と能力を十分

に発揮することができる、いわゆる男女共同参画社会というものの実現は重要な課

題であるというふうに認識しております。男女が共に参画して、女性の活躍が進む

ことで、担い手の確保は当然でありますけれども、やはり多様な視点というものが

確保され、そのことが活力のある、誰もが暮らしやすい社会の実現につながるもの

というふうに考えております。 
   前回の計画策定から７年がたちまして、社会情勢の変化や市民意識調査の結果を

踏まえまして、今回、第４次の菊池市男女共同参画計画を策定中であるわけであり

ます。今後とも「男女がともに輝き、支えあう持続可能な社会の実現」を目指しま

して、具体的施策を庁内挙げて、しっかりと準備を進めていきたいというふうに考

えています。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  審議会の委員を経験された女性に伺うと、女性が関わっ

ていくことで変えられる部分は多々あると感じました、女性が関わっていくことで、
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今までにない新しいアイデアが生まれるのではないかと思いましたというような感

想を頂きました。私もこういう女性たちが増えていってほしいなと心から願ってお

ります。女性の社会参加も男性の育児参加も当たり前という社会を行政が率先して

つくっていってほしいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 
   私、１点訂正させていただきます。私、先ほど、現行の計画を第４次と言ってい

ましたが、現行は第３次で訂正させてください。 
   最後の質問に移ります。最後に、携帯電話中継基地建設について質問します。 
   菊池市議会に携帯電話等中継基地局の設置または改造の際に近隣住民への説明を

求める条例の制定について検討することを求める請願が採択されてから１年が経過

をいたしました。議会においてはこの件についてまだ進展のない状況ですが、市と

しては何か動きがあったのか、お尋ねします。 
○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
○上田敏雄 総務部長  昨年１２月の第４回定例会議会で請願採択後、本年１月に請

願者との面談の機会があり、請願の趣旨や理由などを改めてお聞きし、その際は環

境基本条例の内容等を説明いたしました。請願者からは、近隣への説明がまだ実施

されていないことから、災害時の倒壊などの不安等をお聞きしましたので、市から

事業者にその声を届け、近隣への説明についてお願いを行ったところでございます。 
   中継基地局建設については、調べてみますと、全国的に議論があり、その対応は

様々のようでございます。検討するに当たっては、請願書にありました電磁波によ

る人体への影響の記述もございましたが、電波法第３０条の規定では、人体に危害

を及ぼしまたは物件に損害を与えることがないような施設にすることが義務づけら

れております。また、将来的な５Ｇにおける先端技術を使った市民への利便性の向

上も無視できないところもございますし、規制等を行った場合、デジタル社会への

停滞を招くおそれも考えられるところでございます。今後の方向性につきましては、

より慎重な対応が必要と考えているところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  請願者が請願に至られたのは、自身の運営される高齢者

施設の目と鼻の先に基地局が建設されるに当たり、建設を請け負われた建設会社か

らいきなり建設することになりましたという話があって、大変驚かれたという経緯

があります。請願者が近所を回ってみたところ、近隣の方もほとんどご存じなかっ

たということでした。携帯会社に説明を求めるにも、現状では法的根拠はなく、説
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明会が実現していません。 
   請願は、携帯電話等中継基地局の建設をめぐって各地で多発する紛争の原因に、

災害時に鉄塔が倒壊し被害が拡大することへの不安や、今まで慣れ親しんだ景観を

大きく変えることへの心配に加え、デジタル変調技術による新たな電磁波による健

康被害への懸念があるとされています。これらの問題は太陽光発電の建設に関する

問題と共通するところが大きいのではないかと私は感じております。太陽光発電の

建設に対しては、菊池市は先進的な条例を制定されました。高く評価されることだ

と思います。私は携帯電話等中継基地局の建設についても、市民の安心・安全のた

めには、条例の制定を行うべきだと考えますが、先ほど慎重にという部長のお話も

ありますが、この点をもう一回お聞きします。 
○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  改めまして、おはようございます。猿渡議員の再質問につき

ましては、建設部のほうでお答えさせていただきたいと思います。 
   本件につきましては、大局的に見ますと、規制と推進の両面性があり、条例制定

には総合的な判断が必要だと考えております。なお、現在、基地局の建設に当たり

ましては、景観条例上の届出に加えまして、１５メートルを超える高さであれば建

築基準法により許可等が必要であり、一定の安全性は保たれていると思っておりま

す。また、人体への影響につきましても、先ほど総務部長が申し上げましたとおり、

電波法により規制をされているところでございます。 
   したがいまして、そういう情報に接した場合には、基地局の設置を行う業者に対

しまして、周辺住民等への事前説明についてお願いをしてまいりたいと考えており

ます。 
   以上、お答えします。 
○大賀慶一 議長  猿渡美智子議員。 

［登壇］ 
○９番 猿渡美智子 議員  請願者が求められているのは、基地局の設置を規制する

というのが条例の内容ではなく、説明をちゃんとしてくださいという内容が主なこ

とになっております。その点をぜひともご考慮いただき、今、説明をするように言

っていくとおっしゃいましたが、現実は全然行われていないというのがこの請願者

のケースでは実態であります。請願者は請願提出の後に、近隣の方から建設反対の

署名を集められています。先日伺いましたら、４５０筆が集まっているというお話

でありました。これだけの住民の意思がありながら、説明会がないという状態で建

設が進められることは、好ましいことではありません。 
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   請願者は、自分たちのケースではなく、これからは新たな基地局の建設も十分考

えられると言われましたが、今後の紛争を防ぐという観点から、今のところ、本当

説明会をしてくださいといっても、何の縛りもありません。さらに、先行する小林

市や鎌倉市が制定している条例も、建ててはいけませんとかいうことを、説明会を

しなければなりませんという義務じゃなくて、努力を求める理念法でありますから、

この程度、この程度と言ったらいけませんが、そういった理念法の制定であれば、

開発との調和が取れるという形になっていくのではないかと思いますので、ぜひと

も執行部におかれても検討を重ねていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
   これで質問を終わります。 
○大賀慶一 議長  これで、猿渡美智子議員の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため暫時休憩します。 
   なお、午後の会議は午後１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時５２分 
開議 午後 １時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  皆様、こんにちは。議席番号３番、緒方哲郎です。本日は

還暦ということで皆様から頂きましたネクタイを締めて頑張らさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして一般質問を

させていただきます。 

   まず、農業の振興についてお尋ねをいたします。 

   国も農業の振興については問題提起をされ、対応策等行われておりますが、やは

り国よりも県、県よりも一番身近で具体的な状況把握ができる市としての対応策が

必要であると考えます。どうしても範囲が広くなれば画一的な施策を行うしかあり

ませんが、これからは市独自の施策が必要となってくると思います。しかしながら、

現実の傾向としますと、全国共通の課題となってしまうのかなとなってまいります。 

   そこで、本市における農業は基幹産業と位置づけられており、多くの方々が農業

もしくは農業関連の仕事に従事されておられます。１１月２０日、２１日に開催さ

れました米食味コンクールにおける全国的に名の知れ渡った菊池米であったり、日

本一の生産を誇るカスミソウ、また、全国でもトップクラスの畜産、新しい産地と

して栽培しているキクイモ、ヤーコン、エゴマなど、多くの方々の日々の努力によ
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って支えられているものと考えます。しかしながら、その農業におきましても、他

業種同様の後継者不足の問題であったり、耕作放棄地の増加、鳥獣被害など多くの

問題が起きております。 

   そこで、最初に、本市における農業の振興の課題はどのように考えておられるか、

お尋ねをいたします。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、ただいまの緒方議員のご質問にお答えいたします。 

   本市の基幹産業であります農業は、豊かな水資源と肥沃な大地を生かし、多様な

農林畜産物が生産されて、県内有数の農業産出額を誇っております。一方で、農林

畜産物の価格低迷と生産資材の高騰によるコストの増加に加え、海外を含む産地間

競争の激化や台風などの自然災害など、農業経営にとって厳しい状況が続いており、

安定した農業経営を行うためには、国や県の各種補助事業の活用も必要であると考

えております。また、農業従事者の高齢化と後継者不足により、販売農家戸数も

年々減少している状況にあり、あわせて、耕作放棄地の増加も懸念されております。 

   このため、新規就農者の確保と育成を図ることに加え、個々の農業経営から集落

営農組織への展開を図り、さらに、法人化に向けた取組を推進することが本市の農

業振興を図る上で重要であると認識しております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  大変厳しい状況であるというご答弁でありましたけれども、

やはり私もそのように思っております。まず考えるべき大きな課題としては、今、

ご答弁の中にもありましたように、後継者不足であったり、担い手不足の問題にな

ると思います。 
   そのような考えを持って周りを見たときに、例えば旭志地域の畜産農家、また七

城地域の米、メロン、野菜生産農家、それと菊池地域のゴボウ生産農家においては、

比較的に後継者がおられ、頑張っておられる姿を見る機会が多いように感じます。

それは、それぞれの農家さんや周囲の方々が後継者に関してしっかりとした対応を

してこられた結果でもあり、より安定した経営がなされていることになると思いま

す。 
   その一方で、後を継いでもらいたいのはやまやまであるけれども、どうしても農

業の収益性を考えたときに、自分の子どもには勤めに出て、きちんと毎月に給料を

もらえる安定した職業に就いてもらいたいというお声をよくお聞きします。農業と
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いう職業に誇りを持ちながらも、農業収入は、生産物を何か月もかけて育てた後に

出荷し、そこでようやくお金が手元に入ることになりますし、育成期間中に悪天候

であったり病気であったりした場合、生産物を出荷できずに廃棄したりと、到底安

定した収入にたどり着ける保証もないとも言われておりました。 
   そこで、本市において農業後継者、新規就農者を確保するための収益増につなが

る施策や安定した収入につながる施策はしておられるのか、お尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 
   本市独自の新規農業就業奨励金のほか、国の農業次世代人材投資資金による支援、

それから農業経営力向上セミナーの開催、営農指導員による技術的な指導など、新

規就農者の確保と育成に向けた支援を行っているところでございます。 
   また、国や県の各種補助事業を活用し、農業生産施設の整備や農業機械の導入に

対する補助を行い、作業の効率化や規模拡大などによる生産体制を強化することで、

安定した農業経営を図るための支援を行っております。 
   さらに、本市の安心・安全な農産物の基準であります環境王国菊池農業生産基準、

いわゆる菊池基準の取組や、消費拡大ＰＲ事業など、豊かな自然や歴史を背景にし

たイメージアップ戦略により菊池ブランドとして知名度を高め、付加価値を生み出

すような施策を展開しているところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  いろいろな国、県の補助事業を行いながら支援をしていく

というようなこと、また、菊池ブランドあたりの付加価値を生み出すような支援と

いうことで行っているというようなお答えでした。やはり農業収益が上がり、また、

それが安定すれば、現在、農業をされている方々の考えも変わって、自分の子ども

にも自信を持って後を継いでくれるように言えると思いますし、そうなれば、後継

者不足というものは解消していけるのではないでしょうか。 
   そこで、後継者と言われる方々も同様に新規就農者と言われますが、今言いまし

たように、自分の家が農家であり、その後継者である、いわゆる親元就農と言われ

る方たち、また、親御さんが農業以外のお仕事をされておられる方が農業に関心を

持たれて、農業へと進まれる方などになると思いますが、菊池地域においては、熊

本県において新規就農者の人数においても上位であると。トップクラス、トップだ

ったと思うんですが、このことは以前お聞きをいたしました。 
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   新規就農の支援に関しては、国の農業次世代人材投資資金というものがメインに

なってくると考えますが、以前にもお尋ねしたことがある中で、この制度において

は、今現在は親元就農の方は支援の対象にならないという問題点があると私は考え

ます。国の考えとしては、あくまで新規に、新しく農業を始めようとする方に対す

る支援策であると言われること、このことは理解できますが、一方で、たとえ親元

で親と同じ生産物や生き物を育て出荷するにしても、親御さんたちとは違った考え

を持って就農される方は、支援があれば自分の考える方向へと向かっていけ、さら

なるやる気も出てくるのではないでしょうか。 
   そこで、国の支援以外に、この親元就農と言われる方々に本市独自の支援をして

はどうかと考えます。このことについてはどのように思われますか。お答えをお願

いいたします。 
○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、お答えいたします。 
   先ほど答弁いたしました本市独自の新規農業就業奨励金につきましては、親元就

農者の方にも交付の対象となっているところでございます。また、国の農業次世代

人材投資資金につきましては、現在は親と同一の経営を行う親元就農者に対しての

支援はございませんが、来年度から、同一の経営を行う親元就農を含め、資金面や

技術面を支援する新たな制度へ変更される見込みでございます。現在のところ、親

元就農に対する本市独自の新たな施策の予定はございませんが、こうした国の制度

も活用し、親元就農者への支援を行いたいと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  親元就農の方に対しても、本市としては、新規農業就業奨

励金というものにより支援をしているとのお答えでしたけれども、私としては、そ

れとは別に本市独自の、国の農業次世代人材投資資金のような、年間に１５０万円

を５年間にわたりのような支援を行うことで、安定した収入の確保になり、さらな

るやる気を持って農業に従事して、後継者も増えていくものだと考えております。 
   国も親元就農の方に対しても新たな制度へ変更される見込みであるということで

ありましたけれども、後継者不足問題に対して、いち早く本市において本市独自の

思い切った施策をしていただくことを強く要望いたしまして、もう１点、後継者問

題とともに、農業の振興において問題になってくるのが、現在は耕作放棄地が増加

していることということになると思います。 
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   耕作放棄地は、機械化、また大型化により機械が使えない耕作の不便な中山間と

言われる地域に集中しているのが現状だと考えます。大型の農業機械が使えて、農

道等との道便利がいい平たん地に関しては、よほどのことがない限り、耕作放棄地

というのは見受けられません。また、耕作放棄地が増えることにより、イノシシや

鹿などの鳥獣の被害も深刻な問題となっております。また、用排水などの水路等の

維持ができなくなったりしての被害も考えられます。 
   私は、この問題は、ただ耕作放棄地の増加というものを一つの課題として考える

のではなくて、人口減少であったり少子高齢化などにより中山間地に住む人が減っ

て、それにより、耕作する人、販売農家戸数と言われる方々自体の数が少なくなっ

てしまうというように、中山間地域の問題として大きく捉えていく時期に来ている

と考えております。耕作放棄地を減らしていくための施策として、大きく中山間地

域の振興を同時に考えるべきだとは考えますが、今取られている本市の耕作放棄地

対策をお答えお願いします。 
○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、緒方議員のご質問にお答えいたします。 
   本市の中山間地域の中でも、特に地形的に営農条件の厳しい地域につきましては、

今後も耕作放棄地の増加が懸念されているところでございます。このため、地形的

に営農条件の厳しい農地につきましては、作業効率や作物生産性の向上による負担

の軽減、経営の安定を目的とした区画整理や農道、用排水路整備など、土地改良事

業を地元要望により関係各位と協議しながら推進しているところでございます。ま

た、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度の活用により、農業者だけで

なく、地域が一体となって農地や農業用施設、農道や水路等を適切に維持管理する

ための取組に対しても支援を行っているところでございます。 
   今後も引き続き中山間地域における土地改良事業の推進や中山間地域等直接支払

制度などによる支援を行うことで、耕作放棄地発生防止のための取組を進めてまい

りたいと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  地理的な問題等ある中で、区画整理をやりながら作業効率

の効率化というお話もありましたけども、私１回、中山間地域の現状の視察という

ものがありましたので、同行しましたところ、そこは区画整理をやってくれという

ような要望であったんですけれども、県のほうからは、そこで区画整理をやってし
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まうと、どうしても畦畔ですね、あぜの面積が広くなって、なかなか有効な面積が

取れないというような問題もあるというようなご回答があって、またいろんな面が

問題として出てくるのかなということも、今のお話を聞きながらちょっと思ったと

ころでありました。 
   どうしても中山間地域、耕作放棄地の対策となると、財源的な問題から国の施策

に頼ることが大きくなってくるのかもしれませんけれども、中山間地域等直接支払

制度においては、国は交付金の返還要件を緩和をしたりして、なるだけこの制度に

入ってくれというような方向に進んでおりますけれども、しかしながら、農家さん

の高齢化で継続が見通せずに、取組を断念する動きに歯止めがかからないというよ

うな報道もあっておりました。本市農業の課題は、後継者問題や耕作放棄地の増加

など早急に解決していくものであると思いますので、問題解決に向けた本市独自の

思い切った施策をしていただきますよう要望いたしまして、次の質問に参ります。 
   次に、公園の整備について質問をいたします。 
   公園の整備については何度かお尋ねをしてきました。その中で、公園の維持管理

費に令和２年度に４，９６２万円かかっているとのお答えを頂いておりますし、ま

た、それら公園をつくるための整備費用を考えますと、多くの費用がかかっている

というふうに思います。当然、そこには費用対効果というものが出てくると思うん

ですが、どのようなお考えを持って公園整備をされてこられたのか、これまでの公

園整備においての、その目的というものをお答えください。 
○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、緒方議員のご質問にお答えいたします。 
   まず、目的についてということでございます。公園条例には、優れた自然環境の

保全とそこに住む動植物を保護するとともに、市民の保健、休養施設として、また

は市の観光レクリエーションの場に資するため、公園を設置するとあります。市民

の健康増進や憩いの場としての目的はもとより、観光面、また災害時の一時避難場

所としての目的も含まれております。場所により広さも大小ございますので、それ

ぞれの公園の特色を生かしながら整備を行っている状況でございます。 
   以上、お答えします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  公園条例によって、いろいろな目的を持って整備をされて

こられたというお答えでしたけれども、やはり今、お答えにあったように、市民の

方々への憩いの場所の提供であったり、運動不足の解消、子どもたちが安心してい
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る場所の提供になってくると私は思いますが、菊池市内外の方々にとって、どれだ

けの方がそれら公園を訪れて利用されているのかなとなると、疑問に感じるところ

が私にはございました。 
   そこで、わずか１日ではあるんですけれども、１１月２８日の日曜日に、菊池公

園の十月桜エリア、ここの駐車場で、朝の７時前ぐらいから、往来が減りました午

後の３時半ぐらいまで、公園の利用状況を見てまいりました。菊池公園十月桜エリ

アの場所は、皆さんご存じのとおり、菊池神社と菊池市営の弓道場の間の公園です。

以前は草木が生い茂っていたエリアでしたが、現在は駐車場も含めて４段に整備し

てある公園で、あずまやがあったり、木製のベンチがあったり、また給水設備も整

備してある公園です。２８日は朝は大変冷え込んだんですが、日中は大変よい天気

で、気持ちのよい一日でした。結果、遊歩道というものを整備されているんですが、

健康増進のために歩く方が１６名おられました。その中で、お一人の高齢の男性の

方にお話を伺うことができて、その方はほぼ毎日朝夕２回、遊歩道を健康のために

歩いているとおっしゃっておりました。時期的に少し寒くなってきたので歩く方も

減ったとも言われておりました。人数の多い少ないというのは別にして、近隣の

方々にとっては有効な散歩道であるみたいで、健康増進の目的ということでは、目

的自体は果たしているのかなと思います。 
   また、２８日の菊池公園の十月桜エリア沿いの、国道３８７号になるんでしょう

か。この道路の交通量は、朝早くから車も二輪車も大変多いように感じましたが、

このエリアにある駐車場の利用台数が延べ３４台で、この公園エリアを利用された

のは、お昼ご飯を持ってこられたわずか２組、親子７名でありました。 
   桜やツツジの花の時期ににぎわいを見せる公園もありますし、市民広場も公園と

いうものであれば、１１月２０日には菊池女子高の学園祭とドッグフリスビーの大

会、さらには米の食味コンクールも行われており、多くの方でにぎわいを見せてお

りました。やはりこのような何かイベントがあったり、遊具であったり、目玉にな

る何かがあれば、当然多くの方が集まり、利用価値の高い公園となると思います。

当日私が帰るときも市民広場には多くの方がいらっしゃいました。 
   また、その一方、そのようなにぎやかさではなくて、静かな環境を求めて来られ

る方もおられると思います。公園の大きさにもよりますが、本市の公園は、イベン

トを目当てに来られる方も静かな環境を求めて来られる方にも満足していただける

ものだと思っております。どれだけ多くの方に利用していただくか、創意工夫して

いくことが大切になってくるのではないでしょうか。本市としてのお考えがあれば

お答えください。 
   また、今、計画が進んでおります花房坂周辺公園整備ですが、これから地域の方
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を交えたワークショップなどを考えておられることはお聞きすることができました。

今現在計画中のこの公園において、菊池市として多くの方に利用していただくため

のお考えがあれば、お答えください。 
   以上２点、よろしくお願いいたします。 
○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、再質問にお答えいたします。 
   利用のための工夫ということでございますが、先ほど目的でも申し上げたところ

でございますが、公園につきましては、市内外から利用される場所でございます。

いつ利用しても同じような状態で利用できるよう、清潔に保つ必要があると思って

おります。そのため、何度でも利用したいと思われるような公園を目指し、創意工

夫も含めて検討してまいりたいと考えておるところです。日頃の維持管理を適切に

まずは行ってまいりたいと考えております。 
   それから、続きまして、花房坂の周辺公園についてでございますが、設置の経緯

から、まずは地元の方が愛着を持てるような憩いの場になればと思っております。

加えまして、この公園は国道３８７号の沿線にありまして、市内を一望できる高台

にあることから、観光面においても多くの方に立ち寄っていただけるような場所に

なればと思っているところでございます。こちらにつきましても、清潔な公園を維

持できるように、管理しやすい公園づくりを心がけてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 
   以上、お答えします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  今のお答えによりますと、清潔であって、次にもまた来て

いただけるような公園にするために、維持管理等に力を入れていくというようなお

答えだったと思います。リピート率の高い公園にすることも確かに大切なこととは

思いますけれども、私はまず、どこにどのような公園があるんだということを知っ

てもらうことも大切になってくるんじゃないかと考えております。そのためには、

何かその公園公園にメインになるものであったり、目玉となるイベント等があれば、

市民の方へもよく知っていただけるようになるんじゃないかなという思いもしてお

ります。 
   また、花房坂周辺公園においては、設置の経緯からとの答弁のとおり、地元の

方々の熱意によって花房坂の頂上付近に公園整備されるようになったことから、ま

ずは地域の方に愛着を持っていただくことというのは大切なことであって、答弁の
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とおり、場所的にも観光面からも多くの方に立ち寄っていただける公園となると私

は思っております。 
   そこで、今、計画中の花房坂周辺公園をより多くの方に利用していただくものと

して、本年第２回定例会で提案しました田んぼアートについて再度お話をさせてい

ただきます。この田んぼアートというのは、田んぼをキャンバスに見立て、色の異

なる稲を絵の具代わりに巨大な絵を描きます。全国的に有名なのが、お米のＰＲと

まちおこしイベントとして始められた青森県南津軽郡にある田舎館村です。最初の

年、平成５年になるんですが、３色の稲から始められて、現在では７色の稲を使っ

て繊細で緻密なアートを描かれ、毎年話題になり、年間３０万人以上の観光客が訪

れるものとなっております。 
   そこで、私は、先々月の１０月１２日に、議長の許可を得まして、鹿児島県の南

九州市川辺町で行われている田んぼアートの会場に行ってまいりました。会場は広

く基盤整備のなされた田園地帯で、高台もなく、そこにはやぐらが高く組んであり、

そのやぐらに上って鑑賞することになります。少し時期的に遅くあり、色合い的に

ははっきりしておりませんでしたが、まだ残っておりまして、見事なものであった

と思っております。 
   後日、南九州市役所のほうに電話をいたしまして、この田んぼアートについてお

話を伺いました。南九州市においての田んぼアートは市民有志により始められて続

いているもので、県から６０万円、市から２０万円の補助を受けてやっておられる

ということでしたけれども、会場には協賛しておられる会社、協賛金等頂いておら

れると思うんですが、協賛しておられる会社や個人の方の名前を掲示したボードが

あったり、また、会場には募金箱も設置してあって、資金面での苦労もあるように

感じました。しかし、ＳＮＳなどを通して話題が広まって、市内外からのお客さん

も増えているということでした。 
   また、一方、これまで行ってきた田んぼアートの事業自体を取りやめた自治体も

あります。そちらへも電話をして、取りやめた経緯をお尋ねをいたしました。その

自治体は市長の交代によって、前市長のときに２億から３億円の事業規模で田んぼ

アート公園を整えるという計画を白紙撤回されました。結果、２０１０年から行っ

てきたこの田んぼアートということ自体もなくなるとのことでした。田んぼアート

自体の問題ではないように感じました。しかし、そのときの職員さんの、これは個

人的な考えとしてという前置きをされて言われたのですが、田んぼアートというの

は集客力はあるし、地域の方々のまとまりができるいいものだと考えると、このよ

うに言われておりました。双方のお話を聞きながら、課題はあるものの、私はやっ

ていくべきだと考えておりますが、一度提言しておりますこの田んぼアートに対す
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るお考えをお答えください。 
○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、再々質問にお答えいたします。 
   高台から見下ろします田んぼアートにつきましては、この公園の展望を生かした

一つの観光イベントになるかとは思われますけども、本市ではこれまで実例がない

事業でありまして、実施するに当たりましては、実施場所の設定や耕作者の同意、

また、手法や費用等につきまして、関係部署等との協議や調整が必要であろうかと

思われます。したがいまして、現段階におきましては、他の自治体の事例を参考に、

調査研究の必要があろうと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  当然、このような事業、田んぼアート事業、いろんなこと

を取り組みますよということになると、課題の解決なども含めて、実行委員会など

の立ち上げなど必要になってくると思っております。私はこの事業に取り組んで、

また、それが成功するとなれば、多くの方に観光も含めて利用していただき、地域

活性化につながるものと考えております。新しくできます花房坂公園を訪れた方々

が、展望が開かれた公園で旧菊池市街地、七城、旭志方面まで一望できる風景を眺

めながら、その下の田んぼアートを目的においでいただくと。この田んぼアート自

体、その期間というのが、稲を使ったものであるならば７月から９月、３か月ぐら

い鑑賞できると。例えばその裏作に花を植えたりなんかすると、１２月から３月ぐ

らいまで計画していけるんじゃないかなと。長期間にわたって鑑賞できる公園にな

ってくるんじゃないかなと思っております。ぜひとも、先ほど答弁にありましたよ

うに、他の自治体の事例等を調査研究していただきながら、この事業を取組をして

いただくように強く要望いたしまして、次の質問に参ります。 
   最後に、高校の魅力化について質問をいたします。 
   前回の一般質問で猿渡議員からも質問があっておりましたが、菊池市内の公立高

校２校、私立高校１校と、菊池市には３校の選択肢がある本市にとって、それぞれ

の高校の魅力の発信というのは、菊池市内の中学生だけではなく、市外の中学生に

も、また小学生においてもしっかりとしていくべきだと考えております。今回は、

高校のことを身近に感じて、興味を持ってもらうことの一つとして、ボート競技と

いうものを例に挙げてお話をさせていただきます。 
   １１月２１日に斑蛇口湖ボート場で九州小中学生ボート競技大会が行われており
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ます。そこに本市の総合型スポーツクラブからも参加したとのことでありました。

成績をお聞きしますと、９種目中６種目において優勝されたと、このような報道も

ありました。 
   ボート競技といいますと、菊池高校と菊池女子高校にクラブがあります。今は菊

池高校において活動されておられるとお聞きしましたが、このボート競技を通じて、

ボート部があるという高校がこの菊池市にあるということから、それぞれの高校に

興味を持ってもらうことは、一つの魅力発信につながるものではないでしょうか。 
   そこで、菊池高校のボート部の人数と、先ほど述べました小中学生のボート競技

大会に参加した本市総合型スポーツクラブ員の全体の参加人数と、菊池市内、また

その市外の子どもたちの人数を教えてください。 
○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 
○音光寺以章 教育長  議員の皆さん、こんにちは。ただいま緒方議員からご質問に

お答えいたします。 
   まず、県立菊池高等学校のボート部員数につきましては、現在、１年生の男子６

名でございます。 
   次に、菊池市総合型地域スポーツクラブ、一般社団法人菊池ゆったりスポーツク

ラブのボートクラブである菊池ローイングクラブの部員数につきましては、２９名

でございます。小中学生の内訳につきましては、中学生が８名、うち菊池市内が６

名、菊池市外が２名です。小学生につきましては２１名で、菊池市内が１５名、菊

池市外が６名でございます。 
   続きまして、１１月２０日土曜日から２１日日曜日まで、菊池市斑蛇口湖ボート

場で熊本県ボート協会が主催で開催されました九州小中学生ボート競技大会２０２

１では、熊本県を含む九州４県から６チーム、中学生１９名、小学生３１名の合計

５０名が参加しております。本市の菊池ローイングクラブからも２７名が参加しま

した。議員からもございましたとおり、９種目中６種目で優勝を飾ることができて

おります。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  ありがとうございました。今教えていただきました人数の

子どもたちだけでも、ボート競技というものを通して本市の高校に興味を持って、

入学してもらえるように支援していくことも、高校の魅力化支援事業の一つと考え

ております。 
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   調べてみますと、熊本県には公立高校が５３校、私立２４校の計７７校の高校が

あるということですが、その中でボート部、漕艇部がある高校というのは、熊本学

園大学附属高校ボート部、済々黌高校漕艇部、熊本高校ボート部、八代清流高校漕

艇部、秀岳館高校ボート部、八代高校ボート部、尚絅高校ボート部、それと本市の

菊池高校と菊池女子高の九つの高校とありました。このボート部があること自体、

高校の魅力化になっているのではないでしょうか。 
   当然、ボート競技で言いますと、熊本市内には強豪校と言われる高校があります。

ボート競技だけで考えていけば、熊本市内の高校への進学が多くなるとも思います

が、今年の夏に菊池高校は、令和４年から、進学を見据えた未来探究コース１学級

と、地域で活躍する人材育成を目指す地域探究コース２学級に改編することを決定

されておられます。この地域探究コースでは、当然、竜門ダムは地域活性の一つと

して取り上げられるでしょうし、そこに併設する斑蛇口湖ボート場も学習の一つと

なると思います。そのように、ボート競技からの斑蛇口湖、また学習課題としての

斑蛇口湖というように、多方面からいろいろな窓口を持って、この菊池市に、同時

に菊池市の高校に興味を持っていただくことは可能ではないでしょうか。 
   ただ、このボート部において、高校から斑蛇口湖ボート場までの生徒さんの送迎

が課題とのお話も伺いました。迎えはどうにかなるんですけれども、送りの時間帯

がどうしてもどうにもならないというものでありました。このクラブ内の問題に対

しても聞き取りをしながら支援をすることも大切になってくると思います。そこで、

このような問題に対しても、本市で取り組んでいる高校魅力化事業での支援ができ

るものなのかというものを教えていただきたいと思っております。 
○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 
○音光寺以章 教育長  では、今のご質問にお答えします。 
   本市には県立菊池高等学校と菊池農業高等学校、私立菊池女子高等学校の３校が

ございます。それぞれ特色を持った学校経営が行われていると思います。本市教育

委員会とそうした地元３校の魅力を市内外に発信し、それぞれが持つ特色を生かす

ことができるよう支援することで、入学者が増え、ひいては地域の振興につながる

ことを期待し、高校の課題や取組を支援するため、連携・支援を行っているところ

でございます。 
   斑蛇口湖ボート場という菊池市の地の利を生かした菊池高校ボート部の活動は、

大きな魅力の一つであるというふうに思います。菊池ローイングクラブも優秀な成

績を収めている中、その子どもたちが地元の高校に進学し、さらに活躍することを

期待しているところでございます。 



－ 151 － 

   議員ご指摘の菊池高校ボート部の課題につきましては、菊池高校が抱える課題の

一つとして考えます。そこで、まず、高校の魅力アップのために学校として何をや

りたいのか、そのためには何が必要で、どのような支援を求めているのかを示して

いただき、その内容をしっかりと捉えて、保護者、地域、本市がそれぞれの立場で

行える支援を考えていきたいというふうに思っているところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  緒方哲郎議員。 

［登壇］ 
○３番 緒方哲郎 議員  ボート競技自体も魅力の一つと考えておられますし、課題

があった場合には、連携をしながら、しっかりとしたお話合いの中で検討するとい

うような前向きなお答えを頂きました。菊池高校の奥園校長先生というのは、今ち

ょっと言われたような、特色のある高校を目指そうという発想からだと思いますけ

ども、菊池高校から東大生を出そうじゃないかと、野球で甲子園に行こうじゃない

かというお話をされたいたこともちょっと思い出しました。 
   今回私はボート競技からの魅力発信という提案をさせていただきました。本市ボ

ート競技に関しては、香月、飯盛という２名の全国レベルの実績のあるコーチもお

られます。せっかく希望を持って菊池市にある高校へ入学したのに、様々な課題が

あって、例えばクラブを続けていけなくなるようなことがあれば、高校の魅力の発

信とは逆行するものになると考えます。今言われましたように、学校、行政、地域

が一緒になって高校の魅力化に取り組んで、入学してこられる生徒さんを増やし、

地域を支える人材育成を行うことは、これからの菊池市のためにも大切になるもの

と考えております。今後もそれぞれの高校と連携をしながら、魅力発信につながる

よう支援をしていただくことをお願いをしまして、質問を終わります。 
○大賀慶一 議長  これで、緒方哲郎議員の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時４７分 
開議 午後１時５６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  皆さん、こんにちは。議席番号６番、日本共産党、東奈津

子です。通告に従って質問を行っていきます。 
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   まず最初に、子どもの医療費助成について質問します。 

   子どもの医療費の高校３年生までの無償化、これは７年前、私が選挙に初めて出

たときからの公約であり、４年前に、当時、中学生以上は自己負担と立替えがあっ

た制度を、中学３年生まで完全無償化へと実現することができました。今度は高校

３年生まで対象の拡充を何としても実現したいと思い、改めて質問を行います。 

   最初に、２点質問します。１点目は、中学３年生までの医療費の完全無償化が実

現して４年が経過しましたが、市としてどのように評価をしているでしょうか。 

   ２点目は、無償化の対象年齢の拡充についてです。今、全国では、厚生労働省の

調べでは、７３３自治体、約４割の自治体が高校３年生までの医療費の無償化を実

施しています。県内でも６割を超える自治体が高校３年生までの無償化を実施して

います。近隣では既に山鹿市が実施、今年１０月から大津町でも実施が始まりまし

た。さらに、菊陽町では来年４月から実施を予定しております。菊池市においても

無償化の対象を高校３年生までに拡充すべきと思いますが、どうでしょうか。 

   以上２点、お聞きします。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  東議員のご質問にお答えいたします。 

   子ども医療費助成につきましては、平成２９年１２月から中学生の一部自己負担

を完全撤廃し、中学３年生までの子ども医療費を完全無償化としているところでご

ざいます。 

   議員ご質問の中学３年生までの完全無償化に伴う分析と評価につきましては、直

近の令和２年度の実績は、新型コロナウイルス感染症の影響で受診控えがあったと

思われ、助成額が減少しておりますので、外して比較しますと、中学生の受診延べ

件数は、完全無償化となる前の平成２８年度の６，３５４件に対し、平成３０年度

は１万１，９３７件で約１．９倍、令和元年度は１万２，５７４件で約２倍となっ

ております。また、医療費助成額は、平成２８年度の約１，２９９万円に対し、平

成３０年度は約２，５５８万円で約２倍、令和元年度は約３，００１万円で約２．

３倍となっております。その間、中学生の児童数の大幅な増減はありませんが、受

診延べ件数、医療費助成額は増加しており、経済的負担の軽減により、経済的理由

による受診抑制の解消と、早期の受診、治療の実現につながっていると捉えており

ます。 

   高校３年生までの医療費助成の拡充につきましては、県内では令和３年４月１日

現在、１４市中６市が、３１の町村中２２の町村が高校３年生まで助成をしている

状況でございます。高校３年生まで助成を行った場合の医療費は、県内で現在実施
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している市の１人当たり年間医療費を参考に試算しましたところ、約２，８００万

円増加すると見込んでいるところでございます。高校３年生までの医療費の助成の

実施につきましては、既に高校３年生まで無償化している自治体の状況を注視しな

がら検討してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  今、答弁がありましたように、中学校３年生までの完全無

償化実施前の平成２８年度が６，３５４件、実施後、平成３０年度が１万１，９３

７件、令和２年度が１万２，５７４件、子どもの数は変わっていない中で受診件数

が伸びているとの答弁でした。また、経済的負担の軽減、早めの受診、治療ができ

るようになった、このような答弁がありました。この結果から、中学３年生までの

完全無償化が子どもと保護者にとって必要な施策であることが証明されているので

はないでしょうか。 

   次に、高校３年生までの拡充については、予算が２，８００万円増えることもあ

り、他自治体の状況を注視しながら検討していきたいという答弁でありました。高

校生になると１人当たりの受診回数は年齢が低いときよりも減ります。しかし、受

診１回にかかる負担は大きくなります。年齢が低いときは風邪などの受診が多く、

高校生になると、ちょっとした風邪などでは受診せずに、どちらかというと部活動

などのけが等もあり、レントゲンなどの検査を行うなど、本人負担は決して軽いも

のではありません。 

   また、高校に入学すると、子育てにかかる経済的な負担も大きくなります。とり

わけ高校入学時の初年度の負担は重いものがあります。今年６月の猿渡議員の一般

質問の中で、公立高校に進学したご家庭の負担した費用が述べられていましたが、

様々な諸経費を含めると４０万円を超えるとのことでした。 

   ここで、現在、高校１年生の子どもさんがいらっしゃる保護者の方の声をご紹介

します。高校３年生まで医療費が無料になると本当にありがたいです。小学生の頃

に比べると病院に行く割合は減りましたが、その分、１回にかかる支払いが多くな

りました。薬の質や量も同じになり、高くなっているような。さらに、視力低下も

進み、眼科からコンタクト代もかかるようになりました。部活をしているとけがも

増え、整形外科を受診することも増えます。地元の高校ではなく、熊本市内の高校

に進学しているので、交通費もかかります。高校になると給食もなくなり、お昼代

も要ります。とにかく高校からお金がかかります。安心して医療を受けられるよう

な菊池市であってほしいです。このような声が届きました。午前中の水上議員の質
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問の市長答弁でもありましたが、子育て世代が住みやすくなる施策を進めていきた

い。まさしく高校３年生までの拡充は何よりもの子育て支援です。 

   また、財源の問題で指摘しておきたいのは、熊本県の市町村に対する子ども医療

費助成の低さであります。ここに熊本県の作成した資料があります。資料によると、

全国の都道府県の子ども医療費助成制度の実施状況、令和３年４月１日現在のもの

です。これによると、熊本県は入院、通院とも４歳未満、つまり３歳までしか市町

村に助成を行っていません。これは４７都道府県の中でワースト１位、最下位であ

ります。入院では、熊本県以外全ての都道府県が就学前まで助成を行っています。

通院においても、山梨県が５歳未満まで、それ以外の都道府県は全て就学前までの

助成を行っています。 

   ここで再質問をします。熊本県がほかの都道府県並みに子ども医療費の助成を就

学前まで行うと、菊池市において財源としてどれぐらいになるでしょうか。また、

県に対して全国水準の就学前までの対象年齢の引上げを要望すべきと思いますが、

どうでしょうか。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  再質問にお答えいたします。 
   現在、子ども医療費助成事業の県補助割合は、議員もおっしゃいましたとおり２

分の１で、その対象年齢は４歳未満となっており、令和元年度の本市の中学３年生

までの完全無償化による負担額は約１億７，０２３万円でございます。県の補助対

象年齢が就学前までに引き上げられた場合の市の負担は、令和元年度で見ますと約

１億６，２２３万円になり、市の負担が約８００万円減になると見込まれます。 
   県の補助対象年齢の引上げにつきましては、熊本県市長会定例会等において要望

をしているところでございます。補助対象年齢が引き上げられますと、市の財政負

担も少なくなり、新たな財源が生まれ、より充実した子育て支援に取り組むことが

できると考えますので、今後も継続して市への要望をしてまいりたいと考えており

ます。 
   あわせまして、本市は子どもの未来を応援する首長連合に加盟しております。そ

の中においても、子どもの医療費について、地域格差を生じさせず、全国一律の国

による高校３年生までの無償化を視野に入れた助成に係る制度の創設などを要望し

ているところでございますので、こちらにおきましても継続的に要望してまいりた

いと考えております。 
   以上、お答えいたします。 
   申し訳ありません。先ほど県への要望をというふうに申し上げなければならない
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ところを、市への要望と申し上げました。おわびして訂正させていただきます。 
○大賀慶一 議長  東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  財源で言うと、県が全国水準に就学前まで助成対象の年齢

を引き上げると、市の負担が約８００万円減るということです。答弁にもありまし

たが、県に対してしっかりと要望を上げていただきたいと思います。 

   ４年前、市長の決断で本市においても中学３年生までの医療費の完全無償化が実

現しました。これは子育て世代にとって大きな励ましでありました。その後４年間

で全国でも県内でも子どもの医療費無償化の流れはさらに進み、高校３年生までの

無償化は全国で４２％、県内に至っては６割を超えています。今から４年前の２０

１８年３月の私の一般質問での高校３年生までの無償化を求める市長の答弁は、ま

ずはこの中学３年生までの子ども医療費の実績等を踏まえながら、十分にまずは検

証してまいる必要があるというふうに思っております、こう述べられています。最

初の部長答弁でもありましたが、４年前の中学３年生までの完全無償化後、受診件

数も伸びており、実績の面でも拡充は待たれている、必要な施策であると思います。

４年がたちました。本市でも医療費の無償化を高校３年生まで引き上げていくべき

と考えますが、どうでしょうか。市長の見解をお聞かせください。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 
［登壇］ 

○江頭実 市長  それでは、ただいまのご質問、高校３年生までの医療費助成の拡充

についてどう考えるかというご質問でございました。 
   前に申し上げましたように、子育て環境の充実を図るというのは本市にとっても

非常に重要な政策でございます。特に子どもの頃からの健康づくりを担う母子保健

事業と、それから子育て支援事業の充実といったものにはこれからも力を入れて、

安心して子どもを産み育てることのできる環境をつくっていきたいというふうに考

えているところでございます。 
   そういう中で、高３までの無償化というのは、先ほど部長からも答弁ありました

とおり、毎年大変大きな財政負担を伴うものであります。一方で、子ども医療費の

助成事業というのは、そもそも子どもの疾病の早期治療を促して、健康の保持、そ

してまた健全な育成のために実施するものでございますので、本来であれば、自治

体ごとの事情によってその取扱いに差がつくということでは好ましくないものとい

うふうに考えております。 
   ですから、先ほど来部長から申し上げてますように、子ども医療費の助成の高３

までの拡充ということにつきましては、まずは補助に関する県への要望を続け、こ
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れと併せまして、県または加盟する子どもの未来を応援する首長連合を通じて、国

への制度創設ということを強力に働きかけていきたいというふうに考えています。

一方で、今おっしゃるような県内自治体の助成の状況もございますので、こちらの

ほうもよく注視をしながら検討していきたいというふうに考えているところです。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  今、市長が答弁されましたように、本来であれば、住むと

ころによって制度に格差があってはならない、私もそう思います。国がきちんと制

度を画一して対象年齢を引き上げていくべきであることには私も異論はありません。

同時に、新型コロナ感染症の影響で、暮らしの厳しさは一層深刻になっております。

とりわけ子育てに係る経費は家計の中でも最も大きな比重を占めます。そして、子

どもの成長は待ってくれません。未来を担う子どもたちが病気やけがをしたとき、

お金の心配をしないで済むようにすることは、地方自治体の大事な支援であると思

います。 

   ここで、ある調査結果を紹介します。全国保険医団体連合会情報通信部長の本田

孝也医師の調べでは、ゼロ歳から１９歳までの時間外、夜間受診件数は、全国で、

２００６年度が７２万件、これが２０１７年度には５２．８万件まで減っているそ

うです。つまり、助成制度が地方自治体で拡充することで、子どもが早めに受診で

きるようになり、病気の重症化が防止されたと本田医師は結論づけています。ぜひ

早急に拡充の方向で検討を進めていただきたい。このことを改めて要望しまして、

次の質問に移ります。 

   次に、ＬＧＢＴＱ、性的マイノリティーについて質問を行います。この問題につ

いても、これまで２回一般質問で取り上げてきましたが、改めて質問を行います。 

   どういう立場や分野の問題であれ、マイノリティー、少数者の人たちが肩身の狭

い思いで生活せざるを得なかったり、あるいは、差別や偏見のためにありのままの

自分を肯定できなかったとすれば、それは健全な社会とは言えません。逆に、マイ

ノリティーと言われる人たちが暮らしやすい社会ほど、その社会の全ての構成員に

とっても暮らしやすい社会であると言えると思います。特に性的マイノリティーを

めぐっては、性意識、性行動に関わる問題であり、そのことそのものがふだん公然

と語られることがない事柄であることや、当事者がカミングアウト、公表しなけれ

ば事態が表面化しないために、最後のマイノリティーと言われています。しかし、

この間、性の多様性を認め合い、性的マイノリティーへの差別をなくし、誰もが個

人の尊厳を尊重される社会の実現を求める運動が世界でも日本でも広がり、行政や
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社会を大きく動かしてきました。 

   ここで２点質問をいたします。１点目は、この問題への菊池市の取組についてで

す。菊池市でも職員の研修をはじめ様々な取組が行われてきたことと思います。市

の取組の現状をお聞かせください。 

   ２点目は、パートナーシップ制度の導入についてです。ご承知のように、現在の

日本の民法や戸籍は男女の結婚を前提にしており、同性婚を認めていません。その

ため、同性のカップルは相続権や税金の配偶者控除などの法的、経済的な権利が認

められていません。病院でも家族としての面会や付添い、手術の際の同意の判断が

許されないことなども問題になっています。異性カップルであれば抱えなくてもい

い物理的、心理的な負担が、同性カップルには重くのしかかっているのが現状です。 

   そのような中で、パートナーシップ制度を導入する自治体が広がっています。パ

ートナーシップ制度とは、制度を導入した自治体の中で同性カップルにも異性カッ

プルが結婚している場合とほぼ同等の権利を認めるものです。具体的には、公営住

宅の入居、緊急時の病院での面会など、親族同様の扱いを受けることが可能になり

ます。日本では２０２１年１０月１１日現在、１３０の自治体、総人口の４割以上

をカバーするまで広がっています。本市においてもパートナーシップ制度の導入を

進めていくべきと思いますが、どうでしょうか。 

   以上２点、お聞きします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 
［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  それでは、東議員の２点の質問にお答えいたします。 
   まず、ＬＧＢＴＱに関します計画の位置づけと、市の取組の状況についてお答え

したいと思います。 
   まず、２０１８年から２０２１年までの第２次菊池市総合計画後期基本計画には、

ＬＧＢＴなど多様化する人権問題に対して正しく理解するための啓発活動や研修事

業、また相談や支援体制の充実に向けた取組を推進するというふうに位置づけてお

ります。このことについては、２０２２年度からの第３次菊池市総合計画前期基本

計画にも引き継いでいく予定でございます。 
   また、菊池市人権教育・啓発基本計画においては、２０２０年３月に改定し、

「性自認・性的指向に関する人権」として重要な人権課題の一つと位置づけ、「今

後、人権教育・啓発活動を通してさらなる理解を深め、性的少数者の人権を守ると

ともに、誰もが自分らしい人生を送ることができる社会をめざす」としているとこ

ろです。 
   また、本年度中に改定を行う菊池市男女共同参画計画の中で、「性自認・性的指
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向（いわゆるＬＧＢＴＱ）に関する理解促進のための啓発を行う」と具体的施策と

して明記したいと考えております。 
   続きまして、市の取組としましては、まず、行政職員が性自認・性的指向に関す

る人権の理解を深める必要があるため、２０１８年１０月と１１月に管理職を対象

として研修を実施しております。それに併せて、全庁的に申請、届出書等における

性別記載欄の有無に関する調査を行い、その結果、３９か所の男女記載欄について

削除を行いました。 
   また、２０１９年９月に菊池市まちづくり企業連絡協議会で、阿蘇ひまわり法律

事務所、森あい弁護士を講師にお招きし、性的マイノリティーの観点から一人一人

が大切にされ、その人らしく働ける職場づくりについて研修を行っております。そ

れから、２０１９年８月と２０２０年１月に校区人権啓発推進部会で、教職員や市

民を対象として、性的マイノリティーの当事者をお招きして講演をいただいている

ところでございます。今後も菊池市人権教育・啓発基本計画等に沿って、引き続き

人権教育・啓発を進めていきたいと考えております。 
   それから、２点目の菊池市でもパートナーシップ制度の導入を進めていくべきで

はと思うがということでございますけども、東議員から先ほど紹介がありましたよ

うに、パートナーシップ制度とは、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合う共

生社会の観点から、同性のカップルに対して２人の関係が婚姻に相当することを自

治体が公的に認める制度であると認識しております。法的な効力はございませんが、

自治体がパートナー関係を認め、宣誓書受領証等を交付することで、行政や病院等

で同性カップルが家族と同等の対応やサービスが受けられるようになるものと認識

しているところでございます。 
   議員もご承知のとおり、県内においては二つの自治体がパートナーシップ制度を

導入し、熊本市が２０１９年４月から、大津町が本年１０月からスタートしており

ます。本市の導入に向けた取組としましては、熊本市や大津町の制度導入後の状況

を注視しながら、国、県、近隣市町の動向を踏まえた上で検討してまいりたいと考

えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  まず１点目の取組についてですが、今、部長の答弁にもあ

りましたように、市の様々な計画や施策の中での位置づけがきちんとこの間されて

きたこと、また、研修や公的書類の必要のない性別欄の削除など、この間取組が進

んできたことは承知しました。ぜひ、以前から要望しました、多目的トイレのドア
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に誰でも利用できますとの表示をすることを要望しておりますが、まだ実現してお

りません。この点も含めて、さらにこの問題での取組を進めていただきたいと思い

ます。 

   次に、２点目のパートナーシップ制度の導入についてですが、近隣市町村、県、

国の動向を見ながら検討していきたいとの答弁でした。最初に述べましたように、

現在、１３０の自治体、総人口の４割をカバーするところまで広がっています。今、

部長がおっしゃられましたように、県内でも熊本市をはじめ、お隣大津町でも導入

が始まっております。九州内では既に県単位で佐賀県が導入、福岡県も導入を表明

しております。こうやって見ると、時代はパートナーシップ制度を導入しないこと

が問題になる、このような流れになっているのではないでしょうか。 

   今回、再度この問題を質問するに当たり、先ほど研修のところでご紹介のあった

森弁護士にお話を伺いました。次のように言われていました。パートナーシップ制

度というのは、実際に導入しても、利用者がすぐにいないかもしれない。しかし、

大事なことは、この制度を導入することが啓発の重要なツールであり、当事者を力

づけるものである、このようにおっしゃられていました。行政が正面からこの問題

を認めている、このメッセージにつながるということです。 

   ここで一つ紹介したい事例があります。議長の許可を頂きましたので、農協が発

行している雑誌「家の光」の２０１９年９月号の記事を紹介させていただきます。

この中で、ゲイカップル農村での挑戦と題して、三重県伊賀市に大阪から移住した

ゲイカップルのことが紹介されています。記事の内容をかいつまんで紹介します。

多様性が村を元気に。ＬＧＢＴの当事者は大都会に住むことが多い。そんな中、農

村に暮らす人もいる。三重県北西部にある伊賀市、忍者の里としても知られるこの

まちには、同性パートナーを認める制度がある。そんな伊賀市に移住したゲイカッ

プル、加納さん、嶋田さんに会いに行った。２人は２０１６年夏、大阪市から伊賀

市に移住した。２人の伊賀市との出会いは運命的だった。自然が大好きで、いつか

田舎暮らしがしたいと漠然と思っていた嶋田さんの背中を加納さんが押して、農村

への移住を決意。大阪のようにゲイであることを誰にも干渉されずに暮らせる土地

を探していたが、そんなところはどこにもなかった。田舎暮らしは難しいと諦めか

けていたとき、ふと同性のパートナーシップ宣誓制度がある伊賀市のことを思い出

す。移住促進窓口に電話をかけ、同性パートナーと移住したい旨を伝えた。大歓迎

です、移住コンシェルジュの女性の明るい声が胸に刺さった。ここしかない。彼ら

の人生が大きく変わった瞬間だった。このように、パートナーシップ制度の導入と

いうのは、当事者を励ますものであると同時に、自治体にとっても、多様性を尊重

する自治体としてアピールする力にもなると思います。 
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   江頭市長自身も３年前の私の質問の答弁の中で次のように述べられております。

特に現代社会というのは非常に複雑化しておりますので、多様性というものは非常

に社会の発展にとっても様々な視点をもたらすということで、活力にもつながるも

のだという考えを私は持っております。こう述べられております。最後に、市長に

お聞きします。菊池市でもパートナーシップ制度の導入を進めていくべきと思いま

すが、どうでしょうか。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 
［登壇］ 

○江頭実 市長  それでは、パートナーシップ制度の導入についての見解を述べよと

いうご質問でございました。 
   ＬＧＢＴＱなどのいわゆる性的マイノリティーの方々が抱える悩み、あるいは生

活の場の困り事と、あるいは困り感といったものについて、正しく私どもが理解し

て、支援していくということは、人権の上からも重要であるというふうに認識して

おります。こうした悩み、困り事に対するさらなる理解を深めて、性的マイノリテ

ィーの方々の人権を守るとともに、今おっしゃったような、この多様性を尊重して、

人権教育・啓発活動を通して、誰もが自分らしい人生を送ることができる、そうい

う社会を実現するように目指していこうということは非常に重要であると引き続き

考えているところでございます。 
   一方、本テーマに関しては様々な意見はあると思いますので、パートナーシップ

制度の導入に向けまして、多様な意見に耳を傾けながら、具体的な検討を進めてい

きたいというふうに考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  ぜひ導入の方向で具体的に検討を進めていただきたいと思

います。同性婚を認めることは世界の潮流となっています。１９８９年にデンマー

クで初めて同性カップルに異性カップルが結婚している場合とほぼ同等の権利を認

める登録パートナーシップ制度ができました。そしてその後、２００１年にオラン

ダで同性婚が実現しました。そして、この流れはヨーロッパ、南北アメリカ、オセ

アニア、そしてアジア、台湾にも広がり、２０２０年５月現在で２９の国・地域で

同性婚が可能になっています。 

   日本でも２０１９年に日本で生活する１３組の同性カップルが、同性カップルが

法律婚できないのは憲法違反だと、東京、札幌、大阪、名古屋で一斉に国を提訴し、

今年３月、初の判決となった札幌地裁が、同性婚を認めない現行の民法の規定を違
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憲、憲法違反と判断しました。この判決では、性的指向の違いでもたらされるこれ

らの数多くの差別を憲法第１４条の平等原則に照らして不合理としました。 

   先日、私の子どもの通う中学校のＰＴＡの運営委員会で、生徒会の執行部から制

服を変えることについての提案があり、私も生徒さんから直接お話を伺う機会があ

りました。その中で、制服を変えていきたい理由に、制服の機能性とともに、多様

性への配慮がありました。１０代の子どもたちが多様性について真剣に、当たり前

に議論をしている姿を見て、本当に頼もしく感じました。 

   菊池市でもＳＤＧｓを理念に様々な分野で行政が進められています。まさしくパ

ートナーシップ制度はこのＳＤＧｓの理念を具体化する取組そのものであります。

この制度の導入は、予算のかかることでもなく、首長のやる気次第で実現ができる

制度であります。ぜひ市長には実現に向けて検討を早急に進めて、一日も早く決断

をしていただきたい。このことを改めて要望して、次の質問に移ります。 

   次に、福祉灯油の実施について質問します。 

   世界的な原油の高騰により、日本でもガソリン、灯油の値上がりのほか、食料品

などにも影響が出ています。とりわけ冬の季節となり、灯油の値上がりは切実です。

１２月１日の熊日新聞では、県内師走の家計、経営圧迫との見出しで、原油高の高

騰が家計や企業経営を圧迫している記事が掲載されていました。今回は、原油高の

影響の中でも、高齢者や低所得者の生活にとりわけ影響を与える灯油の高騰に絞っ

て質問を行います。 

   県内の灯油は１８リットル当たりの平均小売価格は１１月２２日現在で１，９６

３円で、約１３年ぶりの高水準となっています。さらに、原油価格の反映に時間差

が生じる電気やガス料金は今後も値上げが続く見通しと報道されています。このよ

うな中、総務省は１１月１２日、以下の自治体支援策を発表しました。地方公共団

体が原油価格の影響を受けている生活者や事業者を支援するために行う原油価格高

騰対策に対し特別交付税を講じるとのことです。措置率は２分の１、対象の例とし

ては、生活困窮者に対する灯油購入費等の助成、社会福祉施設、養護老人ホーム、

障がい者施設、保育所、幼稚園等に対する暖房費高騰分の助成です。 

   このような国の補助を受けて、全国では灯油購入に補助を行う自治体が生まれて

います。幾つか紹介します。新潟県新発田市では、１１月５日、市内の低所得者ら

約７，０００世帯を対象に灯油購入費として１世帯当たり５，０００円を助成する

と発表しています。対象は生活保護世帯や生活困窮者世帯、住民税非課税の高齢者

世帯、低所得の子育て世帯などです。また、県としては、岩手県、鳥取県が低所得

者を対象に補助を実施しています。実施しているのは東北など寒さが厳しい自治体

がほとんどですが、菊池市も朝晩の冷え込みは厳しいものがあります。また、これ
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から新型コロナウイルス感染症第６波も心配され、外出を控え、できるだけ家から

出ない生活をする人が増え、灯油の負担が従来よりもさらに増えることが予想され

ます。 

   ここで質問します。原油価格の高騰により市民生活への影響が懸念されますが、

高齢者や低所得者へ国の制度も活用して福祉灯油の実施を行っていくべきと思いま

すが、どうでしょうか。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  福祉灯油の実施についてのご質問でございますが、原油

価格の高騰の影響を受け、特に暮らしに直結する灯油価格の高騰が不安視されてい

ることにつきましては、十分認識しているところでございます。 
   ご提案の福祉灯油制度につきましては、寒さが厳しい北海道や東北地方などで実

施している自治体はありますが、県内では現時点で実施している自治体はなく、本

市におきましても、現時点での灯油購入費用の助成等を実施する予定はございませ

ん。国は備蓄石油を放出し、原油価格の上昇の抑制を見込んでいるところであり、

今後も国の動向や原油価格の状況等を注視しながら、社会情勢に応じた適切な対応

に努めてまいります。 
   以上、お答えいたします。 
○大賀慶一 議長  東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  県内では実施している自治体もないということで、現時点

では考えていないという答弁でありました。また、国の動向を見ながら適切な対応

に努めてまいりたいという答弁でもありました。国は備蓄の放出を決めましたが、

テレビの報道を見てましても、この放出が値下げにつながるかどうかは不透明であ

るということです。何の保証にもならないと思います。もう既に１２月に入り、冬

本番となっています。私は早急にこれは検討すべき課題ではないかと思います。 

   生活保護世帯には、ご承知のように、冬季加算という制度がありますが、国は２

０１５年から冬の命綱の冬季加算を引き下げています。そして、この冬季加算は今

年の原油高騰を想定した金額ではなく、従来の金額であります。ある新聞の記事に、

今年の灯油の高騰で生活保護を受けている親子の声が紹介されていました。雪国東

北の地域の方ではありますが、その声は身につまされるものがありました。食べ物

がねえことよりも灯油がねえことのほうがひもじい。寒さは我慢できねえから。こ

ういう訴えでありました。 

   また、私のところにも菊池市にお住まいの高齢者の方から、灯油の高騰で生活が
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厳しい、こういう声をたくさんお聞きします。ある訪問介護をされているヘルパー

さんからは次のようなお話をお聞きしました。訪問介護で利用者のお宅を訪ねてみ

ると、利用者の方が電気も消して、こたつにじっとしている。もちろんこたつのス

イッチは入っていない。このようなお話でした。灯油の高騰が社会的に弱い立場の

人の生活を押し潰そうとしています。医療や介護の負担増、年金の減額などで、た

だでさえ苦しい生活を強いられている人は少なくありません。 

   先ほども紹介しましたように、鳥取県のように県単位で助成を決めている自治体

もあります。独自での判断が難しい場合は、県にも助成の要望を上げていただき、

この冬を乗り切れるような施策を実施していただくことを最後に要望しまして、一

般質問を終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、東奈津子議員の質問を終わります。 

   以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。 

   次の会議は、明日１２月７日に行います。引き続き、一般質問となっております。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立お願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時４０分 
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○大賀慶一 議長  全員、ご起立をお願いします。 

   傍聴の方も可能な方はご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○大賀慶一 議長  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○大賀慶一 議長  日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  皆さん、おはようございます。本日のトップバッター

を務めます、議席番号１７番、是は是、非は非で考えるがモットーの二ノ文伸元で

す。通告に従い、質問をさせていただきます。 

   まず、企業誘致について質問いたしますが、昨日の水上隆光議員の一般質問と重

なる部分もありますが、私なりに勉強させていただいたので、おさらいという意味

で質問させていただきます。 

   企業誘致は、自主財源確保の観点から、なくてはならない大事な役割を占めてい

ると思っております。 

   そこで、お尋ねですが、これまでの企業誘致に対しての取組状況と成果について

お示しください。 

   併せて、以前は市役所内に企業誘致課がありましたが、現在はどのような形にな

って企業誘致を進めているのか、お尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  改めまして、おはようございます。それでは、ただいまの二ノ

文議員さんのご質問にお答えいたします。 

   まず、企業誘致の取組につきましては、当時、分譲中の工業団地の周辺分析や、

今後、成長が期待される分野の調査を行い、ターゲットを絞り込み、積極的な訪問

を重ねるなど、効率的な企業誘致活動を実施してまいりました。 

   その成果といたしまして、合併後には２２件の企業が新設され、平成２７年には
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林原蘇崎工業団地が完売、平成２９年には田島工業団地が完売となり、これにより

市有の工業団地は完売しております。 

   さらに、既立地企業についても、熊本県とも連携しながらフォローアップ訪問を

行い、５０件の増設につながっております。 

   企業の新増設の動きによって、約４８０億円の投資が行われ、約２，８００名の

雇用を創出するなど、市内経済の活性化にとっては非常に大きな成果を上げている

と考えております。 

   現在、市のほうでは、商工観光課の中で企業誘致の係を持って、実施していると

ころでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  再質問いたします。 

   県内版だけでなく、全国版でも期待されていることが分かる、菊陽町の半導体工

場ＴＳＭＣの進出が決定されました。同社がソニーグループと共同で菊陽町に建設

する新工場の投資額は約８，０００億円とのことであります。当初の計画では、同

じく菊陽町に工場を新設したソニーの１，０００億円や、富士フイルムの１，１０

０億円を大きく上回っています。新規雇用だけでも１，５００人を見込まれ、工場

建設や周辺整備に伴う建設、建築需要だけでなく、稼働に必要な製造需要なども期

待ができるところです。 

   さらに、産業集積が一段と進めば、周辺自治体はもとより、県全体の経済浮揚の

起爆剤となることは明らかであります。世界的な大企業の進出は、一方で人材獲得

競争が激化するとの懸念も有するようです。 

   そこで、お尋ねですが、ＴＳＭＣ（台湾セミコンダクター・マニファクチャリン

グ・カンパニー）がお隣の菊陽町に進出するに当たり、本市として、関連企業の誘

致、それに伴う従業員などの居住空間や、菊池温泉を利用した保養施設の確保など

のインフラ整備、また、人材の育成にどのように関わっていかれるのか、お尋ねい

たします。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、二ノ文議員の再質問にお答えいたします。 

   昨日、水上隆光議員のご質問の際にもお答えいたしましたが、ＴＳＭＣの菊陽町

への進出は、関連事業者の進出や市外からの人口流入による経済の活性化といった

恩恵が期待され、本市にとって好機になると考えております。 
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   しかしながら、大規模事業者の進出は、市内のあらゆる産業分野において人材の

確保や人件費の増加といった課題もございます。 

   また、市長が昨日申しましたように、市といたしましては、このチャンスを市の

発展につなげたいという強い思いから、民間開発に連動する形で、住宅・教育環境

整備など、関係部署の連携を強化し、庁内横断的また総合的に取り組んでまいりた

いと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  今、菊陽町を取り巻く自治体こぞって、このＴＳＭＣ

に対して興味を持たれて、もういろんな形であの手この手を使われて、企業誘致や

らいろんな事業を自分たちの自治体に持ってこようと、言い方は悪いですけど、虎

視たんたんと狙っているようなことが報道されています。やはり菊池市もそれに負

けないように、ただただ手をこまねいているだけではいけませんので、そこは執行

部の方、大変やっておられると思いますけども、一つの問題としまして、学区の問

題があると思うんですよ。これは現実的な話です。やはり泗水は熊本のほうにも行

けるような形になっております。やはり泗水は泗水、旭志は旭志といったふうに、

旧菊池市は旧菊池市、そして旧七城町は町としてのそれぞれの役割があると思うん

ですよ。そこら辺をしっかり的確に捉えられてやっていかれればいいのかなという

ふうに思います。やはり泗水は居住空間としては最適だろうと思いますので、そこ

ら辺をですね。それから、旭志のほうは、昨日、水上議員の質問の中でいろいろあ

っておりましたけども、旭志のほうになると、一番問題なのは下水道ですね。国道

３２５号、下水道を通して、可能だと思います、やる気になれば。それをやはり泗

水の住吉にある農業集落排水ですか、そこにつなぐというようなことも可能ですの

で、そこら辺はやはりしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。 

   それでは、再々質問をいたします。 

   先ほどから今までの取組状況やらいろんなことをお聞きしまして、ああ、しっか

りと執行部の方は頑張っていられるんだなという思いを持ちました。市長を中心に

本当に頑張っていただいて、成果が出ていると思いますけれども、現状に満足し、

手をこまねいてばかりではなく、これから先、本市が企業誘致を進めていくことは、

菊池市が今後発展するのか、衰退していくのか、大変重要な役割であると考えます。

企業誘致こそ市政発展につながる最善の方策であると確信してやまないところです。

この際、江頭市長をトップに、前川自民党県連会長、笠愛一郎県商工会連合会長な

どにお願いをして、政官民が一体となって一致団結して、庁内だけで対応するので
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はなく、豊かなパイプを持たれる人材にもご協力をいただき、企業誘致プロジェク

トチームを発足させてはいかがでしょうか。市長にお尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  今後のＴＳＭＣを契機とする経済発展に対する考え方ということで

ございます。 

   部長が申しましたように、まず庁内的には、住宅、教育環境、そのほか、たくさ

ん関連するものがございます。庁内を一体的に連携ができるように、庁内横断的・

総合的な取組をやってまいりますけども、そのほかにも、農業、商業、工業、全て

様々なことが関連してくると思いますので、各位のご協力をいただきながら総力戦

で臨んでいきたいと、そういう覚悟でございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  庁内だけではなく、政官民一体となったことでやると

いうことでありますので、しっかり頑張っていただいて、市の発展をしっかりやっ

ていただきたいというふうに思います。 

   それでは、次に進みます。 

   次に、パワーハラスメントについて質問をいたします。 

   先月、１１月１日、菊池市役所において、菊池市長よりパワーハラスメントを受

けたという幹部職員の訴えを伝える内容が新聞、テレビなどで報道され、多くの市

民が衝撃とともに、不安、怒りを持たれたのではないかと思います。 

   昨年４月に菊池広域連合消防本部における上司によるハラスメントを受けた消防

職員が自殺に追い込まれるという痛ましい事案があったばかりで、この件について

は第三者委員会が設置され、ハラスメント認定により加害職員の処分もなされたこ

とは、皆さんも承知のとおりです。 

   まず、職場におけるパワーハラスメントの定義をどのように捉えておられるか、

質問いたします。お答えください。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  改めまして、おはようございます。それでは、二ノ文議員の

ご質問にお答えいたします。 

   職場におけるパワーハラスメントの定義としましては３点ございます。まず、一

つ目に、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、二つ目が、
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業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、三つ目が、労働者の就業環境が害

されるものであることと、この三つの全ての要素を満たすものをいうとされており

ます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  安心しました。分かっておられますね。 

   私が昨年６月議会の質疑の中で、広域連合本部によるハラスメント、町村の長に

よるハラスメントの事案、また、昨年６月１日から、職場におけるパワーハラスメ

ント防止施策が事業主に義務化されることを受け、菊池市におけるパワーハラスメ

ントの対応等について質疑をしましたが、この質疑では、総務部より、事業主とし

てパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針、対処の内容等を職員に周知・

啓発することに努めているという答弁があり、また、市長においては、「自分の問

題として捉えたときに、私は、ある意味、事業主に相当するので、パワーハラスメ

ントを行わないというのは当然であるが、職員みんながそれを行ってはならない。

やった場合は厳正に対処をされるんだというを十分に自覚するように、既に庁内で

も周知徹底しているし、これからもそのことをいろいろな機会に言い続けていきた

い」という答弁をされています。皆さんも記憶にあることだと思います。 

   ここで、市長に質問いたします。 

   答弁の中で、職員に周知・徹底を図るという職員とは、市長ご自身も含まれてい

たと捉えてよろしいでしょうか。また、厳正に対処するというお考えは今もお変わ

りありませんか、お答えください。 

   次に、これからもそのことをいろいろな機会に言い続けていきたいとは、どのよ

うな機会にどのようなことを言い続けてこられたのか、お尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  市が提示しました職員への周知内容についてというご質問でござい

ます。 

   まず、対象としては、これはもう全庁に呼びかけておりますので、区別なく、そ

ういう意味では、私も入っておるという考えでよろしいかというふうに思います。 

   それから、今後につきましては、これはもう常ふだんから機会を捉えて、言い続

けていかねばならぬことだというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 
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［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  厳正に対処するというお考えは今もお変わりありませ

んか。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  そのような事案があった場合には、厳正に対処したいというふうに

考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  今回、実名での被害公表後に、さらに別の職員も匿名

でパワハラ被害を訴えたことが熊日新聞報道で分かり、さらに衝撃を受けました。

現在、市長に対してのパワーハラスメント被害の訴えは、実名、匿名を含め、何件

になるのか。また、被害者件数及び被害者以外の相談者件数をお知らせください。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  二ノ文議員のご質問のほうにお答えいたします。 

   ハラスメントの相談件数としましては、令和２年第２回定例会の６月以降の件数

で申し上げてよろしいでしょうか。 

   まず、その件数としまして、１点目として、職員間のパワハラ疑いというのが１

件ございました。これに関しまして、担当課の聞き取りにより、お互いの行き違い

によること、また、係内でのコミュニケーションの不足が主な原因と考えられ、こ

の事案については、パワハラとは認められなかったと判断したものでございます。 

   それから、議員によるパワハラ疑い、こちらのほうは３件ございまして、こちら

は匿名での報告であることから、事実確認等は実施できなかったものの、その内容

からパワハラがあったと推察されると判断したものでございます。 

   それから、今回の市長を行為者とする相談受付が１件ございました。 

   以上の全部で５件になります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  聞きたかったのは、今回の市長に対する被害報告とい

いますか、もう一度聞きます。報道では２件、それ以外に１件ということでよろし

いですか。 
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○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  先ほどお答えしましたのは、相談件数は１件ということでお

答えしたところでございます。 

   相談受付とは別に、庁内ネットワークに設置しております職員からの各種相談や

意見を受け付ける職員目安箱、これ、ハラスメント意見箱に今回の相談内容に同調

するような投稿が２件ございました。こちらは匿名での投稿であり、ハラスメント

と受け取れる記載はございませんでしたので、ハラスメントの相談としては取り扱

っておりません。こちらのほうは２件ということでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  執行部のほうとしては、結局は、受け付けたのは名前

を公表された１件だけということになりますか。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  投稿があったものは全て受付をしておりますけども、ハラス

メント相談として受け付けたのは１件で、そのほかは、その同調意見ということで

受け付けております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  執行部としては１件だろうというふうに考えるのが、

これは当然に思われると思いますけども、やはり我々市民のほうから見れば、完全

に４件なんですよ。なかなかこういう事案を勇気をもって名前を公表してするとい

うのは、これは大変な勇気が要ると思います。 

   そこはさておき、次の質問に移ります。 

   職場でハラスメント被害は全体の３８％、そして、ハラスメント被害者の４４％

が誰にも相談しなかった。その理由は、相談しても無駄だと思うからが主なもので、

組織が相談できない体質ということが挙げられています。これは２０１９年５月、

日本労働組合総合連合会の調査結果です。 

   菊池市は、令和２年１１月、菊池市職員のハラスメント防止に関する指針、令和

３年３月２９日に菊池市職員におけるハラスメントの防止に関する規程にて、ハラ

スメント防止についての施策を出しています。内容は、１、行為者の意図にかかわ
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らず、言動により不利益、不快感を与え、職場環境を悪化させることをハラスメン

トと定義、２、総務部総務課にハラスメント相談窓口と外部相談窓口の設置、３、

ハラスメントやその防止の観点により、ハラスメントと判断しかねる場合も相談対

応、４、ハラスメントに関する申出人及び関係者のプライバシーの保護と、知り得

た秘密の厳守と不利益の防止、５、委員会によるハラスメント確認時は、菊池市職

員分限懲戒審査委員会規程にかかわらず、任命権者へ懲戒処分を上申、この点につ

いては相違ありませんか。総務部長にお尋ねします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  二ノ文議員のご質問にお答えします。 

   今の規程の内容については、相違ございません。ただ、ハラスメントの内容とし

ましては、今回上がっておりますようなパワーハラスメントであったり、セクシャ

ルハラスメントであったり、いろいろなハラスメントの中で、内容によって違って

くるものでございます。 

   パワーハラスメントにつきましては、先ほど言った内容で、合理性、継続性、客

観性があるかどうかで判断していくものであり、セクシャルハラスメントにつきま

しては、本人の主観というのが中心になってくるかと思いますので、そういった内

容を加味して規程のほうはつくっているものでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  今回、加害の当事者とされたのが市長、人事権を持つ

事業所のトップの市長に対して告発となりました。そのため、市職員ハラスメント

防止対策委員会での対応だけでなく、第三者委員会による審議が必要になります。 

   先ほどお尋ねしましたが、ハラスメントと感じていたという被害の訴えが１人で

なく、複数の職員であったということ、私は４人と思っておりますので、市民はそ

う思うと思いますよ。今まで市長に対するそういった相談はなかったと思います。

それが一つ出たことにより、あとの３人がそういうふうに匿名ではありますけども、

これは事実ですから、トップである責任と権限の自覚の欠如による職場環境悪化を

招いたことの責任、また、市のトップである市長に対して、実名公表を選択するに

至った意ということの重大さ、今、組織、そしてご自身のハラスメントに対する再

構築の必要性を認識するべきではありませんか。 

   実名公表は容易ではないことは皆さんも周知のとおりではないでしょうか。不安

を抱えながらも、心身ともに限界という、かなり追い詰められた状態で、気持ちを
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奮い立たせて公表に至ったと推察されます。 

   菊池市においては、世間でいう報復人事とかは、これまでも、これからも、ない

ものと思いますが、絶対にあってはならない。させてはいけないことです。 

   ハラスメントの申出、情報を提供した者が不利益を被らないようにするというの

は、菊池市では指針でも確認されていることです。市長をはじめ組織として、再度

確認しておかなければなりません。いかがですか、お尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  ご質問にお答えする前に、先ほどの答弁の中で、私の答弁の

仕方が悪かったかもしれませんけども、市長への訴えは１件、そのほか２件という

ことで、合計３件ということで、４件と言われていますけども、そこは訂正させて

いただきたいと思います。 

   また、先ほどの人事権とかいろいろ、組織の中での報復人事とかいろいろありま

したけども、そういったところは一切今後もございませんので、お答えいたしてお

きます。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  安心しました。 

   次に、今回、ハラスメントの実名、匿名相談を、令和３年１１月２６日付、総務

部長名で職員各位宛てに事務連絡でハラスメントに関する相談についてという文書

が通知されました。内容は、「現在、開設している目安箱、ハラスメント意見箱に

ついては、匿名での投稿を可としていますが、匿名や具体的事案のない場合は、相

談者の意向確認や事実確認ができないため、ハラスメント相談として取り扱うこと

ができません。ハラスメントに関する相談については、できるだけ菊池市職員にお

けるハラスメント防止に関する規程に基づき、相談窓口での相談をお願いいたしま

す」とあります。 

   今後、実名で相談をという内容の通知は、匿名でしか公表できなかった職員や、

悩んでいる職員の胸のうち、本音を知ることになるのでしょうか。ハラスメント相

談が困難なものになるのではないかと危惧されるところです。この文書の意図する

ことは何だったのか、お尋ねをいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  １１月２６日付での通知に関しましては、ハラスメントの防

止に関する規程に基づき、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働く
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ことができる職場環境を確立するため、全てのハラスメントの防止及び排除のため

の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切な対応を行うため

の措置ということで理解しております。 

   匿名や具体的な記載事案がなければ、その解決の糸口もつかめませんし、こうい

ったところで、本人からの申出をということで、通知したものでございます。 

   今後につきましても、そういった事案で難しいようであれば、何らかの意見聴取

の方法等も検討してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  この文面による対応は、ハラスメント被害者や被害を

防止したいとする者に寄り添うものでしょうか。今から、これからもちょっと考え

ていくということでありますけども、加害を受けた場合でも、解決に向けて相談は

難しい。解決できない。相談についても、関係する組織は、関係のないところでし

か相談できないということが起こりがちです。考えていくことということですので

安心はしておりますけども、今回、トップである市長からのハラスメントについて

は、トップという性質上、第三者委員会審議になるものの、今後、こうした事案が

出ないためにも、ハラスメント防止を全力で阻止するために、二度とハラスメント

を起こさない、起こさせないという強い意思、実行力を示していく必要はありませ

んか。例えば無記名でのアンケート調査または聞き取りなどを実施し、職場環境、

職員の心身の状況を把握し、職場環境改善が必要です。建前でしか回答できないと

いうことがないように、先ほどのメッセージは市長自ら発してほしいと願います。 

   パワハラは労働問題であり、人権問題です。心身の健康を害するだけでなく、士

気や生産性の低下、優秀な人材の流出の原因となり得ます。ひいては、ハラスメン

トを許した職場にも大きな損失があります。 

   定例議会月例会ごとに執行部からの報告があるミスや、議案修正が多過ぎるのも、

こうしたトップとしての市長の姿勢にも起因しているのではと心配しております。

職員の尊厳や人格が尊重され、能力を発揮できる快適な職場であったのか、検証の

余地はありませんか。 

   ここで、質問いたします。 

   今回のハラスメント事案の職場である菊池市役所内で、職場環境、ハラスメント

実態を無記名によるアンケート調査などを行い、改善に向けた取組の意向や計画を

検討させる考えがあるのか、お尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 
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［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  庁舎内では、今、毎年行っているのが自己申告書という形で、

パワハラとか、セクハラとか、あるかないかとかいうところの意見聴取も行ってお

ります。また、さらに、ストレスチェックを行って、高度なストレスが出た人に関

しましては、産業医等の面談等を実施しているところでございます。 

   ご提案の件につきましても、今後、必要性を踏まえ、検討していきたいと考えて

おります。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  前向きといいますか、やるということですので、一番

大事なのは、この職場の中で、この市役所内で思ったことを自由闊達に意見が述べ

られるというようなことが一番大事だろうと思います。もう嫌なことがあったら、

嫌でしたと。それを受け入れる、やはり市役所のトップは総務部長でありますので、

しっかりと受け止めるような気持ちを前面に出していけば、職員はついてきますよ。

期待しています。 

   市長にお尋ねします。 

   今回の件における多くの新聞社、テレビ取材で、市長は、業務上、注意や指導を

行うことは多々ある。本件を含め、パワハラに該当する行為は断じて行っていない

と常々考えているとお答えになっていました。現在も同様の見解でしょうか、市長

にお尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  パワハラの申立てに対する私の考えということでございますけども、

これまで関連報道等の場で述べていますとおり、私自身としては、業務上の注意指

導を行った事案でございます。私自身はパワハラに該当するという認識は、当時も

今もございませんけども、これは受け止められる側の見方もあることだと思います

ので、こうしたことについては、第三者委員会での客観的な調査結果を待ちたいと

いうふうに考えているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  業務上、必要な叱責、正当な指示や命令はハラスメン

トには当たらないとありますが、職務を遂行する上で必要なことなので、ハラスメ
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ントに当たらないかというと、そうではないのです。必要な叱責、指示、命令でも、

威圧的、感情的、ねちねちと言い続ければパワハラになるということも、全員、職

員全体が当然研修などで周知していることではないかと思います。市長、今、ご答

弁のとおりです。 

   菊池市職員におけるハラスメント防止に関する規程において、所属長の責務の欄

において、職員がその能力を発揮できるよう、円滑なコミュニケーションが取れる

ような職場環境を確保すること。２、良好な職場環境を確保するため、ハラスメン

トの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生

じた場合には、迅速かつ適切な対応を講ずること。３、職員を指導・育成する立場

にあることなど自らの責任と権限を自覚し、ハラスメントの防止に努め、いやしく

も自らがハラスメントに当たる行為はしないこととありますが、ここで、市長にお

尋ねします。 

   十分今言ったことを取り組んでおられたのか、見解をお聞かせください。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  今おっしゃった内容を十分に踏まえて、行動していたというふうに

私は考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 
［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  ハラスメントは加害者の思いではなく、被害者の気持

ちに寄り添うことが大事だと思います。市長も自分の考えではそうではなかったと

いうことでありますが、さっきおっしゃられたように、相手の気持ちがどうである

か、やはりそこが少し足らなかったのかなと今は思っております。 

   今回、加害の当事者として訴えられたのが市のトップであることから、市職員ハ

ラスメント防止対策委員会での対応は困難でもあり、市長自らも望まれておられま

すので、今後、第三者委員会に審議を委ねることになります。 

   先日、やっと第三者委員会開催に向けて対応がなされたところのようですが、い

ろいろな方々に依頼し、開催は全部で７回、全体の費用１４５万円で、財源の出ど

こころは一般財源、いわば市民の血税から支出される方向です。 

   市長にお尋ねいたします。 

   このことにつきましては、いかがお考えですか。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 



－ 181 － 

○江頭実 市長  今回、私に対して、いわゆるパワハラの申立てがあったという事実、

それからまた、そのことを通じまして、関連報道で市民の皆様に大変ご心配をおか

けしたということにつきましては、大変私の不徳のいたすところと感じておりまし

て、申し訳なく思っているところでございます。対して事実は一つしかございませ

んので、第三者委員会のほうでこれを調査をいただきたいというふうに考えている

次第です。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  今後、この件については第三者委員会に委ね、十分な

審議をしていただかないと、今後につながりません。 

   市長から人格を否定するような言葉を言われ、睡眠障害を発症し、生きる希望を

なくすなど心身の限界に達したと実名で声を上げた職員、同じ思いをしたと相談窓

口に匿名ながらも声を寄せられた職員、こうした苦しい思いの声が出ないような対

応はなぜできなかったのか。市のトップとは、どういう責任、責務があるのでしょ

うか。 

   市長のハラスメント行為とされる発言の中に、市民なんてどうでもいいんだよ、

職員名を挙げ、○○派議員だから黒と発言するなどがあり、これは一体何を意味す

るのか。多種多様な人材、意見を活用するべき市のトップがイエスマンのみをよし

とするようにも受け取れる、人権意識にも問われる、とんでもない発言、行為では

ないでしょうか。事実であれば、ゆゆしき問題であると思われます。 

   本市でこうしたことが議論なされなければならないこと自体、当事者のみならず、

職員や市民にも申し訳なく、残念なことです。しかし、今後、決して同じことが起

こらないように、被害を感じ、声を上げられた職員がさらに被害を被らないように、

早急に十分な対応、対策を講じられることをお願いして、質問を終わらせていただ

きます。 

   あとは荒木議員のほうにつなぎたいと思います。 

   私の質問は終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、二ノ文伸元議員の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４３分 
開議 午前１０時５３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、荒木崇之議員。 

［登壇］ 
○１１番 荒木崇之 議員  皆さん、こんにちは。議席番号１１番、荒木崇之です。 

   先ほど二ノ文伸元議員からバトンを渡されましたが、「しんげん」さんは「しん

げん」さんでも、私は「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだは敵なり」

という、人は石垣や城と同じくらい戦の勝敗を決するのに大切だという、何よりも

人を大切にしていた武田信玄の言葉が好きです。武田信玄の言動に思いをはせると、

「勇将の下に弱卒なし」というとおり、家臣思いの信玄の下には強い部下が集まり、

育ち、戦国最強軍団とうたわれていました。 

   それでは、通告に従いまして、一般質問いたします。 

   本年６月定例会の一般質問において、パワハラから職員を守るためにどう考える

かとの質問に、江頭市長は、「職員のために適切な職場環境を保つということは、

私の責務の一つであるというふうに考えております。特に職場におけるハラスメン

トというものは、働く個人としての尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行

為であります。もし、万が一、ハラスメントという認定がされるような事態が起き

た場合、その行為者が内部の者であれば、当然ながら、全体の奉仕者としてもふさ

わしくなく、信用失墜にもつながりかねないものでありますので、厳正に対処して

いきたいというふうに考えてもおりますし、もしその行為者が外部の人であったと

しても、その行為者が属する団体組織に対して強く改善を申し入れ、断固たる態度

を示していきます」と立派な答弁をされていた江頭市長が、幹部職員から１１月１

日にパワハラで告発されました。 

   １１月１７日の熊日新聞には、江頭市長から威圧的な言動などパワハラを受けた

として、市の幹部職員が総務部に設置しているパワハラ目安箱に実名で告発したと

の記事が掲載され、その後、新聞各紙はもちろんのこと、全ての民放テレビで報道

されました。もちろんラジオでも流れていました。 

   まず、最初にお尋ねしますが、パワハラ告発から報道までの期間、情報管理は徹

底されていたのか、お聞きいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  荒木議員のご質問にお答えいたします。 

   告発から報道までの間、情報管理は適切に行っていたと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 
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［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  適正に行われていた。 

   告発報道から一夜明けた次の日の１８日に、告発した５０歳代職員さんから、市

議会議員一部の皆様へとの書き出しで告発文ともう１枚同封された手紙が届きまし

た。それには、ある議員がパワハラ告発を勝手に歪曲し、その職員と江頭市長が大

げんかをして、職員が市長を罵倒し、その職員が市役所を辞めると言っていると誤

った情報を各所に流されているので、論点のすり替えを防ぐために、真実を知って

くださいと書いてありました。私はその手紙だけでは内容の時系列も分からなかっ

たので、告発した職員さんには、代理人を通じて内容をお聞きしました。 

   ここで、議長と、それと告発された職員さんと代理人の許可を得ましたので、時

系列のパネルを示します。 

［パネルを示す］ 

○１１番 荒木崇之 議員  令和３年１１月１日、ハラスメント目安箱に５０歳代職

員が市長のパワハラを告発、一番上です。 

   ２番目、令和３年１１月１３日、Ｙ議員から情報を聞いたとする市民から、５０

歳代職員に、市長とけんかをして辞めるのはだめだと職員を心配する電話がある。 

   三つ目、令和３年１１月１７日、熊本日日新聞が市長からのパワハラ告発を報道。

同年１１月１９日、市長がパワハラを定例会見にて否定。１１月２０日、熊日が新

たに別の職員が市長のパワハラを告発したことを報道。 

   以上がこれまでの経緯ですが、私は不思議なことに気づきました。それは１１月

１３日に電話してきた市民は、なぜ職員が市長を告発したのを知っていたのか。そ

の職員自身もパワハラ目安箱に告発している事実が歪曲して市民に伝わったことに

恐怖を感じ、心配して電話してきた方に、一体誰がそんなでたらめ言っているので

すかとパワハラ告発の事実を告げたところ、その方は、Ｙ議員から聞いた内容と全

然違うと。Ｙ議員から５０歳代職員の名前を聞いたと告白されたそうです。なぜＹ

議員が報道前にパワハラのことを知っていたのか。しかも、告発した職員の名前ま

で知っていたのか。市側から目安箱に投稿された情報が漏れているとしか考えられ

ません。 

   私は、もし総務課の職員が漏らしたのであれば、けんかしたなどという事実とは

違うことは言わないと考えますが、江頭市長、この議員の誰かに自身の告発情報を

報道前に話した覚えはないですか、お尋ねします。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  報道前に内容を議員の方にお話ししたことはございません。 
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   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  話してないということでありますが、Ｙ議員がどこから

その情報を得たのかは、議会側の問題でもありますので、次の全員協議会でＹ議員

から情報の出どころを聞きたいと考えます。 

   ある事項を公にすることで、特定の者の利益、公益を害することはならないと、

議員には守秘義務が規定されていますので、しっかり調査、追及します。 

   では、市長は情報を漏らしてないと言われましたが、もう一人、この職員、告発

した職員に電話してきた人物がいます。それは市長が任命している政策参与である

木村利昭氏であります。令和３年１１月１５日のお昼、正確には１３時３４分にパ

ワハラ告発について、５０歳代職員に電話があったとのことです。 

   そこで、私は、木村参与がパワハラを知り得る立場にあるのか、１１月１日に告

発があったときの受付文書を情報公開請求して決裁印を確認しました。それがこの

文書です。全部黒塗りです、内容は。しかし、この印鑑のところ、誰が印鑑を押し

たか分かるんですね。ここには参与の印鑑はありませんでした。 

   もう一度、市長にお聞きします。 

   あなたは、告発されたことを木村参与に話しましたか。市長や参与という特別職

であれ、地方公務員法第３４条及び第６０条の守秘義務違反の１年以下の懲役また

は３万円以下の罰金、併せて、服務義務違反として懲戒処分の対象となりますので、

慎重にお答えください。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  お答えいたします。 

   お話はしておりません。 

   以上です。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  話はしてないと。 

   では、この木村参与が何と言ったのか。それは、今、出しているものを、これ告

発ですね。今、出している告発文を一度、自身で撤回してみないかと。驚くことに、

パワハラ告発の撤回要求を言ってきたとのことです。 

   お尋ねします。 

   私は、市長の政策参与である木村氏が撤回要求しているのであれば、これは圧力
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であり、新たなパワハラに該当すると考えます。ですから、どのような意図で撤回

要求をされたのかお尋ねしたいので、木村参与の出席答弁を直ちに要求いたします。 

○大賀慶一 議長  ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時０３分 
開議 午前１１時３２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   荒木議員に申し上げます。 
   今回の木村氏への要請は通告があっておりませんでした。本来ならば通告に沿っ

て行うのが当然ですが、今回は特別ということで、市のほうに、執行部のほうに要

請をしております。今後、やはり一般質問ですから、通告に従って行っていただき

たいと思います。 
   それでは、江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  それでは、荒木議員のほうから木村参与の出席を、今、求められま

した。これについては、本来、今、議長がおっしゃったように、通告が事前に必要

でありまして、通告に基づいてなされるべきものでありますけども、今回は事実確

認のために必要であるという申出であり、私もそれではそうしていただこうという

ふうに、今、判断をしました。そういう意味では、本来、予定していなかったわけ

でありますけども、今、本人がたまたま庁内におりましたので、今、お呼びをした

ところであります。ただ、本人は、この場に立つまでの経緯を存じませんので、い

ま一度、その点については、荒木議員のほうから質問の趣旨を述べていただきたい

というふうに思います。 

   また、この扱いにつきましては、私が出席を求める唯一の立場でありますけども、

非常に例外的な措置として、これは判断しているものでございますから、今後につ

きましては、議会のルールに従って、通告に基づいて要請をしていただきたいとい

うふうに切にお願いをしたいというふうに思います。 

   以上です。 

○大賀慶一 議長  それでは、木村参与の入室を認めます。 

（木村利昭参与 入場） 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  待ちくたびれたんで、皆さん、私がどこまで質問してき
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たか分からないと思いますので、おさらいしたいと思いますが、その前に、江頭市

長、特別なご配慮ありがとうございました。しかしながら、この案件に関しては、

先に通告をしていると、告発者の情報もありますし、しかも、皆さん方が正当にそ

れを判断されるかどうか分からないので、今回は突如として出したわけであります。

そのことをご理解ください。私は日頃、ちゃんと通告に沿ってやっていますので、

今回は特別なご配慮をありがとうございます。 

   それでは、木村参与にお聞きします。 

   出席ありがとうございます、お忙しい中に。 

   もう一度パネルを示します。 

［パネルを示す］ 

○１１番 荒木崇之 議員  令和３年１１月１５日に、これ午後１時３４分に、木村

参与から告発された方へ電話をされています。その電話の内容が、今、出している

ものを一度、自身で撤回してみないかと。撤回要求されています。これについて、

私は、この撤回要求は、市長の政策参与という立場上、やっぱり新たなパワハラに

該当すると、圧力ではないかと考えるわけですから、どのような意図で撤回要求さ

れたのか、お尋ねをいたします。 

○大賀慶一 議長  木村参与。 

［登壇］ 

○木村利昭 参与  こんにちは。こちらのほうに出るのは本当に久々なんですけども、

今、荒木議員のほうからお尋ねがありました。 

   どういう趣旨で撤回したらどうかというような発言をしたかということでござい

ますが、それは、ここでいろいろお話ししても、なかなか全体がご理解いただけな

い可能性はありますが、一つは、恐らくそのときの私がお話をした内容は、全て録

音されているということでもございますし、うそ偽りを申すつもりは全くございま

せんが、要は、今回の当事者の思い、私は長年つき合っておりますし、どういう仕

事ぶりをしているかということも十分承知をしておりました。一緒に仕事をしたこ

ともたくさんあります。 

   そういう中で、本当に彼が一番望みたいのは何かと。どういう仕事を市民のため

にしたいのか、そういうことを恐らく悩んでいるだろうなということで、私はいろ

んな職員の方の相談に乗ることがありますけれども、そういう立場から、今回、お

話をさせていただきましたが、その前に、彼自身から非常に自分が政策的にやりた

いことを市長になかなか理解してもらえない。何とか参与のほうから僕の意図する

ところを分かってもらうように、何かご助言をいただけないかというようなご発言

がありました。それからずっと私も気になっておりました。 
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   そういう中で、いろんな情報に接しました。もう職員の中でも随分大きな声でお

話をされているような様子があったというようなことも聞いておりますし、そうい

う中で、これは何とかやっぱり彼の将来も含めて、彼が生きる道というか、本当に

しっかりとした仕事ができる、そういうためにはどうしたらいいかという私なりに

考えて、一つの考え方としては、一度リセットをしてみたらどうかというようなこ

とを申し上げました。リセットというのは、一度、それは下ろすことになりますけ

れども、本当に彼がやりたいことが、そのパワハラという形で市長を追及していき

たいということであれば、当然それも選択肢になるわけですけど、本当に彼がやり

たいことが何なのかと。やっぱり身近にある者として、人のその苦しみを救ってや

りたいという気持ちは、これはもうひとしいものだというふうに私は思っておりま

す。ですから、今回、私が発言をしたことについて、私は天地に誓って、何も恥じ

ることはないと、そのように思っております。 

   以上でございます。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  沈黙は金、雄弁は銀、先ほどありがたいことに時間をい

ただいたんで、代理人の方にテープを流していいかということをお尋ねしたら、い

いですよと。リセットとおっしゃったけど、はっきり撤回と言っていらっしゃるん

ですよ。お聞きください。 

（録音テープ再生） 

○大賀慶一 議長  荒木議員、ちょっと待ってください。まだそのテープを流すこと

は、議長として許可していません。切ってください。 

   暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時４１分 
開議 午前１１時４１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   荒木崇之議員。 

［登壇］ 
○１１番 荒木崇之 議員  リセット、リセットとおっしゃいますけど、木村参与は

撤回しろと。今、音声聞かれたでしょう。撤回しろと言っているんですよ。 

［「撤回してとか言っていますよ。リセットとも言っています」と呼ぶ者あり］ 

○１１番 荒木崇之 議員  撤回しろというのは、言ったのは認めるということなん
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でいいんですが、じゃあ、どこから聞いたかという話なんですよね。これは音声あ

るけど、これもだめなんですか、流したら。だめですか。 

   これも代理人の方から音声いただいていますので、言いますけど、この話の中で、

参与は熊日が取材に来たと市長公室から聞いたというのが１点。それともう一つが、

月刊ポリシーが取材に来て、熊日が取材に来たことを外部から聞いたというふうに

言われているわけなんですよ。じゃあ、本当はどこから聞いたのかと。 

   ちなみに、今日いらっしゃっていますけど、月刊ポリシーの編集長に、今、お聞

きしたら、１１月１日から現在まで、取材など一切行っていないということであり

ます。熊日の支局長については、告発者の個人情報もあるので、答えられないとい

うことでありますが、参与、どこから聞いたんですか、内容を。 

［「何の内容をですか」と呼ぶ者あり］ 

○１１番 荒木崇之 議員  いやいや、この内容ですよ。告発した内容をですよ。ど

こから聞いたんですか。あなたは市長公室から聞いたと言っているし、外部からも

聞いたと言っているわけなんですよね。 

   あなたには地方公務員法第３４条及び第３６条、これがかかりますので、元県職

員ならもうそのことはお分かりかと思います。しっかり慎重に答弁ください。 

○大賀慶一 議長  木村参与。 

［登壇］ 

○木村利昭 参与  先ほど申し上げたように、随分前から当事者の方についてはいろ

んなことを言われておりました。私も直接話を聞きました。そういう中で、先ほど

も申し上げたんですけども、いろんなところで、もううわさ的に飛び交っていまし

た。そういうのが私の中に入ってきて、今、困っているんだなというようなことを

承知したということでございます。 
   以上でございます。 
○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  木村参与、出席ありがとうございました。 

   撤回要求は認めるということでありますけど、情報の出どころについては、私が

代理人から頂いたテープとは大分違うなということで、これは第三者委員会でも、

恐らくどういうことかということになりますし、議会の調査事項にも係ると思うん

ですよ、情報漏えいという部分でですね。だから、しっかりそこは今後、注意して

いただきたいなというふうに思います。 

   では、パワハラ目安箱の内容が議員や職員に漏れているとするなら、非常に問題

だと考えます。なぜなら、せっかく設置した目安箱の内容が漏れるなら、今後、誰
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も目安箱に告発するのが怖くて、告発する人がいなくなるのではないかと懸念する

からです。再度、情報の徹底については、強く是正することを要望でなくて、要求

します。しっかり考えてください。 

   では、さらにお聞きします。 

   ９月１７日の市議会全員協議会で、議員から職員に対してのパワハラ疑いが３件

あったと推察されるということを執行部から報告されています。これは認めますね。

議長から議員の発言等については十分注意するようにとの厳重注意もあっています。 

   議員のパワハラ疑いが発覚したのは、本年６月議会において、平議員が一般質問

で調査を求めたことから、市が６月２８日付でこの文書です。上田総務部長名で、

全職員を対象にして通知して、調査されています。それはお認めになる。この通知

は２回も３回もされているんですよ。 

   では、お尋ねします。 

   議員によるパワハラ疑いについては、６月の質問を受けて早急に実施されていま

すが、今回の市長によるパワハラについては、現在のところ、全職員にそのような

調査をされていません。議員のパワハラも、市長のパワハラも、もちろんあっては

ならないことですが、市長は人事権を持っていることから、職員との関係性が大き

く議員と違うことは言うまでもありません。これはご自覚されていると思います。

実名での告発もあり、何か総務部長は２件はカウントしないとおっしゃったけど、

２件の匿名の告発もあっているのに、これだけ、そして報道され、市民間でも話題

になっているのに、市長によるパワハラはなぜ調査をしないのか。その整合性を総

務部長にお聞きします。 

   また、平議員がパワハラ調査を要望して調査されていますので、私が同じことを

要望しても調査されるのが筋だと考えますので、全職員を対象とした市長によるパ

ワハラ調査と、課長級以上の職員さんへの聞き取り調査を早急に行うことを要望し

ますが、実施されるのか、お尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  先ほど二ノ文議員の答弁の中でもお答えしましたけども、ア

ンケートや聞き取り等については、今後の状況も踏まえて考えて、検討していきた

いと思っております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  検討しますは、やらないと一緒なんですよ。平議員が言
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って、調査すぐしているじゃないですか。６月の議会が終わって、６月２８日には

やっているわけですから、それで、私たちが言って、やらないって、これおかしい

でしょと言っているんですよ。だから、やってくださいということなんで、もうや

ってください。 

   次に、上田総務部長が事務連絡で、令和３年１１月２６日、この文書ですね。こ

れ、二ノ文議員もさっき言われましたけども、ハラスメントに関する相談について

という表題で全職員に通知をされていますね。この中で、二ノ文議員もさっき言わ

れた、匿名でのパワハラ投稿はハラスメント相談として取り扱うことができません

と記載されています。一方、先ほどの令和３年６月２８日付の各種ハラスメントに

関する調査についてという議員のパワハラ調査に対する通知については、状況把握

のために行いますので、投稿者は匿名でも構いませんと匿名での投稿を認めていま

す。 

   また、１１月２６日の通知には、先ほどもありました、１、優越的な関係を背景

とした言動であって、２、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、３、労

働者の就業環境が害されるものの三つを全て満たさないとパワハラには該当しない

と明記されています。これは令和２年の１１月の指針、これにもそう書いてありま

すので、これはいいんですが、しかし、議員からのパワハラ調査の通知にはそのよ

うな文言は全くなく、パワハラに限らず、各種ハラスメント疑いについて、ご報告

くださいと門戸を広げています。 

   お聞きします。 

   同じ総務部長のパワハラに関する通知であるのに、定義が違うのはなぜですか。

議員のパワハラ調査には厳しく、市長のパワハラ調査の基準については、まだパワ

ハラ調査も行っていない。そのパワハラ調査の基準については甘いように受け取れ

ますが、その定義の違いをお示しください。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  定義ということですけども、定義については、どちらも同じ

でございます。議会のほうの中には具体的事案が書いてありました。その中で見ま

すと、そのパワハラの定義に関して、先ほど３点の定義をおっしゃっていただきま

したけども、その中で、合理性、継続性、客観性を見ながら、その中でパワハラが

あったものと推察したものでございます。今回の通達につきましても、匿名でも可

としていますけども、具体的事案をお書きくださいというのは書いております。 

   また、先ほどちょっと二ノ文議員の中では、答弁のほうにちょっと足りないとこ

ろがありましたけども、そのほかに外部相談窓口も通知の中に入れておりますので、
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匿名等で希望される場合は、そういった外部相談窓口も利用していただくようには

通知の中に入れているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  これですね、定義は同じというけど、受け取った市役所

職員側は違うように感じているわけなんですよね。これ表現の違いかもしれません

けど、非常に表現が不適切じゃないかというふうに思います。 

   話を元に戻しますけど、じゃあ、議員のときのように推察でもいいと。各種ハラ

スメント、どんどん挙げてくださいと。そういう姿勢なのか、姿勢じゃないのか。

平議員が調査しろと言ったときにはやった。私たちのときは検討する。どっちなん

ですか。やるのかやらないのか。市長が答えてもいいですよ、ご自身のことなので。

やる気があるのかないのか、それをお示しください。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  先ほど議員のほうから、検討するは、やらないと一緒という

ことでおっしゃいましたけども、そういったところではなくて、具体的な検討を始

めて、そういった議員のときと市長のときと違うようなことで感じられることがあ

れば、その辺は是正していきたいと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  早急にやりますと平議員のときには言われていたのに、

残念で仕方がないですね。やってほしい。この議会が終わる前には通知が総務部長

から出ていることを、私はこれはお願いしたいと、期待したいというふうに思いま

す。 

   江頭市長のパワハラを告発した告発文には、大まかに三つのことが書かれていま

した。一つ目が、威圧的言動として、菊池基準の表示マークのデザインをめぐって、

過去に市長自身が決裁を押し認めたのに、今頃になってデザインが気に入らないと

威圧的な口調でどなりつけられた。 

   二つ目、市長室に呼び出され、市長が手帳を開きながら、この職員は反対派だか

ら黒だなと。反対派議員と仲いいから黒だなと。職員に対してレッテルを貼ること

で、反市長派の議員と親しいと問題であるかのように脅された。それから、市長の

逆鱗に触れないように注意しながら過ごすようになった。 
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   三つ目、ある市長の公約事業について協議をしていたところ、当時の担当課長が、

この事業は市民が期待しているので、市民のためにご理解くださいと進言したとこ

ろ、江頭市長から市民なんてどうでもいいんだよと大声でどなりつけられたという

内容であります。 

   江頭市長は、１１月１９日の定例会見で、第三者の審議を待ちたいと答えた一方

で、これらのパワハラ行為を業務上の指導であったと強く否定されています。それ

は先ほども述べられています。 

   第三者委員会での審議になりますので、答弁は求めませんが、大声で机をたたき、

どなりながら職員の人格を否定し、精神的な不調が出るような行為を私は業務上の

指導であったとは到底認めたくありません。このことは第三者委員会で審議されま

すので、これ以上は申しませんが、副市長にお尋ねします。 

   芳野副市長に対して、職員の方の信頼が厚いことは存じておりますし、私も芳野

副市長は誠実で実直な方だというふうに思っております。お尋ねします。芳野副市

長が市長の職員に対する言動について、パワハラではないかなと疑問視することが

あったのか、これまでありましたか、お尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  芳野副市長。 

［登壇］ 

○芳野勇一郎 副市長  改めまして、おはようございます。ただいまの荒木議員から

のご質問につきましては、私は菊池市職員ハラスメント防止対策委員会の委員長の

立場でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

   本件につきましては、第三者調査委員会の判断を待ちたいというふうに考えてお

ります。 

   以上でございます。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  芳野副市長がお答えできる立場にないことは理解いたし

ましたし、これ以上、答弁も求めません。しかし、芳野副市長は、１１月１９日の

定例会見で記者から同じ質問をされたときに、ありませんと答えられています。こ

の返答は職員ハラスメント防止委員会の委員長として不適切であったのではないか

と思いますので、今後、十分注意していただきたいというふうに思います。 

   最後に、議員の一部の方には、第三者委員会の調査もあっていないのに質問する

のはいかがなものかと言われている方もいらっしゃると聞いています。しかし、私

は、市長のパワハラ問題提起は議会でこそ取上げ、市民の代表として疑問を解決し

ていく必要があります。なぜなら、いまだ声を上げることができず、仕事に支障が
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ある職員がいるかもしれないですし、パワハラは人権問題でもあるからです。市長

に物言うことができる場こそ市議会です。二元代表制の一翼として、この問題に直

ちに取り組まなくては、議会が存在する意味はないと私は考えます。 

   今後、議員や職員があらぬ憶測で告発者をおとしめたり、適当なうわさ話を流す

ことのないように、それぞれが言動には慎重であってほしいと思います。 

   以上のことを申し上げて、次の質問に移ります。 

   次に、高齢者の免許返納について質問いたします。 

   平成３１年４月、乗用車を運転していた高齢男性（８７歳）がブレーキとアクセ

ルを踏み間違えたことによって車を暴走させ、交差点に進入、歩行者、自転車を

次々にはね、計１１人を死傷させた池袋暴走事故のことは皆さんの記憶にあると思

います。その高齢男性の過失運転致死傷の裁判が東京地裁で１０月１７日にあり、

禁錮５年の実刑判決を言い渡し、刑が確定しました。 

   私は、この事故後に高齢者の方が免許返納を真剣に考えられるようになったと思

います。実際、免許返納者が県内では、平成２３年に８４０人だったのが、令和元

年には７，１３３人、令和２年には６，６８９人と約９倍、１０倍に右肩上がりに

増えています。 

   そのようなことから、今現在、隈府地区や旧菊池の一部でしか走っていない、市

街地巡回バスのべんりカーの小型版である１０人乗りの巡回型ジャンボタクシーを

泗水地区で走らせてほしいと、令和元年の第２回定例会の一般質問において要望し

ましたが、市長の答えは、その考えはないとのことでした。あいのりタクシーでい

きたいということでした。 

   あれから２年しかたっていませんが、私は、自分の住む泗水地区の高齢化が急速

に進んでいるように感じます。それはなぜか。私は毎議会ごとに自身の活動報告書

を約３，０００軒にお配りしています。さすがに今まで２０回以上配達していると、

玄関を改造しなはったとかだけでなくて、ポストの位置まで変わったことにも気づ

きます。なので、庭の手入れが行き届いていたお宅が草木が茂っていたり、きれい

にしてあったのに、駐車場や納屋にごみが散乱しているのを目にする機会が増えて

きました。心配なので地域の民生委員さんにその変化を伝えると、ご高齢ご夫婦の

うち、どちらかが亡くなって、車の運転ができる方がいなくなったということで、

ごみ出しにも行けないということでした。 

   高齢の単身世帯の方に何が一番困るのかお聞きしたところ、昔は地元に何とか商

店という商店があったんですが、それがもうほとんどなくて、買物とごみ出し、こ

れが大変だという声が多く聞かれました。増える高齢者の事故ニュースを見るたび

に免許返納を考えるし、家族からも運転を控えるように言われ、返納しようと考え
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ているが、田舎で車がなかったら、買物どころか、ごみ出しにも行けないとのこと

であります。 

   私は、国が高齢者の交通手段を取り上げるならば、代わりの交通手段を整備する

のが、住民福祉の増進を基本とする地方自治体の責務であると考えます。 

   そこで、お尋ねしますが、高齢者の方が免許返納した場合、卒免というらしいで

すが、この卒免した場合、どのようなサポートがあるのか、また、菊池市は交通弱

者に対してどのような施策を講じているのか、お聞きします。 

   なお、木村参与については、ご公務があられると思いますので、結構でございま

す。ありがとうございました。 

○大賀慶一 議長  参与、お疲れさまでした。許可します。 

（木村利昭参与 退場） 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  それでは、まず私のほうから、高齢者の免許返納に対する本

市独自のサポート内容についてお答えさせていただきます。 

   菊池市内在住の免許証返納時点で満６５歳以上の方で、運転免許証を返納して１

年以内に申請された方に対して、市内共通商品券（めぐるん券）１，０００円分１

枚か、べんりカー・あいのりタクシー共通乗車チケット１，０００円分相当を選択

していただき、どちらかを交付しております。 

   なお、べんりカー・あいのりタクシー共通乗車チケットにつきましては、本年４

月１日から選択肢に加えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  後藤政策企画部長。 

［登壇］ 

○後藤啓太郎 政策企画部長  改めまして、こんにちは。私のほうから、本市の交通

政策についてお答えさせていただきます。 

   本市の交通政策としましては、市街地におけるコミュニティ交通である「べんり

カー」、交通空白地域の解消を目的とした「あいのりタクシー」の運行、民間バス

事業者が運営する路線バスへの一部運行補助を行っています。 

   「べんりカー」につきましては、隈府方面を巡回する東回りコースと、菊之池方

面を巡回する西回りコースの２系統で運行しています。 

   祝日、振替休日、年末年始を除く月曜日から土曜日までの週６日、各コース１日

６便ずつの定期運行を行っており、料金は１乗車１００円、子ども・障がいをお持

ちの方などは５０円となっています。 
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   次に、「あいのりタクシー」については、水源地域線、龍門地域線、泗水西部地

域線、泗水東部地域線、旭志東部地域線、七城地域線の６路線で運行しています。 

   年末年始を除く月曜日から金曜日までの週５日、利用できる時間帯は決まってい

ますが、予約に応じ、自宅から目的地までの運行を行っています。 

   料金は、乗車区域ごとに２００円から１，２００円の定額制となっています。 

   「路線バス」につきましては、山鹿市、大津町等を結ぶ路線に対し補助を行って

います。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  それでは、再質問いたします。 

   答弁では、免許返納された方に市内共通券を１，０００円分か、べんりカー・あ

いのりタクシー乗車チケット１，０００円分、いずれかを１枚１回限り渡している

ということでありますが、県のホームページで市町村によるサポートというのは、

これはくらしの安全推進課というのが出しているんですが、そのサポートを県内の

ホームページで見てみると、言い方は悪いですけど、菊池市が一番しょぼいんです。

一番しょぼい、１，０００円というのは。 

   八代市は、あいのりタクシーの運賃半額割引券、これずっと使える。菊陽町に至

っては、タクシー利用券３万円分を配布しています。 

   本市独自の交通政策としては、さっき言われた、主に隈府地区を運行されている

巡回バス、べんりカー、これと、ほかはあいのりタクシーということですが、前回

も申し上げましたけど、菊池市は市街地巡回バス及びあいのりタクシーに毎年大体

２，４００万円が予算として計上されていますが、お隣合志市は、本市と同じコミ

ュニティバスとあいのりタクシー事業をされていて、約６，５００万円を交通事業

に支出されていますし、菊陽町については、さすが３万円配る分だけありますね。

町内を全て網羅した６路線を運行されていて、巡回バスだけで運行費として約３，

２００万円を支出されています。両市とも菊池市よりはるかに面積は狭いのに、多

数の巡回バス路線を運行されていますし、菊池市よりもＪＲ路線や民間バス路線が

多い合志市と菊陽町のほうが公共交通政策に力を入れているところを指摘いたしま

した。 

   前回の答弁では、あいのりタクシーの予約の手間を緩和して、利用者の増を図る

と答弁いただきましたが、どれだけの効果があったのでしょうか。私は前回の質問

でも提案しましたように、泗水地区に路線型のジャンボタクシーの導入をすること

を改めて、今、お願いしたいと。 
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   また、福島議員も令和２年６月定例会において、七城地区に巡回バス導入につい

て質問されています。バスと言っていますけど、福島議員も一緒で１０人乗りでい

いんです。１０人乗りのジャンボタクシーでいいので、回してくれないかという質

問をされています。 

   本市は公共交通に関するアンケート調査を平成３０年度に実施し、９３９人から

回答があっております。その中で、この交通政策についてどう思うかの事項で、利

便性が十分だと答えた方は１３．２％、やや劣る、かなり劣っていると答えた方が

５３．７％と。あとは分からないですね。今の菊池市の交通に対して満足していな

い方が過半数を超えています。市民が望まない、満足していない政策を変えること

なく続けていることは、ただの帳面消しであると思います。 

   この巡回バス導入については、令和３年６月議会に、べんりカーを地元タクシー

会社へ事業委託を求める要望書が市内全タクシー会社から提出され、議会も全会一

致で採択しています。このとき、委員会の審査において、べんりカーの委託料が導

入当初から約倍額に増大していることが判明しています。また、べんりカーの委託

を受けている熊本電鉄が路線運行の権利を持っているので、菊池地域においては、

タクシー会社の参入はできません。ならば、新路線を泗水、七城に設けて、そこを

市内タクシー会社に運行委託させるということはできると考えます。巡回バスに至

っては、今だからこそ、高齢者の免許返納後の有効な交通手段になり得ることを理

解していただいて、どうか庁内でもう一度ご検討、ご協議をお願いいたします。 

   高齢者の中には、免許返納後に個人で車とは違う交通手段に切り替えられた方も

います。それはシニアカーもしくはセニアカーというのをご存じかと思います。セ

ニアカーは、これはスズキ株式会社が商標登録している商品名なので、ここではシ

ニアカーで統一していたいと思います。これですね。もうご存じのシニアカーです

ね。このシニアカーは、高齢者向けに製造された三輪または四輪の１人乗り電動車

両で、道路交通法では車両ではなく、歩行者扱いとなるため、歩道を通行すること

ができます。最高速度は時速９キロで、１回の充電で３０キロ走ることができます。

私の知り合いも、最近、免許返納後に３人ほど、シニアカーに替えられています。

使われている方からお話を聞くと、雨の日はオープンカーなので乗れないとのこと

ですけど、買物とか病院に行くには不自由しないということです。電動自動車より

安全で、車の運転をしたことがない方でも乗れるとのことです。 

   シニアカーについては、免許返納された方の新たな足として、また、買物弱者の

方を救う一つの手段だと思いますが、これがネックなのがお値段であります。この

お値段が新車で４０万円、中古で約３０万円しますので、高齢者の方にシニアカー

を勧めても、もうやがてお迎えが来るかもしれんとに、４０万も出して試しに乗ら
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んでよかとか、年金生活者には買うのが難しいとのことでした。 

   そういうことで、非常になかなか難しいものだなというふうに思ってましたとこ

ろ、本年１月１７日の熊日新聞に「免許返納してシニアカーを」という見出しで、

高森町は自動車など運転免許証を返納した７０歳以上の町民の移動支援として、シ

ニアカーを貸し出すサービスを開始しました。スズキのシニアカー３０台を用意し

て、月額２，０００円の利用料で貸出しするとの記事を目にしました。私が最も尊

敬する首長である草村大成高森町長にお電話をして、詳細をお聞きしたいと話した

ところ、すぐに担当の住民福祉課の石田課長補佐さんにつないでいただいて、１１

月２４日に高森町役場に伺ってお話を聞くことができました。 

   高森町では、公共交通機関が乏しい地域では、マイカーは日常生活の足となって

いて、これは菊池市と同じです。そのため、運転に不安があっても、免許を手放せ

ない高齢ドライバーが多いのが現状です。町は乗合バスを運行していますが、時間

的制約などから利用者は低迷しているとのことであります。これも似ているのでは

ないでしょうか。こうした現状を踏まえ、町がシニアカーを３０台導入し、月２，

０００円の貸出料でレンタルをしているとのことであります。 

   ちなみに、これはシニアカーのお試し期間というのがあって、免許返納１年以内

に予定している方はもう一回乗ってみようと。車がよかか、シニアカーがよかか、

シニアカーが車に代わり得るのか、そういうお試し期間というのがあって、新たな

足となるのか判断していただくこともできるようにしているということです。これ

が、今、１年ということですけど、３年に延ばしたいということを言われています。 

   レンタル料が２，０００円ということですが、毎月ですね。これがよく考えられ

ていて、２，０００円の貸出料のうち、１，０００円は傷害保険料です。これは人

にぶつかったりとかしたときの傷害保険料、残りの１，０００円はシニアカーの管

理を高森自動車整備組合が請け負うメンテナンス料として積み立てています。です

から、シニアカーの配送、引上げや故障、例えばバッテリーの減りが早いなどの問

い合わせがあったときには、住民福祉課から整備組合につないで、整備組合が伺っ

て解決する仕組みになっています。整備組合の組合長も、ニーズはあっても、費用

の問題で購入を迷われるケースがあった。町が安価な利用料でこうしたサービスを

提供してくれるのはありがたいと話しておられます。 

   この自治体が一定の数のシニアカーを確保し、このようなサービスを展開するの

は、恐らく全国初とのことで、県内の自治体の首長さんはもちろんのこと、職員さ

んからもお問合せが多くあっているとのことです。また、町外在住の方からも、レ

ンタルを希望する問合せも多いとのことです。 

   そこで、お尋ねします。 
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   私はよい政策については、自治体の大小にかかわらず、導入をすべきだと考えま

すが、高森町のシニアカーレンタル事業を本市でも導入する考えはありませんか、

お尋ねをいたします。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  改めまして、こんにちは。ただいまの荒木議員のご質問

にお答えいたします。 

   免許証を返納された高齢者の方にとりましては、買物など日常生活に必要な移動

手段として、電動シニアカーは有効な手段の一つであると考えます。 

   高森町の電動シニアカー貸出制度につきましては、大変利用しやすい制度である

と考えております。令和３年２月から事業開始し、国の新型コロナ臨時交付金を財

源として約１，０００万円の予算で３０台を購入されたとのことですが、現在の貸

出台数は１２台とのことで、貸出台数が少ないことが現在の課題であるとお聞きし

ております。高森町でも事業を開始されたばかりでございますので、課題や効果等

につきましては、今後、検証されるものだと思います。 

   本市におきましては、免許証を返納された方に対しまして、さきに答弁いたしま

したあいのりタクシーなどの利用による移動支援等を行っておりますので、現時点

では電動シニアカー貸出制度の導入は考えておりません。 

   ただし、免許証を返納したことにより高齢者の方の生活の質が低下しないよう、

本市の高齢者等の状況に合わせた支援を検討していく必要がありますので、高森町

の事業の効果等を注視してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  答弁には特段期待してはなかったので、予想どおりの答

弁だと思います。菊池市全体で無理なのであれば、モデル事業として地区限定での

取組として導入できるのではないでしょうか。 

   高森町議会は３０台を１，０００万円かけて導入しています。私たちは、もし導

入していただけるということであれば、私は身を切る改革ができます。それで高齢

者の方が救われるなら。ですから、できれば最初は１０台でもいいからやって、そ

して、どうかというのを検証してはどうでしょうか。高森町の事業について、担当

の方に、石田健康福祉課長補佐に聞いたら、この担当の方に、このシニアカーレン

タル事業を始めようとしたきっかけは何ですかと訪ねたところ、本町でも高齢者に

よるアクセル踏み間違いの事故が起きて、これは死亡事故につながったそうなんで
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す。このとき、議員からシニアカー購入補助の一般質問があって、草村町長と職員

の方で意見を出し合って、そして、この事業を議会に提案したと。風通しのすごく

いい役場だなというふうに感じました。 

   最初からできない理由を並べるよりも、まずはできることから考えてもらいたい

と思います。また、月並みの返納サポートしか案がない自治体が、全国初の取組を

している自治体の事業に倣うというような考えはないのか、そういう考えがないの

が残念でなりません。 

   最後に、草村町長のこのシニアカーレンタル事業が、後に高齢者の事故防止、生

きがいづくり、介護予防に必ず数字で現れると考えます。当町は高齢になっても暮

らしやすい町の実現に向けて、一歩一歩進めていきますとの言葉に感銘を受け、改

めて、地方自治体のその役割が住民福祉の増進であることを再認識しました。 

   以上で、一般質問を終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、荒木崇之議員の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩します。 

   なお、午後の会議は１時３０分から開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後０時１７分 
開議 午後１時３０分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここで、発言の申出があっておりますので、発言を許します。 

   荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  私の一般質問の中で、録音した音声を再生しましたが、

その部分の記録等を精査、調査いただき、取消しを大賀議長にお願いいたします。 

○大賀慶一 議長  ただいま荒木議員から一般質問中の録音再生について取消しの申

出がありましたので、後日、会議録を調査し、善処したいと思います。 

   それでは、一般質問を続けます。 

   次に、福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  皆さん、こんにちは。福島英德でございます。昨日の緒方

議員に倣い、皆様から頂いた還暦の祝いの品を締めて、一般質問をいたします。 

   それでは、通告に従って、一般質問をいたします。 

   本日は、菊池市が保有している施設及び土地等の現状についてお尋ねします。 
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   公共施設に関しては、施設数、維持費の推移や箱物の整備にかかる費用等におい

て、令和２年の９月定例会で荒木議員が一般質問されておりますので、数値等に関

してはその内容を踏まえて、質問したいと思います。 

   廃墟と化している建物や荒れた土地を見るたびに、売却をする考えはあるのか、

または、どのような活用をしようとしているのかと考えてしまいます。また、市民

の方からも、管理ができていないのなら売却できないのだろうかとの声も聞きます。 

   静岡県富士見市では、財政健全化の面で「入りを量りて出ずるを制す」といった

基本方針の下、効率的な財政運営に取り組んでこられ、その中で、歳入財源確保を

目的とした市有財産の売却処分において、遊休・未利用地は処分を推進するものと

位置づけられ、普通財産はもとより、これまで検討する対象ではなかった行政財産

においても、公益上、財政運営上の観点から、該当物件の処分等の方法を検討し、

その財産の性質によっては、売却処分、有償貸付けあるいは利活用等を行ってこら

れました。このような取組により、公有財産の売却を積極的に行い、土地のみの売

払収入だけで１０年間で２８億円ほどになっております。 

   また、他の自治体においても、維持管理の大変さから、公有財産の公開を行い、

売却に積極的な姿勢が見られます。本市においても、財産の性質によって、売却処

分、有償貸付け、あるいは利活用等を積極的に行うべきだと思います。 

   そこで、冒頭にも触れましたが、市の財産については二つの種類がありまして、

公用、本庁舎、支庁舎等、または公共用、学校、図書館、公園等の行政財産と、行

政財産以外の一切の財産である普通財産に区分して質問いたします。 

   市の財産である公共施設の数は、令和２年度末、３月３１日に２３２施設あった

ものが、現在何施設あるのか。また、山林を除いた未利用の土地が何か所、どれく

らいの面積があるのかをお聞かせください。行政財産と普通財産、おのおのでお願

いします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  それでは、福島議員の質問にお答えします。 

   土地及び建物の保有面積につきましては、決算書に掲載しております「財産に関

する調書」において、市の公有財産台帳に登録している公共施設の延べ床面積を土

地・建物別に報告しております。 

   今回は、令和２年度末時点の「財産に関する調書」を基にお答えいたします。 

   令和２年度末時点の対象施設数は４６８施設であり、土地の総地積が約２，４０

５万４，０００平米、建物の総延べ床面積が約３０万７，０００平米となっており

ます。 
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   また、このうち、公共施設等総合管理計画の対象施設が、令和２年度末時点で２

２６施設あり、総延べ床面積が約３０万６，０００平米となっております。 

   次に、山林を除いた未使用土地についてご説明いたします。 

   先ほど議員がご紹介いただきましたように、公有財産は行政財産と普通財産に分

類されますが、未使用の土地ですので、今回、普通財産を対象に集計を行っており

ます。 

   なお、普通財産であっても、貸付けを行っている土地については、使用料収入を

伴う施設もあることから除外しております。 

   この対象施設の令和２年度末時点での未使用の土地の合計は３７施設の約３万７，

０００平米となっております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  それでは、これから行政財産以外の一切の財産である普通

財産について質問いたします。 

   普通財産のうち、用途が決まっておらず、売却等を検討されている土地がどれだ

けあるのでしょうか。また、その土地について、維持管理は一括管理なのか、もし

くは各部署での管理なのかをお示しください。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  普通財産の中で、山林を除いた未使用の土地は、先ほどお伝

えしましたとおり、３７施設の約３万７，０００平米となっております。 

   それから、この土地の管理につきましては、それぞれの課で所管しており、仮に

そこにかかっている除草等の委託料もそれぞれの部署でお支払いをしているところ

でございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  普通財産の管理は各部署でなされているということで、全

体的な把握が難しいともお聞きしますけれども、所管課に任せるのはいいにしても、

どこにどれぐらいの費用が使われているのか、それが適切なのか。ある所管課では、

先ほどおっしゃいましたように、定期的に草刈り等をやっている。しかし、ある所

管課の土地は荒れているといったことも起きるんではないかと思います。全体を把

握している部門がなければ、判断も管理もできないと思いますので、まずは公有財
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産台帳の整備に伴う遊休・未利用財産の精査を行い、売却促進及び利活用を含めた

公有財産の有効活用を最適化していく。そして、公有財産台帳を作成する所管課も

含め、遊休、未利用、低利用、集約可能な財産を洗い出し、積極的な売却処分また

は有償貸付けを行い、収益財産として活用する公有財産台帳を利用して、財政運営

上の観点から、維持管理計画等を整備する。このように情報を一元化して管理する

必要があると考えますが、具体的な公有財産台帳を作って、データベース化されて

いるのでしょうか。されていないのであれば、する考えはございますか。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  施設等の管理につきましては、今現在、システム等で行って

いるところでございます。ただ、そこの管理する委託料とか、そういったところは

今まで管理、把握ができておりませんでしたので、その辺も併せて管理のほうを行

っていきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  情報は一元化してといいますか、データ化して管理されて

いるということなんですけども、一元化はしているが、把握はできていない。要す

るに、管理までは至ってないと私は思います。 

   それでは、実際に個別案件の質問をいたします。 

   以前、養蚕組合で保有していた土地、この場所は七城町の林原地区にございます。

これを養蚕組合員の減少に伴い、合併前の七城町に寄附され、現在も菊池市の土地

として保有されております。 

   この養蚕組合で保有していた土地には細い道が１か所あるだけです。競売にかけ

られているとも聞きましたけども、競売にかけている土地へのインフラぐらいは整

備しておかないと、売却は厳しいのではないでしょうか。 

   ちなみに、これまで何人もしくは何か所の応募があったのでしょうか。そして、

価格は幾らで設定されていますか。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  議員お尋ねの七城町林原の元養蚕組合の土地については、先

ほど議員からもありましたように、旧七城町時代に当時の養蚕組合から寄附を受け

た土地であり、現在は普通財産として未使用の土地になっております。 

   これまで、進入路等は売却を進める中で、平成２９年度に隣接地権者等の関係者

と境界立会いを実施し、４メートルを超える進入路を市の公有財産として確保して
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いるところでございます。 

   これまで、平成３０年度及び本年８月の２回、一般競争入札による売却の公告を

行いましたが、２回とも入札申込みはございませんでした。 

   価格につきましては、今、手元にございませんけども、不動産鑑定士による評価

で予定価格を設定していたところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  価格は分からないということなんですけども、こういった

ものというのは、ぜひとも把握されてほしいと思います。 

   この設定された価格がもしも高くて売れないのであれば、値段を下げてでも売却

することによって負担は減りますし、デッドストックにはならないと思います。 

   そのほか、私が把握している七城地区だけでも、流川のゲートボールや菊池川に

架かっている橋田大橋の下橋田側に三角形をした小さな土地、これらの市の財産が

あります。使用方法、特にこの橋田大橋の下の三角形の小さな土地は、活用方法は

限られていると思いますけども、このような見通しもよい場所にこそ、市の施設や

観光地などを示す案内板等を設置することが有効活用だと思います。 

   市の財産である個別の案件について述べましたが、七城地区の中で、また、私が

知っているだけでも３か所ありました。当然市内にはまだこのような土地があると

思いますので、早急に洗い出して台帳を作成し、売れるところは売って、有効活用

できるところは活用すべきだと思います。 

   それでは次に、菊池市公共施設等総合管理計画の第１期総括版（２０２０年～２

０２６年）、これで２０２０年に２３施設を廃止し、及び民間移管とした目標実施

時期とされておりますけども、この目標は達成されたのでしょうか。もし目標達成

できていないのであれば、その理由はコロナ以外でお願いします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  すみません、先ほど予定価格のほうで、手元に資料がござい

ませんでしたので、お答えできませんでしたけども、先ほどの七城町林原の土地に

つきましては、地積が１，１４１．１２平米で、予定価格としましては４１１万円

を予定していたところでございます。これは２回ともこの金額でございます。 

   それから、２０２０年度の計画に沿ったものができているかということで、一部

につきましては、できていないところもございます。それは荒木議員のときにも言

いましたように、計画自体を先にやって、個別施設計画は後でということで、たた
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き台としてつくっておるところもございますので、その利用者とか、利活用者との

合意形成が至っていない部分等もありましたんで、そういったところは計画どおり

にはなっていないというところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  さっきの販売設定価格の件の質問でもいいですか。戻りま

すけど、４１１万円ということなんですが、これで申込みが２回されて１件もなか

ったんですよね。今後、それに対する価格を下げるとか、また、買いやすいような

インフラ整備とか、そういったものをするお考えはあるのでしょうか。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  予定価格につきましては、不動産鑑定士による評価であり、

評価の方法としては、最も有効な方法であると考えております。しかし、このまま

売却が進まない場合、除草の維持管理費はかかり続けることから、予定価格の見直

しも含め、売却方法を検討したいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  それでは、荒木議員の一般質問にもありましたが、市は公

共施設白書で、公共施設を４０年かけて５２．２％の削減とされていることに対し

て、４０年は長過ぎる、１０年間で約５０％を削減するべきだと意見されておりま

す。私も全く同意見です。当然ながら、地域住民の方への説明や、意見を聞きなが

ら合意を取ることが前提ではありますが、特に維持管理費用が大きい施設や土地を

有効活用できないのであれば、売却することは必要だと思います。しかし、ただ単

に、競売だ、入札だと短絡的なやり方ではなく、買う側がメリットを感じる、要す

るに、購買意欲を感じるような方策を練るなど、意識を変えていく必要があると思

います。市としては遊休・未利用もしくは低利用の施設や土地であっても、民間の

事業者によってはいろんな使い方があるかもしれません。どういった業種だったら

活用できるのか、検討していくことが大事です。 

   また、私は反対していましたが、総合体育館の南側に建築された備蓄倉庫ができ

上がっておりましたので見てきました。驚きです。あの建築物、あくまでも倉庫で

す。あれが１億２，０００万円とは、とてもそのような莫大な金額がかかっている

とは思えませんでした。それこそ、市が保有している遊休・未利用施設の改築費と
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して、新型コロナウイルス感染症対策事業を充てれば、遊休・未利用施設の利活用

にもつながり、ただでさえ許容数の少ない総合体育館の駐車スペースを減らす必要

もなかったことだと、今でも大変残念に思っております。 

   例えばＲＤＦにしても、今後は文化財施設に利用するとの計画ですが、維持費が

年間２５０万円でしたっけ、新しいものはどんどん建てて、一方で、地域に密着し

ている支館などの施設を地域移管等で減らしていく。これが本当に市民に寄り添う

姿でしょうか。 

   いずれにしましても、維持管理費の削減を目指して、６月議会でも申しましたと

おり、財政が厳しい本市にとって、無駄を省き、筋肉質の財政に取り組むべきある

と私は思います。 

   それでは次に、菰入新橋について質問いたします。 

   これにつきましては、令和２年の１２月定例会で一般質問しました。その際、当

時の建設部長からは、開通は令和４年３月末を予定していると答弁されました。と

ころが、先般、市民の方から、菰入新橋の開通が令和４年１月末だと聞いたけど、

本当なの、そう尋ねられました。私は初耳なので、聞いてみますと回答しました。 

   そこで、菰入新橋の架け替えが前倒しになることは喜ばしいことだと思いますが、

２か月も前倒しになるのに、影響を受けるであろう菰入地区を含めた近隣地区の市

民に対して、なぜきちんと説明がされていないのか、考えをお聞かせください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  改めまして、こんにちは。福島議員のご質問にお答えいたし

ます。 

   開通予定につきましては、前倒しになったということで、まずこちらの理由から

申し上げたいと思います。 

   菰入新橋架け替え工事の進捗につきましては、現在菊池川の左岸側、板井地区側

の県道辛川鹿本線と市道鴨川公園板井線の取付部分の工事、道路のり面部分の吹き

つけ工事、道路舗装工事等の最終段階の工事を令和３年７月２０日から令和４年２

月１０日までの工期予定で工事を発注している状況でございます。 

   現在の工事の進捗状況につきましては、受注業者からの報告を受けておりますが、

令和４年１月中旬に工事が完了する予定ということでございますので、工事完了後、

市の完了検査を行い開通ということになります。 

   当初の計画といたしましては、令和４年２月中に工事・検査を完了後、３月下旬

の開通を目標に進めておりました。 

   開通予定が前倒しの予定となった理由といたしましては、工事の早期発注に努め
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ましたことと、工期を延長するような大きな問題もなかったこと、また受注業者の

努力によりまして早めの工事完了予定となったことで、開通の予定が早まる可能性

が出てきたところでございます。 

   住民への説明がちょっと遅れましたことについては、今回、１１月の１８日に区

長さんのほうにちょっとご報告をいたしまして、そちらのほうで早まる可能性があ

る部分についてはご報告をさせていただいたところです。 

   以前、安全対策について、いろいろご要望をいただいておりますので、順次進め

てまいりたいと考えているところでございます。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  本来、令和４年３月３１日開通とされていたんですが、も

ともとは２月１０日を予定されていたということで、順調に進んだということと理

解します。ただ、私もそうなんですけども、地域住民の方々の心配というのは、こ

の２か月前倒しになることによって、その交通の安全面、ここを心配されておられ

るわけです。 

   この菰入新橋の架け替えによって、交通量が増加すると思われます。そして、交

通の流れも変わっていくと考えられますが、交通の流れと量がどのように変わるの

か、令和２年１２月の一般質問では、交通量に関する分析はできていないと答弁さ

れました。そこで、その後、そういった分析等のシミュレーションはされているの

でしょうか。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、質問にお答えします。 

   交通量の調査につきましては、増加するというのは推測できているところなんで

すけども、明確な調査というのは実施をしていない状況でございます。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  このような調査や分析は、私は基本ではないかと思います。

そういったものに対して、１年前の定例会でこのあたりを危惧して質問していたわ

けです。ちょっと残念ですね。 

   それでは、この交通量の増加または流れの変化に伴う交通安全面での対策はどの

ように進んでいるのか、お示しください。この２か月間も前倒しによる交通安全面
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に問題がないのか、併せてお示しください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、お答えいたします。 

   交通量の増加が予想されているところでございます。このことから、安全対策と

いたしましては、菰入区の住宅内を通ります市道菰入高島線につきまして、車両の

減速対策の一つである道路に段差をつけるハンプの設置、それから、路面の表示な

どの要望がありましたので、現地で協議を現在行っているところでございます。 

   現在の予定といたしましては、菰入新橋関連の工事完了が早まる可能性がありま

すので、路面表示や交差点付近の減速帯設置などの要望事項につきまして、警察等

の関連機関との協議を行い、地域住民の皆様が安心できるよう対策を実施し、開通

を行いたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  本当に安心できるような対策というのをお願いしたいと思

います。 

   今、あそこのＪＡの給油所の交差点には、現在、押しボタン式信号機がございま

す。この交差点での渋滞は容易に想像できるわけです。ただ、その渋滞を避けて、

甲佐町地区の細い路地を抜けて、七城仮支所、また、セブンイレブンがある普通信

号の交差点へ車の流れが増加すると私は思います。 

   先ほど菰入地区の対策というのはお話ありましたけども、この甲佐町地区の路地

は狭くて、離合も難しいところが多々ございます。そして、小さいお子さんたちが

通学路にもしておりますし、よく利用されております。そういったお子さん方の安

全性が大変気になります。事故が起きてからでは遅いのです。確かに便利になるこ

とはありがたくうれしいことなんですけども、地域住民の安全を第一に、住民の

方々が安心される丁寧な説明は必要です。 

   あと、先ほど申されましたけども、これも令和２年１２月の一般質問時に、警察

とも協議すると答弁されておりますが、警察とはどのような協議が行われて、安全

対策に取り組まれているのか。併せて、警察との協議を含めて、安全対策について、

この１年間でどのような取組をされてきたのか。繰り返しになる部分もあると思い

ますけども、お聞かせください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 
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○山田哲二 建設部長  それでは、この１年間の安全対策について、お答えしたいと

思います。 

   まず、実施できた部分と、できてない部分とあるわけなんですけども、できてい

る部分につきましては、菰入地区からの交差点の枠の色分けの設置、それから、こ

の先、交差点であるという表示、それと段差をつけているのができている部分です。 

   今後、実施をしたい考えているところについては、先ほど申しましたハンプの設

置、それから、路側線の設置、そういった部分については、今後、実施をしていき

たいと考えているところです。 

   それから、先ほど申されました信号機の設置であったり、一旦停止の設置につき

ましては、今後、警察との協議が必要になってくるところでございます。警察との

協議につきましては、１１月の１日に実施をしているところでございますが、その

際に、警察のほうからは、開通後の状況により、今後、検討をするというところに

回答をいただいているところでございます。 

   以上、お答えします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  １１月からということなんですけども、去年の１２月に言

ったんですよね。そのときから警察とも協議するとおっしゃられてたのに、随分遅

い協議だなというふうに感じました。結局は、でき上がってから様子を見ながらと

いうことなんですけども、結局は何か起きてからじゃ遅いと思うんですよ。交通の

流れというのも、あらかじめ分析、シミュレーションというのがやられていれば、

大体こういうふうになるんじゃなかろうか、ここが危険じゃなかろうか、先ほど申

しましたように、その菰入地区だけではなくて、甲佐町地区ですとか、近隣の住民

の方にそういった丁寧な説明をすることが私は大事だと思っております。 

   そこで、このそういった近隣の地区の方々と協議をして、そこで説明をされ、協

議をされて、本当に安全というふうに見られない限り、この開通時期をずらすとい

うことも考えられているのか、お聞かせください。 

○大賀慶一 議長  山田建設部長。 

［登壇］ 

○山田哲二 建設部長  それでは、お答えします。 

   近隣の住民との協議等は一応行っておりまして、そちらの要望はお伺いしており

ます。こちらのほうができ上がり次第、開通という形になりますので、未実施では

一応開通はしないところで考えております。 

   以上、お答えします。 
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○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  ぜひとも安全第一で対処していただきたいと思います。 

   これで、一般質問を終わります。 

○大賀慶一 議長  これで、福島英德議員の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後２時０６分 
開議 午後２時１４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  皆さん、こんにちは。一般質問も私で最後となりました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

   まず、給付型奨学金教育振興小川基金の活用状況について、お尋ねをいたします。 

   この小川基金の奨学金につきましては、平成２１年３月定例会の質問以来、これ

まで何度も質問、要望を続けてまいりました。私自身、平成２１年１２月に直接故

小川水寶氏のご遺族の小川恵美様とお会いすることができ、青少年育成に対する熱

意を強く感じたところであります。 

   これまでの市の対応において、遺族側との意思疎通が不十分だったこともあり、

長い間、小川基金を活用した奨学金制度が創設できなかった背景がありましたが、

ようやく平成３０年１０月１日から給付型奨学金の申請受付が始まりました。特に

私が当初から要望しておりました入学一時金を含む給付型奨学金ができましたので、

これまで経済的理由で進学が難しい子どもたちの夢がかなうのではないでしょうか。

そして、この奨学金制度によって、将来的には菊池市の発展に大きく結びつくもの

と思われます。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、これまでの給付型奨学金教育振興小川基金の申

請状況及び内定の状況をお示しいただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  音光寺教育長。 

［登壇］ 

○音光寺以章 教育長  皆さん、こんにちは。今、議員のほうから小川基金を活用し

た給付型奨学金の経緯と、これまでの活用状況の推移、小川氏への報告の状況につ
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いてお尋ねがありました。そのことについてお答えいたします。 

   菊池市教育振興小川基金を活用した小川奨学金につきましては、議員ご案内のと

おり、「優秀な子どもに、上級学校進学の夢を与えたい」という本市泗水町出身の

故小川水寶氏の寄附金を基に平成３０年度に設立した返還の必要のない給付型の奨

学金制度でございます。 

   現在４年度目として多くの奨学生に給付しており、給付者のアンケートからは

「この奨学金のおかげで金銭的な心配をせずに勉学に専念でき、とても感謝してい

る」との喜びの声を多数いただいているところでございます。 

   これまでの活用状況の推移としましては、初年度の平成３０年度が、８名に対し

て入学一時金１８５万円を給付しており、同様に令和元年度が、１３名に対して入

学一時金４１０万円と８名に奨学金１８５万円を、令和２年度が、９名に対して入

学一時金２６５万円と２１名に６４８万３，３３４円を給付しております。これま

でに３０名に総額１，６９３万３，３３４円を給付しております。 

   また、本年度の給付につきましては、例年どおり１０月１日より１１月１５日ま

で申請受付を行い、現在、選考を行っているところでございます。 

   なお、本年３月末現在の小川基金の残高は１０億１，３２６万４，５５２円とな

っております。 

   次に、故小川水寶氏の遺族であります、小川恵美様への報告につきましては、毎

年６月上旬に、年度ごとの奨学生の数と給付額、基金残高を書面にて報告している

ところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  答弁ありがとうございました。 

   喜びの声が上がっているということで、私としても非常にうれしく思います。 

   これまで３０名の方に奨学金を差し上げているということでございますが、この

基準は非常に厳しい成績の下にやっぱり選ばれた方が、それでもそれだけの方が奨

学金を使われているということで、大変ありがたく思っております。これまで小川

基金を活用した奨学金の創設を要望してきた者としてはうれしく思っております。

そして、改めて、故小川水寶氏とご遺族の小川恵美様に心より感謝を申し上げたい

と思います。 

   市としても、今後もご遺族の意向を尊重していただき、オプションなどの提案を

して、ご遺族との信頼関係がなくならないように、しっかりと経過を報告し、意見

を聞きながら慎重に取り組んでいただくことを指摘、要望しておきたいと思います。
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どうぞよろしくお願いします。 

   それでは次に、世界かんがい施設遺産サミット熊本における菊池市の対応につい

て、お尋ねをいたします。 

   皆様もご存じのように、令和元年９月４日に国際かんがい排水委員会が認定する

世界かんがい施設遺産に菊池市の築地井手、原井手、宝永隧道、古川兵戸井手の四

つの用水群が登録されております。 

   国際かんがい排水委員会は、かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図

るとともに、かんがい施設の適切な保全を目的として、世界かんがい施設遺産制度

が創設されたもので、建設から１００年以上経過し、かんがい農業の発展に貢献し

たものなど、歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施設を登録・表彰してい

ます。 

   登録によって、かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一般市

民への教育機会の提供など、かんがい施設を核とした地域づくりに活用されること

が期待されております。 

   国内では、令和３年１１月現在で４４施設が登録されており、菊池市のかんがい

用水群は県内４件目となり、菊池市のかんがい農業の歴史を評価されたものであり、

建設に努力された先人の方々、その後、守り続けてこられたそれぞれの地域の方々

に敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

   今回、世界かんがい施設遺産については、本年１１月１０日の熊日新聞に掲載さ

れ、世界かんがい施設遺産サミットが来年４月１１日・１２日に熊本市で、国内で

初めて開催されることが発表されました。かんがい施設の持続的な保全・活用の機

運を高める狙いで、同月開催の第４回アジア・太平洋水サミットの関連イベントと

して企画されたものであります。国内最多の４施設がある県内での開催であり、菊

池市としてのそれぞれの井手を活用した地域活性化に弾みがつくと考えられます。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、世界かんがい施設遺産サミットの熊本での開催

における対応について、具体的にお示しをいただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、ただいまの木下議員のご質問にお答えいたします。 

   世界かんがい施設遺産サミットin熊本の大会の状況についてお答えいたします。 

   世界かんがい施設遺産サミットin熊本は、第４回アジア・太平洋水サミット、こ

れは令和４年４月２３日・２４日の２日間行われますが、このプレイベントとして、

令和４年４月１１日・１２日の２日間、熊本城ホールや球磨・白川・緑川・菊池の

各流域において開催されることが決定しております。 
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   １１日につきましては、基調講演やパネルディスカッションが行われ、１２日は

各流域において、施設などの現地視察などが計画されております。菊池市におきま

しては、古川兵戸井手などの現地視察などを計画しているところでございます。 

   また、参加者につきましては、農林水産省をはじめ、県土地改良事業団体連合

会・土地改良区・都道府県・市町村・学識経験者を対象に、初日に約２５０名、２

日目は各流域ごとに２５名程度となっております。一般の方の参加は予定されてお

りませんが、ウェブによる公開が予定されているところでございます。 

   今後は、１２月下旬に参加の申込みを締切り、参加者が決定した後、令和４年１

月下旬に役員会、３月に総会、４月に開催の運びとなっております。 

   本市におきましても、このサミットが成功するよう計画を進めているところでご

ざいます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   部長のほうからいろいろ詳細は説明をいただきました。１１日には全体会議、１

２日がそれぞれの現地を視察されるということでございますが、私が令和元年第３

回定例会において、これが認定になったときに、それぞれの築地井手、そして宝永

隧道、そして原井手、古川兵戸井手はもう私の地元でございますので、十分理解し

て、また継承しておりますが、そのときに私が、ＤＶＤは平成１６年にこのような

形でできております、古川兵戸井手だけですけれども。それと、平成１５年度のそ

の当時の小学校４年生が地域学習の中で、こういった形で版画を彫って、これをこ

ういった冊子に作っておられましたので、私が県の里モンプロジェクトでそれを紙

芝居にしました。それの発表会を平成２０年度にやりましたけども、こういった資

料をそれぞれの施設、井手関係のほうでも作っていただくように、その当時の部長

に提案をしてお願いをしておりましたが、どのようになったのか。そのことをちょ

っとよければ答弁をいただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  清水経済部長。 

［登壇］ 

○清水登 経済部長  それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

   世界かんがい施設遺産に認定されました本市の四つの用水群は、先人の苦労によ

り、現在に至るまで、その恩恵を与え続けております。四つのうち、議員さんご紹

介がありましたように、古川兵戸井手につきましては、地域の方々のお力添えもあ

り、ＤＶＤ及び紙芝居が作成されているところでございます。 
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   歴史を後世に継承していくため、これまで収集した資料の活用方法を含め、関係

機関及び地域の方々のご協力を得ながら、「菊池市の世界かんがい施設遺産」を取

りまとめた成果物の作成を検討していきたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   私、令和元年にこのお願いをしておりまして、今、令和３年でございます。本来

であれば、この熊本県であるそのサミットのときに、それぞれの施設に全部こうい

うのができていれば、いろんな形で啓発活動もできたし、ＰＲもできたんじゃない

かと思っております。こういうのは予算的には、このＤＶＤを作ったときには、市

が２０万円、私は県のほうにお願いして、４０万円お願いして出していただきまし

た。６０万円でできております。だから、ほか、いろんな優先順位を考えると、ぜ

ひともこういうのはやはり早急に作っておいて、そして、やはりその地域、地域の

ことをちゃんと継承できるようにしておかないと、私も前回の質問で申し上げまし

たけど、この内容を知っている人がやはり高齢化などでいらっしゃらなくなること

を非常に心配するわけですよ。特にこういう歴史あることについては、正しいやっ

ぱり継承が必要になってまいりますので、ぜひとも早急に対応していただきたいと

思います。これは市長に、こういったことに対する対応について、市長のお答えを

いただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  お尋ねのありました本市の四つの用水群というものは、歴史的にも

大変重要な遺産であります。これを後世にきちっと継承していくために、地域の

方々のご協力を得ながら、菊池市の世界かんがい施設遺産を取りまとめた成果物の

作成を検討していきたいというふうに思っております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   必要性は十分市長も認識をしていただいていると思いますので、早急に検討をし

ていただきたいと思います。 

   それでは次に、学童保育の現状と拡充について、今回は特に学童保育キッズハウ

スぴっとの現状と今後の対応について、お尋ねをいたします。 
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   学童保育につきましては、これまで何度も新型コロナウイルス対応も含め、施設

運営に対する支援の充実や、拡充の必要性を指摘、要望させていただきました。こ

れまで私のほうから提案をさせていただいた、市全域での同じように子どもたちが

安心して利用できるように、対応の統一化を図るための放課後児童クラブ連絡協議

会「菊池学童さくら会」が設立されております。 

   今後は、連絡協議会によって、クラブ間の連携はもとより、学校や教育委員会と

も連携していただき、さらに子どもたちが安全で安心して利用できる体制づくりを

期待するものであります。 

   今回は、令和３年第２回定例会での質問の確認を含めお尋ねをいたしますが、現

在の学童保育キッズハウスぴっとは、西部市民センター敷地内の老人集会場を借用

して運営されておりますが、施設も老朽化しており、先般は水道が使えなくなった

り、豪雨のときは雨漏りが発生し、子どもたちも不便な状況が続いております。老

人集会場の廃止の計画もあり、新設も含め早急に対応を強く要望しておりましたが、

私としては、子どもたちの安心・安全の観点からは、学校敷地内で建設する必要が

あると考えます。 

   前回の答弁では、老人集会場に代わる新たな放課後児童クラブの候補地となると

ころをＮＰＯ法人チャイルドサポートきくちとともに探しているとのことでありま

したが、その後の進捗状況をお示しいただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  木下議員のご質問にお答えいたします。 

   菊之池小学校区内にある学童保育「キッズハウスぴっと」につきましては、菊之

池小学校に通う児童数の増加に伴い、令和元年７月から菊池市西部市民センター老

人集会場を借用して実施しているところでございます。議員さんのほうからもおっ

しゃいましたけれども、老人集会場は、老朽化により設備に不具合や故障が見られ、

運営に支障を来していることから、令和３年第２回定例会でもお答えしております

とおり、老人集会場に代わる新たな放課後児童クラブの候補地となるところをＮＰ

Ｏ法人チャイルドサポートきくちとともに探してきたところでございます。 

   その後、関係団体や関係部署と協議を行いました結果、子どもの安全・安心を第

一に考え、菊之池小学校の敷地内に放課後児童クラブの開設を決定し、施設の建設

を来年度に予定しているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 
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○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   今、部長の答弁で、基本的に学校敷地内に決定し、また来年度に向かってやられ

るということでございます。非常にうれしく思っております。一日も早く建設が行

われ、子どもたちがすばらしい環境の下で学童保育が行われるように、よろしくお

願いしておきたいと思います。 

   それでは次に、市職員の市外からの勤務状況、これまでの推移、通勤手当、住宅

手当の状況について、お尋ねをいたします。 

   この件につきましては、平成２９年９月の定例会の予算決算常任委員長報告の中

で、災害時における職員の参集や、菊池市内における自治体活動への参加、通勤手

当の削減のために、職員の地元在住を促すべきであるとの提言が述べられました。

熊本地震時における市職員の対応の問題、今後の市の財政の観点からも提言された

ものであります。 

   私も令和２年第３回定例会において、確認を含めお尋ねをいたしましたが、市職

員の市外からの勤務者の数が、全体の職員数は減少しておりますが、市外勤務者数

が増加しており、将来的には大変心配しております。県内の自治体でも通勤手当等

の検討による様々な取組をされております。菊池市の場合も、人口減も含め、しっ

かりと考えていかなければならないと思います。 

   そこで、改めてお尋ねをいたしますが、できれば合併時からの推移、５年間隔程

度で結構ですので、お示しをいただきたいと思います。新採用については、一番新

しい数字でお願いいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 

○上田敏雄 総務部長  それでは、木下議員のご質問にお答えしたいと思います。 

   今、５年間隔でとおっしゃいましたけども、資料のほうが、まず職員の市外居住

者数の年度ごとの職員数については、平成２０年度から集計を行っておりますので、

まず合併時に置き換えて平成２０年度をお伝えしたいと思います。その後、１０年

後の平成３０年、それから直近３年間ということでよろしいでしょうか。 

○１９番 木下雄二 議員  はい。 

○上田敏雄 総務部長  それでは、お答えさせていただきます。 

   まず、いずれも各年４月現在になりますけども、平成２０年の職員数が５５５人、

うち市外居住者が８０人、１０年後の平成３０年ですけども、職員数が４７５人、

うち市外居住者が１２８人、令和元年、職員数が４７３人、うち市外居住者１３６

人、令和２年度、職員数４５７人、うち市外居住者１３６人、令和３年が職員数４

５４人、うち市外居住者１４４人でございます。 
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   また、令和３年４月１日付の新規採用職員数につきましては、職員採用数は２０

名でございまして、うち市外居住者が７名でございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   最初の質問のときに申し上げましたように、職員数は、基本的に人口も減ってお

りますので、職員の数もどんどん減っております。しかしながら、市外からの勤務

者はどんどん増えているというのが現状でございます。これには基本的に通勤手当、

住宅手当、それも財政的な負担もかかってくるわけでございます。 

   私はあえてこの質問をさせていただいております。法的には何の問題もありませ

ん。もうどこからでも優秀な方が職員として働いていただくことはありがたいこと

でありますけれども、私としては、職員の採用になられたら、ある面では、やっぱ

り市外から来られた方でも、このすばらしい菊池に家を建てて勤務すると。そうい

うことの思いを持っていただくため、それと、市内で一生懸命、市内在住の中で消

防団に入ったりとか、いろんなことも含めて地元意識を持って頑張っていらっしゃ

る職員のためにも、やはりそういう気持ちの中で、確認を含めながら質問させてい

ただいております。あくまでもこれは要望でございます。答弁は結構でございます。 

   それでは次に、迫水小跡地の菊池エミュー観光牧場でのエミュー脱走の状況と今

後の安全対策について、お尋ねをいたします。 

   本年１０月７日、早朝に発生したエミュー脱走については、市民はもとより、全

国ニュースでも大きく報道されましたので、知らない人はいないと思われます。脱

走したエミューを捕獲するために、市職員、消防団等の多くの人が動員され、最後

までの捕獲に何日もかかりましたので、特に消防団の方々は、稲刈り等の農繁期で

もありましたので、地元住民も含め大変迷惑な事件でありました。 

   幸い交通事故等がなかったのでよかったのですが、もしも人的被害等があれば大

惨事になっていたかもしれません。会社側としても、今後の再発防止はもとより、

その後の対応について確認の必要性がありますので、お尋ねをいたしますが、脱走

時、多くの市職員が対応に当たりましたが、危険性がある業務を市の一般職員にさ

せる必要があったのか。その後の人件費の対応も含めお示しをいただきたいと思い

ます。また、会社側の地元への対応、安全対策等についても、具体的にお示しをい

ただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  後藤政策企画部長。 

［登壇］ 
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○後藤啓太郎 政策企画部長  エミュー観光牧場のエミュー脱走の経緯と今後の安全

対策、それから、捜索に当たった職員及び消防団の会社側よりの支払い等の対応に

ついて、私からお答えしたいと思います。 

   １０月７日に熊本県菊池エミュー観光牧場株式会社で飼育されていたエミュー５

４羽中２３羽の逃走が確認され、捕獲作業が行われました。 

   市の対応としましては、市民の安全確保・交通事故防止の観点から、初日は市職

員延べ２９人と消防団延べ２６人により捜索活動を行いました。２日目以降は、企

画振興課において報道対応や会社側との連絡調整に当たりました。 

   ４日間にわたる捕獲作業の結果、１０月１０日に２３羽全てのエミューの捕獲が

終了しました。 

   会社側からは、逃走の原因としましては、おりの管理用扉の不備、異常を発見す

るシステムがなかったなどの施設管理の不備によるものと報告を受けております。 

   また、今後の安全対策としましては、管理用出入口のセキュリティ強化、センサ

ーの設置、監視カメラの増設、運動場周囲のフェンスの増設等により、再発防止に

努めると報告を受けております。 

   また、市職員及び消防団員の捜索支援につきましては、公務の一環である「市民

の生命や財産を守るため」の初動対応と考えており、会社側からの人件費の支払い

は受けておりませんが、捜索活動で使用した公用車２台の修繕や清掃に関する費用

は、会社側より負担をしていただいております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   職員が最初のほうは２９名ということでございますが、公務の一環と考えている

ということでございますが、果たしてそれが公務として認められるのかなというふ

うに考えます、私は。通常であれば、民間のある面では飼われている動物が逃げ出

したという形で捉える必要があるんじゃないかなと思います。これはまた改めてい

ろんな形で検証するべきだと思います。 

   今回、業者のほうの後の再発防止ということで、いろいろ、今、答弁をいただき

ましたけど、私ども地元が、１０月の１７日に、早朝より重味の地区の区長会と一

緒に現地に参りました。会社からの説明を受けながら、もちろん区長会からの要望

も行いました。二度とこのような事故を起こさないように、きちんと対応していた

だきたいということで、学校跡地の全体を囲うフェンスの要望をしました。 

   それと、常日頃からのやはり環境整備、除草作業もあんまりできていないような
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状況でもありますし、完全にあれ、鍵の締め忘れですから、もう単純なミスですよ

ね。それで、経費的なこともあるかもしれませんけど、やはり地元の区長さんたち

が言われたことに対しては、やっぱりきちんと報告なり、ちゃんと対応策を考えて

ほしいと思います。そのときは、市のほうを経由して、ちゃんと会社側からの返答

をしますということでしたけど、どのように伝えられたのか分かれば教えていただ

きたいと思います。 

   それと、もう１点、先日、エミュー牧場のすぐ下の隣接の土地の持ち主の方から

私のほうに連絡がありまして、会社側の対応に対する不満の連絡でございました。

１２月４日に現地で場所を見せていただいて、意見を聞きました。地権者のお話と

しては、もうエミュー牧場のすぐ下ですから、とにかく朝からいっぱいエミューが

いたと。そこに職員もでしょうけど、やっぱりそれぞれの方が畑の中を捕まえるた

めに一生懸命捕獲活動されたと。そのときにエミューも、ホウレンソウの苗とかそ

ういうのを食べていたと。だから、会社側の方に、責任者にちゃんと私のところに

来るようにと、そのときに申し上げておりましたが、その後、連絡がないという形

で、私にその意見を申されました。 

   そういうことで、いろんな形でおわびに回りましたということでおっしゃっては

おりますが、まだまだそういうところの徹底がされていないと私はそう思います。

私のほうにそういう連絡があるくらいですから、なかなか区長さん経由では分から

ない点もあると思いますので、私は地元の代弁者としての立場でおりますから、そ

ういった連絡をいただきました。そういうことも含めて、今後、二度とそういうこ

とがないようにする対策も含めて、先ほどのお尋ねした区長会の要望なんかの回答

についても、分かれば教えていただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  後藤政策企画部長。 

［登壇］ 

○後藤啓太郎 政策企画部長  ただいまのご質問についてお答えいたします。 

   ちょっと手元に細かな資料がありませんが、地元への説明というのは、直後に１

回回って、それから近々も１回回ったというふうに会社からは伺っております。今、

議員がおっしゃられたことにつきましては、またこちらのほうで会社のほうと確認

したいと思います。 

   また、今後の安全対策、先ほど申し上げましたように、管理用出入口のセキュリ

ティ強化ですとか、センサーの設置、監視カメラの増設、それから運動場周囲のフ

ェンスの増設、こういったことで再発防止に努めるとの報告を会社のほうから受け

ております。 

   以上、お答えいたします。 
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○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   徹底したやっぱり安全対策、また二度とこういう地域に迷惑のかかることのない

ような対策を要望しておきたいと思います。 

   先ほど公務の一環ということで、税金が使われたということでございますので、

そのことについては、またきちんとした調査もしていかなければいけないと思って

おります。 

   市長の肝煎りで来ていただいておる企業でございますので、市長のほうからもや

っぱり会社側に対しても事細かい心のこもった対応をしていただくようにお願いし

ておきたいと思いますが、市長のほうから何か答弁があれば、よろしくお願いしま

す。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  それでは、エミューの件に関しまして、私のほうからも幾つか申し

上げておきたいというふうに思います。 

   まず、エミューの件では、地元の方は大変驚かれ、またご心配をおかけしたこと

だと思います。その際に大変ご理解をいただきましたことに、心からおわびと同時

にお礼を申し上げたいというふうに思います。 

   まず一つには、市の職員がすぐ捜索に当たったことでありますけども、エミュー

は、実は体高２メートルほどございまして、時速５０キロメートルで走ることがで

きるそうでございます。これが多数、通勤や通学時間帯に飛び出したわけでありま

すから、市民が重大な事故に巻き込まれかねない非常に緊迫した状況でありました。 

   また、会社側の発生当時の従業員数では初動捜索体制が全く取れなかったという

こともありました。やはり市役所の一番の任務というのは、市民の生命と安全を守

るということでありますので、市民の安全確保のために、市の職員、そしてまた消

防団による捜索支援というのは、極めて緊急性が高く、必要不可欠な措置であった

というふうに考えております。 

   なお、市職員、消防団員による捜索支援は、初日の初動対応のみということでご

ざいます。関係されました消防団員、また市職員には、心からお礼を申し上げたい

というふうに思います。 

   また、当社は、今回の件は大変深く反省をされておりまして、万全の体制を取り

たいということをしっかりと申されております。また、そもそもこの地に進出され

たのも、このエミュー観光牧場を通じて地域の発展に尽くしたいと、ウィン・ウィ
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ンの関係を構築したいという長期的な思いからでありますので、今回の件を機に、

雨降って地固まるじゃありませんけども、地域の方々とより緊密な連携をしていき

たいと、こういうお考えをお持ちだというふうに私も伺っております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   地元と会社側がウィン・ウィンになると。今のところ、なかなかウィン・ウィン

にはなってないような状況でございます。当初は、レストランも、バイキングレス

トランもできる。食材も地元から買います。雇用も生まれます。いろんなことが夢

のようなお話がございまして、その後、エミューが入ってきたわけでございますが、

なかなかバイキングレストランとか、そういうのは全然進展しておりませんので、

今後はそういうことの事業計画も含めて、地元の人たちが本当に来ていただいてあ

りがたいなというふうな形で推進をしていただきたいと思います。よろしくお願い

申し上げます。 

   それでは次に、国道３８７号沿いの追尾型太陽光発電施設についての陳情採択後

の対応についてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、当初、市の環境基本条例があるにもかかわらず、関係住

民等に説明会が行われずに開発行為が進んでおりましたので、市の立会いの下、菊

池市環境基本条例に基づいて、これまで何度も地元説明会が開催されましたが、地

域住民の不安の解消には至っていない状況であります。 

   今回は、改めて令和２年第４回定例会で迫間地区における太陽光発電施設につい

ての陳情が全会一致で採択されておりますので、執行部としても重く受け止めて対

応しておられると思いますが、これまでの地元説明会での地域住民からの要望、確

認等について、その後の状況を詳しくお答えいただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  笹本市民環境部長。 

［登壇］ 

○笹本義臣 市民環境部長  改めまして、こんにちは。私のほうから木下議員のご質

問にお答えしたいと思います。 

   まず、国道３８７号沿いの太陽光発電事業に係る対応状況についてご説明させて

いただきます。 

   議員おっしゃいましたとおり、本市の環境基本条例に基づきまして、今年の８月

に行いました関係地域住民の皆様及び開発事業者、双方と市長との面談が行われて

おります。その内容を踏まえまして、市が仲介役となり、双方の合意点が見いだせ
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るよう、市主催の協議会を行っております。日にちが９月２１日と１０月２５日の

２回にわたって開催しております。 

   そのような中、１０月２５日の第２回の協議会におきまして、開発事業者による

関係地域住民の皆様を対象とした事業計画用地における現地立会いを行うことが確

認されました。本市職員、私どもも同行いたしまして、これが１１月の１４日、現

地での立会いが行われたところでございます。 

   なお、現在の状況といたしましては、さきの現地立会いを基に、双方の合意点が

見いだせるよう、市主催によります第３回目の協議会の開催に向けて、現在、準備

を進めているところではございます。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   先般の質問の中で、４月３０日の説明会のときに、業者側から６基撤去、もうこ

れは業者側からの提案でございました。その後の説明会の中で、撤去がずらすにな

ったり、ちょっと移動しますとか、もう相手側としても、非常になかなか私たちに

は理解できないような説明会ということでございます。 

   それと、その後、やはり私ども地元のほうから言ったことの中に、私もちょっと

議会の質問の中で指摘をされたといいますか、熊大の山尾教授の発言について、や

はり地元の人たちとしては、きちんとしたやっぱり確認をしたいと。そういうこと

で、執行部に対して、山尾教授に実際に菊池のほうに来ていただいて、私たちの前

で、言った言わないも含めて説明をしていただきたいと、そういうお願いもしてあ

ります。 

   それと、その後、出てきたのが里道の使用許可の問題、このことはやはり執行部

のほうでないと回答できないと思いますので、そのことをお願いしたい。 

   それと、先ほど１１月１４日ですか、現地での立会いということで、私も同行さ

せていただきましたけど、そのときには、最終的には人数制限については入れても

らえましたけど、５名でないといけないとか、時間も制限するとか、マスコミは同

行不可とか、そういう何か、そして、現地では、そら協議の場所ではないから、い

ろんな意見は聞きませんよと。もう何か普通だったら考えられないような条件の下

に現地視察みたいな形になるわけですね。なかなかこういう状況では問題解決には

結びつかないと思うんですね。 

   先般、熊日に大きく「令和の公害 法規制なく」ということで載りました。国も

法的な規制はなくても、やはり先ほど江頭市長が市民の安心・安全を守るためには
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エミューだって捕まえに行かにゃいかんと。そういう形で公務になるわけですね、

市の職員がエミューを捕まえに行くのが。今回もやはり市民の安心・安全を守るた

めに、絶対やっぱり対応しなければいけないのがこの太陽光の問題だと思います。 

   先般も、猿渡議員が電波塔の問題で署名運動を始めて、頑張っていらっしゃいま

すけれども、やはり自分の家のすぐ近くにできるとか、やっぱりそういう気持ちに

なって対応してあげなければいけないというのが私の考えです。今後は、もちろん

法律には問題なくても、やはりその市民を守る立場の執行部としての対応が一番大

事だと思います。 

   これまでの要望の中に、地元の方々から、栃木県の佐野市の同じような追尾型の

強風で倒れて、車が下敷きになって、５０代の女性の方が頭に軽傷を負った事件と

いうのもあっております。だから、この追尾型についても、やっぱり危険性がある

ということについてはもう立証されつつあるんですね。だから、そういうことも踏

まえて、今後、やはり市民の立場になって、私はきちんと対応していただきたいと

思いますので、市長のほうから、その決意と申しますか、対応についてのお考えを

お示しいただきたいと思います。 

○大賀慶一 議長  江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  太陽光問題に関する私の考えを述べよということでございますが、

これまでの面談等を通じまして、地域住民の皆様が大変大きな不安感を抱えていら

っしゃるということは私も感じているところでございます。そのため、本来では事

業者により行われるべき説明会ではありますけども、大変膠着した状況が両者間に

生じておりましたので、市のほうが仲介役となり、協議の場を設定しながら、粘り

強く話合いを続けるという形で、市としては法の中でなし得る最大限の努力を行っ

ているところでございます。 

   事態の解決に向けまして、双方の合意点が見いだせるよう、今後も引き続き全力

で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  ありがとうございました。 

   今後も市民のために最大限の努力をお願いしまして、質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○大賀慶一 議長  これで、木下雄二議員の質問を終わります。 

   以上で、一般質問は終わります。 
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   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   次の会議は、１２月２１日の午前１０時から開き、議案等の採決を行います。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時０５分 
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○大賀慶一 議長 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○大賀慶一 議長  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員長報告（報告書は、巻末   ～   頁参照）・質疑・討論・採決 

○大賀慶一 議長  日程第１、去る１２月２日の会議において、各常任委員会に審査

を付託しました、議案第９７号から議案第１３５号まで、並びに請願第４号から請

願第５号の４１案件について、各常任委員長から審査結果の報告があっております

ので、これを一括して議題といたします。 
   ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 
   まず初めに、総務文教常任委員長、平直樹議員。 

［登壇］ 

○平直樹 総務文教常任委員長  おはようございます。委員長報告申し上げます。 

   本定例会で総務文教常任委員会に付託されました案件は、条例案１０件、議決案

１件の１１案件です。 

   ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告をいたし

ます。 

   初めに、議案第１００号から議案第１０９号までの１０議案については、執行部

より、今回、全庁的に条例の総点検を実施し、条例の見直しを行ったもので、改正

内容は条項等のずれや文言の整理、文体の統一等が主なものであるとの概要説明が

あり、議案ごとに個別の説明を受け、質疑を行いました。 

   まず、議案第１００号から議案第１０３号については、特に質疑はありませんで

した。 

   次に、議案第１０４号については、執行部より、菊池市集会所条例の一部改正は、

今回の条例の整理に基づき改正するものであるが、各集会所の位置が、換地や合筆、

分筆等により、本来であれば改正しておくべきであった地番がそのままになってい

たため、今回併せて改めるものとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員より、集会所の位置については、番地を調べると全然違う場所になっていた
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が、今回改正するに当たって、番地は全部精査されているのかとの質疑に対し、執

行部より、全体的に確認して精査しているとの答弁がありました。 

   議案第１０５号から議案第１０９号については、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第１３０号については、執行部より、今回の辺地総合計画の変更は、

１２か所のうち２か所の辺地について、公共的施設の整備内容の変更及び追加によ

る変更を行うものであり、地域住民の道路環境の改善を図るとともに、安全な車両

通行を確保するために整備するものとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員から、充当率については、以前と比べてどうなっているのかとの質疑に対し、

執行部より、充当率は以前と変わらず１００％であるとの答弁がありました。 

   また、委員から、条件の悪い自治体にとっては有効な事業であり、特に条件の悪

い中山間地に計画的に道路事業を行うことは、市の活性化につながると思うとの意

見がありました。 

   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第１００号から

議案第１０９号及び議案第１３０号については、討論もなく、採決の結果、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、総務文教常任委員長報告といたします。 

○大賀慶一 議長  次に、福祉厚生常任委員長、坂本道博議員。 
［登壇］ 

○坂本道博 福祉厚生常任委員長  おはようございます。 
   本定例会で福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例案９件、議決案１

件、請願１件の１１案件です。 

   ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

   なお、報告書はお手元に配付しておりますが、本日の報告については、網かけ部

分を割愛して報告します。 

   会議録については、全文記載された報告書を掲載します。 

   初めに、議案第９８号については、執行部より、本案は、健康保険法施行令の一

部改正等に伴い、条例の一部を改正する必要があり、条例改正を行うものであると

の説明があり、質疑を行いました。 

   委員から、出産育児一時金について、病院への支払いが増額されるということか

との質疑に対し、執行部より、これまで産科医療補償制度で、病院が負担する額は

４２万円のうち１万６，０００円となっていた。今回の改正で１万２，０００円に

減額になったとの答弁がありました。 

   さらに、委員から、今回の国の減額の趣旨は何かとの質疑に対し、執行部より、
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産科医療補償制度の減額については、周産期医療等の技術の進歩により、出産時の

分娩の異常等のリスクが少なくなったため、減額すると説明があっているとの答弁

がありました。 

   次に、議案第１３１号については、執行部より、本案は、菊池市菊池北小学校区

放課後児童健全育成クラブの指定管理について、ＮＰＯ法人チャイルドサポートき

くちを指定し、その期間を令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間

とするものであるとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員から、菊池北小学校区放課後児童健全育成クラブの児童の利用人数の推移は

との質疑に対し、執行部より、平成３０年度が４１人、平成３１年度が３８人、令

和２年度が５３人、令和３年度が６１人であるとの答弁がありました。 

   さらに、委員から、建物を二つ使っているのはどういう理由があるのかとの質疑

に対し、執行部より、コロナの影響で児童が密にならないようにするために、もと

もとの建物と住宅の一部を使わせていただいている。児童数も増えてきているので、

当面はこの状態を維持したいと思っているとの答弁がありました。 

   また、委員から、指定管理委託料は幾らかとの質疑に対し、執行部より、今年度

の指定管理料は１，０８３万２，０００円であるとの答弁がありました。 

   議員間討議では、議案第１１０号から議案第１１６号について、例規の見直しに

伴う関係条例の制定について、文言の統一等の形式的な問題だけではなく、決裁の

後の掲載漏れ等が分かったのは非常によかったと思う。引き続き法務研修を行い、

スキルアップをしていただきたいとの意見がありました。 

   また、請願第５号について、以前、吃音のある児童・生徒に対する支援体制の確

立について、教職員への研修の導入を求める請願があった。今回の請願については、

子育て支援課から周知していただいて、保育士研修のカリキュラムに入れていただ

きたい。吃音のある園児がきつい思いをしないように、議会としても取り組まなけ

ればならないと思っているとの意見がありました。 

   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第９７号、議案

第９８号、議案第１１０号から議案第１１６号、議案第１３１号、及び請願第５号

については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決・採択すべ

きものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

にお願い申し上げまして、福祉厚生常任委員長の報告とします。 

○大賀慶一 議長  次に、経済建設常任委員長、後藤英夫議員。 
［登壇］ 

○後藤英夫 経済建設常任委員長  改めまして、おはようございます。経済建設委員
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長報告をいたします。 
   本定例会で経済建設常任委員会に付託されました案件は、条例案９件、議決案４

件、請願１件の１４案件です。 

   ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

   なお、報告書はお手元に配付しておりますが、本日の報告については、網かけ部

分を割愛して報告します。 

   会議録については、全文記載された報告書を掲載します。 

   初めに、議案第９９号については、執行部より、本案は、流川団地の給水施設等

に関し、共益費を設定するに当たり、条例の一部を改正するものであるとの説明が

あり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第１１７号から議案第１２４号までの８議案については、執行部より、

今回、全庁的に条例の総点検を実施し、条例の見直しを行ったもので、改正内容は

条項等のずれや文言の整理、文体の統一等が主なものであるとの概要説明があり、

議案ごとに個別の説明を受け、質疑を行いました。 

   次に、議案第１３２号については、執行部より、本案は、菊池市ふるさと創生市

民広場の指定管理について、これまでに引き続き一般社団法人菊池観光協会を指定

し、その期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間とするもの

であるとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員から、菊池観光協会は、今、何人体制で運営を行っているのかとの質疑に対

し、執行部からは、令和３年度の総会時点で会員数は１９４会員、事務局は５名、

うち３名が常勤、２名が非常勤となっているとの答弁がありました。 

   次に、議案第１３３号については、執行部より、本案は、菊池市営住宅、菊池市

特定公共賃貸住宅、菊池市旧雇用促進住宅七城宿舎駐車場及びその他附帯施設につ

いて、菊池市営住宅管理共同企業体を指定し、その期間は令和４年４月１日から令

和９年３月３１日までの５年間とするものであるとの説明があり、質疑を行いまし

た。 

   委員から、常々、私たち議会は、地場産業育成といった形で考えているが、指定

管理者に指定しようとしている団体の住所は熊本市中央区辛島町となっている。ど

ういった会社かとの質疑に対し、執行部からは、一般社団法人熊本県賃貸住宅経営

者協会、日本管財株式会社、株式会社三牧建設工業の３社の共同企業体であり、い

ずれの会社も宅地建物取引業の資格を有しているとの答弁がありました。 

   さらに、委員から、選定した企業体の出資比率はとの質疑に対し、執行部からは、

熊本県賃貸住宅経営者協会が５０％、日本管財が４０％、三牧建設が１０％である

との答弁がありました。 
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   また、委員から、この企業体は、菊池市内の業者と言えるのかとの質疑があり、

執行部からは、平成２７年５月の議会月例会において、市内業者と市外業者の共同

企業体は市内業者扱いとすると報告した運用指針に基づいて、適正に審査を行って

いるとの答弁がありました。 

   次に、委員から、今回の審査において、選定業者が特に優れていた点はどのよう

な内容かとの質疑があり、執行部からは、事業計画書に沿った管理を安定して行う

ために必要な人員及び財政的基礎を有していることなどが挙げられるとの答弁があ

りました。 

   次に、請願第４号については、菊池市商工会の移転に関する請願であり、請願者

の説明を求め、質疑を行いました。 

   委員から、中心市街地における回遊性・にぎわい創出に資する事業の早期着手と

請願されているが、市にどのようなことを望まれているのかとの質疑に対し、請願

者からは、築地井手は温泉街のほうから来ており、一部区域において築地井手をオ

ープン化し復活させることや、景観に見合った建物等も残っていることから、街歩

きや歴史探索等の新しい中心市街地活性化策としていただきたいとの説明がありま

した。 

   議員間討議では、まず、議案第１１７号から議案第１２４号について、例規の検

証・見直しについて、定期的に行っていかないと誤った条例に起因するミスが生じ

てくるのではないか。定期的といっても毎年ということではなく、数年くらいの間

隔を空けて点検していくことでよいのではないかとの意見がありました。 

   次に、議案第１３３号について、市外業者を含む市内業者にも市内業者単独と同

一の加点ではなく、差をつけるべきではないか。出資比率は問わないとなっている

が、１００分の５の加点に出資比率を掛けるなど、考慮すべきではないか。出資割

合については、地場産業育成といった観点から、地元が５０％以上あるような形に

してほしい。大きな会社はプレゼンテーションにたけ、小さな会社は慣れていない

ところがあるので、審査の過程で十分配慮してほしい。不動産業や宅建等の資格が

必要ではないか。執行部が平成２７年に運用指針の説明を行ったとはいえ、５年も

たち、ルールの見直しが必要だったのではないか。地元の業者が受けられるよう１

年前から勉強会などの働きかけが必要だったのではないか。住んでいる人の安全・

安心が一番である等の意見がありました。 

   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第９９号、議案

第１１７号から議案第１２４号、議案第１３２号、議案第１３４号及び議案第１３

５号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 
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   次に、討論がありました議案について申し上げます。 

   まず、議案第１３３号については、委員より、地場産業育成の観点から、地元業

者をなるべく選定するよう議論してきたが、選定業者については、地元業者の出資

割合が１０％しかないこと、住所が熊本市中央区辛島町となっていることから、到

底、地場産業育成とは考えられないとの反対討論がありました。 

   また、委員より、この議案は、入居者・住人に不利益がないよう第一に考えて進

められてきた。反対の意見もあったが、これはこれからの課題として改善できる部

分は改善してもらい、初めての事業でもあることから、まず本委員会として、住人

が困ったりすることがないよう、行政と一緒になって不便が生じていないかなど、

見守っていく必要があるとの賛成討論がありました。 

   次に、請願第４号については、委員より、菊池市商工会が今すべきことは、会館

移転ではなく、中小零細企業のお店の方々が今困っていることを助けるべきなので

はないかとの反対討論がありました。 

   また、委員より、農業と商工業が一緒になって成長し、市が成り立っていく核と

なる会館であることから、市がきつくても手助けをしていくことが当然だと考える

との賛成討論がありました。 

   採決の結果、議案第１３３号、請願第４号については、賛成多数により可決・採

択すべきものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、経済建設常任委員長報告とします。 

○大賀慶一 議長  次に、予算決算常任委員長、松岡讓議員。 

［登壇］ 
○松岡讓 予算決算常任委員長  おはようございます。 
   本定例会において、予算決算常任委員会に付託された議案について、１２月２日

及び１６日に予算決算常任委員会を、９日、１０日に予算決算常任委員会分科会を

開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告します。 
   なお、報告書はお手元に配付しておりますが、本日の報告については、網かけ部

分を割愛して報告します。 
   会議録につきましては、全文記載された報告書を掲載します。 
   本委員会に付託されました議案は、議案第１２５号から議案第１２９号までの５

議案です。 
   各分科会において所管する分を慎重に審査し、各分科会長より経過報告がありま

したので、その主な内容について報告します。 
   初めに、議案第１２５号について申し上げます。 
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   まず、地域振興費の交通コミュニティ対策事業における地方バス運行補助金１，

１２０万８，０００円の増額については、執行部より、利用者の減少による運賃収

入の減、運行経費の増加、国県補助の減等による産交バスへの運行補助金の増額で

あるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、利用者の減少が理由の一つに挙げられているが、利用者の実数と見込

数はとの質疑に対し、執行部より、利用者は全体的に新型コロナ前と比べて減少し

ており、令和元年度の産交バスの４路線の合計が１４万５，５５０人であった。令

和２年度が１１万７，３９０人、令和３年度は見込みで１１万３，７３４人である。

これは近隣の自治体を結んでいるため菊池市内だけの数ではなく、山鹿、菊池、大

津間の４路線の合計であるとの答弁がありました。 
   また、委員から、関係する自治体ごとの補助金の負担はどうなっているのかとの

質疑に対し、執行部より、各自治体の負担割合については、各路線の延長を自治体

ごとの距離で案分し、補助金額を算出しているとの答弁がありました。 
   次に、事務局費の新型コロナウイルス感染症対策事業における修学旅行追加費用

補助金１，５６９万５，０００円の増額については、執行部より、新型コロナウイ

ルスの感染症の影響により、修学旅行の延期や行き先の変更などにより、追加で発

生する企画料、手数料、キャンセル等の費用について、保護者の負担軽減を図るた

め、補助するものであるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、１人当たりの補助金額はどのくらいかとの質疑に対し、執行部より、

県の総合交付金の基準を参考に１人当たりの金額を見込んでおり、小学生が１万９

４４円、中学生が３万４５４円で積算しているとの答弁がありました。 
   次に、図書館費のきくちの泉こども文庫基金積立金１，０００万円の増額につい

ては、執行部より、菊池市の子どもたちの読書活動推進のために役立ててほしいと

の趣旨で頂いた寄附を、設立した基金に積み立てるものであるとの説明があり、質

疑を行いました。 
   委員から、寄附を頂き感謝している。これを子どもたちのために有効に使うこと

になるが、どういう使い方を計画しているのかとの質疑に対し、執行部より、新年

度から子どもたちの読書活動の推進に向けた取組を計画しており、一つは子どもた

ちのための本の購入で、本の購入に当たっては、図書委員や先生に選書に携わって

もらい導入していく。また、大学と連携しながら子ども向けのワークショップの費

用に充てたいと考えているとの答弁がありました。 
   次に、債務負担行為補正における指定ごみ袋作製業務については、執行部より、

年間を通じて業務を委託する必要があるため、債務負担行為を設定するものである

との説明があり、質疑を行いました。 
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   委員から、不燃物用指定ごみ袋の極小は作製することになったのかとの質疑に対

し、執行部より、令和４年度当初予算に計上し、議決されれば作製する予定である

との答弁がありました。 
   次に、障がい者福祉費の障がい児通所給付費等支援事業については、執行部より、

介護給付事業費（児童）の利用実績見込みにより、４，６６２万４，０００円を増

額するものであるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、事業費の増額は、放課後等デイサービスの新規の利用者が増えたこと

によるものか、これまでの利用者の１人当たりの利用料が増えたものなのかとの質

疑に対し、執行部より、新規の利用者の把握はできていないが、利用者・利用料と

もに毎年増えている。市内に事業所が増え、利用しやすい環境になったことも利用

者や利用料が増えている要因と考えているとの答弁がありました。 
   次に、債務負担行為補正における緊急通報体制等整備業務については、執行部よ

り、一人暮らしの高齢者に対し、緊急時の連絡用として緊急通報装置を貸与し、高

齢者の在宅生活を支援するもので、切れ目なく執行していくために債務負担行為を

設定するものであるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、緊急通報装置の設置台数はとの質疑に対し、執行部より、令和２年度

末で１３６台であるとの答弁がありました。 
   次に、農業費の宝永隧道内水対策事業については、執行部より、赤星地区の内水

対策事業として大型発電機２台を購入する計画であるが、受注生産となっているこ

とから、四、五か月の期間を要し、年度内の納品が困難であるために、繰越明許費

の設定を行うものであるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、繰越しの理由は理解できるが、少しでも工期を短くすることはできる

のかとの質疑に対し、執行部からは、適正な納品期間を取るために繰越明許費の設

定を行うものであり、極力、次の梅雨までには間に合うよう努力していきたいとの

答弁がありました。 
   次に、都市計画総務費の空家等対策事業については、執行部より、泗水の桜山地

区に相続放棄され所有者不在となっている空家があり、将来的に周囲の環境悪化等

が懸念されていることから、現在、行政代執行による解体を検討している。事業を

進めるに当たっては、建材調査が必要であり、今回、分析の委託料として５万２，

０００円を計上したものである。実際の解体等については、法的な事務手続や当市

では初めての取組ということもあり、来年度以降になると見込んでいるとの説明が

あり、質疑を行いました。 
   委員から、初めての行政代執行に当たっての注意すべき点はとの質疑に対し、執

行部からは、所有者の不存在が間違いないのかという確認、周辺の危険性の除去と



－ 238 － 

いった観点からのタイミングではないかと考えているとの答弁がありました。 
   次に、議案第１２７号については、執行部より、介護サービス等諸費を１，１０

０万４，０００円減額し、介護予防サービス等諸費を同額増額するものであるとの

説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、介護サービス等諸費と介護予防サービス等諸費は、介護保険給付の対

象事業ということかとの質疑に対し、執行部より、介護サービス等諸費は要介護認

定者の給付費で、介護予防サービス等諸費は、要支援認定者のサービス給付費であ

る。要介護認定者の給付費が見込みよりも少なく、要支援認定者のサービス給付費

が増えているため、今回補正するものであるとの答弁がありました。 
   次に、議案第１２９号については、建設改良費の国道３２５号汚水幹線布設替事

業について、執行部より、工事請負費１億８１０万円を令和３年度の年割額、２億

２，０００万円を令和４年の年割額とし、総額３億２，８１０万円の継続事業とし

て補正するものであるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、施工延長が６００メートルしかないのに、３億２，８１０万円は高い

のではないかとの質疑に対し、執行部からは、口径が１，１００ミリメートルの管

を埋設するため、掘削断面が大きくなり、土量も通常の下水道工事からすると５か

ら６倍に増え、管の製品代も高くなるためであるとの答弁がありました。 
   議員間討議では、委員より、先日の民生委員との意見交換会では、前回のワクチ

ン接種について、予約が取れず困られた高齢者の方が多くおられたというご意見が

あった。３回目のワクチン接種については、前回の反省も踏まえ、予約受付がスム

ーズにできるよう、他自治体も参考にしながら、市民が混乱しないよう体制を整え

ていただきたい。３回目のワクチン接種について、いろんな情報が飛び交っている

ので、市民への情報提供をしていただきたいとの意見がありました。 
   また、新型コロナウイルス感染症対策の３回目のワクチン接種事業について、福

祉厚生分科会より次の２点の提言がありました。 
   ①前回の反省を踏まえ、他自治体の状況を参考にし、スムーズなワクチン接種の

予約体制を整えること。 
   ②３回目のワクチン接種について、市民へ情報を提供すること。 
   以上が、各分科会長からの経過報告となります。 
   なお、執行部に対する総括提言及び各分科会長に対する質疑はありませんでした。 
   以上、慎重に審議しました結果、議案第１２６号から議案第１２９号については、

討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

   次に、討論がありました議案第１２５号について申し上げます。 
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   委員より、本補正予算には、マイナンバーカードに健診事業についてもひもづけ

が行われるための予算が計上されている。さらなる個人情報の集積により個人情報

漏えいの危険が高まるため反対するとの反対討論がありました。 

   採決の結果、議案第１２５号については、賛成多数により可決すべきものと決定

しました。 

   以上、本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果について、ご報告申

し上げます。 

   議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同を賜りますようお

願いを申し上げまして、予算決算常任委員長報告を終わります。 

○大賀慶一 議長  以上で、各常任委員長の報告を終わります。 
   ただいまの各常任委員長の報告に対しまして質疑を行います。質疑は３回までと

なっております。 
   質疑はありませんか。 
   荒木崇之議員。 

［登壇］ 
○１１番 荒木崇之 議員  経済建設常任委員長にお尋ねいたします。 
   議案第１３３号についてです。市営住宅の指定管理者の指定についてですが、平

成２６年１２月議会で、このとき、たしか工藤議員が総務委員長だったんですが、

そのときは、菊池市文化会館の指定管理に地元業者が応募したときは、総務委員会

において、秘密会にして指定管理の審査の点数を開示させ精査していますが、今回

は点数表の審査は行ったのか。もし行っていないなら、なぜしなかったのかという

のが１点目です。 
   ２点目、指定管理者の選定業者として、先ほどありましたように、熊本市に本社

を置く、中央区辛島町６９番地に置く、菊池市営住宅管理共同体というのが、今回、

議案で上がっていますが、その業者の出資割合が市内が１０％、市外が９０％であ

りますが、次点の企業体、今回惜しくも選ばれなかった次点の企業体の出資割合も

審議されていればお示しください。 
   ３点目です。この菊池市営住宅管理共同体はまだ仮契約で、議決もされていませ

ん。しかし、私が確認した１１月２５日の時点で、実はもう既に求人案内で事務局

長を募集しています。これは公共工事でいうところの事前着工に当たると考えます

か、そのあたりはどうお考えでしょうか。審議されていますでしょうか、お尋ねし

ます。 
○大賀慶一 議長  経済建設常任委員長、後藤英夫議員。 

［登壇］ 
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○後藤英夫 経済建設常任委員長  議案第１３３号についての質疑ですが、平成２７

年５月の議会月例会において、執行部から報告した運用指針に基づいて、指定管理

候補者選定委員会が適正に審査を行っているということであったため、点数表の審

査は行っておりません。そういう理由もそのためでございます。 
   それから、指定管理者として、選定委員会選定者として、熊本市に本社を置く菊

池市営住宅共同体が上がっているということでございますが、出資割合について、

ほかの二番手、三番手については、非公表とのことであり、審査しておりません。 
   それから、３番目におっしゃいました、菊池市営住宅管理共同体がまだ仮契約で

あるということで、そういうお尋ねでございましたが、委員会でそのような議論は

行っておりません。 
   以上です。 
○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 
○１１番 荒木崇之 議員  それでは、再質疑をいたします。 
   通常、この選定委員会というのは、採点されて恣意的に操作をしないように、極

端に点数が高い人とか低い人は切って、平均を取ってやるやり方というのが、もう

今、県のほうはそういうことを取り入れられて主流になっていますが、今回、それ

を採用しているのか。これは非公表じゃないので、議会でもちろん審議されている

と思いますが、そういう平均を取ってのやり方なのか、それとも、１０人なら１０

人、６人なら６人、選定委員の全部の点数でやったのかというのをお尋ねしたいと

思います。 
   それと、執行部の話として、１０％しか入ってなくても、それを市内業者と見る

というのは、平成２７年５月の月例会においてとありますが、その月例会の記憶、

申し訳ないけど、私、そのとき務めさせていただいてたんだけど記憶にない。そし

て、さらには、その間に市議選もありまして、元職、新人入れて、このことは知ら

ないわけですよ、もちろん。ということは、このときの議事録をもちろん取り寄せ

て、委員会は審議されていると思っているんですけど、そのときの議事録、２７年

の月例会の議事録、どういう説明があったのか、そういうのを取り寄せてされたの

か、お尋ねをします。 
○大賀慶一 議長  経済建設常任委員長、後藤英夫議員。 

［登壇］ 
○後藤英夫 経済建設常任委員長  審査会の評価についての話でございますが、審査

会が評価されている評価がおかしいというのなら、審査会そのものが成り立たなく

なるという意見もございましたので、しっかりその論点の整理を行って、議案の審
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査と地元業者の取扱い等の課題とは分けて討論することがありました。点数表の審

査を行うための話と分けてやっています。 
   それから、もう一個は、月例会の資料を取り寄せてはやっておりません。しっか

り執行部からの説明を聞いてやっております。 
   以上、お答えします。 
○大賀慶一 議長  荒木崇之議員。 

［登壇］ 
○１１番 荒木崇之 議員  私が経済建設に所属してないながらも、議案を読んだだ

けでも、これだけの質疑ができて、しかも、それに全く審議されていないというの

がお分かりになられたと思います。 
   経済建設委員会は、前回の議会でも不納欠損が多額にあったにもかかわらず審議

していないということで、今回も全く答えになっていないということですが、審議

を尽くしたとこれで言えるのか。 
○大賀慶一 議長  荒木議員、関係のない質疑は。 
○１１番 荒木崇之 議員  いや、関係ありますよ。今から質疑に入るので、前段で

すから。 
○大賀慶一 議長  質疑をしてください。 
○１１番 荒木崇之 議員  議長、ちゃんと最後まで聞いてやってください。 
○大賀慶一 議長  質疑をしてください。 
○１１番 荒木崇之 議員  もう一回言いましょうか。 
   前回も不納欠損があったにもかかわらず審議をやっていないというのは分かった

ことです。今回も全く答えになっていないので、これで審議を尽くしたと本当に委

員長が言えるのかというのをお聞きしたい。 
   それともう１点、最後に、委員からもう当然のことを言われています。これはや

っぱり住民の方、住んでいらっしゃる方、市営住宅に住んでいる方が一番だという

ことでありますが、私もそうだと思います。文化会館と違って、住宅がないと生活

ができないわけですから、もしこれが否決になった場合、どのようなことが起きる

のか、それを想定して委員会で審議されたのか、お尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  経済建設常任委員長、後藤英夫議員。 

［登壇］ 
○後藤英夫 経済建設常任委員長  否決になった場合のことについては、議論は行わ

れておりません。 
   あと、審査については、一応いろんな意見が出て、しっかりとたくさん意見は出

て、やっぱりいろんな、どうなるのかと、地元に本当に取ってほしいと、そういっ
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た意見がたくさん出ました。そして、議員間討議で、最後、意見がいっぱい出たと

ころで、まとめたところでございます。 
   以上、お答えします。 
○大賀慶一 議長  ほかに質疑ありませんか。 
   木下雄二議員。 

［登壇］ 
○１９番 木下雄二 議員  皆さん、おはようございます。 
   経済建設常任委員会委員長に、議案第１３３号、公の施設の指定管理者の指定に

ついて質疑を行います。 
   委員長報告では、出資比率が熊本県賃貸住宅経営者協会が５０％、日本管財が４

０％、三牧建設工業が１０％で、地場産業として委員会で認められたのか、どのよ

うな協議を行われたのか、お尋ねをしたいと思います。 
   また、市の中小企業振興基本条例も含めて、十分地場産業育成の観点からの審議

をされたのか、お尋ねをいたします。 
○大賀慶一 議長  経済建設常任委員長、後藤英夫議員。 

［登壇］ 
○後藤英夫 経済建設常任委員長  お答えします。 
   報告書にも記載しておりますとおり、委員会の中では様々な意見があり、今後、

考えていかなければならない課題もありますが、平成２７年５月の議会月例会では、

市内業者と市外業者が共同運営で経験を積むことも重要である。市内企業に育成の

機会を与えることが重要であるとの意見があり、執行部では、市外業者と市内業者

の共同体についても市内業者扱いとするとした運用指針に基づいて、指定管理候補

者選定委員会が適正に審査を行っているとのことであったため、委員会では賛成多

数で可決すべきものと決定したところであります。 
   また、二つ目ですけども、報告書に記載しておりますとおり、地場産業育成とい

った観点から、今後の課題を含め、十分な審査を行ったところでございます。 
   以上、お答えします。 
○大賀慶一 議長  木下雄二議員。 

［登壇］ 
○１９番 木下雄二 議員  再質疑をしたいと思います。 
   委員長が平成２７年の５月の運用指針という形で申されておりますけれども、先

ほど荒木議員が指摘されましたように、その後、改選もございましたし、それと、

先般、私たち総務文教常任委員会のほうで、特に中小企業振興基本条例について

は、入札等も含めて、改めて提言書を出しております。そのときに、やはり地場産



－ 243 － 

業育成に基づいてのやっぱり提言だったと思いますが、そのことについては、委員

会の中で審議をされたのか、お聞きしたいと思います。 
○大賀慶一 議長  経済建設常任委員長、後藤英夫議員。 

［登壇］ 
○後藤英夫 経済建設常任委員長  お答えします。 
   前の例えばさっきの荒木議員もですけど、議事録など、そういうことは特になか

ったんですけども、しっかりと執行部から当時のお話を聞いて、それから判断をし

ております。 
   提言などは議員間討議などでしっかりと行って、これからしっかりやっていきた

いと考えております。 
   以上です。 
○大賀慶一 議長  ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
○大賀慶一 議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
   これから討論を行います。 
   議案第９７号から議案第１３５号まで、並びに請願第４号及び請願第５号の４１

案件について、討論はありませんか。 
   東奈津子議員。 

［登壇］ 
○６番 東奈津子 議員  皆さん、おはようございます。議席番号６番、日本共産党、

東奈津子です。 
   議案第１２５号、令和３年度菊池市一般会計補正予算について、反対の立場から

討論を行います。 
   本補正予算では、主要事業の説明でもありましたが、ワクチン接種の費用や、放

課後児童クラブへの感染症対策事業の予算など、現在のコロナ禍に必要な予算が計

上されていることは承知しております。しかし、今回、補正予算に反対する理由は、

マイナンバーカードに健診事業についてもひもづけが新たに行われる予算が盛り込

まれている点であります。 
   マイナンバーは、既に税の情報と他分野との連携が導入されておりますが、国は、

さらにひもづけする情報を拡大し、マイナンバー利用をほかの分野にも広げ、マイ

ナンバーそのものを利用しなくても、行政事務全般で情報連携できるようにしよう

としています。これはもうけの種であるビッグデータをさらに増やすためであり、

集積されたデータは利活用へと回されます。利便性の高さはセキュリティーの低さ

と表裏一体であることが、昨年夏に発覚したドコモ口座の不正引出し事件によって
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あらわとなっています。さらなる個人情報の集積により、個人情報漏えいの危険は

高まります。 
   以上の理由から、議案第１２５号については反対とします。 
○大賀慶一 議長  ただいま議案第１２５号に対する反対討論がありましたので、ま

ず議案第１２５号に対する討論を行います。 

   議案第１２５号について、賛成者の発言を許します。 

   田中教之議員。 

［登壇］ 

○１番 田中教之 議員  議案第１２５号について、賛成討論いたします。 

   この議案は、第３回目のワクチン接種や、学童保育に対する補助金など、非常に

重要な一般会計の補正予算案です。可決しなければならないと考えております。 

   反対討論でマイナンバーについてのセキュリティーについての懸念が述べられま

した。まず大前提として、リスクがゼロという技術はございません。言い換えます

と、今まで人類はリスクを取りながら様々な技術は進化し、その恩恵を受けており

ます。ドコモの不正引き出しの視点がありましたが、マイナンバーの情報は、操作

上、高度に暗号化された仕組みを持っております。加えて、漏えいがないか、別の

組織が監視しております。ですので、利便性と表裏一体というところは、現在のセ

キュリティー技術においては改善されつつあります。もちろんセキュリティー体制

には限界があります。それは他国からのサイバー攻撃です。それについては、自衛

隊や警察、公安のサイバー攻撃対策チームに対して、予算の増額が国に期待されて

いるところです。自衛隊などがしっかり対処しているというところです。ですので、

一定程度の対処方法があるということで、安心していただきたいと考えております。 

   以上、賛成討論とします。 

○大賀慶一 議長  議案第１２５号について、ほかに賛成討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  討論なしと認めます。これで、議案第１２５号に対する討論は終

わります。 

   ほかに討論はありませんか。 

   まず、原案に反対者の発言を許します。 

   二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  私は、議案第１３３号、公の施設の指定管理者の指定

についての反対の立場で討論をさせていただきます。 

   私たち菊池市議会は、以前より地場産業育成の観点から、地元業者をなるべく優
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先的に選定するように執行部に申し述べてまいりました。今回の選定では、全くと

言っていいほど、地場産業育成の観点が考慮されているとは到底言い難いものであ

ります。なぜなら、指定企業体の出資割合が、菊池市以外が９、それと菊池市以内

が１となっています。その内訳は、市外業者である熊本市内の一般社団法人熊本県

賃貸住宅が５０％、日本管財株式会社が４０％、唯一の地元業者である株式会社三

牧建設工業がわずか１０％と、地元業者の割合がかなり低過ぎると言えます。これ

ではまるで地元企業さえ入れればいいからと、取ってつけたように、本来の趣旨と

かけ離れたようなものです。５０％の会社、熊本県賃貸住宅は熊本市中央区辛島町

６９番地となっており、到底地元企業とは言えず、納得し難いものです。このこと

により、５年間で４億円余りの資金が市外へ流出することになります。これで地場

産業育成と言えるでしょうか。 

   また、委員会審査の場で不透明な部分も感じれらるため、秘密会にして調査すべ

きという私の主張が一旦は認められて、翌日に持ち越されたものの、いざ当日にな

ると、執行部や、私以外の委員があたかも示し合わせたのではないかと疑われるよ

うに、秘密会は中止とされてしまいました。これでは審議会の意味が全くないので

はないでしょうか。これは委員会だけではなく、議会そのものの役割が問われ、議

会不要論につながりかねない問題と思われます。 

   よって、市民目線で、市民目線において、議案第１３３号に反対といたします。 

○大賀慶一 議長  ただいま議案第１３３号に対する反対討論がありましたので、ま

ず、議案第１３３号に対する討論を行います。 

   賛成者の発言を許します。 

   ほかに討論はありませんか。 

   木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  議案第１３３号、公の施設の指定管理者の指定について、

反対の立場で討論させていただきます。 

   先ほど質疑もさせていただきましたが、私は、これまで市営住宅の指定管理導入

については、地場産業育成の観点から提案をしてまいった経緯があります。その提

案はもちろん、経費削減もありますが、一番の目的は、市民の大事な住宅を市内の

業者の方々に受注していただき、地域経済の活性化を期待したからであります。 

   これまで、菊池市は水道局の指定管理を福岡の業者に５年間で約２億５，７００

万円、菊池文化会館等を熊本市内の業者に５年間で約１億８，９００万円で委託し

ており、市内の業者ではありません。 

   私は、これまで一貫して地場産業育成を提言してまいりましたが、今回も５年間
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で約４億円の指定管理委託料が、出資率から見ても、大部分は市外に流出してしま

います。中小企業振興基本条例の観点からも、地元の出資率から見ても、到底納得

できるものではありません。 

   また、委員会審査の中で、先ほど荒木議員、私からの質疑で分かるように、また、

今、二ノ文議員の反対討論でもありましたように、平成２６年１２月の議会のとき

のように、秘密会の必要性を指摘されたのに、結局、行われていないことも含め、

公平な審議とは言えないと私は感じております。 

   私たち議員は常に地場産業を意識し、そして、育てていくのが仕事であり、今回

の指定管理は、秘密会の問題、地元企業の出資率の問題、中小企業振興基本条例の

観点からも、菊池市の発展につながりません。このままでは菊池市の主な事業は市

外の指定管理になってしまいます。今回の指定管理は多くの協力企業が関連してお

り、地場企業受注による経済波及効果が期待される事案であります。そのような観

点から、私は反対の立場を取らせていただきたいと思います。どうぞご賛同のほど

をよろしくお願いいたします。 

○大賀慶一 議長  ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  これで、議案第１３３号に対する討論を終わります。 

   ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  これで、討論を終わります。 

   これより、議案第９７号から議案第１３５号まで、並びに請願第４号及び請願第

５号の４１案件について、採決します。 

   ただいま反対討論がありました議案第１２５号、議案第１３３号を除き、一括採

決します。 

   お諮りします。 

   議案第９７号から議案第１２４号まで、及び議案第１２６号から議案第１３２号

まで、議案第１３４号、議案第１３５号、並びに請願第４号及び請願第５号の３９

案件について、各常任委員長の報告は、原案のとおり可決・採択でありました。 

   各常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、以上の３９案件については、各常

任委員長の報告のとおり、可決・採択することに決定いたしました。 

   次に、討論がありました議案第１２５号及び議案第１３３号は、起立により採決

します。 
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   最初に、お諮りします。議案第１２５号について、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
○大賀慶一 議長  起立多数です。よって、議案第１２５号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
   ただいま議案第１２５号が可決されましたことに伴い、字句及び数字等の整理を

要しますので、会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、字句及び数字等の整理は議長に委

任することに決定しました。 

   次に、お諮りします。議案第１３３号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
○大賀慶一 議長  起立多数です。よって、議案第１３３号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第１３９号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○大賀慶一 議長  次に、日程第２、議案第１３９号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   江頭市長。 

［登壇］ 

○江頭実 市長  それでは、改めまして、皆さん、おはようございます。 

   それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして、ご説明申し上げます。 

   追加議案書その２の１ページをお願いいたします。 

   議案第１３９号、令和３年度一般会計補正予算（第１４号）につきましては、予

算の総額に４億７８６万５，０００円を追加するものでございまして、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活支援として、１８歳以下の対

象児童１人当たり１０万円の一括給付を実施するために、児童１人当たり５万円を

増額する補正をお願いするものでございます。 

   内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○大賀慶一 議長  上田総務部長。 

［登壇］ 
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○上田敏雄 総務部長  改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、追加議案の内容につきまして、ご説明させていただきます。 

   追加議案書のその２の１ページをお願いいたします。 

   議案第１３９号、令和３年度一般会計補正予算（第１４号）でございます。 

   開けて、２ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に４億７８６万５，０００円を追加し、補正後の予算

の総額を歳入歳出それぞれ３１２億５，１７７万５，０００円とするものでござい

ます。 

   補正の内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て

世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特別給付金として、１８歳以下の

児童１人当たり５万円を支給することとしておりましたが、国から年内に児童１人

当たり１０万円を一括給付できることが示されましたので、本市としましても、一

括で１０万円を給付するため、対象児童１人当たり５万円を増額する補正をお願い

するものでございます。 

   まず、歳入について、事項別明細によりご説明いたします。 

   ６ページをお願いいたします。 

   １枠目の目３民生費国庫補助金、節３児童福祉費補助金の４億７８６万５，００

０円は、子育て世帯への臨時特別給付金の事業費補助金及び事務費補助金でござい

ます。 

   続きまして、２枠目の歳出について、ご説明いたします。 

   目１児童福祉総務費のうち、１段目の節１２委託料１６万５，０００円は、シス

テム改修委託料でございます。 

   ２段目の節１９扶助費４億７７０万円は、子育て世帯への臨時特別給付金でござ

います。 

   なお、事業費は、全額国庫負担となっております。 

   以上、追加議案についての説明とさせていただきます。 

○大賀慶一 議長  以上で、議案の説明を終わります。 

   ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時０８分 

開議 午前１１時２６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○大賀慶一 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 
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   質疑はありませんか。 

   東奈津子議員。 

［登壇］ 

○６番 東奈津子 議員  １８歳以下の子どもに１０万円を支給する子育て世帯への

臨時給付金について、１点お聞きします。 

   ＤＶで避難している世帯への対応についてです。給付金は中学生までは９月分の

児童手当支給の口座に振り込まれるとなっております。母親と子どもがＤＶ等で９

月以降避難していたりして、届かないケースも心配されます。このような場合はき

ちっと対応を取られるのでしょうか。 

   以上、１点お聞きします。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 

［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  改めまして、おはようございます。東議員のご質問にお

答えいたします。 

   お尋ねのＤＶ被害等に該当されている方々につきましては、事前にご相談をいた

だければ対応してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  ほかにありませんか。 

   荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  議案第１３９号について、お尋ねいたします。 

   今回の１０万円の給付金ですが、先ほど質疑の中で、城議員の質疑の中で、所得

制限、これに引っかかる方、年収９６０万円以上の方が１８５人おられるとおっし

ゃったんですね。これは産山村でも大津町でも議論されていまして、産山村はもう

所得制限を撤廃しようということで、全員分の子どもさんに配ろうということであ

ります。その理由として、子どもをまず親の所得で区別をすることはできないとい

うのと、それと、今回、支給されなかった子どもさんも、支給された子どもの分ま

で将来負担しなければならない。その公平性に欠けるということで、撤廃を決めた

自治体もあるとのことですが、専決もできると思うんですが、これは政策的なこと

なんで、江頭にお答えをお願いしたいんですけど、所得制限撤廃して、１８５人、

１，８５０万円、これを支給する考えがあるのか。今回１０億円財調に戻しました

ですね。それからすれば十分出せる金額だと考えますけども、その考えがないのか、

あるのかをお尋ねいたします。 

○大賀慶一 議長  渡邉健康福祉部長。 
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［登壇］ 

○渡邉弘子 健康福祉部長  ただいまの荒木議員のご質問にお答えいたします。 

   所得制限の撤廃につきましては、国の指針では、今現在、所得制限の撤廃をする

予定はないということですので、現時点では考えておりません。 

   以上、お答えいたします。 

○大賀慶一 議長  ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   議案第１３９号は、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託を省略

したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決

定しました。 

   委員会の付託を省略し、引き続いて審議します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。議案第１３９号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、議案第１３９号については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 議員提出議案第５号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○大賀慶一 議長  次に、日程第３、議員提出議案第５号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  改めまして、皆さん、おはようございます。 

   議員提出議案第５号、菊池市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案理由を述べさせていただきます。 

   首長と議会の二元代表制をとっている地方自治体は、税金をどのように使うかに

よって、その自治体の魅力が表現されます。住みたいまちであり、住み続けたいま
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ちにつながると考えます。要するに、徴収された税金の使い方を決めるのが政治の

基本であり、市民を代表して使途を監視する役割を議員は担っております。 

   今日の議会において、大事な税金の使途について、きちんと監視していると言え

るでしょうか。市民の方からは、おかしいと思える予算案件でも、ことごとく可決

されることに、議会のチェック機能は働いているのかといった声もよく聞きます。 

   現在、市の財政調整基金は取り崩され、年々目減りしている状況です。さらに９

年連続で実質単年度収支の赤字が続いている中、国頼みの財源確保だけでよいので

しょうか。国頼みでない財源の確保が大事ではありますし、新型コロナによる税収

減も見込まれる状況の下、経費削減も必要です。しかしながら、経費削減を図るこ

とは、市民に痛みを伴う改革を押しつけることになります。私を含め賛同いただい

た４人は、市民に痛みを伴う改革を押しつける前に、まず市議会議員の定数を２人

削減し、６，０００万円の歳出を削減することが先決だと考え、議員提出議案第５

号を提出した次第であります。市民アンケートにおいても、議員定数を削減するべ

きとの内容が多く見られました。市民は見ているのです。その市民の声に応えよう

ではありませんか。 

   阿蘇市議会では、議員定数削減において、４人減と２人減で意見が分かれていま

したが、１２月１４日の市議会で議員定数を現行の２０人から１８人に減らす条例

改正案を可決されました。 

   改正案については、お手元に配付のとおりであります。 

   これまでお願いしてきた４人減案から譲歩いたしまして、今回は２人減案を提出

いたしますので、議員各位におかれましては、速やかに本改正案にご賛同賜ります

ことをお願いして、提案理由といたします。 

○大賀慶一 議長  以上で、説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

   水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  おはようございます。議席番号８番、水上隆光です。福島

議員の提案理由について、質問させていただきます。 

   議員提出議案第５号、菊池市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いて質問しますけれども、福島議員からもありましたように、阿蘇市議会、２０人

を１８人にしました。福島議員提案の１８人ということですね。阿蘇市議会、一般

会計１５０億円と、うちの菊池市一般会計は３００億円です。この条例改正におい

て、本市の一般会計３００億円というところの予算審議をどういうふうな考えで、
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こういう提出をされているのか。いわゆる予算審議を考慮されているのかというと

ころを一つお尋ねします。１８人になると、うちの場合は１委員会が５人というと

ころも出てきますんで、審議の在り方ということをお尋ねします。 

   それから、附則のところで、この条例は、公布の日から施行し、同日以降初めて

その期日を告示される一般選挙から適用するとあります。これは来年５月の菊池市

議会議員の選挙と考えてよろしいでしょうか、質疑いたします。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  水上議員の質疑にお答えいたします。 

   まず、予算審議に関してですが、もともと議員４人減を求めておりまして、その

当時、４人減になった場合に、議長を除く１５人で二つの委員会、これで十分かと

思っております。ですから、この２人減、１８人になった場合に、１７人で委員会

は二つで十分じゃないかと私は考えます。 

   あと、施行ですけども、次の来年５月の改選から施行というふうに考えておりま

す。 

○大賀慶一 議長  水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番 水上隆光 議員  委員会を二つにするということでいいですかね。 

   それでは、次の質疑ですけども、この定数というのは、うちの議会でも議会改革

検討委員会で結論は出しております。２０人、現状維持ということだったと思いま

す。 

   そこで、福島議員言われたように、来年の市議会議員選挙がそれに直近だという

ところでありますけれども、次の選挙に立候補しようとしている新人の立候補予定

者、こういう人たちは６月の改革の２０人というところで決まっているんだなとい

うところで認識して、選挙運動をもうされているかもしれません。そういう新人候

補のためにも、現職の私たち、また先輩議員である私たちは、そういう新人の方に

きちっとその選挙は定数幾つですよというのをやはり１年前ぐらいまでには私は示

すべきだと思っております。そういう面で、福島議員にお尋ねですけども、その新

人議員に対する配慮ということは考えなかったんでしょうか。 

○大賀慶一 議長  福島英德議員。 

［登壇］ 

○２番 福島英德 議員  お答えします。 

   今度新たに立候補を考えられている方もいらっしゃるかと思いますが、まだまだ

この時期から選挙活動されているかどうかというのは、私は承知しておりませんけ
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ども、まだ十分時間はあると思っておりますし、この議員削減に対しましては、私

ども、もうこれで３回目です。そういったものを最初のときから質疑していただけ

れば、もっと具体的な回答もできたんじゃないというふうに思っております。 

○大賀慶一 議長  ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   議員提出議案第５号は、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託を

省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決

定しました。 

   委員会の付託を省略し、引き続いて審議します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   まず、原案に反対者の発言を許します。 

   後藤英夫議員。 

［登壇］ 

○４番 後藤英夫 議員  反対の立場で討論させていただきます。 

   議会は、地方公共団体の意思決定機関であり、議員定数を減らす議論よりも、む

しろ議員の質をいかにして高め、民意の反映をどうするかの議論が大切だと思いま

す。 

   現在の本市の予算規模は３００億円です。先ほど２常任委員会の案が出ましたけ

ども、私は３常任委員会が必要だと思います。今、三つの常任委員会に分かれてい

ますが、１委員会当たりの人数は６人から７人、仮に１人減らせば、１委員会５人

か６人、正副委員長を除いて審査する場合、わずか三、四人になります。行政に対

する議会議員のチェック機能が低下する可能性があると思います。議員と議会がそ

の役割を果たすため、議員定数は少なければよいのではなく、適切な、かつ十分な

人数が存在することが必要であると考えます。 

   多様化する市民ニーズ、市民の声を聞くことなど考えると、今のところ、現状の

議員定数が妥当だと考えます。 

   なお、市民の痛みを分かち合う、身を削るというのであれば、議員定数だけでは

なく、議員報酬の削減なども報酬審議会で十分審議された上で、議会経費の削減を

取り組むべきだと私は考えます。 

   以上、討論とします。 

○大賀慶一 議長  次に、原案に賛成の方の発言を許します。 
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   木下雄二議員。 

［登壇］ 

○１９番 木下雄二 議員  議員提出議案第５号、菊池市議会議員定数条例の一部を

改正する条例の制定について、菊池市議会議員定数条例（平成２１年条例第１５号）

の一部を次のように改正する。「２０人」を「１８人」に改めるに、賛成の立場で

討論をさせていただきます。 

   現在の菊池市議会は、菊池市中央図書館の１脚約１０万円の海外製の椅子３２脚

の納入問題、菊池市第三セクター七城町特産品センター（メロンドーム）及び七城

町振興公社（温泉ドーム）のずさんな交際費問題等は、やっと市の監査委員による

報告があり、５２３万円が不当に支出されていたことが明らかになりましたが、今

後は、さらに議会としても、市民への説明責任と返金要求等も考えていかなければ

ならないと思います。 

   菊池市の公共施設等総合管理計画では、私の地元のヘリポートにも指定されてい

る重味グラウンドの廃止、避難所にも指定されている各支館を地域移管とする計画

を示しており、市民には痛みを与え、第三セクターでは、長い間、不当な支出が続

いていたのであります。公共施設等総合管理計画も、今後、ますます厳しくなる財

政状況によるものであり、議員の皆様が一番理解されていると思いますが、私とし

ては、市民の痛みの前に、私たち議会が身を切る改革を行い、市民に理解を求めな

ければならないと考えます。 

   先般、菊池市をよくする会の代表の方から、議員定数削減についての公開質問状

が届けられました。早速回答させていただきましたが、本来であれば、市民との会

話による意見交換会を開いて取り組むことになっておりましたが、多数決で開催し

ないようになり、また、市民アンケートも議員定数問題では行われていない状況で

したので、今回の公開質問状によって、議員それぞれの考えが明らかになるのでは

ないでしょうか。 

   今回は福島議員の提案にも言われましたが、譲歩して２人減案で提出されました

ので、議員各位におかれましても、まずは身を切る改革を行うことをお願いして、

賛成討論とさせていただきます。 

○大賀慶一 議長  次に、原案に反対者の発言を許します。 

   坂本道博議員。 

［登壇］ 

○７番 坂本道博 議員  議員提出議案第５号に対して反対の立場で討論したいと思

います。 

   私は議会改革検討特別委員会の委員でありました。議会改革検討特別委員会の中
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で、何度も何度も議論した結果、定数においては現状維持と決定しております。議

会改革検討特別委員会の決定を重く受け止めて、定数削減については反対とします。 

○大賀慶一 議長  次に、賛成者の発言を許します。 

   荒木崇之議員。 

［登壇］ 

○１１番 荒木崇之 議員  議員提出議案第５号に対して賛成討論いたします。 

   先日、１２月１４日、お隣の阿蘇市議会が定数を２人削減しました。定数削減の

主な理由は人口減少であります。阿蘇市は、１０年前と人口を比べますと、２万７，

０００人から２万４，６００人と１２％人口減少しています。菊池市も１０年前と

比べて約１０％人口が減少しています。 

   私たち議員定数削減派は４人削減が理想ですが、まずは阿蘇市議会のように、２

人を削減するという譲歩した案を今回苦肉の決断で出したものであります。２人削

減という案は、議会改革特別委員会の中でも、水上彰澄委員長も譲歩できないかと

定数維持派の方々に言われておりました。 

   これまでの反対討論は、あるときは面積が広いから、また、あるときは本市より

も人口が少ない自治体の議員数を挙げるなど、一貫性がありません。 

   また、チェック機能の低下を理由に反対される方もいますが、先日の三セクの交

際費問題について、私たち４人以外に三セクを問題視した方はいらっしゃいません。 

   また、三つの委員会がないと審議ができない、そういう反対討論もありますが、

先ほど、どこの委員会とは言いませんけども、しっかり審議をやっているのかと、

私の質疑に対して一つも答えられない、そんな委員会も現在あるわけであります。 

   執行部の追認議会となっている現状に対して、市民からは市議会の存在意義さえ

疑問視する声も聞こえています。市民に公共施設の廃止や、住民サービスの低下と

いった痛みを押しつける前に、まずは定数を２人削減し、議員自らが身を切る改革

をすることが先であります。 

   以上を賛成討論といたします。 

○大賀慶一 議長  次に、反対者の発言を許します。 

   ほかにありませんか。 

   二ノ文伸元議員。 

［登壇］ 

○１７番 二ノ文伸元 議員  私は、議員提出議案第５号、菊池市議会議員定数条例

の一部を改正する条例の制定についての賛成討論をいたします。 

   今回の定数削減案は、２０人から１８人へと、前回の２０人から１６人とは違い、

減員を２人としております。私としてはあまり納得のいくものではありませんが、
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せんだっての阿蘇市の例もありまして、まずは段階的にという意味もあり、また、

全会一致は妥協の産物と申します。反対する理由はどこにもないでしょう。 

   よって、この案に賛成といたします。 

○大賀慶一 議長  ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○大賀慶一 議長  これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   討論がありました議員提出議案第５号は、起立により採決します。 

   お諮りします。議員提出議案第５号については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○大賀慶一 議長  起立少数です。よって、議員提出議案第５号は、否決されました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第４ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○大賀慶一 議長  次に、日程第４、委員会の閉会中の継続審査並びに調査について

を議題とします。 

閉会中の継続審査・調査 

議会運営委員会 
１ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

総務文教常任委員会 
１ 一般行財政、企画開発、地域振興、情報処理、防災、教育等に関する諸問題

の調査について 
福祉厚生常任委員会 

１ 福祉、環境、市税、健康管理、地籍調査等に関する諸問題の調査について 
経済建設常任委員会 

１ 農政、林業、商工振興、観光振興等に関する諸問題の調査について 
２ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について 

予算決算常任委員会 
１ 予算及び決算に関すること 

議会広報特別委員会 
１ 議会広報に関すること 

   議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査並びに調査申出一覧表のとおり申出があってお

ります。 
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   お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長からの申出の

とおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
○大賀慶一 議長  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員長

並びに特別委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることに

決定をしました。 

   以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件は全

て議了しました。 

   これをもちまして、令和３年第４回菊池市議会定例会を閉会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

閉会 午前１１時５５分 
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総務文教常任委員会 委員長報告 
 

 本定例会で総務文教常任委員会に付託されました案件は、条例案 10 件、議決案１件の 11

案件です。 

 ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

 

はじめに、議案第 100 号から議案第 109 号までの 10 議案については、執行部より「今回

全庁的に条例の総点検を実施し、条例の見直しを行ったもので、改正内容は条項等のずれや

文言の整理、文体の統一等が主なものである。」との概要説明があり、議案ごとに個別の説

明を受け、質疑を行いました。 

 

まず、議案第 100 号から議案第 103 号については、特に質疑はありませんでした。 

 

次に、議案第 104 号については、執行部より「菊池市集会所条例の一部改正は、今回の条

例の整理に基づき改正するものであるが、各集会所の位置が、換地や合筆、分筆等により、

本来であれば改正しておくべきであった地番がそのままになっていたため、今回併せて改め

るもの」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「集会所の位置については、番地を調べると全然違う場所になっていたが、今回

改正するにあたって、番地は全部精査されているのか。」との質疑に対し、執行部より「全

体的に確認して精査している。」との答弁がありました。 

  

 議案第 105 号から議案第 109 号については、特に質疑はありませんでした。 

 

次に、議案第 130 号については、執行部より「今回の辺地総合計画の変更は、12 か所のう

ち２か所の辺地について、公共的施設の整備内容の変更及び、追加による変更を行うもので

あり、地域住民の道路環境の改善を図るとともに、安全な車両通行を確保するために整備す

るもの。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「充当率については、以前と比べてどうなっているのか。」との質疑に対し、執

行部より「充当率は以前と変わらず 100 パーセントである。」との答弁がありました。 

 また、委員から「条件の悪い自治体にとっては有効な事業であり、特に条件の悪い中山間

地に計画的に道路事業を行うことは、市の活性化につながると思う。」との意見がありまし

た。 

 

 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第 100 号から議案第 109

号及び議案第 130 号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、総務文教常任委員長報告とします。 

 

 菊池市議会 議長 大賀 慶一 様 

  

                  令和３年 12 月 21 日 

                   総務文教常任委員会 委員長 平 直樹    
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福祉厚生常任委員会 委員長報告 
 

 本定例会で福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例案９件、議決案１件、請願

１件の 11 案件です。 

 ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

 

 なお、報告書は、お手元に配付しておりますが、本日の報告については、網掛け部分を割

愛して報告します。 

 会議録については、全文記載された報告書を掲載します。 

 

 はじめに、議案第 97 号については、執行部より「本案は、地方税法施行令の一部改正等

に伴い、条例の一部を改正する必要があり、条例改正を行うものである。」との説明があり、

特に質疑はありませんでした。 

  

次に、議案第 98 号については、執行部より「本案は、健康保険法施行令の一部改正等に

伴い、条例の一部を改正する必要があり、条例改正を行うものである。」との説明があり、

質疑を行いました。 

 委員から「出産育児一時金について、病院への支払いが増額されるということか。」との

質疑に対し、執行部より「これまで産科医療補償制度で、病院が負担する額は 42 万円のう

ち 1 万 6,000 円となっていた。今回の改正で 1 万 2,000 円に減額になった。」との答弁があ

りました。 

 さらに、委員から「今回の国の減額の主旨は何か。」との質疑に対し、執行部より「産科

医療補償制度の減額については、周産期医療等の技術の進歩により、出産時の分娩の異常等

のリスクが少なくなったため、減額すると説明があっている。」との答弁がありました。 

  

 次に、議案第 110 号から議案第 116 号までの７議案については、執行部より「今回全庁的

に条例の総点検を実施し、条例の見直しを行ったもので、改正内容は条項等のずれや文言の

整理、文体の統一等が主なものである。」との概要説明があり、議案ごとに個別の説明を受

け、質疑を行いました。 

 

 まず、議案第 110 号については、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 111 号については、委員から「条例改正しておらず、市民に不利益を与えた

事例はないか。」との質疑に対し、執行部より「賦課徴収に影響はなかったか、慎重に調査

したところ、現時点では不利益を与えた事例はない。」との答弁がありました。 

  

 次に、議案第 112 号から議案第 116 号までについては、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 110 号から議案第 116 号に関する全体的な点について、委員から「規則や要

綱の見直しも全庁的に着手しているのか。」との質疑に対し、執行部より「条例と規則、要

綱は密接に関係するものである。まずは条例の見直しを行い、規則、要綱と順次取り掛かる

ところである。今後は、統一した文言等を心掛けていきたい。」との答弁がありました。 

 また、「以前は、職員が開発した例規のシステムを使っていたが、改正漏れ等が多くなっ

たことと関係はないのか。」との質疑に対し、執行部より「システムというより、職員のス
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キルの問題であるが、現在は各部署に法規担当者がいるので、研修をしながらスキルアップ

を図り、条例改正も足並みを揃えて行っていきたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 131 号については、執行部より「本案は、菊池市菊池北小学校区放課後児童

健全育成クラブの指定管理者について、ＮＰＯ法人チャイルドサポートきくちを指定し、そ

の期間は令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年間とするものである。」との説

明があり、質疑を行いました。 

 委員から「菊池北小学校区放課後児童健全育成クラブの児童の利用人数の推移は。」との

質疑に対し、執行部より「平成 30 年度が 41 人、平成 31 年度が 38 人、令和２年度が 53 人、

令和３年度が 61 人である。」との答弁がありました。 

 さらに、委員から「建物を二つ使われているのはどういう理由があるのか。」との質疑に

対し、執行部より「コロナの影響で児童が密にならないようにするために、もともとの建物

と、住宅の一室を使わせていただいている。児童数も増えてきているので、当面はこの状態

を維持したいと思っている。」との答弁がありました。 

 また、委員から「指定管理委託料はいくらか。」との質疑に対し、執行部より「今年度の

指定管理委託料は 1,083 万 2,000 円である。」との答弁がありました。 

 

 次に、請願第５号については、特に質疑はありませんでした。 

 

 議員間討議では、議案第 110 号から議案第 116 号について「例規の見直しに伴う関係条例

の制定について、文言の統一等の形式的な問題だけではなく、決裁のあとの掲載漏れ等が分

かったのは非常に良かったと思う。引き続き法務研修を行い、スキルアップしていただきた

い。」との意見がありました。 

また、請願第５号について「以前、吃音のある児童・生徒に対する支援体制の確立につい

て、教職員への研修の導入を求める請願があった。今回の請願については、子育て支援課か

ら周知していただいて、保育士研修のカリキュラムに入れていただきたい。吃音のある園児

がきつい思いをしないように、議会としても取り組まなければならないと思っている。」と

の意見がありました。 

 

 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第 97 号、議案第 98 号、

議案第 110 号から議案第 116 号、議案第 131 号、及び請願第５号については、討論もなく、

採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決・採択すべきものと決定しました。 

 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、福祉厚生常任委員長報告とします。 

 

 菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

  

                  令和３年 12 月 21 日 

                  福祉厚生常任委員会 委員長 坂本 道博    
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経済建設常任委員会 委員長報告 

 

 本定例会で経済建設常任委員会に付託されました案件は、条例案９件、議決案件４件、請

願１件の１４案件です。 

 ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

 

なお、報告書は、お手元に配付しておりますが、本日の報告については、網掛け部分を割

愛して報告します。 

会議録については、全文記載された報告書を掲載します。 

 

 はじめに、議案第 99 号については、執行部より「本案は、流川団地の給水施設等に関し、

共益費を設定するにあたり、条例の一部を改正するものである。」との説明があり、特に質

疑はありませんでした。 

 

次に、議案第 117 号から議案第 124 号までの８議案については、執行部より「今回、全庁

的に条例の総点検を実施し、条例の見直しを行ったもので、改正内容は条項等のずれや文言

の整理、文体の統一等が主なものである。」との概要説明があり、議案ごとに個別の説明を

受け、質疑を行いました。 

委員から「数年に１度か最低でも４年に１度くらいは、例規の検証を行い、必要に応じて

見直しを行い、ミスが起こらないようにしてもらいたい。」との意見がありましたが、特に

質疑はありませんでした。 

 

次に、議案第 132 号については、執行部より「本案は、菊池市ふるさと創生市民広場の指

定管理者について、これまでに引き続き一般社団法人 菊池観光協会を指定し、その期間は

令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年間とするものである。」との説明があ

り、質疑を行いました。 

委員から「菊池観光協会は、今、何人体制で運営を行っているのか。」との質疑に対し、

執行部からは「令和３年度の総会時点で会員数は 194 会員。事務局は５名、うち３名が常勤、

２名が非常勤となっている。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 133 号については、執行部より「本案は、菊池市営住宅、菊池市特定公共賃

貸住宅、菊池市旧雇用促進住宅七城宿舎駐車場及びその他附帯施設について、菊池市営住宅

管理共同企業体を指定し、その期間は令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年

間とするものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員から「常々、私たち議会は、地場産業育成といった形で考えているが、指定管理者に

指定しようとしている団体の住所は熊本市中央区辛島町となっている。どういった会社か。」

との質疑に対し、執行部からは「一般社団法人熊本県賃貸住宅経営者協会、日本管財株式会

社、株式会社三牧建設工業の３社の共同企業体であり、いずれの会社も宅地建物取引業の資
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格を有している。」との答弁がありました。 

さらに、委員から「選定した企業体の出資比率は。」との質疑に対し、執行部からは「熊

本県賃貸住宅経営者協会が 50％、日本管財が 40％、三牧建設工業が 10％である。」との答

弁がありました。 

また、委員から「この企業体は、菊池市内の業者と言えるのか。」との質疑があり、執行

部からは「平成 27 年５月の議会月例会において、市内業者と市外業者の共同企業体は市内

業者扱いとすると報告した運用指針に基づいて、適正に審査を行っている。」との答弁があ

りました。 

次に、委員から「今回の審査において、選定業者が特に優れていた点はどのような内容か。」

との質疑があり、執行部からは「事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員

及び財政的基礎を有していること等が挙げられる。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 134 号、及び議案第 135 号については、特に質疑はありませんでした。 

 

次に、請願第４号については、菊池市商工会館の移転に関する請願であり、請願者の説明

を求め、質疑を行いました。 

委員から「中心市街地における回遊性・にぎわい創出に資する事業の早期着手と請願され

ているが、市にどのようなことを望まれているのか。」との質疑に対し、請願者からは「築

地井手は温泉街の方から来ており、一部区域において築地井手をオープン化し復活させるこ

とや、景観に見合った建物等も残っていることから、街歩きや歴史探索等の新しい中心市街

地活性化策としていただきたい。」との説明がありました。 

 

議員間討議では、まず、議案第 117 号から議案第 124 号について「例規の検証・見直しに

ついて、定期的に行っていかないと誤った条例に起因するミスが生じてくるのではないか。」

「定期的と言っても毎年ということではなく、数年くらいの間隔を空けて点検していくこと

でよいのではないか。」との意見がありました。 

 

次に、議案第 133 号について「市外業者を含む市内業者にも市内業者単独と同一の加点で

はなく、差を付けるべきではないか。」「出資比率は問わないとなっているが、100 分の５の

加点に出資比率を掛ける等、考慮すべきではないか。」「出資割合については、地場産業育成

といった観点から、地元が 50％以上あるような形にしてほしい。」「大きな会社はプレゼン

テーションに長け、小さな会社は慣れていないところがあるので、審査の過程でも十分配慮

してほしい。」「不動産業や宅建等の資格が必要なのではないか。」「執行部が平成 27 年に運

用指針の説明を行ったとはいえ、５年も経ち、ルールの見直しが必要だったのではないか。」

「地元の業者が受けられるよう１年前から勉強会等の働きかけが必要だったのではないか。」

「住んでいる人の安全安心が一番である。」等の意見がありました。 

 

次に、議案第 135 号について「菊池市は中山間・山間地帯が多いので、辺地事業をうまく

絡めながら、市道の整備を図っていってほしい。」との意見がありました。 
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次に、請願第４号について「もっと、安いところへ移転ができないのか。また、移転より、

小規模事業者への支援の方が大事なのではないか。」との意見がありました。 

 

 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第 99 号、議案第 117 号

から議案第 124 号、議案第 132 号、議案第 134 号、及び議案第 135 号については、討論もな

く、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

次に、討論がありました議案について申し上げます。 

まず、議案第 133 号については、委員より「地場産業育成の観点から、地元業者をなるべ

く選定するよう議論してきたが、選定業者については、地元業者の出資割合が 10％しかな

いこと、住所が熊本市中央区辛島町となっていることから、到底、地場産業育成とは考えら

れない。」との反対討論がありました。 

また、委員より「この議案は、入居者・住人に不利益が無いよう第一に考えて進められて

きた。反対の意見もあったが、これはこれからの課題として改善できる部分は改善してもら

い、初めての事業でもあることから、まずは本委員会として、住人が困ったりすることが無

いよう、行政と一緒になって不便が生じていないか等、見守っていく必要がある。」との賛

成討論がありました。 

 

次に、請願第４号については、委員より「菊池市商工会が今すべきことは、会館移転では

なく、中小零細企業のお店の方々が今困っていることを助けるべきなのではないか。」との

反対討論がありました。 

また、委員より「農業と商工業が一緒になって成長し、市が成り立っていく核となる会館

であることから、市がきつくても手助けをしていくことが当然だと考える。」との賛成討論

がありました。 

 

採決の結果、議案第 133 号、請願第４号については、賛成多数により可決・採択すべきも

のと決定しました。 

 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、経済建設常任委員長報告とします。 

 

菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

 

令和３年 12 月 21 日 

経済建設常任委員会 委員長 後藤 英夫    
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予算決算常任委員会 委員長報告 
 

 本定例会において、予算決算常任委員会に付託された議案について、12 月２日及び 16 日

に予算決算常任委員会を、９日、10 日に予算決算常任委員会分科会を開催し、慎重に審査い

たしましたので、その経過と結果について報告します。 

 

 なお、報告書は、お手元に配付しておりますが、本日の報告については、網掛け部分を割

愛して報告します。 

会議録については、全文記載された報告書を掲載します。 

 

 本委員会に付託されました議案は、議案第 125 号から議案第 129 号までの５議案です。 

 各分科会において所管する分を慎重に審査し、各分科会長より経過報告がありましたので、

その主な内容について報告します。 

 

 はじめに、議案第 125 号について申し上げます。 

 

まず、地域振興費の交通コミュニティ対策事業における地方バス運行補助金 1,120 万

8,000 円の増額については、執行部より「利用者の減少による運賃収入の減、運行経費の増

加、国県補助の減等による産交バスへの運行補助金の増額である。」との説明があり、質疑

を行いました。 

委員から「利用者の減少が理由の一つに挙げられているが、利用者の実数と見込み数は。」

との質疑に対し、執行部より「利用者は全体的に新型コロナ前と比べて減少しており、令和

元年度の産交バスの４路線の合計が 14 万 5,550 人であった。令和２年度が 11 万 7,390 人、

令和３年度は見込みで 11 万 3,734 人である。これは近隣の自治体を結んでいるため菊池市

内だけの数ではなく、山鹿、菊池、大津間の４路線の合計である。」との答弁がありました。 

また、委員から「関係する自治体ごとの補助金の負担はどうなっているのか。」との質疑

に対し、執行部より「各自治体の負担割合については、各路線の延長を自治体ごとの距離で

案分し補助金額を算出している。」との答弁がありました。 

 

次に、同じく地域振興費のふるさと納税促進事業については、執行部より「当初見込んで

いたふるさと納税の寄附額１億 3,500 万円に対し、今年度末の寄附額が２億円の見込みとな

ったことにより、経費として委託料 4,055 万 3,000 円。基金への積立金 2,444 万 7,000 円を

増額するもの」との説明があり、質疑を行いました。 

委員から「返礼品の割合は何割なのか。」との質疑に対し、執行部より「返礼品は寄附額

の３割以内である。」との答弁がありました。 

さらに委員より「寄附額が増えれば委託業者の収入も増える仕組みとなっているのか。」

との質疑に対し、執行部より「寄附額が増えれば委託料も増えることになる。」との答弁が

ありました。 

 

次に、事務局費の新型コロナウイルス感染症対策事業における修学旅行追加費用補助金

1,569 万 5,000 円の増額については、執行部より「新型コロナウイルスの感染症の影響によ

り、修学旅行の延期や行き先の変更等により、追加で発生する企画料、手数料、キャンセル

等の費用について、保護者の負担軽減を図るため、補助するものである。」との説明があり、

質疑を行いました。 
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委員から「一人当たりの補助金額はどのくらいか。」との質疑に対し、執行部より「県の

総合交付金の基準を参考に一人当たりの金額を見込んでおり、小学生が１万 944 円、中学生

が３万 454 円で積算している。」との答弁がありました。 

 

次に、図書館費のきくちの泉こども文庫基金積立金 1,000 万円の増額については、執行部

より「菊池市の子どもたちの読書活動推進のために役立ててほしいとの主旨でいただいた寄

附を、設立した基金に積み立てるものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員から「寄附をいただき感謝している。これを子どもたちのために有効に使うことにな

るが、どういう使い方を計画しているのか。」との質疑に対し、執行部より「新年度から子

どもたちの読書活動の推進に向けた取り組みを計画しており、一つは子どもたちのための本

の購入で、本の購入にあたっては図書委員や先生に選書に携わってもらい導入していく。ま

た、大学と連携しながら子ども向けのワークショップの費用に充てたいと考えている。」と

の答弁がありました。 

 

次に、戸籍住民基本台帳費の社会保障・税番号制度事業については、執行部より「マイナ

ンバーカード管理システム導入委託料等で、マイナンバーカードの交付が増加したこと、今

後、所有者に対し継続的に管理していく必要があること、さらに、システム導入等に対する

国庫補助もあることから、89 万 1,000 円を増額するものである。」との説明があり、質疑を

行いました。 

 委員からの「マイナンバーカードの他情報との連携はどこまで進んでいるか。」との質疑

に対し、執行部より「税の情報とは連携をしている。また、健康保険証とは自分で紐づけを

することで連携できるようになっている。」との答弁がありました。 

 

次に、債務負担行為補正における指定ごみ袋作製業務については、執行部より「年間を通

じて業務を委託する必要があるため、債務負担行為を設定するものである。」との説明があ

り、質疑を行いました。 

 委員からの「不燃物用指定ごみ袋の極小は作製することになったのか。」との質疑に対し、

執行部より「令和４年度当初予算に計上し、議決されれば作製する予定である。」との答弁

がありました。 

 

 次に、障がい者福祉費の障がい児通所給付費等支援事業については、執行部より「介護給

付事業費（児童）の利用実績見込みにより、4,662 万 4,000 円を増額するものである。」との

説明があり、質疑を行いました。 

 委員からの「事業費の増額は、放課後等デイサービスの新規の利用者が増えたことによる

ものか、これまでの利用者の一人当たりの利用料が増えたものなのか。」との質疑に対し、

執行部より「新規の利用者の把握はできていないが、利用者・利用料ともに毎年増えている。

市内に事業所が増え、利用しやすい環境になったことも利用者や利用料が増えている要因と

考えている。」との答弁がありました。 

  

 次に、扶助費の生活保護扶助費については、執行部より「令和２年度の生活保護扶助費の

確定に伴う国庫負担金の受入れ超過分の返納金として 4,245 万円を増額するものである。」

との説明があり、質疑を行いました。 

 委員からの「令和３年度生活保護の相談は増えているのか。」との質疑に対し、執行部よ

り「昨年度は年間 100 件の申請があり、月平均 8.3 件で、令和３年度は 11 月までに 61 件の
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申請があり、月平均では 7.6 件である。申請は多い状況が続いている。」との答弁がありま

した。 

 

次に、債務負担行為補正における緊急通報体制等整備業務については、執行部より「一人

暮らしの高齢者等に対し、緊急時の連絡用として緊急通報装置を貸与し、高齢者の在宅生活

を支援するもので、切れ目なく執行していくために債務負担行為を設定するものである。」

との説明があり、質疑を行いました。 

 委員からの「緊急通報装置の設置台数は。」との質疑に対し、執行部より「令和２年度末

で 136 台である。」との答弁がありました。 

 

次に、児童福祉総務費の相談事業については、執行部より「相談件数の増加に伴い、電話

使用料が増加したこと等により、34 万 7,000 円を増額するものである。」との説明があり、

質疑を行いました。 

委員からの「全国的に、コロナでＤＶや虐待等が増え、相談が増えているとのことだが、

菊池市でも同じような傾向か。」との質疑に対し、執行部より「同じような傾向があると思

う。特に最近多いと感じるのは、子どもの目の前でのＤＶで、これも心理的虐待であり、増

加の一因かと思う。」との答弁がありました。 

 

 次に、予防費の新型コロナウイルス感染症対策事業については、執行部より「３回目のワ

クチン接種について、休日・時間外加算を含めた医療機関への委託料として 5,500 万円を増

額するものである。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

次に、農業費の宝永隧道内水対策事業については、執行部より「赤星地区の内水対策事業

として大型発電機２台を購入する計画であるが、受注生産となっていることから四、五か月

の期間を要し、年度内の納品が困難であるために、繰越明許費の設定を行うものである。」

との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「繰越の理由は理解できるが、少しでも工期を短くすることはできるのか。」と

の質疑に対し、執行部からは「適正な納品期間をとるために繰越明許費の設定を行うもので

あり、極力、次の梅雨までには間に合うよう努力していきたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、観光費の観光施設管理事業については、執行部より「菊池渓谷内の安全対策として、

本年２月に放送設備、及び管理用カメラを２か所に設置していたが、７月の落雷により故障

したため、これを復旧し、併せて落雷対策の工事を行うため、工事請負費として 280 万 5,000

円を計上するものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員から「カメラは、元の同じ場所に付けるのか、また、落雷に合うことは無いのか。」

との質疑に対し、執行部からは「場所は、黎明の滝付近と広河原付近の左岸側に支柱を建て

て設置しており、修繕のため同様の場所となる。周囲の樹木より低い位置に設置していたた

め、雷の直撃被害は考えにくかったが、今回の被害は付近の山林に落雷した高圧電流が地面

を伝って機器に影響を与えたものであるため、併せて落雷対策を行うものである。」との答

弁がありました。 

また、委員から「どのような活用がなされるのか。」との質疑に対し、執行部からは「自

然を満喫する絶好の癒しのスポットだが、危険性を伴う場所でもあることから、日常の安全

管理と事故を未然に防ぐ措置が必要であり、オフシーズンのうちに工事を行い、来年４月に

は安心安全な体制を構築したい。」との答弁がありました。 
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次に都市計画総務費の空家等対策事業については、執行部より「泗水の桜山地区に、相続

放棄され所有者不在となっている空家があり、将来的に周囲の環境悪化等が懸念されている

ことから、現在、行政代執行による解体を検討している。事業を進めるにあたっては、建材

調査が必要であり、今回、分析の委託料として５万 2,000 円を計上したものである。実際の

解体等については、法的な事務手続きや当市では初めての取り組みということ等もあり、来

年度以降になると見込んでいる。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員から「初めての行政代執行にあたっての注意すべき点等は。」との質疑に対し、執行

部からは「所有者の不存在が間違いないのかという確認、周辺の危険性の除去といった観点

からのタイミングではないかと考えている。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 126 号については、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 127 号については、執行部より「介護サービス等諸費を 1,100 万 4,000 円減

額し、介護予防サービス等諸費を同額増額するものである。」との説明があり、質疑を行い

ました。 

委員からの「介護サービス等諸費と介護予防サービス等諸費は、介護保険給付の対象事業

ということか。」との質疑に対し、執行部より「介護サービス等諸費は要介護認定者の給付

費で、介護予防サービス等諸費は、要支援認定者のサービス給付費である。要介護認定者の

給付費が見込みよりも少なく、要支援認定者のサービス給付費が増えているため、今回補正

するものである。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 128 号については、配水及び給水費の修繕費について、執行部より「上半期

の配水管等の漏水が 87 件と昨年同期の 58 件と比較して 1.5 倍となっており、当初予算の修

繕費 3,770 万円の８割程度を既に支出している状況であることから、959 万 6,000 円を増額

するものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員から「原因は、老朽化など分かっているのか。」との質疑に対し、執行部からは「特

に今年は、経年劣化が重なったものと思われる。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 129 号については、建設改良費の国道 325 号汚水幹線布設替事業について、

執行部より「工事請負費１億 810 万円を令和３年度の年割額、２億 2,000 万円を令和４年度

の年割額とし、総額３億 2,810 万円の継続事業として補正するものである。」との説明があ

り、質疑を行いました。 

委員から「施工延長が 600 メートルしかないのに、３億 2,810 万円は高いのではないか。」

との質疑に対し、執行部からは「口径が 1,100 ミリメートルの管を埋設するため、掘削断面

が大きくなり、土量も通常の下水道工事からすると５倍から６倍に増え、管の製品代も高く

なるためである。」との答弁がありました。 

また、委員から「この事業の歳入面はどうなっているのか。」との質疑に対し、執行部か

らは「３億 2,810 万円に対し、県からの補償金が１億 6,000 万円、残りの全額が下水道事業

債となっている。」との答弁がありました。 

 

議員間討議では、委員より「先日の民生委員との意見交換会では、前回のワクチン接種に

ついて、予約が取れず困られた高齢者の方が多くおられたというご意見があった。３回目の

ワクチン接種については、前回の反省も踏まえ、予約受付がスムーズにできるよう、他自治
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体も参考にしながら、市民が混乱しないように、体制を整えていただきたい。」「３回目のワ

クチン接種について、いろんな情報が飛び交っているので、市民への情報提供をしていただ

きたい。」との意見がありました。 

 

 また、新型コロナウイルス感染症対策の３回目のワクチン接種事業について、福祉厚生分

科会より次の２点の提言がありました。 

 ①前回の反省を踏まえ、他自治体の状況を参考にし、スムーズなワクチン接種の予約体制

を整えること。 

 ②３回目のワクチン接種について、市民へ情報を提供すること。 

 

 以上が、各分科会長からの経過報告となります。 
 なお、執行部に対する総括提言及び各分科会長に対する質疑はありませんでした。 
 
以上、慎重に審議しました結果、議案第 126 号から議案第 129 号については討論もなく、

採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
 

 次に、討論がありました議案第 125 号について申し上げます。 
委員より「本補正予算には、マイナンバーカードに健診事業についても紐づけが行われる

ための予算が計上されている。さらなる個人情報の集積により個人情報漏えいの危険が高ま

るため反対する。」との反対討論がありました。 
 
 採決の結果、議案第 125 号については、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 
 
 以上、本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果について、ご報告申し上げま

す。 
 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同を賜りますようお願いを申

し上げまして、予算決算常任委員長報告を終わります。 

 

 菊池市議会 議長 大賀 慶一 様 

  

                  令和３年 12 月 21 日 

                   予算決算常任委員会 委員長 松岡 讓    
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令和３年第４回定例会付議事件一覧及び審議結果表 

（１２月２日・１２月２１日議決） 

議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第 ９７ 号 
菊池市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 
原案可決 

議案第 ９８ 号 
菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
原案可決 

議案第 ９９ 号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 

議案第１００号 
菊池市例規の見直しに伴う企画振興課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０１号 
菊池市例規の見直しに伴う総務課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１０２号 
菊池市例規の見直しに伴う防災交通課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０３号 
菊池市例規の見直しに伴う財政課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１０４号 
菊池市例規の見直しに伴う人権啓発・男女共同参画推進

課関係条例の整理に関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０５号 
菊池市例規の見直しに伴う学校教育課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０６号 
菊池市例規の見直しに伴う生涯学習課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０７号 
菊池市例規の見直しに伴う菊池市公民館関係条例の整理

に関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０８号 
菊池市例規の見直しに伴う社会体育課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０９号 
菊池市例規の見直しに伴う議会事務局関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１１０号 
菊池市例規の見直しに伴う市民課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１１１号 
菊池市例規の見直しに伴う税務課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 
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議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第１１２号 
菊池市例規の見直しに伴う環境課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１１３号 
菊池市例規の見直しに伴う福祉課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１１４号 
菊池市例規の見直しに伴う子育て支援課関係条例の整理

に関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１１５号 
菊池市例規の見直しに伴う高齢支援課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１１６号 
菊池市例規の見直しに伴う健康推進課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１１７号 
菊池市例規の見直しに伴う農政課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１１８号 
菊池市例規の見直しに伴う農林整備課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１１９号 
菊池市例規の見直しに伴う商工観光課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１２０号 
菊池市例規の見直しに伴う土木課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１２１号 
菊池市例規の見直しに伴う都市整備課関係条例の整理に

関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１２２号 
菊池市例規の見直しに伴う下水道課関係条例の整理に関

する条例の制定について 
原案可決 

議案第１２３号 
菊池市例規の見直しに伴う農業委員会事務局関係条例の

整理に関する条例の制定について 
原案可決 

議案第１２４号 
菊池市例規の見直しに伴う水道課関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
原案可決 

議案第１２５号 

                (第１３号) 

令和３年度菊池市一般会計補正予算(第１１号) 

                ※計数整理による 

原案可決 

議案第１２６号 
令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

(第３号) 
原案可決 

議案第１２７号 
令和３年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算(第３

号) 
原案可決 
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議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第１２８号 令和３年度菊池市水道事業会計補正予算(第３号) 原案可決 

議案第１２９号 令和３年度菊池市下水道事業会計補正予算(第３号) 原案可決 

議案第１３０号 辺地総合整備計画の変更について 原案可決 

議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第１３４号 市道路線の廃止について 原案可決 

議案第１３５号 市道路線の認定について 原案可決 

議案第１３６号 
菊池市ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設

置条例の制定について 
原案可決 

議案第１３７号 

                (第１１号) 

令和３年度菊池市一般会計補正予算(第１２号) 

                ※計数整理による 

原案可決 

議案第１３８号 

                (第１２号) 

令和３年度菊池市一般会計補正予算(第１３号) 

                ※計数整理による 

原案可決 

議案第１３９号 令和３年度菊池市一般会計補正予算(第１４号) 原案可決 

議員提出議案   

議員提出 

議案第 
５号 

菊池市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
原案否決 

請  願   

請願第 ４ 号 菊池市商工会館移転に関する請願 採 択 

請願第 ５ 号 
「吃音のある園児に対する支援体制の確立」に関する請

願 
採 択 

 


